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　平成２５年末には、レストランのメニュー表示やデパート等における食品表示が

虚偽であったことが、マスコミで大きく取り上げられました。また、最近は食品の

異物混入事故が話題となり、これまで以上に消費者の安全・安心に対する関心

が高まっています。

　食肉流通業者である私どもはこれに応えて、衛生的な加工やその管理をおこ

なうとともに、食肉卸売や小売販売における、適正な表示・情報提供をおこない、

消費者の食肉に対する信頼を回復する必要があります。

　全国食肉公正取引協議会では、様々な法令等をふまえ、食肉関連業界の意見

を集約して食肉の表示に係ることを「食肉公正競争規約」にまとめ、平成７年に

公正取引委員会の認定を受けました。

　平成２１年に消費者庁の設立に伴い表示行政の一元化が図られ、平成２５年に

は食品表示法が公布されました。

　消費者行政の変化や食品表示法への対応についても解説した「お肉の表示

ハンドブック２０１５」を作成しましたので、適正な表示を実施し、企業や店舗のコ

ンプライアンス確立のため、消費者の食肉に対する理解と信頼を図るためにご活

用いただければ幸いです。

　本書の作成にあたり、下記の機関等にご指導、ご協力を頂きました。厚く御

礼申し上げます。

・消費者庁　表示対策課

・消費者庁　食品表示企画課

・農林水産省　生産局畜産部　食肉鶏卵課

・農林水産省　消費・安全局　表示・規格課

・独立行政法人農畜産業振興機構

全国食肉公正取引協議会
会長　河　原　光　雄

は 　 じ 　 め 　 に● 　 　 　 ● 　 　 　 ● 　 　 　 ● 　 　 　 ● 　 　
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શϛʔτϑʔζɺશச࿈ɺશ։࿈ɺશཙ࿈ɺ৯ௗڠձ
৯ࢢԷചڠձɺச࢈෭࢈ڠձɺϋϜɾιʔηʔδڠಉ߹ɺ
ຊ৯ྲྀ௨ηϯλʔɺຊ৯ྲྀ௨ηϯλʔԷച߹ɺ
ܲॲཧྲྀ௨ٞڠձɺ༌ग़ೖڠձɺશۀ࿈
શ࿈ɺશ৯ௗ࿈ɺνΣʔϯετΞڠձɺ
৽ຊεʔύʔϚʔέοτڠձ
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ྲྀ௨ɾԷ
Ճஂମ
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お肉の表示ハンドブック
ʮ͓ͷදࣔϋϯυϒοΫʯɺʮ৯ެਖ਼ڝ૪نʯͷ༰ΛਤղͰ
͔Γқ͘ղઆͨ͠ͷͰ͢ɻ·ͨɺنʹͳ͍ͬͯͳ͍෦ʹ͍ͭͯɺ

ʮܠද๏ʯʹ ͋ΔίϯϓϥΠΞϯεਫ਼ਆʹه͍ͯͮجड़͍ͯ͠·͢ɻ

৯ެਖ਼ڝ૪نͷର৯ɺ৯ൢച͕ऀۀࣄԷɾখച͢Δɺੜ৯Λجຊͱ
͍ͯ͠·͕͢ɺ͜ ͷϋϯυϒοΫͰখചళͰՃ͞ΕΔՃ৯ɺՃͷ͍
Ճ৯ʹ͍ͭͯղઆ͍ͯ͠·͢ɻ

ˎՃ৯ͳͲՃ৯ʹ͍ͭͯɺ৯දࣔ๏ʹͮ͘ج৯දࣔج४ʹΑΔنఆ͕༧ఆ͞Ε͓ͯΓɺ͞ Β
ʹैલ͔Βͷ̟ ̨̖ ๏৯Ӵੜ๏ʹΑΓنఆ͞Ε͍ͯ·͢ɻ·ͨผ్ʮϋϜɾιʔηʔδྨެਖ਼ڝ૪نʯ͕
͋Γ·͢ɻ

食肉ެਖ਼ڝ૪نの対象おΑͼ
お肉の表示ϋϯυϒοΫのղઆൣғ

ੜ৯Էऀۀ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

ੜ৯খചऀۀ

Ճ৯

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

ϋϯόʔά

Χοτ

৯ެਖ਼
ن૪ڝ

ର　

ର　

表示ϋϯドϒックのର

Ճ৯

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

ϋϜɾιʔηʔδͳͲ

ϋϜɾιーηーδྨ
ެਖ਼ڝ૪ن

ੜ৯

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

ಲͷຯ௮͚

Ճの͍৯
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৯表示๏ʢӫཆ表示ʣ

৯දࣔ๏Ͱɺ৽ͨʹՃ৯ʹ͍ͭͯӫཆද͕ࣔٛԽ͞Ε·͠ ͨɻ

ʹ৯の表示でのՃ·ࠓ ৯表示๏ʹΑΓ
ӫཆ表示͕ՃΘΓ·す

ӫཆ表示は৯表示๏ޙߦࢪ
͓͓ΉͶ5以ʹٛԽさΕΔ༧ఆです。

ᶃ໊ɹশ

ᶄΞϨϧήϯ

ᶅอଘํ๏

ᶆݶظදࣔ
ɹ（ফඅݶظɾຯݶظ）

ᶇࡐݪྉ

ᶈఴՃ

ᶉӫཆのྔͱྔ

ᶊ࢈ݪ

ᶋͦͷଞ
৽͘͠ՃΘΓ·す

ӫཆදࣔ以֎はɺすでʹ৯ެਖ਼ڝ૪نٴͼ
ϋϯドϒックで͔͘ࡉղઆさΕ͍ͯ·す。

加工食肉における栄養表示の義務化

○
○
レ
ス
ト
ラ
ン

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

○
○
ホ
テ
ル

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

不当表示は
絶対に

໊শ

ྉ໊ࡐݪ

ম͖ಲ

ಲϩʔεɺ ʢྨ࠭ɾਫѿʣ
ௐຯྉʢΞϛϊࢎʣɺϦϯࢎԘɺࢎԽ
ࡎࢭɺൃ৭ࡎʢѥࢎφτϦϜʣ

༰ྔ

ຯݶظ

อଘํ๏

ऀ

̍̌ ̶̌

5̍.10.1

̍̌ ˆҎԼͰอଘ

౦ژɹ0ࡔʵ00ʵ0

ΤωϧΪʔ

λϯύΫ࣭

࣭ࢷ

ਫԽ

৯Ԙ૬ྔ
ʢφτϦϜʣ

̍̕ ̺̒ ̲BM

̍̒ ɽ̶̑

̍̏ ɽ̶̕

1.3H

2.5H
1000mH

ӫཆʢ̍̌ ̶̌ ͨΓʣ
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ྫ͑ɺՃ৯Ͱ͋ͬͯɺళʢಉҰॴʣͰ͠ɺए͠ ͘Ճ͠ɺҰൠফඅऀʹ
ൢച͢Δ߹දࣔٛ͋Γ·ͤΜɻ

ˎ৯ઐখചళ৯εʔύʔͰɺόοΫϠʔυͷՃࣨͰՃ͞ΕɺͦͷళฮͰফඅऀʹൢച͞Ε
ΔՃ৯ɺӫཆදࣔͷର֎ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ

Ճ৯で͋ͬͯɺൢ ചॴ以֎でՃさΕ
แさΕɺൢثલʹ༰ࣄ ചさΕΔの͕ରʹͳΓ·す。

栄養成分の表示を必要とする対象食肉

ͷؒɺதখجۀاຊ๏ʢতेࡾീ๏ୈඦ࢛ेޒ߸ʣୈೋ
ୈنʹ߲ޒఆ͢Δখنऀۀاʤ֓Ͷৗ࣌༻͢Δैۀһͷ͕20ਓ

ʢۀຢαʔϏεۀʹଐ͢ΔۀࣄΛओͨΔۀࣄͱ͠ ͯӦΉऀʹ͍ͭͯɺ5ਓʣ

ҎԼͷऀۀࣄʥʹ ͍ͭͯɺӫཆදࣔͷলུ͕ೝΊΒΕ·͢ɻ

ରऀۀࣄͷྫ֎10*/5○
○
レ
ス
ト
ラ
ン

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

○
○
ホ
テ
ル

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

不当表示は
絶対に

ੜ৯
ళでՃさΕͨ
Ճ৯

Ճॴ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

ൢചళฮ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

ൢചళฮ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

ӫཆදࣔٛの͋Δの

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

ϋϯόーά

ผのՃॴで
༰ثแさΕͨՃ৯

ӫཆදࣔٛのͳ͍の
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牛かͨローε（国産）
ম肉༻

580s100H

߸ମࣝผ൪ݸ 1234567893

9

ফඅऀӫཆදࣔʹؔ৺͕͋Δ͜ͱ͔Βੜ৯ͷ߹ɺ
Ұׅͯ͠ɺӫཆදࣔͷϙελʔͳͲͰදࣔ͢Δ͕ඞཁͰ͢ɻ

ӫཆ表示のٛはͳͯ͘ʜ

ੜ৯ࠓ·Ͱͱಉ༷ʹɺ৯ͷछྨɾ෦Ґɺ࢈ݪɺྔٴͼൢചՁ֨ɺྫྷౚٴͼ
ղౚʹ͋ͬͯͦͷදࣔɺڇʹ͋ͬͯݸମࣝผ൪߸ͷදࣔͱͳΓ·͢ɻ

ʢৄ͠ ͘120ʲର໘ൢചͰͷখചදࣔ ɾr122ʲࣄલแ͞Εͨ৯ͷখചදࣔ Λrࢀরɻʣ

৯表示๏ʢӫཆ表示ʣ

ళՃɾൢྔܭചの
খച表示ྫ

ᶃ৯ͷछྨɾ
ɹ ෦Ґ

ᶄ࢈ݪ

ᶅ̍̌ ̶̌ ͨΓ
ɹͷ୯Ձ

ᶆݸମࣝผ൪߸

ᶃ৯ͷछྨɾ
ɹ ෦Ґ

ᶄ࢈ݪ

ᶅ̍̌ ̶̌ ͨΓͷ
ɹ ୯Ձ

ᶆݸମࣝผ൪߸

ᶇྔɹ

ᶈൢചՁ֨

ᶊফඅݶظ

ᶋՃ໊ऀশɾ
ɹՃॅऀॴ

ᶉอଘํ๏

લแさΕͨ৯のࣄ
খച表示ྫ

生鮮食肉における表示（今までと同様）

ຊ৯ඪ४දʢจ෦ՊֶলʣΛߟࢀ

໊শ

ಲ͔ͨϩʔε

ಲΒ

ಲλϯ

ಲϨόʔ

ΤωϧΪʔ

253LDBM

386LDBM

221LDBM

128LDBM

λϯύΫ࣭

17.1H

14.2H

15.9H

20.4H

ɹ࣭ࢷ

19.2H

34.6H

16.3H

3.4H

ਫԽ

0.1H

0.1H

0.1H

2.5H

৯Ԙ૬ྔ
ʢφτϦϜʣ

0.1H
ʢ54mHʣ

0.1H
ʢ47mHʣ

0.2H
ʢ80mHʣ

0.1H
ʢ55mHʣ

ʢ100HͨΓʣ

˞৯Ԙ૬ ʢྔHʣ＝φτϦϜʢmHʣ̫ 2.54ʸ1000

1PJOU

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ
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৯Λઁऔͨ͠ࡍɺମ͕৯ʹؚ·ΕΔλϯύΫ࣭Λҟͱ
ͯ͠ೝࣝ͠ɺࣗ ͷମΛ͢ޚΔͨΊʹաͳԠΛ͢͜ى
͜ͱΛΞϨϧΪʔ࣬ױͱ͍͍ɺͦͷݪҼʹͳΓಘΔ࣭ΛΞϨ
ϧήϯͱ͍͍·͢ɻ

ΞϨϧΪʔʢ࣭ʣ表示

දࣔΛྭ
͍ͯ͠Δ
ର
ʢ̎̌ ʣ

ʮ͔ΏΈɾ͡Μ·͠Μʯʮ৶ɾ·ͿͨͷजΕʯʮ͓͏ుʯʮ֏ɾᄶ໐ʯͳͲɻ
ΞφϑΟϥΩγʔɾγϣοΫΛ͜͠ى ɺࢸʹࢮΔ͜ͱ͋Γ·͢ɻ
ݣをؾපӃͰは特に、ߍֶ※ てͬ、ΞϨϧήンをڅ食しͳ͍ΑうରԠして ·͍͢ 。

ओͳঢ়

͍ Β͘

ΩΠϑϧʔπ

͘ΔΈ

େɹ౾

ΦϨϯδ

ɹڇ

θϥνϯ

ಲɹ

ό φ φ

·͍

Χγϡʔφοπ

ɹ

͝ɹ·

͞ɹ

͞ɹ͚

͍ɹ͔

ܲɹ

ΓΜ͝

·͚ͭͨ

͋Θͼ

දࣔٛ
ͷ͋Δ
ର
ʢ̓ʣ

ΞϨルήϯ表示は͚ٛͮΒΕ͍ͯ·す

MILK

ཛ

৯ΞϨϧΪʔମ࣭Λͭ࣋ফඅऀͷ݈ة߁ͷൃੜΛ͢ࢭΔ؍͔Βɺաڈͷ݈߁
ඃͳͲͷఔɾසΛྀͯ͠ߟ༰ثแ͞ΕͨՃ৯ಛఆࡐݪྉʢԼ7هʣΛ
ͷදࣔΛ͚͍ٛͮͯ·͢ɻࢫͨ͠༺

MILK

ೕ
MILK

খɹഴ
MILK

མՖੜ
MILK

͑ɹͼ
MILK

ͦɹ
MILK

͔ɹʹ

৯ΞϨϧΪʔ
ͱʁ○

○
レ
ス
ト
ラ
ン

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

○
○
ホ
テ
ル

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

不当表示は
絶対に
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˔৯ؔͰදࣔྭͷɹᶃܲ肉　ᶄڇ肉　ᶅಲ肉ɹ͕͋Γ·͢ɻ

ੜ৯Ͱൢച͢Δ໊শɺڇɾಲɾܲͱ͍͏छྨؚ͕·ΕΔͷ
Ͱ͋Γ·ͤΜɻ

※ୠし、νϣッパーͰڇ肉·たはಲ肉等の൨肉を࡞る߹、例えಲ肉の൨
き肉を࡞るࡍに、ڇ肉のᕓがࠞೖしͳ͍Αうҙ͢るඞཁが り͋·͢ 。

ϋϯόʔάεςʔΩʹཛɾڇೕɾখഴคͳͲͷΞϨϧΪʔ࣭ΛՃ
ͷʹࡍ༻͍ͯ͠Δͱ͖ɺඞͣ͜ͷΞϨϧΪʔ࣭Λදࣔɾୡ͠
ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ

※成ܕ肉ͳͲの加工肉にΞϨϧΪー物質が༻͞ Εて͍る߹も、ඞず表
示しͳけΕͳり·せΜ。

දࣔٛͷ͋Δ7ͷදࣔඞͣݪ
ɻ·ͨྭͷ20͢·͠هྉ໊ʹදࡐ
දࣔ͢Δ͜ͱͰɺফඅऀʹΑΓ҆શ
Ͱ҆৺ͳදࣔͱͳΓ·͢ɻ

৯ؔのΞϨルΪー

ΞϨルήϯ表示のྫ

໊ɹɹশ

ྉ໊ࡐݪ

 ༰ ྔ
ফඅݶظ
อଘํ๏
  ऀ

ϋϯόʔά

ɺͨ·Ͷ͗ɺܲཛɺύϯคɺڇ
ݪೕɺে༉ɺ߳ਏྉɺ৯Ԙʢڇ
ྉͷҰ෦ʹখഴΛؚΉʣࡐ

85̶
15ɽ5ɽ25
4ˆҎԼͰอଘͯͩ͘͠ ͍͞
˓˓৯ࣜגձࣾɹ
౦ژ۠ߓ˓˓ொ0ʵ00

ٛ表示࣭の
ཛɾখഴคɾڇೕΛ

表示の͜ͱ

1PJOU

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

1PJOU

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

˞ΞϨϧήϯͷදࣔํ๏ʹ͍ͭͯɺ৯දࣔ๏ͷ੍ఆʹ͍ݟ͠தͰ͢ɻ

˔খചళ಄ͰʮϋϯόʔάεςʔΩʯʮϋϯόʔάεςʔΩʯ
ɹΛൢച͢Δ͕ࣄଟ͋͘ Γ·͢ɻ
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൨͖ɺแஸͷਕͰςϯμϥΠζʢͰͷےΓʣΛ͠ ͨੜ৯ɺՃɾܕʢϋ

ϯόʔάͷΛؚΉʣΛൢച͢Δ߹ɺՈఉͰͷௐཧɺҿ৯ళͰͷௐཧ࣌ʹʮத৺·Ͱ
ेʹՃʯ͢ ͖ͷදࣔΛ͠ ·͢ɻ

ʻՃྉཧの表示ྫʼ
˓˓ॲཧΛߦͳͬͨࢫɺ
ेͳՃΛཁすΔࢫの表示。

ͳͨΊɺදࣔࠔॲཧΛ͍ͯ͠ͳ͍৯ͱ۠ผ্͕ݟ֎ͷΑ͏ͳॲཧΛͨ͠৯ɺ࣍
͕ඞཁͱͳΓ·͢ɻ

ςϯμラΠζॲཧ ۚଐͷਕΛ༻͍ͯɺͷܕݪΛอͬͨ··ɺٴےͼણҡΛ͘அ͢Δ
ॲཧɻ（ӈϖʔδࢀর）

λϯϒϦϯάॲཧ
ʢΠϯδΣクγϣϯॲཧʣ

ͷ෦·ͰௐຯӷΛਁΈࠐ·ͤΔॲཧ（ػցతʹೖ͢ΔॲཧؚΉ）ɻ
（ӈϖʔδࢀর）

ܕॲཧ ৯ʹࢷɾఴՃΛՃ͑ͯਓతʹ݁ண͠ɺܗঢ়Λ͑Δॲཧɻ
（ӈϖʔδࢀর）

λϨ͔͚ Λ༰ثแʹೖΕͨޙɺௐຯӷΛՃ͑Δ͜ͱɻ

௮͚ࠐΈ ʹௐຯӷΛՃ͑ɺ௮͚ࠐΉ͜ͱɻ

Ճ  ௐ ཧ ͳͲの表示

ϛΩγϯά ʹௐຯྉΛՃ͑ɺϛΩαʔͰΈ΄͙͢͜ͱɻ

Ճௐཧɾྉཧの表示

以ԼのॲཧΛさΕͨ৯ʹはҙ表示͕ඞཁです

·ΓॲཧΛ͍ͯ͠·͢ͷͰɺத৺෦ے˓
ͰेʹՃ͓ͯ͠ঌ্͕͠Γ͘ ͍ͩ͞ɻ

˓ຯ͚ॲཧΛ͍ͯ͠·͢ͷͰɺத৺෦·
ͰेʹՃ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˓͋Β͔͡ΊॲཧΛ͠ ͍ͯ·͢ͷͰɺத৺෦
·ͰेʹՃ͍ͯͩ͘͠͞ɻ



Ճ

ௐ
ཧ
ͳ
Ͳ
ͷ
ද
ࣔ

��

Ϊϡッʙʂʂ

1�

খ͞ͳยΛ݁ணࡎͱ
ҰॹʹܕʹೖΕ͢ܕΔɻ

ௐຯӷΛػցతʹʹਁΈࠐ·ͤΔɻ

ௐຯӷ

ܕॲཧ

͓

͓

Ϊϡッʙʂʂ

݁ணࡎ

͓

ঢ়ͷ͍ࡉਕΛ͠௨͢ɻ

ςϯμラΠζॲཧ

λϯϒϦϯάॲཧ
ʢΠϯδΣクγϣϯॲཧʣ

ણҡΛ͘அɻے

ѹྗثͰ݁ணͤ͞Δɻ

Ϊϡッʙʂʂ
Ϊϡッʙʂʂ

Ϊϡッʙʂʂ
Ϊϡッʙʂʂ

Ϊϡッʙʂʂ

ʪΠϯδΣクγϣϯॲཧʫʪλϯϒϦϯάॲཧʫ

ͷઌ͔ΒࢷΛೖ͢Δɻ
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༗໊ϒϥϯυڇ

ઌண��໊༷
ڇໟࠇ

ຊ

̑
ׂ
Ҿ
͖
ʂ

1�

໌͠ɺ͕࣮ࣄΔ͍ͯ͠ڙΛఏࡐɺϗςϧɾϨετϥϯͰϝχϡʔදࣔͱҟͳΔ৯ۙ࠷
Ϛείϛʹ େ͖ औ͘Γ্͛ΒΕ·͠ ͨɻશࠃ৯ެਖ਼औҾٞڠձʹɺফඅ ɾऀϚείϛɾ
৯ऀۀࣄͳͲ͔Β͍߹Θ͕ͤଟͤدΒΕ·͠ ͨɻ

͜ΕΒͷ͜ͱ͕ʹͳͬͨͷɺ֎৯ۀ࢈ͳͲ
Ͱදࣔ༰ͷܾ·Γ͕ແ͍＝ʮ֎৯ͷެਖ਼ڝ
૪نʯ͕ແ͍͜ͱʹىҼ͠·͢ɻ

͔͠͠ɺ֎৯ͷެਖ਼ڝ૪ن͕ແͯ͘ ɺෆද
ࣔΛ͠ ͯͳΒͳ͍͜ͱવͰ͢ɻ

දࣔ๏ͰɺফඅऀΛͩ·͢Α͏ͳදࣔΛܠ
ɻ͢·͍ͯ͠ࢭې

その他、·͗ΒΘ͍͠ɺまたは
ਖ਼͍͠அΛࠔにさせる表示
を特に指定し、ࢭېしています。

ෆͳදࣔաେͳܠྨͷఏ͔ڙΒҰൠফඅऀͷརӹΛ
อ͢ޢΔͨΊͷ๏Ͱ͢ɻ·ͨͦΕΒͷߦҝΛ੍͢ن͘͠ݫ
Δ͜ͱʹΑΓɺফඅऀ͕దਖ਼ʹɾαʔϏεͷબ͕Ͱ
͖ΔڥΛकΓ·͢ɻ·ͨɺެਖ਼ڝ૪نܠදࣔ๏Λ
քͷࣗओϧʔϧͰ͢ɻۀઃఆ͞ΕΔʹڌࠜ

品質、規格、その他の内容に
ついて、合理的な根拠が無く、
実際のものよりも、ஶ͘͠༏
ྑͰ͋Δとɺফඅऀにޡೝさ
れる表示をࢭېしています。

価格や取引条件に関して、ஶ͠
͘༗རͰ͋Δとফඅऀにޡೝ
される表示をࢭېしています。

ᶄ�༗རޡೝදࣔᶃ�༏ྑޡೝදࣔ

○
○
レ
ス
ト
ラ
ン

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

○
○
レ
ス
ト
ラ
ン

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

○
○
ホ
テ
ル

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

不当表示は
絶対に

ᶅ�ͦͷଞޡೝ͞ΕΔɹ��͓ͦΕͷ͋Δදࣔ

ܠ  表 示 ๏ʢܠ表๏ʣ

ෆ表示のࢭې

༗໊ϒϥϯυڇ

ઌண��໊༷
ڇໟࠇ

ຊ

̑
ׂ
Ҿ
͖
ʂ

実
は
ブ
ラ
ン
ド
牛

で
は
な
い
。

࣮いͭ
ൢചしͯいΔ
Ձ֨ͱಉ͡ɻ

༗໊ϒϥϯυڇ

ઌண��໊༷
ڇໟࠇ

ຊ

̑
ׂ
Ҿ
͖
ʂ

༗໊ϒϥϯυڇ

ઌண��໊༷
ڇໟࠇ

ຊ

̑
ׂ
Ҿ
͖
ʂ

黒ໟछͰͳいͷ
ʮʹ黒ໟʯͳͲͷ
දࣔΛしͯいΔɻ

දࣔ๏ܠ
ͱʁ○

○
レ
ス
ト
ラ
ン

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

○
○
ホ
テ
ル

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

不当表示は
絶対に
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֎৯（Ϩετϥϯ）ͰɺʮܕՃͱදࣔ͢
Δʯͱͷܾ·Γ͋Γ·ͤΜɻද͖ܾࣔ͢·Γ
ʹެਖ਼ڝ૪ن͕ແ͍ͷͰ͢ɻ

Ұํɺࢲたͪ食肉ൢചۀࣄ ʢऀԷΛؚΉʣʮ食肉ެ
ਖ਼ڝ૪نʯにΑͬͯɺܕ肉ɾՃ肉ʢࢷೖ肉ʣ
のදࣔΛ͢ΔΑ͏にࢦಋΛ͍ͯͬߦ·͢ɻ

͜ͷଞʹɺ৯ൢചͰද͕ࣔٛ͋ͬͯɺ
֎৯Ͱද͕ࣔٛͳ͍ͷ͕ଟ͋͘Γ·͢ɻྫ
͑ɺ࢈ݪදࣔ（࢈ࠃɾถ࢈ࠃ）ͳͲ৯ൢചͰ
ͨΓલͰ͕͢ɺ֎৯Ͱͷදࣔ͞Ε͍ͯ·
ͤΜɻ

食肉の安心ɾ安全ͳྲྀ௨Λߦͳ͏ために
食肉ެਖ਼ڝ૪ن͕͋Γ·͢ɻ

৯ൢചۀࣄ ʢऀԷΛؚΉʣ

৯ެਖ਼ڝ૪ن

ͳ表示ルール͕͋Δ֨ݫ

֎　৯　ۀ　࢈

ެਖ਼ڝ૪ن͕ͳ͍

໌֬ͳ表示ルール͕ͳ͍

ৄ͍͠දࣔରࡦʹ͍ͭͯফඅऀிͷ)1ʹ͞ࡌܝΕ͍ͯΔ2�"ࢀরͷ͜ͱɻ
ফඅऀிɹදࣔରࡦ ࡧݕ Ittp���XXX.DBB.HP.Kp�SFpSFTFOtBtJPO�LFJIZP�RB�IZPVKJRB.ItNM

ϝχϡʔͱ৯ͷදࣔʹ͍ͭͯ

1PJOU

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

食肉ൢച事業ऀはʰΦʔετϥϦΞڇ࢈αʔϩ
ΠϯࢷೖՃ 等ɦと加工肉（ࢷೖ肉）
Ͱ͋ るࢫの表示をしてൢചして ·͍͢ 。
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ෆ  表 示 のྫ

ʲ̍ ৯r以֎のののޡೝ

ʲ̎ �rੜʢੜʣͱՃʢܕɾࢷೖʣͱのޡೝ

২ੑλϯύΫ৯ΛʮਓʯʮਓʯʮϔϧγʔϏʔϑʯͱදࣔɻ

൨ʹ২ੑλϯύΫΛࠞ߹͍ͯ͠Δͷʹɺͦ ͷࢫͷද͕ࣔͳ͍߹ɻ/(

ࢷʹతʹਓےɺഅͷڇ
Λೖͨ͠ͷΛʮڇεςʔ
Ωʯʮഅ͠ʯͷΈͷදࣔɻ

ͦͷ͕ੜͰ͋Δ͔ͷΑ͏
ೝ͞ΕΔͷͰඞޡʹ ʮͣՃʯ
ʮ͔ࢷೖʯΛ໌͠ه·͢ɻ

0,
/(

ࡐΛ݁ணࡎͰݻΊͨܕ
ΛʮαΠίϩεςʔΩʯͱද
ࣔɻ

͕ੜͰ͋Δ͔ͷΑ͏ʹޡ
ೝ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋ΔͷͰɺʮ
ɻ͢·͠هʯͱ໌ܕ

0,
/(

ଁΛషΓ߹ΘͤͨܕΛ
ʮιϑτεςʔΩʯʮϑΝϛϦʔε
ςʔΩʯͱදࣔɻ

༏ྑޡೝΛආ͚ΔͨΊʮଁ
Λࡐݪͨ͠ܕྉΛ༻ʯͳͲ
ͷઆ໌ॻ͖͕ඞཁͱ͞Ε·͢ɻ

0,
/(

˓ܕՃΛ͍ͯ͠ͳ͍ϒ
ϩοΫΛαΠίϩঢ়ʹ
Χοτͨ͠ͷɺવͳ͕
ΒʮαΠίϩεςʔΩʯʮͻͱ
ͪ͘εςʔΩʯͷΈͷදࣔͰ
ൢച（ϝχϡʔදࣔ）ՄͰ͢ɻ

ʲ̏ �rछྨɾ෦Ґのޡೝ
ɺಲɺͦڇ ͷଞͷ（അɾ༽）
ͷࠞ߹ͨ͠൨Λʮڇಲͻ͖ʯ
ͱ͚ͩදࣔɻ·ͨɺ෦Ґ ʮ͕ʯ
ͳͷʹɺʮϩʔεʯͱදࣔͳͲɻ

ͷछྨ෦ҐΛਖ਼֬ʹදࣔ͢
Δ͕ٛ͋Γ·͢ɻৄ̡͘͠ छ
ྨɾ෦ҐͳͲͷදࣔʳΛࢀর
（128）ɻ

0,
/(

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

˓ಉ͡෦ҐΛɺ݁ணࡎΛ༻ͤ
ͣʹɺѹྗثͰ୯ʹܗΛ͑
ͨʹ͍ͭͯɺੜͱ͠ ͯ
औΓѻ͍·͢ɻ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

0,



ෆ

ද
ࣔ
ͷ
ྫ

��

17

ʲ̐ �r࢈ݪɺ࢈ࠃɾ֎࢈ࠃのޡೝ
ೝ͞ΕΔ͓ͦޡͱ࢈ࠃΛ࢈ࠃ֎
Εͷ͋Δදࣔɻ·ͨɺ࢈ࠃ৯
Λݝผදࣔ͢Δ߹ʹɺͦͷݪ
ͷදࣔɻݝͰͳ͍ݝ࢈

৯ͷ߹ɺਖ਼֬ͳ࢈ݪදࣔ
Λ͢Δ͕ٛ͋Γ·͢ɻৄ ͘͠
ʲ࢈ݪදࣔ Λrࢀর（1�5）ɻ

0,
/(

ʲ̑ �rڇの表示のِڏ
ʮࠇໟछʯʮໟछʯʮຊ
֯छʯʮແ֯छʯͷछͷ
ɺ·ͨ͜ΕΒ̐ڇ छؒͷަ
ʹΑΓੜ͞࢈ΕͨڇҎ֎ͷΛ
ʮڇʯͱදࣔɻ

ڇͷசछɾछɾฑͳͲΛ
දࣔ͢Δ߹ɺܾΊΒΕͨද
ࣔํ๏ʹै͏ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ
ৄ͘͠ʲڇͷදࣔʳΛࢀর
（14�）ɻ

0,
/(

ʲ̒ �rࠇಲの表示のِڏ
όʔΫγϟʔ७ਮछҎ֎ͷछ
ͷಲͷΛʮࠇಲʯͱදࣔɻ·ͨɺ
όʔΫγϟʔ७ਮछͱޡೝ͞Ε
Δදࣔ͜Εʹ֘͠·͢ɻ

ಲͷදࣔ͢Δ߹ɺܾΊΒࠇ
Εͨදࣔํ๏ʹै͏ඞཁ͕͋Γ
·͢ɻৄ͘͠ʲࠇಲͷදࣔʳ
Λࢀর（14�）ɻ

0,
/(

ʲ̓ �r ʢྻแʣのํ๏のෆਖ਼
ফඅऀ͔Β͑ݟΔ෦ද໘ʹ
ྑ͍Λྻ͠ɺӅΕͯ͑ݟͳ
͍෦ʹྼΔΛஔ͖ɺͦͷ৯
શ෦ͷ࣭͕༏ྑͰ͋Δ͔ͷ
Α͏ʹͤݟΔྻ（ࣄલแͷͷ
Ͱಉ͡）ɻ

ফඅऀ͔Β͑ݟΔ֎ଆͷͱൺ
ɺଆͷʹࢷ͕ଟ͍ͱ͔ɺ
ҰΕͷ͕ܗখ͍͞ͱ͍ͬͨέʔ
ε͕͋ͬͯɺ৯ͷछྨɾ෦Ґ
ͷੑ্࣭ɺࣗવʹ͜ىΓ͑Δ߹
ෆදࣔͰ͋Γ·ͤΜɻ

0,
/(

ʲ̔ �r࣭ɾ֨نɾ໊ฑのِڏ
৯ͷ࣭ɺ֨نɺฑͦͷଞͷ༰ʹ͍ͭͯɺ࣮ ࡍ
ͷͷ·ͨଞͷऀۀࣄͷͷΑΓஶ͘͠༏ྑͰ͋
Δͱফඅऀʹޡೝ͞ΕΔ͓ͦΕͷ͋Δදࣔɻ/(

ʮদڇࡕʯʮਆڇށʯʮۙڇߐʯͳͲ৯ͷฑ（ϒϥϯυ）
ʹ͍ͭͯͷِڏͷදࣔɻ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

ਆށ牛ಛചʂ

࣮༗໊ϒϥϯυڇ
Ͱͳい
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ෆ表示のྫ

＜根ڌͷͳ͍දࣔͷྫ＞

ʯͳͲ্ۃදࣔɿʮಛબʯʮಛ্ʯʮڃɿ࣭ڇˎ�
�ˎଞͷ৯ʹྨͨ͠ࣅ࣭දࣔʮ͓͓ͱΖʯʮͳ͔͓ͪʯ
ʮ͑Μ͕Θʯ

＜根ڌͷ͋Δදࣔͷྫ＞

ʲ�� �rաแ
༰ͷอޢຢ࣭อશͷݶΛ͑ͯաେͳ༰ثΛ༻͍ͨͷաแΛ
ͨ͠ͷɻ/(

ʲ�� �rࠜڌのͳ͍༏Ґੑ表示のࢭې
৯ͷ࣭ͳͲʹ͍ͭͯɺ߹ཧతͳࠜڌͷͳ͍༏ҐੑΛࣔ͢༻ޠΛදࣔɻ
ೝΛ༩͑ͨͱ͠ޡΛࣔͣ͞දࣔͨ͠߹༏ྑ（ྉɾσʔλࢿ）ڌతͳࠜ؍٬˞ ͯෆ
දࣔͱͳΔ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻ/(

ʲ̕ �rՁ֨の༗རੑのޡೝʢ༗རޡೝʣ

/(

Ձ֨Λɺ࣮ࡍͷͷຢଞͷ৯ൢചऀۀͷͷΑΓஶ͘͠༗རͰ͋ΔͱҰൠফ
අऀʹޡೝ͞ΕΔڪΕͷ͋Δදࣔɻ

ʮେखεʔύʔՁ֨̔ ̌̌ ԁΛ̏ ̔̌ ԁʯͱͷදࣔΛͯ͠ൢച͍ͯ͠·͕ͨ͠ɺಉҰɾಉ
࣭ͷͷͱൺֱͨ͠ͷͰͳ͍ͱ໌͠ɺࠂܯΛड͚ͨྫ͕͋Γ·ͨ͠ɻ

˓৯ʹ͍ͭͯɺ؍٬తࢿྉσʔλʹ͍ͨͮج
ͷͰ͋Εɺͦ ͷදࣔΛ͔ͯ͠·͍·ͤΜɻ

/(

0,

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

極上おおとろ牛 

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

５等級 〇〇牛

ᶃ͚֨ػ （ؔ（ެࣾ）ຊ৯֨ڠձ）ͷ͚֨σʔλ
ɹ ʮ̑ڃ࣭ڇˎ� ʯʮ̐ ʯʮ̏ ʯ
ɹ �ˎಲ࣭ڃʮ্ۃʯʮ্ʯ
ᶄ͏·Έͷ̍ ͭͰ͋ΔɺʮΦϨΠϯؚࢎ༗ྔʯͷଌ
ఆσʔλʹ͖ͮج

ɹ �ˎΦϨΠϯ̑ࢎ ̑̀ ؚ༗ͱࣔ͢͜ͱɻ

ଇୈ��⾣（1�5）ɺنߦࢪୈ4⾣（1�4）ɺୈ��⾣（1���）ʗಉن૪ڝද๏ୈ4⾣（1���）ɺ৯ެਖ਼ܠ˔
ୈ2�⾣（1���）
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肉ܕೖ肉ɾࢷ
ೖࢷ

ͷϩʔε（Ϧϒ࢈ࠃ֎ڇ࢈ܦͷ࢈ࠃ
ϩʔεɾαʔϩΠϯ）ʹ ɺڇ࢈ࠃͷࢷΛਫ਼
͠ɺඦຊͷΠϯδΣΫγϣϯʹΑΓɺػ
ցతʹࢷೖͨ͠ͷͰ͢ɻ

ʮΦーストラϦΞ産ڇαーロインࢷೖ加工肉ʯ
等と正し͍表هͰԷചり͞ Εて ·͍͢ 。

　ܕ　

ラムローϧ
（成ܕ肉）

ࡎ৯ఴՃ（݁ணʹࡐɺϥϜͷڇ
）ΛՃ͑ϓϨεػͰѹྗΛՃ͑ͯܗΛ
Ұఆͷେ͖͞ʹͨ͠ͷͰ͢ɻ

ϥϜʹ݁ணࡎΛՃ͑ͯͨͬ࡞ϥϜ
ϩʔϧɻڇͷࡐΛ݁ணࡎͰݻΊɺα
Πίϩঢ়ʹΧοτͨ͠αΠίϩεςʔΩ
͕͋Γ·͢ɻ

ᶃࢷೖɾܕͷ໌هΛ͢Δ͜ͱɻʢҿ৯ͷϝχϡʔ

Ͱఏ͢ڙΔࡍಉ༷ɻʣ

ᶄʮܕͷॲཧΛ͠ ͍ͯΔͷͰɺத৺·ͰՐΛ௨͢Α͏
ʹௐཧɾྉཧ͢ΔʯࢫΛ໌͢هΔ͜ͱɻ

ᶅ݁ணࡎʹΞϨϧήϯ͕ఴՃ͞Ε͍ͯΔ߹ɺͦ ͷࢫͷ
දࣔΛ͢Δ͜ͱɻ

ྫྷౚʹ͞Εɺۀےɺ֎
৯ۀ࢈ʹԷ͞Ε·͢ɻ
৯ઐళ৯εʔ
ύʔͰͷऔѻكͰ͢ɻ

ՃશͯػցԽ͞Εɺ
ͦͯ͠ྫྷౚྲྀ௨͢Δ
ͷӴੜཧ͕ߦΘΕͯ
͍·͢ɻ

ࢷʹɺւ֎ͷઐ༻छڇ࢈ܦͷ࢈ࠃ
ೖ͢Δ͜ͱͰɺॊΒ͔͘৯ΒΕ·͢ɻ

Λ༗ޮར༻͠·͢ɻࡐϥϜͷڇ

●●●●●●Ճൢചのҙٛ ●●●●Ӵ ੜ ໘

ॏཁͳ͜ͱ

国産経産ڇのࢷೖ肉

αイίロスςーキ
（成ܕ肉）

○
○
レ
ス
ト
ラ
ン

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

○
○
ホ
テ
ル

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

不当表示は
絶対に

●●●●ྲྀ 　 ௨

ラムローϧ
（成ܕ肉）
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ର໘ൢചͰのখച表示

ઐখചళͳͲɺళͰՃͯ͠ྻ͞Εͨ৯ΛɺߪೖऀͷرʹԠͯ͡
ඞཁྔΛൢͯͬܭച͢Δ߹ɺදࣔΧʔυʢϓϥΠεΧʔυʣʹ ྻͨ͠৯͝
ͱʹԼهʮඞཁද߲ࣔࣄʯΛ֎෦͔Βݟ͍͢Α͏ɺจͰ໌Γΐ͏ ʹදࣔ͠
ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ

ళでՃ͠Ұൠফඅऀʹ
ൢചすΔ߹͕ରʹͳΓ·す。

ʻ表示カードのࡌه ʢྫੇݪ大ʣ̓

˞දࣔΧʔυͷେ͖͞ɾॎ̑ ɽ̑ᶲҎ্ɺ
ɹԣ̕ ᶲҎ ͱ͠（େ্໊） ·͢ɻ

ᶃ৯ͷछྨɾ෦Ґ（໊শ）

ᶄݪɹ࢈ɹ

ᶅྔ（༰ྔ）ٴͼൢചՁ （֨̍ ̌̌ ̶ͨΓ୯Ձ）

ᶆྫྷౚٴͼղౚʹ͋ͬͯͦͷදࣔ

ᶇڇʹ͋ͬͯɺݸମࣝผ൪号（ຢՙޱ൪号）

ର໘ൢചʢൢྔܭചʣの৯のඞཁ表示߲ࣄ
˗̐ ϙ̎Πϯτ以上
˔৯ͷछ ෦Ґ（ΒΜ）（ڇྨ）
（࢈ࠃ）࢈ݪ˔
˔ൢചՁ （֨̍ ̌̌ ̶ͨΓ）（̐ ̔̌ ԁ）

˗̐ ϙ̎Πϯτ以上でͳͯ͘ྑ͍
ɹ（໌Γΐ͏ ͳจࣈαΠζ）

̍）ମࣝผ൪号ݸ˔ ̎̏ ̐̑ ̒̓ ̔̕ ）̏

˔༻్ （໊εςʔΩ༻）

˔��� ͷ̶จࣈ

文字の大きさ

̎̍߸ମࣝผ൪ݸ ̏̐ ̑̒ ̓̔ ̏̕

牛 らんぷ（国産）
εςʔΩ༻

̍̌ ̶̌ 480s
ॎ̑ɽ̑ᶲ

Ҏ্

ԣ̕ᶲҎ্

ᶃ৯ͷछྨɾ
ɹ ෦Ґ

ᶄ࢈ݪ

ᶅ̍̌ ̶̌
 ɹͨΓͷ୯Ձ

ᶇݸମࣝผ൪߸

༻్දࣔ
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˓εςʔΩ̍ ຕɺؙম͖एͲΓҰӋ୯ҐͰൢച͢Δ߹
ɹʮ̍˓˓ԁʯͱදࣔ͠ɺ̍ 00 ̶ͨΓͷՁ֨Λซ͠ه·͢ɻ

˓̍ɺ̍ ຕɺ̍ ɺ̍ݸ Ӌɺ̍ ຊͷ୯Ґ͕͋Γ·͢ɻ

༻్表示
ର໘ൢചͰͷখചදࣔɾࣄલแ͞Εͨখചදࣔͱʹɺ༻్ɾܗଶͷද
ࣔٛදࣔͰ͋Γ·ͤΜɻ͔͠͠ফඅऀʹͱͬ ͯॏཁͳใͷͨΊɺ
ϓϥΠεΧʔυɺϥϕϧɺஔ͖ࡳɺ̥ ̤̥ ͳͲͰදࣔ͢ΔΑ͏ʹΊ·͢ɻ

国産わかどり
骨付きもも

ʢ̍̌ ̶̌   ̍ ̍̌ ԁͷʣ
280sຊ̍

国産牛肉サーロイン
εςʔΩ༻

1,800s̍
ʢ̍̌ ̶̌   900ԁͷʣ

ʻ༻్ɾܗଶͷදࣔྫʼ

௨ڞɾಲɾܲڇ

Ό͠Ϳ Ό͠Ϳ༻
͖͢ম͖༻
༺Έࠐࣽ
ΧϨʔ༻

όλʔম͖༻
͍ͨࡊΊ༻
͏͗͢Γ

ܲɹ

͔Β͋͛༻
νΩϯ͔ͭ༻
νΩϯϥΠε༻
ਫ͖ͨ༻

νΩϯνϟοϓ༻
ࢠက༻
͖ͱΓ༻

ɹڇ

εςʔΩ༻
Ϗʔϑ͔ͭ༻
ΧϧϏম͖༻
ম༻

ϩʔετϏʔϑ༻

ಲɹ

εςʔΩ༻
ͱΜ͔ͭ༻
Ұ͔ͭޱ༻
ΐ͠͏ ͕ম͖༻

ϩʔετϙʔΫ༻

10*/5

ҰຕɺҰӋのൢചの表示

○
○
レ
ス
ト
ラ
ン

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

○
○
ホ
テ
ル

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

不当表示は
絶対に

˔৯ެਖ਼ڝ૪نୈ�ୈ�߲⾣（1��）ɺୈ2߲⾣（1�2）ʗಉنߦࢪଇୈ2⾣（1��）ɺୈ6ɺୈ8⾣（1��）
˔୯ҐՁ֨දࣔͷਪਐʹ͍ͭͯ⾣（1�6�）ɹ˔౦ژফඅੜ׆ྫୈ�8⾣（1�7�）ɹ
˔౦ژফඅੜ׆ྫͷنఆʹͮ͘ج୯ҐՁ֨ͷࢦఆ⾣（1�7�）
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લแ͞Εͨ৯肉のখച表示ࣄ

ᶃ৯ͷछྨɾ෦Ґ（໊শ）

ᶄݪɹ࢈ɹ

ᶅ̍ ̌̌ ̶ͨΓ୯Ձ

ᶆྫྷౚٴͼղౚʹ͋ͬͯͦͷදࣔ

ᶇڇʹ͋ͬͯɺݸମࣝผ൪号

৯εʔύʔͰࣄલแ͞Εͨ৯Λൢച͢Δ߹ɺͦͷแʢύοΫʣ

ʹԼهʮඞཁද߲ࣔࣄʯΛ֎෦͔Βݟ͍͢Α͏ʹจͰɺ໌Γΐ͏ ʹද
ࣔ͠ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ

ᶈྔɹɹ（༰ྔ）

ᶉൢചՁ֨

ᶊফඅݶظຢຯٴݶظͼอଘํ๏

ᶋՃॴ（แͨ͠ॴ）ͷॴࡏ

ᶌՃऀͷ໊ࢯຢ໊শ

৯εーパーのళฮ֎のॴでՃさΕɺ
༰ثʹೖΕΒΕͨ৯͕ରʹͳΓ·す。

߲ࣄલแさΕͨ৯のඞཁ表示ࣄ

จࣈͷେ͖̔͞ ϙΠϯτҎ্ͱ͞Ε·͢ɻ

ʻパックラベルのྫࡌهʼ
ᶃ৯ͷछྨɾ
ɹ ෦Ґ

ᶄ࢈ݪ

ᶅ̍̌ ̶̌
ɹ ͨΓͷ୯Ձ

ᶆղౚͷදࣔᶇݸମࣝผ൪߸

ᶈྔɹʢ༰ྔʣ

ᶉൢചՁ֨

ᶊফඅݶظ

ᶋՃॴॅॴ

ᶌՃ໊ऀশ

ର໘ൢചの表示ʹՃ͑
Լهᶈʙᶌの

߲̑ ͕ՃΘΓ·す。

༰ثแϦαΠΫϧ๏ɾࣝผදࣔج४ʹͯఆΊΒΕ͍ͯ·͢ɻϓϥενο
ΫૉࡐͷแʹʮϓϥʯϚʔΫɺࢴૉࡐͷแʹʮࢴʯϚʔΫ͕ඞཁͰ͢ɻࣝผදࣔʜʜ�
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ʮεςʔ Ω̎ ຕೖΓ̕ 90ԁʯʮΓམͱ͠ 300̶ ೖΓ̍ ύοΫ580ԁʯɺॏྔΛҰఆʹ͠ɺ
ҰՁ֨ͰύοΫൢച͢Δ߹ɻۉ

ϥϕϧͷੑ্ɺ̍ྔܭ ̌̌ ̶ͨ
Γͷ୯Ձ͕ϥϕϧʹҹग़དྷͳ
͍߹ʹۙͨ͠ॴ

ʢಉҰࢹʣʹ ผͷදࣔΛ͠ ·͢ɻ

ϓラΠεカードʢஔࡳʣྫ
101ྫ101ྫ101ྫ101ྫ101ྫ101ྫ101ྫ101ྫ101ྫ101ྫ101ྫ101ྫ

�ʢղౚʣڇ産ࠃ
αʔϩΠϯεςʔΩ

�ຕೖΓ
͜ͷ1ຕ150H

100HͨΓ330ԁͰ͢
ϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫϓラΠεカードʢஔࡳʣྫ

100HͨΓ330ԁ

ʢղౚʣڇ産ࠃ
αʔϩΠϯεςʔΩ

�ຕೖΓ

ʻパックラベルのྫࡌهʼ

ফඅऀに͔Γ͍͢
දࣔΛ心͕͚·͠ΐ͏�

ఆ ʢྔఆ؏ʣパックɺఆֹൢചの表示

○
○
レ
ス
ト
ラ
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メ
ニ
ュ
ー
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装

○
○
ホ
テ
ル

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

不当表示は
絶対に

˔ϛγϯଧൈ͖ɺଧࠁʹΑΔදࣔʹ͍ͭͯ⾣（1��4）ɹ˔৯ެਖ਼ڝ૪نୈ�ୈ2߲⾣（1�2）ʗಉنߦࢪଇୈ8
⾣（1��）ɹ˔৯Ӵੜ๏ʹ͖ͮجදࣔ͞ΕΔจࣈͷେ͖͞ʹ͍ͭͯ⾣（1��5）
˔ಛఆͷൢചʹΔྔܭʹؔ͢Δྩୈ�ʗผදୈ2⾣（1�68）
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˓༰ثแʹදࣔͰ͖ͳ͍߹ʹ͍ͭͯɺૹΓঢ়ຢೲॻͳͲʹ্هͷඞཁ
ΛจͰɺ໌Γΐ͏߲ࣄ ʹදࣔ͠ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ

˓༌ೖ৯ΛՃ͠ͳ͍Ͱͦͷ··ൢച͢Δऀʮ༌ೖऀʯͱදࣔ͠·͢ɻ

ʯͱදࣔ͠·͢ɻऀͼแ͢ΔऀʮՃٴ෦ΛॲཧɺՃࢬ˓

ͱಉҰͰऀՃ͕ऀۀʯͷදࣔҙɻͨͩ͠ɺൢച໊ऀۀᶉᶊͷʮ৯ൢചه্˓
͋Δͳ͠ ʹ͔͔ΘΒͣɺʮՃऀʯʢॴࡏɾ໊শʣΛදࣔ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

ସ͑ͯɺͱசʹݶظͷऔҾɺଁͷʮͻͱෲʯ୯ҐͷऔҾʹ͍ͭͯɺຯࢬ˓
݄Λදࣔ͠·͢ɻ

��

Էྲྀ௨ஈ֊の৯肉の表示

খച৯ൢചऀۀҎ֎ͷ৯ൢചऀۀʢۀ༻ԷചऀۀΛؚΉԷചऀۀʣ

༰ثʢஈϘʔ ϧശʣʹೖΕͨ৯ࣄલแʢϑΟϧϜʣ͞Εͨ৯
ʢ෦ʣʹ ͍ͭͯɺͦͷ༰ثຢแʹʮඞཁද߲ࣔࣄʯΛ֎
෦͔Βݟ͍͢Α͏ʹɺจͰ໌Γΐ͏ʹࣔ͞ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ

ᶃ৯ͷछྨɾ෦Ґʢ໊শʣ

ᶄݪɹ࢈ɹ
ᶅɹ༰ɹྔ
ᶆྫྷౚٴͼղౚʹ͋ͬͯͦͷදࣔ
ᶇڇʹ͋ͬͯɺݸମࣝผ൪߸

Էྲྀ௨ஈ֊の৯のඞཁ表示߲ࣄ
ᶈফඅݶظຢຯٴݶظͼอଘํ๏
ᶉʢ৯ൢചऀۀͷॴࡏʣ
ᶊʢ৯ൢചऀۀͷ໊ࢯຢ໊শʣɹ
ᶋՃॴͷॴࡏ
ᶌՃऀͷ໊ࢯຢ໊শ

৯Ӵੜ๏্ͰͷʮॲཧʯʮՃʯʮʯͷఆٛҰൠతͳղऍͱҟͳΓ·͢ɻ

ʮˎʯͱɺ͋ Δʹ࡞ΛՃ͑ͯɺͦ ͷຊ࣭ΛมԽͤ͞ผͷͷΛ࡞Γग़͢͜ͱɻ
ʮՃʯͱɺ͋ Δʹ࡞ΛՃ͑Δ͕ɺͦ ͷຊ࣭Λม͑ͳ͍Ͱܗଶ͚ͩΛมԽͤ͞Δ͜ͱɻ
（ްੜলެऺӴੜہ௨ୡ）

ˎैͬͯɺࢬ͔Β෦ɺ෦͔Βਫ਼Λ࡞ΔͷʮՃʯ（ॲཧऀۀɺऀۀͱ͍͏දهΛ͠ͳ͍）ɻ
෦Λݪྉͱ͠ ͯɺϋϜɾιʔηʔδɾϩʔετϙʔΫΛ࡞Δͷʮʯͱද͠ه·͢ɻ

�ҙ

˔৯ެਖ਼ڝ૪نୈ8⾣（1�6）ɺୈ�⾣（1�8）ɺୈ��⾣（1��2）ʗಉنߦࢪଇୈ̍ ̏⾣（1�7）ɺୈ22⾣
（1���）ɹ˔৯Ӵੜ๏ʹͮ͘جදࣔʹ͍ͭͯ̎ ͷ（�）⾣（1��2）ɹ˔ڇτϨʔαϏϦςΟ๏ୈ̍ ̑⾣（1��8）ʗಉߦࢪ
४⾣（1�25）ج৯࣭දࣔ४⾣（1�22）ɹՃجଇ22ɺ24⾣（1���）ɹ˔ੜ৯࣭දࣔن
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ʻ෦ʹఴすΔྔܭラベルのྫʼ

ᶄ࢈ݪ

ᶇݸମࣝผ൪号

ᶈຯݶظ

ᶃछྨɾ෦Ґ໊

όʔίʔυ
（25�）ͷࣝผࢠ

ᶅॏɹྔ

ᶋՃऀͷ໊শ

ᶌՃॴॅॴ

ʻࢬʹఴすΔྔܭラベルのྫʼ

ᶃசछ

ᶇݸମࣝผ൪号

ᶈͱச

൪号ࢬ

ᶄ࢈ݪ

ᶅॏྔ

ᶋͱச໊ ᶌͱசॅॴ

όʔίʔυ
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෦ΛஅɺബΓͨ͠ͷɺՃͷ͍৯ʢ137Ճͷ͍৯Ճͷ߲

ɾҿ৯ళฮͳͲʹൢചʢԷചʣ͢ۀ࢈৯ɺ֎৯څԷɺۀরʣΛɺଞͷࢀ Δ߹ɺ͍ΘΏΔ
ͷ ᶃᶄᶅ ͍ͣΕ͔ͷ࣍Λ߲ࣄऔҾʹ͓͚Δදࣔʹ͍ͭͯɺඞཁͳදࣔɾୡؒऀۀ
ํ๏Ͱߦͳ͍·͢ɻ

ೲ   ථ 平成 27 年 10 月 31 日

උߟ

౦ ژ ϋ ϯ ό ʔ ά 殿

ɹɹɹɹɹɹɹɹ  ໊ɹɹɹɹɹɹɹ    ̣̤ɹ  ྔɹɹ  ୯Ձɹɹɹ    ֹۚ

港区赤坂 0-00-00
᷂ࡔ৯ηϯλʔ

ϛϯνɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ    31ɹ    10Lɹ    380ɹɹɹ  3800ڇ࢈ࠃ ԁ
ϛϯνڇ

ラベル表示ྫ

の༰ثɾแのݟқ͍
ॴʹラベルΛఴ͠ɺ
ೲථでใୡΛߦ
͍·すʢ͜のํ๏͕࠷ྑ͍ʣ。

৯ൢചऀۀのؒऀۀऔҾのใୡʹ͍ͭͯ

の༰ثʹ
ラベルఴ

ᶃ
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  ن ֨ ॻ

ϋϯόʔάνΣʔϯ
ళɹɹɹࢢ தޚ

᷂東京食肉ηϯλʔ
୲ऀɹࠤ౻Ұ

ϛϯνڇ

ڇ
͢Ͷɾࢷڇ࢈ࠃ
ΦʔετϥϦΞ̒̌ˋ࢈ࠃ̐̌ˋ
̓̌ˋ
ೲؚΊ̏
ྫྷଂʢอଘԹ̏ˆҎԼʣ
̶̺̍ೖΓ؆қแ  

໊

ओࡐݪྉ໊
෦Ґ໊༺
ɹɹɹ࢈
ൺ
ফඅݶظ

ଶ༷ʢอଘԹʣ
ՙɹɹɹ࢟

༰ثʹࣝผ�̣ .̤��Λ͠ࡌهɺೲථでඞཁͳ߲Λ͑·す。

上هᶃᶄ͕ग़དྷͳ͍߹ɺ֨نॻʹඞཁ߲ࣄΛࣄ͠ࡌهલʹखަ͠·す。

ೲ   ථ 平成 27 年 4 月 7 日

උߟ

౦ ژ ε ς ʔ Ω ϋ  ε 殿
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹ໊ɹɹɹɹɹɹ       ̣̤ɹ  ྔɹɹ  ୯Ձɹɹɹ    ֹۚ

東京都ઍా区߿ொ 0-0
౦  ৯   ࣄ

εςʔΩɹ150Hɹɹɹɹɹɹɹ   31ɹ   ɹڇ࢈ࠃ 3ɹɹɹ800ɹɹɹ  2400 ԁ

ମࣝผ൪߸ɿ1234567893ݸ
ফඅݶظɿฏ 27  4 ݄ 13 ɹɹอଘํ๏ɹ4ˆҎԼྫྷଂ

ॻのྫ֨ن

ϛϯνڇ

ϛϯνڇ

Էྲྀ௨ஈ֊の৯肉の表示

ᶄ

ᶅ



छ
ྨ
ɾ
෦
Ґ
ͳ
Ͳ
ͷ
ද
ࣔ

��

�8

छྨɾ෦ҐͳͲの表示

̟̖ ๏̨Ͱɺͷ໊শΛඞͣ͠ࡌهͳ͚ΕͳΒͳ͍ͱ͞Ε͍ͯ·͢ɻ৯
ʹ͓͚Δͷ໊শԼه ʮ .̍৯ͷछྨʯͱ ʮ2.෦Ґʯʹ ΑΓߏ͞Ε·͢ɻ

෦　　Ґ ͷͱ͓ΓͰ͢ɻهɾಲͷ෦ҐදࣔԼڇ࢈ࠃ˓

ʻڇͷ෦Ґදࣔʼ ʻಲͷ෦Ґදࣔʼ

˞ੜ̍ޙ ະຬͷͷΛʮϥϜʯɺੜޙ
̍Ҏ্ΛʮϚτϯʯͱද͠ه·͢ɻ

ɻ͢·͠هͰදࣈ˞

˞ܲංҭ݄ྸͷ۠Ͱɺ̏ Χ݄ྸ
ະຬͷͷΛʮएͲΓʯɺ Χ݄̑ྸ
Ҏ্ͷͷΛʮܲʯͱද͢هΔ͜
ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ڇ
ʮڇʯɾʮڇʯ
ʮϏーϑʯ

ʢͲΕͰՄʣ
छྨͷදه

ಲ
ʮಲʯɾʮಲʯ
ʮϙークʯ

ʢͲΕͰՄʣ
छྨͷදه

˞ܲංҭ݄ྸͷ۠Ͱɺ̏ Χ݄ྸ

ܲ
ʮܲʯɾʮܲʯ
ʮνΩϯʯ

ʢͲΕͰՄʣ
छྨͷදه

༽
ʮ༽ʯɾʮΊΜ༽ʯ
ʮ༽ʯ

ʢͲΕͰՄʣ
छྨͷදه

അ
ʮഅʯɾʮഅʯ

ʢͲΕͰՄʣ
छྨͷදه

৯のछྨ

෦Ґදࣔと෦肉の֨ن
ˎ෦֨نͰʮڇΒΜ͍ͪʯʮಲ͏Ͱʯͱද
ΒڇɺখചදࣔͦΕͧΕʮ͕͢·͍ͯ͠ه
Μʯʮಲ͔ͨʯͱදࣔ͠·͢ɻ

�

2
෦Ґදࣔ

ωοΫ
͔ɹた
͔たϩʔε
Ϧϒϩʔε
αʔϩΠϯ
ώɹϨ
ɹΒ
ɹ
ΒΜ
ͦと
͢ɹͶ

෦肉໊
ωοΫ
͔ͨ
͔ͨϩʔε
Ϧϒϩʔε
αʔϩΠϯ
ώϨ（ϔϨ）
͔ͨΒɾͱΒ
͏ͪɾ͠Μͨ·
ΒΜ͍ͪ
ͦͱ
·͑ͣͶɾͱͣͶ

෦Ґදࣔ
ωοΫ
͔ɹた
͔たϩʔε
ϩʔε
ώɹϨ
ɹΒ
ɹ
͢ɹͶ

෦肉໊
ωοΫ
͏Ͱ
͔ͨϩʔε
ϩʔε
ώϨ（ϔϨ）
͔ͨΒɾ（ͱ）Β
ɾͦͱ
·͑ͣͶɾͱͣͶ

˔+"4�๏ୈ��ͷ��⾣（1��6）ɹ˔৯Ӵੜ๏ʹͮ͘جදࣔʹ͍ͭͯͷ2ͷ（6）⾣（1���）
˔৯ͷදࣔʹ͍ͭͯ⾣（1��4）
˔৯ެਖ਼ڝ૪ننߦࢪଇୈ�⾣（1��）ɺୈ�5⾣（1��）



1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� छ
ྨ
ɾ
෦
Ґ
ͳ
Ͳ
ͷ
ද
ࣔ

��
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ܲの෦Ґ表示

˓ෳͷ෦ҐΛࠞ߹͠ ʢͯେׂͷͷΛ࿈ଓͯ͠Ճ͢Δ߹ؚΉʣൢ ച͢Δ߹ɺ࣍ͷ۠
ʹΑΓɺ༻ॏྔͷଟ͍ॱʹදࣔ͠·͢ɻ

�̒ද�ࣔ�ྫ�̓

ෳ෦Ґのࠞ߹表示

ಲ࢈ࠃ ͔ ɾͨ
ম用εϥΠε

̍̌ ̶̌ ɹ230s

国産ڇɾ͔ ɾͨばらɾ
ᖱΊͷ用εϥΠε

̍̌ ̶̌ ɹ380s

ࠎ

͖
肉

෦Ґදࣔ
ؙͲΓ
खӋと
खӋ͖͞�
खӋͳ͔
खӋ͠
ΉͶ肉͖ͭࠎ
खӋと͖ͭΉͶ肉
͖ͭࠎ
Θ͏͖ͭࠎ
た͖ͭ͠ࠎ

खӋྨ

ΉͶྨ

ྨ

෦Ґදࣔ
ಛΉͶ肉
ΉͶ肉
ಛ肉
肉
ಛਖ਼肉
ਖ਼肉
͞͞Έ
͞͞Έʢ͢͡ͳ͠ʣ
͜に͘
͔Θ

ਖ਼ྨ

෭

෭



෦Ґදࣔ
͋ͿΒ
ͭ
͖
͖ʢ݂͵͖ʣ
͢ͳ͗
͢ͳ͗ʢ͢͡ͳ͠ʣ
͕Β
ͳΜͭ͜

৺ଁͱ
؊ଁ

ңے

ࠎ

උߟඋߟඋߟ

ڇ

۠
ωοΫ
͔ɹͨ

ϩʔε

ɹΒ
ɹ
͢ɹͶ
͔ɹͨ
ϩʔε
ɹΒ
ɹ

ಲ

༰ʢ෦Ґʣ
ωοΫ
͔ͨ

͔ͨϩʔεɾϦϒϩʔε
αʔϩΠϯɾώϨ

Β
ɾͦͱɾΒΜ
͢Ͷ
͔ͨ
͔ͨϩʔεɾϩʔεɾώϨ
Β
ɾͦͱ

（1�52）⾣֨نɹ˔ಲ෦औҾ（1�48）⾣֨ن෦औҾڇ˔
˔৯ܲখച֨نୈ2ষ�⾣（1�44）
˔৯ެਖ਼ڝ૪ننߦࢪଇୈ4ୈ�߲⾣（1��）ɺୈ�6⾣（1��）ɺผද⾣（1��8）
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ྨ
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ͳ
Ͳ
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ද
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˓໊শʮछྨʯʢڇɾಲɾܲ ͳͲʣͱʮ෦Ґ໊ʯʢ͔ͨϩʔεɾΒʣͷΈ߹ΘͤͰදࣔ͠·͢ɻ

ʮ˓࢈ݪʯʢ࢈ࠃɾ֎໊ࠃʣͱʮ̍̌ ̶̌ ͨΓͷ୯Ձʯඞͣදࣔ͠·͢ɻ

˓༻్໊ʢম͖༻ɾ͖͢ম͖༻ɾ͠ ΌͿ͠ΌͿ༻ͳͲʣফඅऀʹͱͬͯඞཁͳใͰ͋ΔͨΊɺ
Ͱ͖ΔݶΓදࣔ͢ΔΑ͏ʹ͠·͢ɻ

໊শͳͲ表示ྫ

国産ڇΧϧϏম͖用
ʢばらʣ

̍̌ ̶̌ ɹ680s
ͱΜͱΖম͖用
ʢ国産豚ωοΫʣ

̍̌ ̶̌ ɹ250s

ʮΧϧϏম͖༻ʯ༻్දࣔͰ͋ΔͨΊ෦
Ґ（Β）ͷදࣔΛۙͨ͠ཝʹද͢ه
Δ͜ͱ͕ඞཁͱͳΓ·͢ɻ

ʮͱΜͱΖʯͱ͍͏໊Ͱൢച͢Δ߹ɺ͜
ͷଞ ʮʹछྨʯ（ಲ）ͱʮ෦Ґʯ（ωοΫ）ͷදࣔΛۙ
ͨ͠ཝʹද͢هΔ͜ͱ͕ඞཁͱͳΓ·͢ɻ

˓h ɾಲڇ࢈ࠃ ͱɦಉ༷ͷຊతදݱͰ෦Ґ໊শΛදࣔ͠·͢ɻ
ɹ  ʢԼهͷ෦Ґ໊Ͱදࣔ͠ɺ༌ೖ෦Ґ໊ͷΈͰͷදࣔͰ͖·ͤΜɻʣ

ʻ༌ೖڇ肉ͷ෦Ґදࣔʼ
෦Ґදࣔ

ɹ

ͦと

ΒΜ

͢ɹͶ

෦Ґදࣔ
ωοΫ

͔ɹた

͔たϩʔε

Ϧϒϩʔε
αʔϩΠϯ
ώɹϨ

ɹΒ

༌ೖ෦Ґ໊
ωοΫ

γϣϧμʔΫϩουɾΫϩουɾ
νϟοΫςϯμʔ

νϟοΫϩʔϧɾ
νϟοΫΞΠϩʔϧ

ϦϒΞΠϩʔϧɾΩϡʔϒϩʔϧ
ετϦοϓϩΠϯ
ςϯμʔϩΠϯ

༌ೖ෦Ґ໊

τοϓϥϯυɾτοϓαΠυ
ΠϯαΠυϥϯυɾΠϯαΠυ
γοΫϑϥϯΫɾφοΫϧ

ϘτϜϥϯυɾγϧόʔαΠυ
άʔεωοΫϥϯυ

τοϓαʔϩΠϯόοτ
ϑϧϥϯϓɾ̙ϥϯϓ
γϟϯΫɾγϯ

νϟοΫϦϒɾϒϦεέοτɾϙΠϯτΤϯυϒϦεέοτɾφʔϕϧΤϯυϒϦεέοτ
γϣʔτϦϒɾγϣʔτϓϨʔτɾϑϥϯΫ（εςʔΩ）ɾϏʔϑεΧʔτϓϨʔτ

༌ೖڇɾಲの෦Ґ表示

४4（�）⾣（1�4�）جখച࣭ڇ˔



1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� छ
ྨ
ɾ
෦
Ґ
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Ͳ
ͷ
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ࣔ
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˓അɾ༽ͷ෦ҐදࣔɺԼهͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
ɹୠ͠ɺैདྷͷ׳शɺҬಛੑʹΑΓ༻͞Ε͍ͯΔ໊শͰදࣔՄͰ͢ɻ

ʻഅ肉ͷ෦Ґදࣔʼ ʻ༽肉ͷ෦Ґදࣔʼ

അɾ༽の෦Ґ表示

छྨɾ෦ҐͳͲの表示

ʻ༌ೖಲ肉ͷ෦Ґදࣔʼ

෦Ґදࣔ
ωοΫ
͔ɹた

͔たϩʔε

෦Ґදࣔ
ϩʔε
ώɹϨ
ɹΒ
ɹ

˓༌ೖ৯അɺ༽ʹ͍ͭͯɺؒऀۀͷऔҾͰ૬ޓʹ֬
ೝ͞Ε͍ͯΕɺؒऀۀͷऔҾͰଞͷ෦Ґ໊শͰදࣔͯ͠
͔·͍·ͤΜɻ

˓അͷ߹ɺڇʹͳΒͬͯࡉԽͨ͠෦ҐදࣔՄͰ͢ɻ

10*/5○
○
レ
ス
ト
ラ
ン

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

○
○
ホ
テ
ル

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

不当表示は
絶対に

༌ೖ෦Ґ໊
ϩΠϯɾόοΫε
ςϯμʔϩΠϯ
ϕϦʔ
ϋϜ

༌ೖ෦Ґ໊
δϣʔϧ
ϐΫχοΫ
ΧϥʔɾϘετϯόοτ
ϘϯϨεόοτ

෦Ґදࣔ
ωοΫ
͔たϩʔε
͔ɹたʢ͏Ͱʣ
ɹΒʢ;た͑͝ʣɹ
ϩʔε
ώɹϨ
ɹ
͢ɹͶ

���෦肉ɾඋߟ

͔ͨΒɾͱΒ

·͑ͣͶɾͱͣͶ

෦Ґදࣔ
͔たϩʔε
͏ɹͰ
ɹΒ
ϩʔε
ώɹϨ
ϥοΫ
ɹ
͢ɹͶ

����෦肉ɾඋߟ
νϟοΫϩʔϧ
γϣϧμʔ
͔ͨΒɾͱΒ
ϩΠϯ

͖ϩʔεࠎ
Ϩοά
·͑ͣͶɾͱͣͶ

˔ಲখച࣭ج४5（�）⾣（1�42）
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ྨ
ɾ
෦
Ґ
ͳ
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ͷ
ද
ࣔ
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˓·ͨɺ࣮ࡍͷ৯ྲྀ௨ͰۀଶͳͲͷҧ͍ʹΑΔ༷ʑͳ෦֨نɺʮίϚʔγϟ
ϧ֨نʯʹ ද͞ΕΔখׂ͞Εͨ෦͕֨نଘ͠ࡏ·͢ɻলྩ֨نʢެࣾ ຊ৯

֨ڠձ֨نʣͱଟগͣΕΔ߹͕͋Γ·͕͢ɺ͜ ͷ߹ͷখചΓදࣔɺೖઌͷʮ෦
දࣔʯʹ ४ͯ͡ߦͳ͍·͢ɻ

˓෦ͷׂํ๏໊শʮڇ෦औҾ֨نʯٴͼʮಲ෦औҾ֨نʯʹΑͬ
ͯఆΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ͔͠͠ɺ͜ ͷऔҾ֨نʹ͋ͬͯࡉ ʢׂখׂʣ͞ Εͯͳ͍ͷɺ
ׂ͞Ε͍ͯΔ߹ʹ͓͍༷ͯʑͳํ๏͕͋Γ·͢ɻࡉ

ʮˎͦͱʯ୯ମͰͷྲྀ௨Ͱͳ͍߹ɺಲͰʮͦͱʯͱදࣔ͠ͳ͔ͯ͘·͍·ͤΜɻ

ʻࡉׂ͞Ε͍ͯΔ߹ͷΈʼ

ʻࡉׂ͞Ε͍ͯͳ͍߹ͷྫͱͦͷදࣔʼ

ʻ͔ͨϩʔεͷׂͱදࣔྫʼ

෦の֨نͱখചళ಄での表示

ׂ
ํ๏ᶃ

छྨɾ෦ҐͳͲの表示

ࡉ ʢׂ小ׂʣͷํ๏

ᶅʮͦͱʯ୯ಠͰࡉׂΛ͞Ε͍ͯΔͷͷΈ

ᶆͦΕҎ֎ͷࡉׂ෦

छྨ

ಲ

େׂ



小売දࣔ

ͦͱ



ࡉ ʢׂ小ׂʣͷํ๏

ᶃҰຊͰࡉׂ͞Ε͍ͯͳ͍ͷ

ᶄʮ͏ͪʴ͠ Μͨ·ʯ෦ͱ
ɹʮΒΜ͍ͪʴͦͱʯʹ ׂ̎͞Εͨͷ

छྨ

ಲ

େׂ



小売දࣔ





ίϚʔγϟϧن ʢׂ֨༰ʣ
খചΓදࣔ

ୈ ʙ̏̐ ᰍׂؒ ωοΫׂ̎ޙׂ

ωοΫ　　ωοΫɾ͔ͨϩʔε　　�͔ͨϩʔε
��ωοΫɹɹɹɹɹɹɹ͔ͨϩʔε

ׂ
ํ๏ᶄ

ׂ
ํ๏ᶅ

লྩن ʢׂ֨༰ʣ
খചΓදࣔ

ωοΫ͖͔ͭͨϩʔε
͔ͨϩʔε

লྩن ʢׂ֨༰ʣ
খചΓදࣔ

　　��ωοΫ　　　　　　　�͔ͨϩʔε
���������ωοΫɹɹɹɹɹɹ��͔ͨϩʔε

ୈ ʙ̒̓ ᰍׂؒ



131313131313131313131313131313131313131313131313131313 ෭
࢈

ͷ
෦
Ґ
ද
ࣔ

��
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෭ੜの෦Ґ表示

ͷͱ͓Γͱ͠هɾಲͷ෭ੜͷ෦Ґ໊শԼڇ˓ ·͢ɻ
ɹୠ͠ɺै དྷͷ׳शɺҬಛੑʹΑΓ༻͞Ε͍ͯΔ໊শͰදࣔՄͰ͢ɻ

ʻڇͷ෭ੜͷ෦Ґදࣔʼ

ˎԣִບϋϥϛɾαΨϦٴͼϝϯϒϨϯͰߏ͞Εɺ͜ ͷ͏ͪے෦Λϋϥϛ（ࠎɾࠎ
෦）ٴͼαΨϦ（ࠊ෦）ɾے෦Ҏ֎ͷᡲத৺ΛϝϯϒϨϯͱ͍͍·͢ɻ

ʮˎεδʯ௨ৗɺࢬɾ෦ͷҾ͖εδΛ͍͍·͢ɻ

Λ૯শ͠ٶࢠͱ（ң）ثͷফԽڇˎ ʮͯγϩϞπʯͱද͔ࣔͯ͠·͍·ͤΜɻ

ʻಲͷ෭ੜͷ෦Ґදࣔʼ

ˎಲͷফԽث（ң）ͱٶࢠΛ૯শ͠ ʮͯγϩϞπʯͱද͔ࣔͯ͠·͍·ͤΜɻ

෦Ґදࣔ
ϗϗχΫ（πϥϛ）
λϯ
ϋπ（ϋʔτ）
ϋπϞτ
Ϩόʔ
ϋϥϛ
αΨϦ
ϝϯϒϨϯ
Ϛϝ
ϋϥΞϒϥ

෦Ґදࣔ
ϑϫ
ϛϊ
ϋνϊε
ηϯϚΠ
ΪΞϥ
γϣνϣ
Ϟνϣ
γϚνϣ（μΠνϣ）
νϣΫνϣ（ςοϙ）
νϨ

෦Ґදࣔ
εΠκ
Ϧɻ υϘʔ
ϧς
γϣΫυ（ϊυεδ）
ννΧϒ
ίϒΫϩ
ςʔϧ
ΞΩϨε
εδ

ଞ໊ثଁ
ഏଁ
ୈ̍ ң
ୈ̎ ң
ୈ̏ ң
ୈ̐ ң
খ

େ

ᡮଁ

ଞ໊ثଁ
ᢄଁ
થڳ
ؾ
৯ಓ
ೕ
ٶࢠ
ඌ
ΞΩϨεᡲ
Ҿ͖εδ

ଞ໊ثଁ

ઉ
৺ଁ
Լ߱େಈ຺
؊ଁ
ԣִບ
ԣִບ
ԣִບ
ਛଁ
ңɾपғࢷ

෦Ґදࣔ
ΧγϥχΫ
ϛϛ
λϯ
ϋπ（ϋʔτ）
Ϩόʔ
ϋϥϛ
Ϛϝ

෦Ґදࣔ
ϑϫ
Ψπ
γϣνϣ
μΠνϣ
νϨ
εΠκ
Ϧɻ υϘʔ

෦Ґදࣔ
ϧς
γϣΫυ（ϊυεδ）
ννΧϒ
ίϒΫϩ
τϯιΫ

ଞ໊ثଁ
಄
ࣖ
ઉ
৺ଁ
؊ଁ
ԣִບے
ਛଁ

ଞ໊ثଁ
ഏଁ
ң
খ
େ
ᡮଁ
ᢄଁ
થڳ

ଞ໊ثଁ
ؾ
৯ಓ
ೕ
ٶࢠ


˔৯ެਖ਼ڝ૪ننߦࢪଇୈ4⾣（1��）ʗผද⾣（1��8）
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Լهͷຊతදݱͷ෦Ґ໊শͰදࣔ͠·͢ɻʢԼهͷ෦Ґ໊Ͱදࣔ͠ɺ༌ೖ෦Ґ໊ͷΈͰͷදࣔͰ͖·ͤΜɻʣ

ʻ༌ೖಲɾ෭ੜͷ෦Ґදࣔʼ

˞༌ೖ෭ੜʹ͍ͭͯɺؒऀۀͷऔҾͰ૬ޓʹ
֬ೝ͞Ε͍ͯΕɺؒऀۀͷऔҾͰଞͷ෦Ґ
໊শͰද͔ࣔͯ͠·͍·ͤΜɻ

ʻ༌ೖڇɾ෭ੜͷ෦Ґදࣔʼ

༌ೖ෭ੜの෦Ґ表示

෭ੜの໊শͳͲ表示ྫ

ΦʔετϥϦΞ産ڇλϯ
ম͖用

̍̌ ̶̌ ɹ370s
国産豚γϩϞπ
ͭು用

̍̌ ̶̌ ɹ180s

ʻഅͷ෭ੜͷ෦Ґදࣔʼ

෭ੜの෦Ґ表示

෦Ґදࣔ
ΞΩϨε
εδ
λςΨϛ（ίʔω）

෦Ґදࣔ
λϯ
Ϩόʔ
γϩϞπ
ςʔϧ

ߟͳͲඋ໊ثଁ
ΞΩϨε
Ҿ͖εδ
͕ͨͯΈͷࢷ

ߟͳͲඋ໊ثଁ
ઉ
؊ଁ
େɾখɾң
ඌ

෦Ґදࣔ
ϗϗχΫ
ϋπ
ϋϥϛ
αΨϦ
ϛϊ
ϋνϊε
ηϯϚΠ
γϣνϣ
Ϟνϣ
γϚνϣ（μΠνϣ）
νϣΫνϣ（ςοϙ）
ϝϯϒϨϯ
ΞΩϨε
ίϒΫϩ

༌ೖ෦Ґ໊
νʔΫϛʔτ
ϋʔτ
ΞταΠυεΧʔτɾγϯεΧʔτ
ϋϯΪϯάςϯμʔɾγοΫεΧʔτ
τϥΠϓɾϚϯςϯνΣϯ
ϋχΧϜ
ΦϝΠαϜ
εϞʔϧΠϯςεςΟϯ
γʔΧϜ
ϥʔδΠϯςεςΟϯ
ϨΫλϜ
εΧʔτϝϯϒϨϯ
ΞΩϨεςϯυϯ
Ϣʔςϥε

෦Ґදࣔ
ΧγϥχΫ
ϗϗχΫ
ϛϛ
γϣΫυ（ϊυεδ）
ϋπ
ϋϥϛɾαΨϦ
Ψπ
γϣνϣ
μΠνϣ
νϣΫνϣ
ίϒΫϩ
τϯιΫ

༌ೖ෦Ґ໊
ϔουϛʔτ
νʔΫϛʔτ
ΠΞʔ
Πβϯυϛʔτ
ϋʔτ
μΠΞϑϥϜϛʔτ
ετϚοΫ
εϞʔϧΠϯςεςΟϯ
ϥʔδΠϯςεςΟϯ
ϨΫλϜ
Ϣʔςϥε
ϑΟʔτ
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࢈

ද
ࣔ
ộ
国
࢈
食
肉
ͱ
༌
ೖ
食
肉

��

��

༌ೖ৯の߹

߹৯の࢈ࠃ

ݪ ࢈  表 示
ʮ࢈ࠃ৯肉ʯͱʮ༌ೖ৯肉ʯ

˓৯ʢச࢈ʣͷ߹ɺ͔࢈ࠃ༌ೖʢ͜ͷ߹໊ࠃʣ͔ Ͱɺ࢈ݪΛදࣔ͠·͢ɻ
ɹˎ࢈ͱҧͬͯ࢈ࠃͷಓ໊ݝΛදࣔ͢Δٛ͋Γ·ͤΜɻ

ʮ࢈ࠃʯʢࠃ࢈ʣͰ͋ΔࢫΛදࣔ͠·͢ɻ

ͦͷ࢈ݪ໊ࠃΛදࣔ͠·͢ɻ

ᶃ̨̪ ̖ɺ̪ ɺ̨̖ ̨̪ ɺ̣ ̯ɺ̙ ̣̚ ͷΞϧϑΝϕοτͷදه
ᶄΦʔδʔϏʔϑɺ̟ϏʔϑͳͲ໌֬Ͱͳ͍ͷ
ᶅΞΠΦϫϏʔϑɺΧϯβεϏʔϑɺόʔδχΞνΩϯ
ͷभ໊

ᶃΞϝϦΧ߹ऺࠃ�ʜʜʜʜʜΞϝϦΧɺถࠃ
ᶄΦʔετϥϦΞ� ʜʜʜʜʜ߽ɹभ
ᶅத՚ਓຽڞࠃʜʜʜʜʜதɹࠃ
ᶆλΠԦࠃ�ʜʜʜʜʜʜʜʜλɹΠ

国産ڇ 国産ܲ豚ʢ国産ʣ

ΞϝϦΧ産豚 ܲʢத国産ʣΦʔετϥϦΞ産ڇ

ͱʁ࢈ݪʣͷ͜ͱΛ͍͍·͢ɻࠃ͍ॴʢ࠷͕ؒظཆࣂɺ࢈ݪ

ͷ໊শදࣔͱ໊͠ࠃ ΔུশͳͲ͑ͯ ୯ಠͰ͑ͳ໊͍ࠃͷུশͳͲ
	͜ͷ߹ɺ໊ࠃΛซ͢هΔ）

࢈ࠃʹදࣔɾຊ࢈ݪ
ࣂ ཆ 
ؒظཆࣂ

ɹຊ
8ϲ݄��

ΞϝϦΧ
8ϲ݄��

Χφμ
8ϲ݄��

ྫ�

ΞϝϦΧ͕࠷͍ΞϝϦΧ
�2ϲ݄ ��ϲ݄

ɹຊ

දࣔɾΞϝϦΧ࢈ݪ
ࣂ ཆ 
ؒظཆࣂ

ྫ�

ຊͰͷ̔ ϲ݄͕
ཆͱ͠ࣂ ͍ΞϝϦΧ࠷ͯ ɹຊΧφμ

8ϲ݄7ϲ݄7ϲ݄

࢈ࠃʹදࣔɾຊ࢈ݪ
ࣂ ཆ 
ؒظཆࣂ

ྫ2

ಉ͡߹ɺ͕ؒظཆࣂ
ཆͷຊࣂͷޙ࠷
Λදࣔ

˔+"4�๏ୈ��ͷ��ɺ�4⾣（1��6）ɹ˔ੜ৯࣭දࣔج४ୈ4⾣（1�2�）̝ ͷࠃ࢈ݪʹؔ͢Δෆͳ
දࣔ⾣（1��7）ɹ˔ڇখച࣭ج४̑ ⾣（1�4�）ɹ˔ಲখച࣭ج४̒ ⾣（1�4�）ɹ˔৯ܲখച֨نୈ�ষ5（7）⾣
（1�44）ɹ˔৯ެਖ਼ڝ૪نୈ�ୈ� （߲2）⾣（1�2）ɺୈ4（�）⾣（1�4）ɺୈ�ୈ� （߲2）⾣（1�8）ʗಉنߦࢪ
ଇୈ5⾣（1��）ɺୈ�7⾣（1��）ɹ˔ෆਖ਼ڝ૪ࢭ๏ୈ2��⾣（1�67）



ݪ
࢈

ද
ࣔ
ộ
国
࢈
食
肉
ͷ

ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ

ಓ

ݝ
໊
ද
ࣔ
ͳ
Ͳ

��

�6

ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜͏ߦʹͷΑ͏هͷΑΓৄ͍͠දࣔɺԼ࢈ݪ˓

ݪ ࢈  表 示
表示ͳͲ໊ݝ৯肉のಓ࢈ࠃ

ʮ࢈ࠃʯදࣔʹ͔͑ͯɺओͨΔʢࣂཆ࠷͕ؒظ͍ʣࣂཆ͕ଐ͢Δ
ಓ໊ݝɺࢢொଜ໊ɺͦͷଞҰൠʹΒΕ͍ͯΔ໊ʢ139ϝϞཝʹ

ͱ͠࢈ݪड़ʣΛهࡉৄ Ͱ͖·͢ɻࡌهͯ

໊Λͨ͠ףฑ໊ʢϒϥϯυ໊ʣΛදࣔ͢Δ߹ɺલهͷಓݝ
ͳͲͷදࣔͱಉ༷ ʮʹ࢈ࠃʯͷදࣔΛলུ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

૯ڇ

˓໊Λͨ͠ףฑ৯Ͱɺͦ ͷ໊͕छͰ͋
Δ͔ɺ୯ʹ໊Λͨ͠ףฑͰ͋Δ͔அͰ͖
ͳ͍ͷʹ͍ͭͯɺओͨΔࣂཆ͕ଐ͢Δ
ಓ໊ݝɺࢢொଜ໊ɺͦ ͷଞҰൠʹΒΕ͍ͯ
Δ໊Λ࢈ݪͱ͠ ͯซ͠ه·͢ɻ

ڇ産ݝౡࣇࣛ ·Ώ͏ϙʔΫ࡚ٶख産Θ͔ܲؠ

˓໊Λͨ͠ףฑ৯ʹ໊͚ͨͱɺʮओͨΔࣂཆʯ͕ ಉҰͰͳ͍߹ɺओͨΔࣂཆ͕ଐ͢Δ
ಓ໊ݝɺࢢொଜ໊ɺͦ ͷଞҰൠʹΒΕ͍ͯΔ໊Λ࢈ݪͱ͠ ͯซ͠هͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ

ਆڇށ ͲΓ;͍͘ϙʔΫ

૯ڇʢฌݝݿ産ʣ

૯ڇʢ୶࿏ౡ産ʣ

産ʣݝഅ܈ίʔνϯʢݹ໊
（Ѫ࢈ݝͰͳ͍ͷ）

国産ڇばら
ҵݝ産ʢւಓੜ·Εʣ

അしϩʔε
Χφμ産ʢ۽ຊංҭʣ

ϩʔεʢΦʔετϥϦΞ産ʣڇ
ຊͰ̑ Χ݄ංҭ

Χφμ産അ
ຊංҭ۽

ൺ ʢܲؠखݝ産ʣ
（ळా࢈ݝͰͳ͍ͷ）

ຢ

ಓ໊ݝͳͲ
の表示

ฑ৯の߹

ฌݝݿ୶࿏ౡ
�2ϲ݄ 2�ϲ݄

ઍ༿ݝɾ૯ౡࣂ ཆ 
ؒظཆࣂ

ฌݝݿ୶࿏ౡ
�2ϲ݄ ��ϲ݄

ઍ༿ࣂݝ ཆ 
ؒظཆࣂ 8ϲ݄

ਆಸݝ

ྫ͑ʮ૯ڇʯと͍͏ϒϥϯυの߹

˔+"4�๏ୈ��ͷ��ɺ�4⾣（1��6）ɺୈ24⾣（1��7）ɹ˔ੜ৯࣭දࣔج४ୈ4（2）ͷΠ⾣（1�2�）
˔Ճ৯࣭දࣔج४ୈ4（8）⾣（1�28）ɹ˔৯ެਖ਼ڝ૪نୈ�ୈ� （߲2）⾣（1�2）ɺୈ�ୈ� （߲2）⾣
（1�8）ʗಉنߦࢪଇୈ5⾣（1��）ɺୈ�7⾣（1��）
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ݪ
࢈

ද
ࣔ
ộ
Ճ


ͷ

͍

ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
食
肉
Ճ

食


�7

ᶃ�̎ ͷՃߦҝ͕͓͜ͳΘΕͨͷ�ʜʜʜʜ ৠܲ͠ຯ （͚ৠ͢ɾຯ͚ͷ̎ ͷՃ）

ᶄ�த·ͰՐ（）͕ ௨͍ͬͯΔͷ� ʜʜʜʜʜʜ ϩʔετϏʔϑɺম͖ಲɺͱΜ͔ͭ
ᶅ�ෳͷ৯ࡐɺͭ ͳ͕͗ೖ͍ͬͯΔ�ʜʜʜʜʜ ϋϯόʔά（λϚωΪɺύϯคɺཛ）
ᶆ�Ճ৯ͱͷΈ߹Θͤ� ʜʜʜʜʜʜʜʜ ͳͷηοτ（ಲɾܲɾ͔·΅͜ɺͭ ΈΕ）

ݪ ࢈  表 示
Ճの͍৯肉Ճ৯

˓ੜ৯ʹ͍ۙ৯܈ʢ৯ʹؔͯ͠Լ̒ه܈ʣͰ͋ͬͯɺ͞ΕΔॏྔͷׂ
߹͕̑ ̌̀ Ҏ্ΛΊΔࡐݪྉͷ࢈ݪද͕ࣔٛԽ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

˓༰ثʹೖΕɺࣄલแ͞Εͨͷ͕දࣔٛͷରͱͳΓ·͢ɻ
ɹళͰՃ͠ফඅऀʹൢച͢Δ߹ٛͰ͋Γ·ͤΜ͕ɺ࢈ݪදࣔʹফ

අऀͷؔ৺͕ߴ·͓ͬͯΓɺͦͷใͷఏ͕ڙ৯ʹର͢Δ৴པ֬อʹͭͳ͕
ΔͨΊɺੵۃతʹ࢈ݪදࣔΛ͜͏ߦͱ͕·Ε·͢ɻ

˓ओͳݪྉͷ࢈ݪ͕̏ Ҏ্ͷ߹ɺॏྔׂ߹Ͱ̎ Ҏ্͠ࡌهɺͦ ΕҎ֎Λʮͦ
ͷଞʯͰࡌهͰ͖·͢ɻ

ର֎ʹͳΔの

ʻର܈ͱओͳରʼ

̒

食܈ྨͱՃͷ༰

ௐຯ͠た食肉
Ԙɺމᑦɺে༉ɺΈͦɺλϨʹ௮͚ͨΓɺ
·Ϳͨ͠Γ͠ ͨͷ

ΏͰɺຢৠ͠た食肉ʢ٧؈ɺϨτϧτΛআ͘ʣ
ΏͲ͓͠ɺਫΏͰɺԘΏͰɺৠͨ͠ͷε
νʔϜ（ࣹ）͠ ͨͷ

ද໘Λ͋Ϳͬた食肉
Ψεόʔφʔɺম͖ͳͲͰද໘Λ͋
Ϳͬͨͷ

ϑϥΠछとͯ͠ҥΛ͚ͭた食肉ʢௐཧྫྷౚ食Λআ͘ʣ
༲͛༻ͱͯ͠ɺύϯคɺখഴคҥΛ
͚ͭͨͷ

߹൨肉ͦのଞҟछࠞ߹͠た食肉
ෳͷ৯Λ൨ʹͨ͠Γɺෳͷ৯
ͷΓ߹ΘͤΛͨ͠ͷ

ੜ食とҟछࠞ߹͠た食肉
ଞͷੜ৯（ࡊͳͲ）ͱ٧Ί߹ΘͤͨΓ
ͨ͠ͷ

̑

̐

̏

̎

̍

ରͱͳΔओͳ

ΒڇΒλϨ͚ͭɺຯ͚ڇˎ
ˎಲੜᇙম͖λϨ͚ͭɹˎಲΈͦ௮͚ɹˎܲΈͦ௮͚ɹ
ˎຯ͚ܲɹˎম͖ௗ۲ɺ۲ڇɺಲ۲（ੜ）�

γϩϞπɹˎಲγϩϞπڇˎ
ͱˎΜͦ͘
ˎৠܲ͠� � �

͖ͨͨڇˎ
ˎܲ͞͞Έ͋ͿΓɺ͞ ͞Έͷ͖ͨͨ

ϏˎʔϑΧπ༻ڇ
τˎϯΧπ༻ಲ
ˎ༲͛༻ܲ

ɾಲ൨ɹڇˎ ϋˎϯόʔά༻ڇɾಲϛϯν
ˎমηοτ（ڇɾಲεϥΠεηοτ）
ˎܕ（αΠίϩεςʔΩ）

ˎমηοτ（ڇɾಲɾࡊ）
ˎͳηοτ（ڇɾಲɾࡊ）
Ͷˎ͗·۲

˔Ճ৯࣭දࣔج४ୈ��ผද2⾣（1�2�）ɺୈ4⾣（1�26）ɹ˔৯Ӵੜ๏نߦࢪଇ⾣（1�6�）
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ͷ
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豚ʢ国産ʣɾڇʢ国産ʣ߹ͼ͖

ʢ߽भ産ʣ豚ʢถ国産ʣϛϯνڇ

ʻදࣔྫɿදࣔΧʔυʼ

ʻදࣔྫɿళ಄ͷ̥̤ ʼࠂ̥

ʻදࣔྫɿύοΫแͷϥϕϧʼ

ʻϓラΠεラベルʼ

タ
レ
漬
牛
焼
肉
の
原
材
料
は

ア
メ
リ
カ
産
牛
肉
を

使
用
し
て
い
ま
す
。

੨
ࢁ
食
肉
ళ

ʻラベルʼ

߹ͼ͖ڇ࢈ࠃɾ࢈ࠃಲ

��牛豚合びき ʣ࢈ʣಲʢถ国࢈ʢ国ڇ

当
店
の
合
挽
ミ
ン
チ
は

国
産
牛
肉
と
国
産
豚
肉
で

つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。赤

坂
店

͓
٬
͞
·


ళͷϋϯόʔά
国ڇ࢈ʢ��ˋʣ

߽भڇ࢈ʢ��ˋʣ

Λ༻͍ͯ͠·͢ɻ
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ࣔ
ộ
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（̍ ɺߴ܊ɺ༦ு܊ʜட໊܊（ �܊࠲
（̎ ）ҰൠʹΒΕ͍ͯΔ໊ࠃچ

（̏ ）ҰൠʹΒΕ͍ͯΔ໊ࠃچͷผশ�ʜ ৴भɺߕभ�
（̐ ）ͦ ͷଞҰൠʹΒΕ͍ͯΔ໊�ʜʜ ૯ɺٱౡ�

Λ༌ೖɾൢച͢Δ߹ʹ͍ͭͯɺՃڇͰ͞Εͨࠃ֎
Λͨ͠ࠃΛ໊ࠃ࢈ݪͱ͠ ͯදࣔΛ͢Δ͜ͱ͕ܾΊΒΕͯ
͍·͢ɻ

ʻྫɿχϡーδーラϯドでさΕͨϏーϑδϟーΩーʼ

ҰൠతʹΒΕ͍ͯΔ໊ͱ 

ߟ　ࢀ

memo

表示࢈ݪ
Ճの͍৯肉Ճ৯

○
○
レ
ス
ト
ラ
ン

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

○
○
ホ
テ
ル

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

不当表示は
絶対に

ຯ͕̏ݶظ ϲ݄Λ͑Δ
Ճはɾ݄Λ表示͠ɺ
の表示は͠ࡌهͳͯ͘

͔·͍·ͤΜ

໊ͨ͠ࠃ

༌ೖऀ໊Λ表示す

ɹԞ
্ɹ૯
ɹຎࢤ
एɹڱ
େɹ
ඒɹ࡞
ஜɹޙ

ɹத
૬ɹ
ҏɹ౾
ɹࢁ
ɹҏل
උɹޙ
ංɹલ

ɹલ
৴ɹೱ
ॣɹՏ
ۙɹߐ
ୠɹഅ
҆ɹܳ
ରɹഅ

ɹؠ
ɹ൹ߕ
ԕɹߐ
୮ɹ
୶ɹ࿏
ɹࠤ
ංɹޙ

൬ɹ
ඒɹೱ
ӽɹޙ
୮ɹޙ
Ҽɹ഼
ஜɹલ
๛ɹલ

ৗɹ
ඈɹଭ
ɹࠤ
ઁɹ
ग़ɹӢ
पɹ
๛ɹޙ

্ɹ
ඌɹு
ӽɹத
ɹઘ
ੴɹݟ
ɹ
ɹ

Լɹ
ɹՏࡾ
ɹొ
Տɹ
Ӆɹذ
Ѩɹ
ɹຎࡵ

ɹଂ
ҏɹլ
Ճɹլ
ɹຏ
උɹલ
ذɹࢌ

Լɹ૯
ҏɹ
ӽɹલ
ഢɹᠺ
උɹதɹ
ҏɹ༧

େɹ۱��




ڇ
ͷ
ද
ࣔ

��

ᶃࠇໟछ

ᶅຊ֯छ

ᶄໟछ

ᶆແ֯छ

�0

  ڇ の表示

৯のசछɺछɺฑの表示はҙͱさΕ͍ͯ·す。
ڇͷ߹ɺͦͷࢫදࣔͯ͠ൢച͢Δ͜ͱ͕େͰ͋Γɺڇදࣔ͢Δ߹
Լ͍ߦͯͬैʹه·͢ɻୠ͠ɺਖ਼͘͠ දࣔ͞Εͯͳ͍߹ɺෆදࣔͱͳΓ·͢ɻ

ˎڇҎ֎ͷڇʹɺʮΘ͗Ύ͏ ʯʮ̬̖̜ ̮̪ ʯʮϫΪϡʯฆΒΘ͍͠දࣔΛͨͬߦ߹ෆද
ࣔͱͳΓ·͢ɻ

˓ʮڇʯͱදࣔͰ͖ΔͷɺԼهᶃʙᶈ·Ͱͷछผ۠ͷͷͰ͢ɻ

ڇの表示

国産ڇ

国産ڇʢࡶަؒڇछʣ

国産ڇʢࠇໟʷໟʣ

ᶃʙᶆ·Ͱه্
��ʮ和ڇʯͷΈͷ

දࣔͰ͔·͍·ͤΜɻ

Δ͔ɺ͢هछʯͱදࡶަؒڇᶇᶈʹ͍ͭͯʮه্ˎ
ɹަͨ͠छ໊Λදࣔ͠·͢ɻ

ᶃࠇ�ໟछ

ᶄ�ໟछ

ᶅ�ຊ֯छ

ᶆ�ແ֯छ

ᶇ�ᶃʙᶆͷछؒͷަʹΑΔަࡶछ

ᶈ�ᶇͱᶃʙᶇͷަʹΑΔަࡶछ

和ͯͬڇͲΜͳڇʁ
ຊͰ͔͘ݹΒ࣭վྑ
͞ΕͨͷͰɺ͓ ʹ̐
ͭͷछ͕͋Γ·͢ɻத
Ͱࠇໟछڇͷ
େΛΊ·͢ɻ

（ৄ͘͠176）○
○
レ
ス
ト
ラ
ン

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

○
○
ホ
テ
ル

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

不当表示は
絶対に




ڇ
ͷ
ද
ࣔ

��

�1

छΈ߹ΘͤΛදࣔ͢Δ߹ɺ
ུশͰද͢هΔ͜ͱՄͰ͢ɻ

ڇໟछҎ֎ͷࠇ ʮʹࠇໟʯʮڇࠇʯʮࠇʯͷจࣈΛ༻ͯ͠දࣔ͢Δͱɺࠇໟछͷڇͱ༏
ɻ͢·͠هΕ͕͋ΔͷͰɺඞͣछ໊ɾछ߹ͤΛซڪೝΛ͞ΕΔޡྑ

ʮ̒ࠇໟʯʮڇࠇʯʮࠇʯΛ༻ͨ͠දࣔछͷΈ߹ΘͤΛදࣔʼ

ʢΞϯΨεछʣڇໟࠇ

छʣࡶʢަڇ˓ࠇ

ໟछʷϗϧελΠϯछʣࠇʢڇ˓˓ໟࠇ

ໟछʷϗϧελΠϯछʣࠇʢڇ˓˓ࠇ

ਫলͷʮڇͳͲಛ৭ͷ͋Δ৯ͷදࣔʹؔ͢ΔΨΠυϥΠϯʯͰɺʮڇʯͱදࣔͰ͖Δڇ
ࠨɺ ͷॻྨʹΑΓূ໌Ͱ͖ͯɺ͔هᶃ͔Βᶈͷछผ۠ΛԼه ͭɺڇτϨʔαϏϦςΟ੍
ʹΑΓछຊࠃͰग़ੜͨ͜͠ͱɺࠃͰࣂཆ͞ΕͨڇͰ͋Δ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δڇͷͱ
͞Ε͍ͯ·͢ɻ

�ˎͱச（৯ࢢɺ࢈৯ηϯλʔ）Ͱͷڇͷछ֬ೝ
ɹग़ՙऀ͕ఏग़͢ΔɺڇΛূ໌͢ΔॻྨʹΑΓ֬ೝ͠ɺڇͱ͠ ͯऔҾ͞Ε·͢ɻ

�ˎւ֎Ͱʮ̬̖̜ ̮̪ ʯʮਆڇށʯͱͷදࣔͰྲྀ௨͍ͯ͠Δڇ͕͋Γ·͕͢ɺ͜ ΕΛ༌ೖ্ͯ͠ه
ొ੍ʹΑͬͯڇͱ֬ೝͰ͖ͳ͍ͨΊڇͱදࣔͰ͖·ͤΜɻ

ʮ˓ڇಛ৭の͋Δ৯の表示ʹؔすΔΨΠドラΠϯʯ

ʻڇΛʮొ੍度ʹΑΓূ໌ʯͰ͖Δॻྨʼ

ॻ　ྨ

Ξɽ໌ূهొڇࢠॻ
Πɽొূ໌ॻ
ɽ݂౷Λূ໌͢Δॻྨ

Τɽतਫ਼ূ໌ॻ
Φɽछূ໌ॻ
Χɽମɾମ֎डਫ਼ཛ
ɹɹҠ২ূ໌ॻ

ऀ　ߦ　ൃ

（ެࣾ）શࠃొڇڠձɺ（Ұࣾ）ຊ͔͋ొڇڠձ
（Ұࣾ）ຊ֯छొڠձ
（ҎԼʮՈசొؔػʯͱ͍͏）

Ոசվྑ૿৩๏ʹ्͖ͮجҩࢣɺՈசਓतਫ਼ࢣຢछசͷࣂཆऀ
͕͢ΔॻྨͰɺڇ·ͨࡶަؒڇछͰ͋Δ͜ͱΛূ໌Ͱ͖Δͷɻ
ͨͩ͠ɺ֘ڇͷ͕྆ɺ্ Εͨॻྨ（ΞɺΠɺ）͞ߦͰൃؔػొه
Λ༗͍ͯ͠Δ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δ͜ͱɻ

छΈ߹Θͤ
छ໊
ໟछࠇ
ໟछ

ུ　শ
ɹໟࠇɾࠇ
ɹໟɾ

छ໊
ຊ֯छ
ແ֯छ

ུ　শ
ɾ֯
ແɾແ֯

˔৯ެਖ਼ڝ૪نୈ4（4）⾣（1�4）ɺୈ��（4）⾣（1���）ʗಉنߦࢪଇୈ��ୈ2߲ɺୈ�߲⾣（1�5）ɺୈ2�
ୈ2߲ɺୈ�߲⾣（1���）ɹ˔ڇಛ৭͋Δ৯ͷදࣔʹؔ͢ΔΨΠυϥΠϯ⾣（1�57）




ڇ
ͷ
ද
ࣔ

��

��

ʹͷΑ͏هΛަͨ͠ͷͷදࣔԼڇໟछࠇʹछͷ͏ͪɺೕ༻छࡶᶍަه্˓
ද͢هΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

˓ੜऀ࢈ɺԼهᶃʙᶍͷசछʢछʣ۠ Ͱɺਃ͍ͯ͠ࠂ·͢ɻʢڇτϨʔαϏϦςΟ๏ʣ

˓ڇҎ֎ͷछɾசछΛද͍ࣔͨ͠߹ɺୡ͞Εͨݸମࣝผ൪߸Λೖྗ͢Δ͜
ͱʹΑΓʮՈசվྑηϯλʔʯͷσʔλΛΠϯλʔωοτͰ͍ߦͯ͠ࡧݕ·͢ɻ

ʻڇτϨʔαϏϦςΟ๏ͷछผͱදࣔͷؔҰཡදʼ

国産ڇɾަछ
ڇʷೕ用छ

ʻަࡶछͷ͏ͪɺೕ༻छʹڇΛަͨ͠ͷͷදࣔྫʼ

国産ڇ
ໟछʷೕ用छࠇ

国産ڇ
ڇɾೕަڇछ

ڇͱೕ༻छʢϗルελΠϯʣ͔ Βੜ·Εͨަࡶछ

ͦのଞڇのछɾசछΛ表示すΔ߹

ڇ࢈ࠃ

ڇ࢈ࠃ

ڇ࢈ࠃ

ڇ࢈ࠃ

（ໟໟʷࠇ）ڇ࢈ࠃ

（छࡶަؒڇ）ڇ࢈ࠃ

ถڇ࢈ࠃ

ڇೕ༻छ࢈ࠃ

ᶃࠇ�ໟछ

ᶄ�ໟछ

ᶅ�ຊ֯छ

ᶆ�ແ֯छ

ᶇ�্هᶃͱᶄͷަࡶछ

ᶈ�ࡶަؒڇछ

ᶉ�ઐ༻छ（ᶃʙᶈҎ֎）ɹ

ᶊ�ϗϧελΠϯछ

ᶋ�δϟʔδʔछ

ᶌ�ೕ༻छ

ᶍ�ަࡶछ

τϨʔαϏϦςΟ๏ڇ
ͷछผ۠

食肉ެਖ਼ڝ૪نʹΑΔදࣔ

ද　ࣔ　ྫ

࢈ࠃ
ʮ࢈ࠃʯʮ໊ݝʯ
ʮࢢொଜ໊ʯ
ԿΕ͔

ᶉʙᶍͷ͏ͪ
ڇ࢈ࠃ֎
Λද໊ࣔࠃ࢈ݪ

ڇໟࠇ࢈ࠃ

ڇໟ࢈ࠃ

ڇ֯࢈ࠃ

ڇແ֯࢈ࠃ

ΦʔετϥϦΞڇ࢈

ڇछࡶަ࢈ࠃ

Ͱ͋Δ͔（Λද໊ࣔࠃ）࢈ࠃ֎Ͱ͋Δ͔ɺ࢈ࠃ
Λදࣔ͠ɺೕ༻छɺަ छͷදࣔҙࡶ
Ͱ͍ߦ·͢ɻ

（ҙ）
දࣔٛ
ͳ͠

ڇ࢈ࠃ

࢈ݪ
ʢٛදࣔʣ

சछͷ
දࣔ

ڇの表示



1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� ࠇ
ಲ
ͷ
ද
ࣔ

��

όークγϟー७ਮछ

��

ᶅ�ฆΒΘ͍͠આ໌จͳͲ

ಲ の表示  ࠇ

৯のசछɺछɺฑの表示はҙͱさΕ͍ͯ·す。
ಲͷ߹ɺͦࠇ ͷࢫදࣔͯ͠ൢച͢Δ͜ͱ͕େͰ͋Γɺදࣔ͢Δ߹Լ
ɻ͢·͍ߦͷͱ͓Γه

˓ʮࠇಲʯͱදࣔͰ͖Δͷɺ࢈ࠃɺ֎࢈ࠃΛΘͣόʔΫγϟʔ७ਮछͷಲ͚ͩͰ
͢ɻόʔΫγϟʔ७ਮछͷಲͰͳ͍ʹ͔͔ΘΒͣɺʮࠇಲʯͱޡೝ͞ΕΔڪΕͷ͋
ΔදࣔΛ͢Δͱɺෆදࣔʹ֘͠·͢ɻ

ᶃʮࠇಲʯͱදࣔ͢Δ͜ͱɺઆ໌จ
Ͱʮࠇಲʯͱ͍͏ݴ༿Λ༻͍ͨΓɺ
ಲͷֆฑɺਤҊɺࣸࠇ ਅΛ༻
͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ᶄʮࠇʯͷจࣈΛ༻͠ ʮͯࠇಲʯͷͰ͋Δͱޡೝ͞ΕΔڪΕͷ͋Δͷɻ

ಲの表示ࠇ

（ΌΜͪࠇ）ɾಲ（ܥࠇ）ໟಲɾಲࠇݩࡾໟಲɾࠇಲɾࠇඒຯಲɾࠇຯಲɾࠇಲɾ͍ࠇ

おいしい
黒ちゃん

ಲͬͯͲΜͳಲʁࠇ
ΛΘͣ७࢈ࠃ֎ɺ࢈ࠃ
ਮͳόʔΫγϟʔछͷΈ
Λ͍͍·͢ɻ

（ৄ͘͠18�）

ɾʮࠇಲͷ݂ΛҾ͘ʜʯ� ɾʮόʔΫγϟʔΛަͨ͠ʯ
ɾʮࠇಲͷ͓͍͠͞ΛҾ͖͍ͩܧʜʯɹ� ɾʮόʔΫγϟʔछ（ࠇಲ）Λ༻ʯ

○
○
レ
ス
ト
ラ
ン

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

○
○
ホ
テ
ル

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

不当表示は
絶対に

おいしい
黒ちゃん

ඒຯし͍豚ʂ表示
ෆՄのྫ

/(



ࠇ�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1
ಲ
ͷ
ද
ࣔ

��

��

˓όʔΫγϟʔछͱଞͷछͱͷަࡶछͷ߹ɺʮࠇಲʯͱ͍͏ݴ༿Λ༻ͤͣʹɺόʔ
Ϋγϟʔͱ͍͏ݴ༿Λ༻ͯ͠ɺόʔΫγϟʔछͱͷަࡶछͰ͋ΔࢫΛදࣔ͢Δ͜ͱ
ՄͰ͢ɻ

͏ߦೝ͞ΕΔ͜ͱΛ͙ͨΊɺγʔϧҙදࣔΛޡಲͱࠇͷ࢈ࠃͷͷ͕ɺ࢈ࠃ֎˓
߹ʹ͓͍ͯ࢈ݪΛซ͠ه·͢ɻʢਫলΨΠυϥΠϯʣ 

ʪϓラΠεラベルʫ

鹿児島黒豚ヒレ

ถࠇ࢈ࠃಲ͔ͨϩーε

カナダ産黒豚ばら

ʪϓラΠεカードʫ

ˎόʔΫγϟʔ७ਮछͱޡೝ͞ΕΔڪΕͷ͋ΔදࣔͰ͖·ͤΜɻ

छΈ߹Θͤ

όʔΫγϟʔ̑ 豚̌ ϋʔϑόʔΫγϟʔ

όʔΫγϟʔछ̑ ̌

豚ʢόʔΫγϟʔʣ ˓˓όʔΫΤʔε

˓˓όʔΫγϟʔ

の表示࢈ݪ

表示
ෆՄのྫ

/(

0,

表示ͯ͠
ྑ͍ྫ

ಲの表示ࠇ

˔ڇಛ৭͋Δ৯ͷදࣔʹؔ͢ΔΨΠυϥΠϯᶝ⾣（1�5�）
˔ಲখച࣭ج४⾣（1�4�）ɹ˔৯ެਖ਼ڝ૪نୈ4（5）⾣（1�4）ɺୈ��（5）⾣（1��2）ʗಉنߦࢪଇୈ��
ୈ4߲⾣（1�5）ɺୈ2�ୈ4߲⾣（1���）



1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1� 
ܲ
ͷ
ද
ࣔ

��

��

 ܲ の表示

ʮ˓ܲʯͱදࣔͰ͖Δͷͷ݅ɺԼهͷͱ͓ΓͰ͢ɻʢຊྛ֨نʣ

ʢ̍ʣૉͼͳࡏདྷछʢԼهผදࢀর
༝དྷͷ݂ӷඦ͕̑ ̌̀ Ҏ্ͷͷͰ͋ͬ
ͯɺग़ੜͷূ ʢ໌ࡏདྷछ͔Βͷܥේɺࡏདྷछ༝དྷ݂ӷඦٴͼ;Խͷূ໌ʣ͕ Ͱ͖
ΔͷΛ༻͍ͯ͠Δ͜ͱɻ

ʢ̎ʣ;Խ͔Β̔ ̌ؒҎ্ࣂҭ͍ͯ͠Δ͜ͱɻ

ʢ̏ʣ̎ ̔ྸҎ߱ฏࣂ ʢ͍ܲࣷ·ͨ֎ʹ͓͍ͯɺ͕ܲচ໘ຢ໘Λࣗ༝ʹӡಈͰ͖Δ

Α͏ʹͯ͠ࣂҭ͢Δࣂҭํ๏ʣͰࣂҭ͍ͯ͠Δ͜ͱɻ

ʢ̐ʣ̎ ̔ྸҎ߱̍ʊ ͨΓ̍ ̌ӋҎԼͰࣂҭ͍ͯ͠Δ͜ͱɻ

˓ܲͷ࣭ʹؔ͢Δදࣔͷࡍɺ௨ৗͷදࣔʹՃ͑ͯɺҎԼͷද͕ࣔඞཁͰ͢ɻ

ʻࡏདྷछҰཡʼ

ରഅܲ

छݹ໊

ൺ
ͻͳ͍
ܲ

Տछࡾ

ຸ
Έͷͻ͖ͪΌ΅
Ӫᛙܲ

ຸ
Έͷͻ͖
Ӫܲ

ܲٶ

ϩʔυΞΠϥϯυϨου

ձܲ

ҏܲ

खܲؠ

ΠϯΪʔܲ

ӊ
͏͚͍ͬ͜
ܲ

᳛
͏ͣΒͪΌ΅
ᛙܲ

λΠνϟʔϯ

ΤʔίΫ

ԫൗϓϦϚεϩοΫ

ԭೄ
ͻ͛
ܲ

ඌܲ

Տౕ
ͬ͜
ܲ

أ
ㆋ㇓
ܲ

ෞܲذ

ຊछ۽


͘ Ε ͜
࿈ܲࢠ

ദܲࠇ

ίʔνϯ


͑͜Α͠
ྑܲ

ຎܲࡵ

ࠤ
ͻ͛
ܲ


͡ ͱ ͬ ͜
಄ܲ

ࣳ
ͬ͠ͱΓ
ܲ

܉
͠Ό 
ܲ

খ
͠ΐ͏͘͜
ܲࠃ

ᛙ
ͪΌ ΅
ܲ

౦ఱܲߚ

ᥭ
ͱ͏·Δ
ܲ

ࠤ
͖͘Μ
ی

ࠤܲ

࣭の表示

ᶃ�ܲɾܲͷ߹ͤɹɹᶄࣂ�ҭؒظɹɹᶅࣂ�ҭํ๏ɹɹᶆ�ੜऀۀ࢈ͷ໊ࢯ

˔ܲͷຊྛ（1�54）⾣֨نɹ˔࢈ࠃͷฑܲͷఆٛʹ͍ͭͯ⾣（1�75）
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�6

̍ɽ࢈දࣔ৯ͷਪਐମ੍͕͍ͬͯΔ͜ͱ͕ඞཁ
ɹ��ᶃ�৫ମ੍͕໌֬ɹᶄ�ৗઃͷ࿈བྷॴΛ༗͢Δɹᶅ�ऀ໊͕͞ࢦΕ͍ͯΔ

̎ɽ࢈දࣔ৯ͷنͷઃఆ͕ඞཁ
ɹ��ᶃ�ੜ࢈ɾग़ՙͷతɹᶄ�ਪਐମ੍ɹᶅ�໊শɹᶆ�ର৯ͷ֓ཁ

ɾछྨɺछɹɾੜ࢈Ҭɹɾࣂཆཧ（ग़ՙ݄ྸͷ҆ɺग़ՙ࣌ମॏͷ҆ɺࣂྉڅ༩ͷࢦ）
ɾॲཧग़ՙ（ॲཧؔػຢॴɺ࣭ͷൣғɺ෦Ґ໊）ɹ
ɾ࢈දࣔͷ۩ମతํ๏
ɹ（ΞɽදࣔϚʔΫͱදࣔํ๏ɹ�ΠɽදࣔϚʔΫΛ༩͢Δॴٴͼ࣮ऀࢪɹɽࢦఆళͷઃஔͷखଓ͖ɾج४）

ฑ৯肉の表示

˓ʮ˓˓ڇʯʮ˓˓ಲʯʮ˓˓ܲʯͷฑϒϥϯυΛ͚ͭͨ৯͕ଟ Έ͘ΒΕ
·͢ɻฑ͕ͭ͘͜ ͱʹΑͬͯɺ࣮ࡍʹଞͷ৯ͱ࣭͕ࠩͳ͍߹Ͱɺ
ফඅऀʹࠩผԽɺڃߴຢಛผͳ࣭Λඋ͑ͨͷͷΠϝʔδΛड͚औ
ΒΕΔڪΕ͕͋ΔͷͰɺͦͷ໊শͷఆٛΛ࣮֬ʹ͍ߦɺൢചɾೖͷࡍʹͦ
ͷ֬ೝʹສશΛ͢ظඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

ɾग़ՙɾൢചʹ͍ͭͯͷΨΠυϥΠϯ࢈ͷੜ࢈˓
ɹʮ࢈දࣔ৯ͷੜ࢈ɾग़ՙͷదਖ਼Խʹؔ͢Δࢦʯʢੜ͚ऀ࢈ʣ

ɹʮ৯ൢചళʹ͓͚Δ৯ͷ࢈දࣔൢചʹؔ͢Δࢦʯʢൢചళ͚ʣ

ɹͷΨΠυϥΠϯ ʢ͕ެࣾʣதԝச࢈ձʹ͓͍ͯఆΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ

ᶃ�৯͝ͱʹ۠ͯ͠ྻ͠ɺ্߲ࣄهΛΧʔυɺϥϕϧͰ͍ߦ·͢ɻͳ
͓ɺਪਐମͷ࡞ͨ͠ύϯϑϨοτɺϙελʔʹ্ؚ͕߲ࣄه·Ε͍ͯΕ
ɺΧʔυɺϥϕϧʹସ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᶄ�ফඅऀͷʹͭ͘ॴʹදࣔ͠·͢ɻɹ� � �

ੜஂऀ࢈ମʹ͓͚ΔϙΠϯτ

৯ൢചళʹ͓͚Δ表示のϙΠϯτ
ᶃ�্هੜऀ࢈ͷਪਐओମͷ༻͠ ʮͨ࢈දࣔ৯ͷ໊শʯ

ᶄ�ର৯ͷछྨɾछɺਪਐओମͷ໊শɺॴࡏٴͼ࿈བྷઌɺੜ࢈Ҭɺಛ
දࣔͷ
༰

දࣔͷ
ํ๏

⾣（1�7�）ࢦɾग़ՙదਖ਼Խʹؔ͢Δ࢈දࣔ৯ͷੜ࢈˔
˔৯ൢചళʹ͓͚Δ৯ͷ࢈දࣔൢചʹؔ͢Δࢦ⾣（1�7�）ɹ˔ෆਖ਼ڝ૪ࢭ๏ୈ2�⾣（1�67）



�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1 ࠞ
߹
͠
ͨ
食
肉
ͷ
ද
ࣔ

��

�7

˓৯ͷछྨɾ෦Ґɺ࢈ݪΛࠞ߹ͯ͠ηοτൢച͢Δࡍɺ୯ՁؚΊ͔͘ࡉ༰Λࣔ
͢ͱɺ͔ ͑ͬͯෳࡶͰফඅऀʹղΓ ͳ͘Δ߹ɺ؆ܿʹ͢Δ͜ͱՄͰ͢ɻ

ࠞ߹ͨ͠৯肉の表示

˕ෳͷͷΛࠞ߹ͯ͠ൢച͢Δ߹ɺॏྔͷଟׂ͍߹͔Βॱʹ͠ࡌه·͢ɻ

˓ෳͷछྨɾෳͷ෦Ґ͕
ࠞ߹͠෦Ґද͕ࣔࠔͳ
߹ɺ໊শͱܗଶΛΈ߹Θ
ͤͯදࣔ͠·͢ɻ

ʻম肉ηοτͷ༰ʼ ʻදࣔͷํ๏ʼ

Γམͱ͠

༻్での表示

ถ࢈ࠃɾڇ࢈ࠃΒম͖肉༻

ˎ༌ೖɾ࢈ࠃのࠞ߹ʢ࢈ݪදࣔʣ

̑࢈ࠃ ̌̀ ɹΞϝϦΧ̏࢈ ̌̀ ͷࠞ߹Χφμ̎࢈ ̌̀ ɹ

ΞϝϦΧ̓࢈ ̌̀ ɹ̏࢈ࠃ ̌̀ ͷࠞ߹

ʣ࢈ɾΧφμ࢈ɾΞϝϦΧ࢈ࠃϛϯνʢڇ

ηッτൢചの߹

߹のࠞ࢈ࠃˎ

̒࢈ݝٶ ̌̀ ɹ̐࢈ݝܗࢁ ̌̀ ͷࠞ߹

ڇ࢈ݝܗࢁɾݝٶ

国産ڇΓམͱし

国産豚খؒΕ
ಲ͔ͨɺಲɺಲΒͳͲͷࠞ߹

߹��ͷࠞڇϩʔεɺ͔ͨڇϦϒϩʔεɺڇɺ͔ͨڇ

মηοτ
ΦʔετϥϦΞڇ࢈（Βɾ）
ಲ（Βɾ）࢈ࠃ
̍̌ ̶̌ ��̎ ̐̌ ԁ

��� ೖ̶ɹ840s

Β���̶ɹ���̶�5�ԁ
��5�̶ɹ���̶�8�ԁ

Β�5�̶ɹ���̶���ԁ
��5�̶ɹ���̶���ԁ

84�ԁֹۚܭ߹����5�̶ܭ߹
ฏۉ୯Ձ24�ԁ

ΦʔετϥϦΞ࢈
肉ڇ

ಲ肉࢈ࠃ

খؒΕ

ˎ食肉のछྨのࠞ߹ʢڇとಲのϛϯνʣ
Ͷ̒͢ڇ ̌̀ ɹɹಲΒ̐ ̌̀ ͷϛϯν

ˎ෦Ґのࠞ߹

̓ ̌̀ ɹΒ̏ ̌̀ ͷࠞ߹

ͶɾಲΒ൨肉͢ڇ࢈ࠃ

༺ɾΒম͖肉ڇ࢈ࠃ

˔৯ެਖ਼ڝ૪نୈ�ୈ4߲⾣（1�4）ɺୈ6⾣（1�6）ʗಉنߦࢪଇୈ�2⾣（1�7）
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ද
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˓ྫྷౚͱɺմͷத৺෦ʢਊʣ·Ͱౚ݁ঢ়ଶͱͳΓɺ͜ ͷঢ়ଶ͕อ࣋͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
Λ͍͍·͢ɻ
ˎνϧυͷݪྉΛεϥΠε͠қ͘͢ΔͨΊʹմͷද໘ΛҰ࣌తʹॠؒౚ݁͠ɺεϥΠεՃͷ
ɺൢޙ ച͢Δ߹ྫྷౚදࣔΛ͢Δඞཁ͋Γ·ͤΜɻ

˓ղౚͱɺਊ·Ͱౚ݁͞Εͨ৯Λɺνϧυঢ়ଶʹ͢͜ͱΛ͍͍·͢ɻ
ˎౚ݁Λղౚ͢ΔͳͲͯ͠εϥΠεͨ͠ʹʮղౚʯͷࢫΛදࣔ͠·͢ɻ

˓ղౚͨ͠৯ͱνϧυͷ৯Λࠞ߹ͯ͠ൢച͢Δ߹ͦͷࢫΛදࣔ͠·͢ɻ

ྫྷ ౚ の表示

˓ྫྷౚͨ͠৯Λൢച͢Δ߹ɺ৯ൢചۀ ʢऀԷചɾখചऀۀʣʮྫྷౚʯʮϑ
ϩʔζϯʯͳͲͷදࣔΛ͠ ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ

˓ྫྷౚͷ৯Λղౚͯ͠ൢച͢Δ߹ʮղౚʯͳͲղౚ͕ͨ͠ࢫফඅऀʹ
ΘΔදࣔΛ͠ ·͢ɻ

˓ౚ݁ͷܲʹ͋ͬͯʮౚ݁ʯɺղౚʹ͋ͬͯʮղౚʯͱදࣔ͠·͢ɻ

ʻղౚͨ͠ࢫͷදࣔʼ

ྫྷౚٴͼղౚͱは

মηοτڇ
ถ࢈ࠃʢղౚʣ̒̌̀
νルド̐࢈ࠃ ̌̀

国産ڇɾ豚ɹϛϯν
ղౚ༻

දࣔྫ

˔৯ܲখച֨نୈ�ষͷ5（4）ɺ（5）⾣（1�44）ɹ˔৯ެਖ਼ڝ૪نୈ�ୈ� （߲4）⾣（1�2）ɺୈ�ୈ� （߲4）⾣
（1���）ʗಉنߦࢪଇୈ7⾣（1��）ɺୈ��⾣（1���）
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τϨーαϏϦςΟ๏の͘͠Έڇ

τϨʔαϏϦςΟ๏ڇ
ମࣝผ൪߸のୡɾ表示ݸ

ཆऀࣂのڇ
ମࣝผ൪߸ͷಧ͚ग़ݸ

৯ࢢɾ࢈৯
ηϯλーのͱச

ͱசใ

Էചɾϝーカー ΞΫηε

ඪΛண͠ɺࣖඪʹ͚ͭΒΕͨ̍̌ࣖʹڇཆ͞ΕΔࣂͰࠃ˕ ܻͷݸମࣝผ൪߸Λɺੜ
Δ·Ͱୡ͠ཧ͠·͢ɻࢸʹΒྲྀ௨ɾখച͔࢈

˕͕ͨͬ͜ىͱ͖ʹɺ͜ ͷ൪߸ΛͨͲͬͯ͠ݪҼΛ͠໌ڀɺ·ͨͷճऩΛ࠷
খͷൣғͰਝʹߦͳ͑ΔΈʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ

ମࣝผ൪߸ͷݸ
ୡͱཧ

খ　　　ച
ମࣝผ൪߸ͷୡͱݸ
ཧʢாͷ࡞ʣ

ফ　අ　ऀ

ʢ̍ ʣใのཧɾอΛすΔ
ɹ  ৯Էചۀ ʢऀ৯ϝʔΧʔͳͲΛؚΉʣɺࢬɾ෦ͷೖΕൢചʢԷചʣ͝ ͱʹɺԼ

ɻ͢·ใΛཧɾอ͠ه

˕อͷํ๏ɺॻ （ྨாɾཧா）ͷଞɺి ͷσʔλՄͰ͢ɻثػࢠ
˕อଘؒظɺ̍ ͝ͱʹด （͠ͱΓ·ͱΊ）ͦ ͷ̎ޙ ؒͱ͠ ·͢ɻ

ʲ̍ ৯rԷചऀۀのΔき͜ͱ

ᶃ໊শͱྔ
ᶄݸମࣝผ൪号
ᶅೖΕ݄
ᶆೖΕઌͱͦͷॴࡏ

࣌ೖΕ

ᶃ໊শͱྔ
ᶄݸମࣝผ൪号
ᶅൢച݄
ᶆൢചઌͱͦͷॴࡏ

ൢ売ʢԷ売ʣ࣌

சछɾ࢈ݪͷ֬ೝ

ମࣝผ൪߸Λදࣔͯ͠ൢചݸ

ମࣝผ൪߸ͷݸ
ୡͱཧ

ମࣝผ൪߸ͷݸ
ୡͱཧ

ΞΫηε

ମࣝผ൪号͕ݸ
ಛఆͰ͖Δ෦

খؒΕɾΓམͱ͠

ʹすΔ

छʑの෦のࡐΛूΊͯ

ʹすΔ

ମࣝผ൪号͕ݸ
ಛఆͰ͖Δ෦

খؒΕɾΓམͱ͠

ʹすΔ

छʑの෦のࡐΛूΊͯ

ʹすΔ

ମࣝผ൪号͕ݸ
ಛఆͰ͖Δ෦

খؒΕɾΓམͱ͠

ʹすΔ

छʑの෦のࡐΛूΊͯ

ʹすΔ

ମࣝผ൪号͕ݸ
ಛఆͰ͖Δ෦

খؒΕɾΓམͱ͠

ʹすΔ

छʑの෦のࡐΛूΊͯ

ʹすΔ

ʢಠʣՈசվྑηϯλー
ʢσーλੵʣ

ՈசվྑηϯλʔͷΞυϨε
XXX.OMCD.Hp.Kp

ମࣝผ൪号͕ݸ
ಛఆͰ͖Δ෦

খؒΕɾΓམͱ͠

ʹすΔ

छʑの෦のࡐΛूΊͯ

ʹすΔ

ଇ⾣（1���）نߦࢪτϨʔαϏϦςΟ๏⾣（1��7）ʗಉڇ˔
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ʢ̎ ʣݸମࣝผ൪߸のใのୡɾ表示ΛすΔ

ࢬΛష͢Δ͔ɺ（ϥϕϧྔܭ）ϥϕϧͨ͠ࡌهମࣝผ൪号Λݸʹࢬ˓
൪号Λ（ࢬ）ʹ షຢ͠ࡌهɺͦ Εͱর߹Ͱ͖ΔൢചථͳͲͰ
ୡ͠·͢ɻ

˓෦ͷ֤෦Ґ͝ͱʹϥϕϧΛష͢Δͱͱʹɺ͜ ΕΛแ͢ΔஈϘʔ
ϧശͳͲͷଆ໘ʹϥϕϧΛష͠·͢ɻˠ�Լهᶃ

˓ൢചථʹݸମࣝผ൪号Λ͠ࡌه·͢ɻ

˓ൢചථʹ͖͠ࡌهΕͳ͍߹ʮݸମࣝผ൪号ҰཡදʯͰୡ͠·͢ɻ
ˠ�Լهᶄ

ᶃڇ�෦肉ʹష͢Δϥϕϧͷྫ

ˎ৯ͷόʔίʔυඪ४Խ͞Ε͍ͯΔɻ
  ʢҰࡒʣྲྀ ௨γεςϜ։ൃηϯλʔʢ͆͆ ɿ͆

ETSJ.Kp
ɺʢެࡒʣຊ৯ྲྀ௨ηϯλʔ
ͷϗʔϜϖʔδΛࢀরͷ͜ͱɻ

ᶄ�ೲථʹఴ͢Δݸମࣝผ൪߸Ұཡදʜόʔίʔυ͖

ॻʣࡉମࣝผ൪߸Ұཡ表ʢྔ໌ݸ

和ڇαーロイン

国産ڇうͪもも

国産ڇαーロイン

国産ڇΒ

和ڇαーロイン

2

1

1

1

2

11�5

12�5

11�5

10�5

14�5

11�5

ख県ؠ

ख県ؠ

େ分県

本県۽

ҵ県

ख県ؠ

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

2 2 5 5 3 0 5 3 0 8

3 1 5 5 3 0 5 3 0 8

1 8 5 5 3 0 5 3 0 8

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

	251
1155305306	11
01128	3101


商品名 数量 重量 産地 個体識別番号 バーコード

	251
2255305308	11
01128	3101


	251
3155305308	11
01128	3101


	251
1855305308	11
01128	3101


	251
1155305306	11
01128	3101


管理 No　　  123456　　平成 27 年 05 月 08 日

ࡔ一ؙの内食肉産業
担 当 者

店　名

スー パ ー・Ϛート
 ࡚ ళ

殿

�ೖ��ா

和ڇひΕ
和͔ڇたロース
ϗϧスしΜた·
和ڇΒ
和ڇひΕ

3
7
18
24
26

商品名 個数 重量 単価 金額日

平成 27 年 11 月 仕入先 ؙの内食肉産業

1
4
1
1
1

10�1
54�0
12�1
13�1
10�1

5300
3800
1850
1850
5300

53530 ԁ
205200 ԁ
22385 ԁ
24235 ԁ
53530 ԁ

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 24 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
53

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
51680 ԁ
48640 ԁ

202920 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 18 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
53

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
51680 ԁ
48640 ԁ

202920 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 07 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
54

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
53200 ԁ
49400 ԁ

205200 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 24 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ମࣝผ൪߸Ұཡ表ݸ

たロース͔ڇ
たロース͔ڇ
たロース͔ڇ
たロース͔ڇ

商品名 識別 重量 個体識別番号
"
#
$
%

13�0
14�0
13�6
12�8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

平成 27 年 11 月 07 日納品分 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 18 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 07 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ฏ �� ��݄

ฏ ��  ��݄

ฏ ��  ��݄

όʔίʔυͷࣝผࢠ（̎ ̑̍ ）
ମࣝผ൪号Λද͍ࣔͯ͠Δݸ

　ࢬ

෦
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ॻʣࡉମࣝผ൪߸Ұཡ表ʢྔ໌ݸ

和ڇαーロイン

国産ڇうͪもも

国産ڇαーロイン

国産ڇΒ

和ڇαーロイン

2

1

1

1

2

11�5

12�5

11�5

10�5

14�5

11�5

ख県ؠ

ख県ؠ

େ分県

本県۽

ҵ県

ख県ؠ

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

2 2 5 5 3 0 5 3 0 8

3 1 5 5 3 0 5 3 0 8

1 8 5 5 3 0 5 3 0 8

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

	251
1155305306	11
01128	3101


商品名 数量 重量 産地 個体識別番号 バーコード

	251
2255305308	11
01128	3101


	251
3155305308	11
01128	3101


	251
1855305308	11
01128	3101


	251
1155305306	11
01128	3101


管理 No　　  123456　　平成 27 年 05 月 08 日

ࡔ一ؙの内食肉産業
担 当 者

店　名

スー パ ー・Ϛート
 ࡚ ళ

殿

�ೖ��ா

和ڇひΕ
和͔ڇたロース
ϗϧスしΜた·
和ڇΒ
和ڇひΕ

3
7
18
24
26

商品名 個数 重量 単価 金額日

平成 27 年 11 月 仕入先 ؙの内食肉産業

1
4
1
1
1

10�1
54�0
12�1
13�1
10�1

5300
3800
1850
1850
5300

53530 ԁ
205200 ԁ
22385 ԁ
24235 ԁ
53530 ԁ

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 24 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
53

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
51680 ԁ
48640 ԁ

202920 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 18 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
53

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
51680 ԁ
48640 ԁ

202920 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 07 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
54

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
53200 ԁ
49400 ԁ

205200 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 24 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ମࣝผ൪߸Ұཡ表ݸ

たロース͔ڇ
たロース͔ڇ
たロース͔ڇ
たロース͔ڇ

商品名 識別 重量 個体識別番号
"
#
$
%

13�0
14�0
13�6
12�8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

平成 27 年 11 月 07 日納品分 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 18 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 07 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ฏ �� ��݄

ฏ ��  ��݄

ฏ ��  ��݄

˕খചళ಄Ͱͷෆಛఆͳൢചʹ͍ͭͯɺอଘٛ͋Γ·ͤΜɻୠ͠ɺڅ৯ۀ
༻ʢম͖ళɾεςʔΩϋεʣͳͲಛఆͷಘҙઌʹൢച͢Δ߹ɺ্هӈཝͷใΛൢ
ചઌʹදࣔୡ͠ɺͦͷใΛཧอ͠·͢ɻ

˕ཧɾอͷํ๏ɺாͳͲͷ΄͔ɺೖΕථΛཧ͠ ʢ݄ͯ͝ͱଋͶͯʣอଘ͠·͢ɻ
ʢిثػࢠͷσʔλͰཧɾอ͔ͯ͠·͍·ͤΜʣ

˕อଘؒظɺ̍ ͝ͱʹด ʢ͠ͱΓ·ͱΊʣͦ ͷ̎ޙؒͱ͠ ·͢ɻ

ʲ̎ খrചళのΔき͜ͱ
ʢ̍ ʣใのཧɾอΛすΔ
ɹɹڇͷೖΕ͝ͱʹɺԼࠨهཝͷใΛཧɾอ͓͖ͯ͠·͢ɻ

ॻʣࡉମࣝผ൪߸Ұཡ表ʢྔ໌ݸ

和ڇαーロイン

国産ڇうͪもも

国産ڇαーロイン

国産ڇΒ

和ڇαーロイン

2

1

1

1

2

11�5

12�5

11�5

10�5

14�5

11�5

ख県ؠ

ख県ؠ

େ分県

本県۽

ҵ県

ख県ؠ

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

2 2 5 5 3 0 5 3 0 8

3 1 5 5 3 0 5 3 0 8

1 8 5 5 3 0 5 3 0 8

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

	251
1155305306	11
01128	3101


商品名 数量 重量 産地 個体識別番号 バーコード

	251
2255305308	11
01128	3101


	251
3155305308	11
01128	3101


	251
1855305308	11
01128	3101


	251
1155305306	11
01128	3101


管理 No　　  123456　　平成 27 年 05 月 08 日

ࡔ一ؙの内食肉産業
担 当 者

店　名

スー パ ー・Ϛート
 ࡚ ళ

殿

�ೖ��ா

和ڇひΕ
和͔ڇたロース
ϗϧスしΜた·
和ڇΒ
和ڇひΕ

3
7
18
24
26

商品名 個数 重量 単価 金額日

平成 27 年 11 月 仕入先 ؙの内食肉産業

1
4
1
1
1

10�1
54�0
12�1
13�1
10�1

5300
3800
1850
1850
5300

53530 ԁ
205200 ԁ
22385 ԁ
24235 ԁ
53530 ԁ

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 24 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
53

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
51680 ԁ
48640 ԁ

202920 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ 平成 27 年 11 月 24 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 18 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
53

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
51680 ԁ
48640 ԁ

202920 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 18

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
53

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
51680 ԁ
48640 ԁ

202920 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 07 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
54

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
53200 ԁ
49400 ԁ

205200 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 24 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ମࣝผ൪߸Ұཡ表ݸ

たロース͔ڇ
たロース͔ڇ
たロース͔ڇ
たロース͔ڇ

商品名 識別 重量 個体識別番号
"
#
$
%

13�0
14�0
13�6
12�8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

平成 27 年 11 月 07 日納品分 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 18 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 07 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ฏ �� ��݄

ฏ ��  ��݄

ฏ ��  ��݄

ೖாͱೲථͰཧ͢Δྫ̍

τϨʔαϏϦςΟ๏ڇ
ମࣝผ൪߸のୡɾ表示ݸ

ᶃ໊শͱྔ
ᶄݸମࣝผ൪号
ᶅೖΕ݄
ᶆೖΕઌͱͦͷॴࡏ

࣌ೖΕ

ᶃ໊শͱྔ
ᶄݸମࣝผ൪号
ᶅൢച݄
ᶆൢചઌͱͦͷॴࡏ

࣌食ͳͲಛఆൢ売څ

ཧอ͖͢ใͳ͍

ෆಛఆͷൢ売࣌

ೲථʹݸମࣝผ൪
さΕ͍ͯΔࡌه͕߸
߹はೖாͱೲ
ථのอଘʹΑΓใの
ཧΛ͍ߦ·す。



ڇ
τ
Ϩ
ồ
α
Ϗ
Ϧ
ς
ỹ
๏

��

��

ೲථʹݸମࣝผ൪号ͷ͕ࡌهͳ͘ɺݸମࣝผ൪号ҰཡදͷΓऔΓͳ
͍߹ɺࢴʹɺ෦ϥϕϧ（ྔܭϥϕϧ）ΛషͬͯใΛอ͠·͢ɻ

ମࣝผ൪号ҰཡදͰୡ͞ΕΔ߹ɺೲථͰͳ͘ɺݸ
�ମࣝผ൪号ҰཡදΛอଘ͠·͢ɻݸ �

ॻʣࡉମࣝผ൪߸Ұཡ表ʢྔ໌ݸ

和ڇαーロイン

国産ڇうͪもも

国産ڇαーロイン

国産ڇΒ

和ڇαーロイン

2

1

1

1

2

11�5

12�5

11�5

10�5

14�5

11�5

ख県ؠ

ख県ؠ

େ分県

本県۽

ҵ県

ख県ؠ

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

2 2 5 5 3 0 5 3 0 8

3 1 5 5 3 0 5 3 0 8

1 8 5 5 3 0 5 3 0 8

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

	251
1155305306	11
01128	3101


商品名 数量 重量 産地 個体識別番号 バーコード

	251
2255305308	11
01128	3101


	251
3155305308	11
01128	3101


	251
1855305308	11
01128	3101


	251
1155305306	11
01128	3101


管理 No　　  123456　　平成 27 年 05 月 08 日

ࡔ一ؙの内食肉産業
担 当 者

店　名

スー パ ー・Ϛート
 ࡚ ళ

殿

�ೖ��ா

和ڇひΕ
和͔ڇたロース
ϗϧスしΜた·
和ڇΒ
和ڇひΕ

3
7
18
24
26

商品名 個数 重量 単価 金額日

平成 27 年 11 月 仕入先 ؙの内食肉産業

1
4
1
1
1

10�1
54�0
12�1
13�1
10�1

5300
3800
1850
1850
5300

53530 ԁ
205200 ԁ
22385 ԁ
24235 ԁ
53530 ԁ

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 24 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
53

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
51680 ԁ
48640 ԁ

202920 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 18 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
53

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
51680 ԁ
48640 ԁ

202920 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 07 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
54

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
53200 ԁ
49400 ԁ

205200 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 24 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ମݸ ࣝ ผ ൪ ߸ Ұ ཡ 表

たロース͔ڇ
たロース͔ڇ
たロース͔ڇ
たロース͔ڇ

商品名 識別 重量 個体識別番号
"
#
$
%

13�0
14�0
13�6
12�8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

平成 27 年 11 月 07 日納品分 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 18 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 07 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ฏ �� ��݄

ฏ ��  ��݄

ฏ ��  ��݄

ॻʣࡉମࣝผ൪߸Ұཡ表ʢྔ໌ݸ

和ڇαーロイン

国産ڇうͪもも

国産ڇαーロイン

国産ڇΒ

和ڇαーロイン

2

1

1

1

2

11�5

12�5

11�5

10�5

14�5

11�5

ख県ؠ

ख県ؠ

େ分県

本県۽

ҵ県

ख県ؠ

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

2 2 5 5 3 0 5 3 0 8

3 1 5 5 3 0 5 3 0 8

1 8 5 5 3 0 5 3 0 8

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

	251
1155305306	11
01128	3101


商品名 数量 重量 産地 個体識別番号 バーコード

	251
2255305308	11
01128	3101


	251
3155305308	11
01128	3101


	251
1855305308	11
01128	3101


	251
1155305306	11
01128	3101


管理 No　　  123456　　平成 27 年 05 月 08 日

ࡔ一ؙの内食肉産業
担 当 者

店　名

スー パ ー・Ϛート
 ࡚ ళ

殿

�ೖ��ா

和ڇひΕ
和͔ڇたロース
ϗϧスしΜた·
和ڇΒ
和ڇひΕ

3
7
18
24
26

商品名 個数 重量 単価 金額日

平成 27 年 11 月 仕入先 ؙの内食肉産業

1
4
1
1
1

10�1
54�0
12�1
13�1
10�1

5300
3800
1850
1850
5300

53530 ԁ
205200 ԁ
22385 ԁ
24235 ԁ
53530 ԁ

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 24 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
53

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
51680 ԁ
48640 ԁ

202920 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 18 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
53

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
51680 ԁ
48640 ԁ

202920 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 07 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
54

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
53200 ԁ
49400 ԁ

205200 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 24 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ମࣝผ൪߸Ұཡ表ݸ

たロース͔ڇ
たロース͔ڇ
たロース͔ڇ
たロース͔ڇ

商品名 識別 重量 個体識別番号
"
#
$
%

13�0
14�0
13�6
12�8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

平成 27 年 11 月 07 日納品分 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

ೲ���ථ 平成 27 年 11 月 24 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 18 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 18 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 07 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ฏ �� ��݄

ฏ ��  ��݄

ฏ ��  ��݄

ॻʣࡉମࣝผ൪߸Ұཡ表ʢྔ໌ݸ

和ڇαーロイン

国産ڇうͪもも

国産ڇαーロイン

国産ڇΒ

和ڇαーロイン

2

1

1

1

2

11�5

12�5

11�5

10�5

14�5

11�5

ख県ؠ

ख県ؠ

େ分県

本県۽

ҵ県

ख県ؠ

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

2 2 5 5 3 0 5 3 0 8

3 1 5 5 3 0 5 3 0 8

1 8 5 5 3 0 5 3 0 8

1 1 5 5 3 0 5 3 0 6

	251
1155305306	11
01128	3101


商品名 数量 重量 産地 個体識別番号 バーコード

	251
2255305308	11
01128	3101


	251
3155305308	11
01128	3101


	251
1855305308	11
01128	3101


	251
1155305306	11
01128	3101


管理 No　　  123456　　平成 27 年 05 月 08 日

ࡔ一ؙの内食肉産業
担 当 者

店　名

スー パ ー・Ϛート
 ࡚ ళ

殿

�ೖ��ா

和ڇひΕ
和͔ڇたロース
ϗϧスしΜた·
和ڇΒ
和ڇひΕ

3
7
18
24
26

商品名 個数 重量 単価 金額日

平成 27 年 11 月 仕入先 ؙの内食肉産業

1
4
1
1
1

10�1
54�0
12�1
13�1
10�1

5300
3800
1850
1850
5300

53530 ԁ
205200 ԁ
22385 ԁ
24235 ԁ
53530 ԁ

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 24 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
53

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
51680 ԁ
48640 ԁ

202920 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 18 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
53

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
51680 ԁ
48640 ԁ

202920 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
和͔ڇたロース
ܭ　߹

商品名 個体識別番号重量単価 金額

平成 27 年 11 月 07 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

13
14
14
13
54

3800
3800
3800
3800

49400 ԁ
53200 ԁ
53200 ԁ
49400 ԁ

205200 ԁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 24 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ମݸ ࣝผ൪߸Ұཡ表

たロース͔ڇ
たロース͔ڇ
たロース͔ڇ
たロース͔ڇ

商品名 識別 重量 個体識別番号
"
#
$
%

13�0
14�0
13�6
12�8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4
3 4 3 4 5 6 7 8 9 5
3 6 5 4 5 6 7 8 9 6

平成 27 年 11 月 07 日納品分 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 18 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ೲ���ථ

たロース͔ڇ
ಲセット

商品名 重量本数 備考

平成 27 年 11 月 07 日

東京都港区赤坂 0-00-00

丸の内食肉産業 ࡔ 食 肉 セ ン λ ー 殿

53�4
52�0

4
1

ฏ �� ��݄ฏ ��  ��݄

ฏ ��  ��݄ฏ ��  ��݄

ฏ ��  ��݄

ྫ2 ମࣝผ൪߸ҰཡදͰཧ͢Δݸೖாͱ

ೲථʹݸମࣝ
ผ൪߸͕هೖさΕ
͍ͯͳ͍߹。

ମࣝผ൪߸Ұཡݸ
表でใのཧɾ
อΛߦͳ͍·す。

ྫ� ೲೖ͞Εͨ෦肉ͷϥϕϧΛͱ͡ ͯཧ͢Δ



�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3 ڇ
τ
Ϩ
ồ
α
Ϗ
Ϧ
ς
ỹ
๏

��

��

ʢ̎ ʣݸମࣝผ൪߸のళ಄表示ΛすΔ
ɹ  খചళ಄ͳͲͰɺԼهͷํ๏Ͱݸମࣝผ൪߸Λදࣔͯ͠ൢച͠·͢ɻ

৭ه߸ʢ৭ɾه߸ͷॏෳʣͰর߹Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͠·͢ɻ

ʻళ಄දࣔϘʔυʢύωϧʣ̓ ʻγϣʔέʔεϓϥΠεΧʔυʼ

ʻγϣʔέʔεϓϥΠεΧʔυʼ
ϥϕϧషɾϓϨʔτͷࠩࠐ
ɹɹͯ͠දࣔ

Ϙˎʔυͷݸମࣝผ൪号
දࣔཝɺϗϫΠτϘʔυʹͯ͠ɺ
खॻ͖ՄͰ͢ɻ

ϓϥΠεΧʔυʹදࣔ͞Ε͍ͯΔ
ମࣝผ൪号ݸ号ͷه

ཝ߸هͷಉ͡هମࣝผ൪߸ɺԼݸ
ʹࣔͯ͋͠Γ·͢ɻ

ΞΫηεΞυϨε
Ittp���XXX.OMCD.HP.Kp

̖ �2�45678��

̗ 45678���2�

̘ �87654�2�5

号ཝه ମࣝผ൪号ݸ

ମࣝผ൪߸表示Ϙードݸ ͜ͷه߸ͷݸମࣝผ൪߸Ϙʔυͷ
ಉ͡ه߸ཝʹࣔͨ͠ͷͰ͢

国産ڇϦϒϩʔε
͖͢ম͖用

̍̌ ̶̌ 　850s

̖

号"ɾ$Ͱর߹Ͱ͖Δهˎ
ˎ৭ （͚ԫ৭ɾ）Ͱর߹Ͱ͖Δ

国産ڇϦϒϩʔε
͖͢ম͖用

̍̌ ̶̌ 　850s

߸ମࣝผ൪ݸ���2�45678

国産͔ͨڇϩʔε
͖͢ম͖用

̍̌ ̶̌
　1,700s

ମࣝผ൪号ݸ
�87654�2�5

͜ͷه߸ͷݸମࣝผ൪߸Ϙʔυͷ
ಉ͡ه߸ཝʹࣔͨ͠ͷͰ͢

国産͔ͨڇϩʔε
͖͢ম͖用

̍̌ ̶̌ 　1,700s

$

τϨʔαϏϦςΟ๏ڇ
ମࣝผ൪߸のୡɾ表示ݸ

ళ಄දࣔϘʔυͱϓϥΠεΧʔυͰݸମࣝผ൪߸Λදࣔ͢Δͦͷ̍

ϓϥΠεΧʔυͷΈͰݸମࣝผ൪߸Λදࣔ͢Δͦͷ2

　�　ର໘ɾൢྔܭചの߹　ᶃ



ڇ
τ
Ϩ
ồ
α
Ϗ
Ϧ
ς
ỹ
๏

��

˓ෳͷݸମࣝผ൪߸͕ࠞ߹͢ΔՄੑͷ͋Δ߹ϩοτʢՙޱʣͰදࣔ͠·͢ɻ

˓ ϩ̍οτʢՙޱʣ̑ ̌಄ҎͰߏ͠ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ

˓ϩοτΛߏ͢Δݸମࣝผ൪߸ͷʮ͍߹ΘͤઌʯΛදࣔ͠·͢ɻ

˓ϩοτʢՙޱʣͷ൪߸ͷ͚ํҰఆͷϧʔϧΛ͖Ί͍ͯߦ·͢ɻ
ɹՃ ʢऀϩοτܗऀʣ͕ ϩοτͷ༰ʢݸମࣝผ൪߸ʣΛѲ͓͖ͯ͠·͢ɻ

��

ʻγϣʔέʔεϓϥΠεΧʔυʼ

ϩˎοτදࣔͷ߹ݸମࣝผ൪号ͷ
ɹ͍߹ΘͤઌΛඞͣදࣔ͠·͢ɻ

ଃʢΪϑτʣの文のͨΊɺݸମࣝผ൪߸のҟͳΔʮϦϒϩーεʯ̏ ຊ
Λ࿈ଓͯ͠ʹすΔ。

ʻళ಄දࣔϘʔυʢύωϧʣ̓

ϓϥΠεΧʔυʹදࣔ͞Ε͍ͯΔه号ͷ
ϩοτ൪号ɺԼهʹࣔ͢ͱ͓ΓͰ͢ɻ

͍߹Θ͓ͤ͘ʹهମࣝผ൪߸Լݸ
͍ͩ͞ɻ

̖ �225��

̗ �225��

̘ �225�4

号ཝه ϩοτ൪号

ମࣝผ൪߸表示Ϙードݸ

ઍా৯ళ
ઍా区բϲؔ 0ʵ0
̩̚ �̡00（0000）0000

͍߹Θͤઌ

͜ͷه߸ͷϩοτ൪߸Ϙʔυͷ
ಉ͡ه߸ཝʹࣔͯ͋͠Γ·͢

国産ڇϦϒϩʔε
εςʔΩ

̍̌ ̶̌ 　980s

̖

͜ͷه߸ͷϩοτ൪߸Ϙʔυͷ
ಉ͡ه߸ཝʹࣔͯ͋͠Γ·͢

国産͔ͨڇϩʔε
͖͢ম͖用

̍̌ ̶̌ 　880s

$

খചళͰϩοτʢՙ口ʣΛΈݸମࣝผ൪߸Λදࣔ͢Δͦͷ�

ྫ�

ʮすきমきʯ͕ 大ྔʹചΕΔͨΊɺԿຊのʮ͔ͨϩーεʯΛ࿈ଓ͠
ͯʹすΔ。

ྫ2

ϩッτ൪߸̍ ̎̎ �̑ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ ̍̎ ݄̎ ̑Ճ�

ϩッτ൪߸̍ ̎̎ ̑̍ �̌ɾɾɾɾɾɾɾɾɾ ̍̎ ݄̎ ̑̍ ಄̌Ճྫ2

ྫ�



�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3 ڇ
τ
Ϩ
ồ
α
Ϗ
Ϧ
ς
ỹ
๏

��

��

ʯͱ͍͍·͢ɻڇΛʮಛఆڇτϨʔαϏϦςΟ๏ͰɺରͱͳΔڇ˓
ɹʢಠʣՈசվྑηϯλʔͷཧ͢Δݸڇମࣝผாʹొ͞Ε͔ͨڇΒಘΒΕͨڇ͢

͕ͯͦͷରͱͳΓ·͢ɻ

˓ୠ͠ɺԼهᶃʙᶅͷڇʹ͍ͭͯର֎Ͱ͢ɻ

ϥϕϧ

ରͱͳΔڇʢಛఆڇʣ

τϨʔαϏϦςΟ๏ڇ
ମࣝผ൪߸のୡɾ表示ݸ

લแɾパックൢചの߹ʢ৯εーパーʣ　ᶄࣄ　�　

ύοΫʹϥϕϧͱผʹష͢Δͦͷ2

ύοΫͷϥϕϧʹ͢ࡌهΔͦͷ�

ᶃڇΛݪྉຢはࡐྉͱͯ͠͠ɺՃɺຢはௐཧͨ͠の

ᶄڇΛͻきػʢνϣッパーʣでͻ͍ͨの

ᶅڇのܗʹ͍෭࣍తʹಘΒΕͨの

ମࣝผ൪号ݸ



ڇ
τ
Ϩ
ồ
α
Ϗ
Ϧ
ς
ỹ
๏

��

�6

ຊͰ͢ɻجମࣝผ൪߸ͷදࣔΛ͢Δ͜ͱ͕ݸτϨʔαϏϦςΟ๏Ͱɺڇ˕
ɹୠ͠ɺݸମࣝผ൪߸ͷද͕ࣔࠔͳ߹ɺදࣔ͠ͳͯ͘ ͔·͍·ͤΜɻ

ʮ̞͓ͷදࣔϋϯυϒοΫʯͰɺʮখؒΕʯʮΓམͱ͠ ʯʹ͍ͭͯ
ɹᶃݸମࣝผ൪߸ͷද͕ࣔඞཁͳͷɹᶄݸମࣝผ൪߸ͷදࣔͷඞཁͰͳ͍ͷ
ɹʹ͚ͯද͍ࣔͯ͠·͢ɻ

ͮ͘جʹτϨーαϏϦςΟ๏ڇ
ମࣝผ൪߸の表示ʹ͍ͭͯのҙݸ

ˎ৯εʔύʔʹΈΒΕΔΑ͏ʹɺʮখؒΕŉň
Γམͱ͠ ʯ༻ͷࡐͱ͠ ͯɺ༧Ί෦·ͨখׂ
෦Λࢦఆ͠ɺ͜ ΕΛՃ͠ ʮͯখؒΕʯʮΓ
མͱ͠ ʯΛͨͬ࡞ͷɻ

ɺʮεςʔ͍ମࣝผ൪号ͷಛఆͰ͖Δ෦Λݸˎ
ΩʯʮεϥΠεʯΛԽͨ͠ࡐͰʮখؒ
ΕʯʮΓམͱ͠ ʯΛͨͬ࡞ͷɻ

ʮˎখؒΕʯɺڇͷछʑͷݸମɺछʑͷ෦ͷ
ମࣝผ൪ݸʹͨ͠ͷ͕ଟ͋͘ΓɺͯͬΛࡐ
号ͷද͕ࣔࠔͳ߹ʹͨΓ·͢Ň

ʮˎΓམͱ͠ ʯɺϩʔεͰʮεςʔΩʯň͖͢ম͖ʯ
༻ͷΛͨͬ࡞ࡐΛଟ಄ूΊ͓͖ͯɺʮ͏͢
͗Γʯʹ ͯ͠Խͨ͠ͷͰ͋Γɺ͜ Εݸମࣝผ
൪号ͷද͕ࣔࠔͳ߹ʹͨΓ·͢ɻ

ʕݸ�ମࣝผ൪߸ͷಛఆͰ͖Δ෦肉Ͱ࡞ΒΕͨ�ʕ

ʕ�ࡐछʑͷ෦肉Ͱ࡞ΒΕͨ�ʕ

ମࣝผ൪߸の表示͕ඞཁͳのᶃݸ

ମࣝผ൪߸の表示のඞཁでͳ͍のᶄݸ

ମࣝผ൪号͕ݸ
ಛఆͰ͖Δ෦

খؒΕɾΓམͱ͠

ʹすΔ

छʑの෦のࡐΛूΊͯ

ʹすΔ

ମࣝผ൪号͕ݸ
ಛఆͰ͖Δ෦

খؒΕɾΓམͱ͠

ʹすΔ

छʑの෦のࡐΛूΊͯ

ʹすΔ



�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3 ڇ
τ
Ϩ
ồ
α
Ϗ
Ϧ
ς
ỹ
๏

��

�7

ʻରڇ肉ʢݸڇମࣝผ൪߸ͷද͕ࣔඞཁͳͷʣҰཡදʼ
˓ҹɾදࣔٛ͋Γ ɹʕҹɾදࣔٛͳ͠

ཱͪೖΓࠪݕͱ̙̣ ̖ؑఆ
ਫলɺ৯ൢചऀۀͷཱೖΓࠪݕΛ͍ߦɺாʢσʔλʣͷอଘࠪݕɺ·ͨಛఆڇ
Λങ্͍͛ɺͱசͰ࠾औ͞ΕͨαϯϓϧͱͷಉҰੑͷ̙̣ ̖ؑఆΛ͍ͯͬߦ·͢ɻ

ମࣝผ൪号ʹΑΓݸ
ಉҰੑΛؑఆ

̙̣ ̖ؑఆ

τϨʔαϏϦςΟ๏ڇ
ମࣝผ൪߸のୡɾ表示ݸ

ਫলͷཱͪೖΓࠪݕ
αϯϓϧऩू༺ࠪݕ

৯ൢചऀۀ

ਫলʹΑΔ
શࢬ肉ͷαϯϓϧ࠾औ

৯ࢢɾ
৯ηϯλー��ͱச࢈

業　　छ　　　　　　　　　　　　　　　ڇ肉ͷ໊শɾ໊　　　　　　　　　　　　　දࣔٛ

ɹɹɹࢬ

෦ɹɹ

ɹɹɹଁ

෦ɹɹ

ɹਖ਼ɹڇ

ɹɹɹࡐ

෦ΛεϥΠεɺखΓͨ͠શൠ

λϯଞଁશൠڇ

খؒΕ

ϛϯνࡐ

ϛɹϯɹν

Γམͱ͠

ηοτ

ͦɹͷɹଞ

৯ࢢɾ
৯ηϯλʔ࢈
ͷͱச

಄̍ͷࢬɾؙࢬ

͖·͑ɺΒɺͱɹ෦શ෦ࠎ

λϯɺϨόʔɺΒΈɺ͞ ͕Γ

ωοΫɺ͔ ͨɺ͔ ͨϩʔεɺΒɺϦϒϩʔεɺαʔϩΠϯ
ώϨɺΒΜɺ͏ ͪɺ͠ Μͨ·ɺͦ ͱɺ͢ Ͷ
（ϛϯνͷݪྉ）ϩοτදࣔͰΑ͍

ɺ͘（͢͡）ے ͣɺࢷܗͳͲ

রࢀ156ᶃ˞�（Ͷγνϡʔ༻֯Γ͢ڇ࢈ࠃ）খؒΕڇ࢈ࠃ

ࡐछʑͷ෦ͷখؒΕͷ͏ͪදࣔࠔͳͷ�˞156ᶄࢀর

（ྉࡐݪϛϯνͷ）༺Ͷ൨͢࢈ࠃ

（Ͱͻ͍ͨͷػͻ͖）൨ڇ࢈ࠃ

Γམͱ͠ڇ࢈ࠃ Γམͱͪ͠͏࢈ࠃ） ）�˞156ᶃࢀর

ࡐछʑͷ෦ҐͷΓམͱ͠ ͷ͏ͪදࣔࠔͳͷ�˞156ᶄࢀর

মηοτ（ڇ࢈ࠃɾΒΈ）ɹڇ࢈ࠃͷΈදࣔ

মηοτ（ڇ࢈ࠃɾ༌ೖڇ）ɹڇ࢈ࠃͷΈදࣔ

মηοτ（ڇ࢈ࠃɾࡊ）ɹҟछՃ

（·ͳ）۲ڇ

食ͳͲɹՃ（ᑦ͚ͭމԘɾ）۲ڇ

খചઐళɾ
৯εʔύʔɾ
ྔൢళ

৯Էചۀɾ
ՃϝʔΧʔଞ

˓

˓

ʕ

˓

˓

ʕ

˓

ʕ

˓

ʕ

˓

ʕ

˓

ʕ

˓

˓

ʕ

˓

ʕ
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表示ΛすΔݶظલแͨ͠৯ʹはɺࣄ

ظ ݶ 表 示ʢফඅݶظɾຯݶظʣ

Λ͠ݧࢼ͕ऀʑͷՃݸͷදࣔݶظ˓ ͱͱͳΓ·͢ɻ͜͏ߦͯ

ɹݶظͷઃఆɺՃͷԹཧӴੜཧͷঢ়ଶɺࡐݪྉ（ࢬͳͲ）ͷঢ়ଶ͕৯ൢചऀۀʹΑΓ
༷ʑͰ͋ΔͨΊɺؔػݧࢼͳͲʹґཔ͍ͯ͠ߦ·͢ɻ͔͠͠ɺݸʑͷ৯ൢചެ͕ऀۀతͳػݧࢼ
ؔͰ֤छͷ৯ͷຯɾফඅݶظΛଌఆ͢Δ͜ͱ͕ࠔͰ͋Δ͜ͱ͔ΒɺԼهͷݶظදࣔϑϨʔϜ
ΛͱʹͦͷදࣔΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖·͢ɻͦͷ߹ɺඞͣผཹهҙ߲ࣄɺӴੜͳͲͷଳ݅Λे
ྀߟͷ͏͑ɺՃɾళฮ͝ͱʹݶظදࣔج४Λઃఆ͓ͯ͘͜͠ͱ͕؊ཁͰ͢ɻ

ʻਫ਼肉ͷݶظදࣔϑϨʔϜʼ

※何Εもh（一社）日本食肉加工協会のࢿ料ʜظ限表示ϑϨーム にɦΑる

ఆΊΒΕͨํ๏ʹΑΓอଘͨ͠߹ʹ͓͍ͯɺഊɾม࣭ͦͷଞͷ࣭ͷྼ
Խʹ͍҆શੑΛ͓ܽͦ͘Ε͕ແ͍ͱೝΊΒΕΔݶظΛ݄ࣔ͢Λ͍͍·
͢ɻਫ਼෭ੜͳͲΛؚΊ͓͓ΉͶ̑ ҎͰɺ࣭ͷྼԽ͕ΈΒ
ΕΔ৯ʹදࣔ͠·͢ɻ

ʻ෦肉ʢݪྉ肉ʣͷݶظදࣔϑϨʔϜʼ

ఆΊΒΕͨํ๏ʹΑΓอଘͨ͠߹ʹ͓͍ͯɺظ͞ΕΔ࣭ͷอे͕࣋
ʹՄͰ͋ΔͱೝΊΒΕΔݶظΛ݄ࣔ͢Λ͍͍·͢ɻ෦ͳͲɺൺֱ
త࣭͕ྼԽ͠ʹ͍͘৯ʹදࣔ͠·͢ɻ

ຯݶظ
とʁ

ফඅݶظ
とʁ

ɹմ

εϥΠε

ͻ͖

ɹմ

εϥΠε

ͻ͖

��ˆ
4ˆ
�ˆ
��ˆ
4ˆ
�ˆ
��ˆ
4ˆ
�ˆ
��ˆ
4ˆ
�ˆ
��ˆ
4ˆ
�ˆ
��ˆ
4ˆ
�ˆ

อଘ
Թ

৯ͷछྨɾՄ৯ؒظ
ڇ
�
6
7
�
6
7
2
�
5
�
6
7
2
6
7
2
�
5

ಲ
�
6
7
�
5
6
�
�
5
�
5
6
2
5
6
�
�
5

ܲ
�
4
6
�
4
6
�
2
4
�
�
5
.
.
.
�
2
4

ྉͷݪ
ଶ༷

ൢച࣌ͷ
ଶܗ

冷
蔵
部
分
肉

冷
凍
部
分
肉

แܗଶ อଘԹ Մ৯ؒظ

ڇ

ಲ

ܲ

ਅۭแ

؆қแ
（ϙϦϑΟϧϜ）

ਅۭแ

؆қแ
（ϙϦϑΟϧϜ）

แܗଶΛΘͣ

ਅۭแ

แܗଶΛΘͣ

�ˆ
2ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆҎԼ
�ˆ
2ˆ
4ˆ
�ˆ
2ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆҎԼ
�ˆ
2ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆҎԼ
�ˆ
2ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆҎԼ

6�� 
45� 
26� 
24ϲ݄
�2� 
�8� 
�7� 
2�� 
�7� 
��� 
24ϲ݄
�2� 
�6� 
�6� 
24ϲ݄
�2� 
�8� 
�6� 
24ϲ݄

৯ͷ
छྨ
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※（一社）日本畜産෭産物協会のࢿ料にΑる

ʢҰࣾʣຊச࢈෭࢈ڠձͷൃ͍ͯ͠ߦΔʮݶظදࣔͷͨΊͷํݧࢼ๏ΨΠυϥ
ΠϯʯͰɺՃΛ̍ ͱ͠ Ε͍ͯ·͢ɻ͞ࡌهදࣔϑϨʔϜͰݶظͨ
Λʡ̌ͷදՃه্ ʡʹ ॻ͖͋ͯࣔͯ͑͠Γɺ݁Ռͱ͠ ಉ͡Ͱ͢ɻݶظͯ

表示のํ๏ݶظ

ʻ෭ੜͷݶظදࣔϑϨʔϜʼ

˓ՃΛ0ʢθϩʣͱ͠ ɺΛՃ͑ͯফඅݶظɾຯݶظΛදࣔ͠·͢ɻ

ɾྫྷଂɾڇ෦ΛεϥΠεɺอଘԹ͕̍ ̌̂ ҎԼͷ߹ࠨɺ ϑϨʔϜ̏ه 
ɾՃ͕̎ ݄̍ ͷͱ͖ʜ̎ ݄̍ ʹ̏ ΛՃ͑ɺফඅݶ̎ظ ݄̐ ͱදࣔ͠·͢ɻ

ҙʂʂ

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

ྫ� ʻྫྷଂڇ෦Λݪྉͱ͠εラΠεͨ͠ਫ਼のফඅݶظʼ

ɾྫྷଂͷڇϨόʔΛϒϩοΫʹՃɺอଘԹ͕̍ ̌̂ ҎԼͷ߹ɺ্ ϑϨʔϜ̑ه 
ɾՃ͕̑ ݄̍ ͷͱ͖ʜ̑ ݄̍ ʹ̑ ΛՃ͑̑ ݄̒ Λফඅݶظͱ͠ ͯදࣔ͠·͢ɻ

ྫ2 ʻྫྷଂのڇϨόーΛݪྉͱͨ͠ϒϩックՃのফඅݶظʼ

෦Ґ໊ͳͲ อଘԹ Մ৯ؒظ

ڇ

খɾੜ

খɾϘΠϧ

Ϩόʔ

ϋπ

��ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆ
��ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆ
��ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆ
��ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆ

�4� 
�5� 
�2ϲ݄
�4� 
�5� 
�8ϲ݄
�5� 
�6� 
�6�ϲ݄
�4� 
�6� 
���ϲ݄

छྨ ෦Ґ໊ͳͲ อଘԹ Մ৯ؒظ

ڇ

λϯ

ϛϊ

αΨϦ

ςʔϧ

��ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆ
��ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆ
��ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆ
��ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆ

�5� 
�6� 
�6�ϲ݄
�4� 
�6� 
�8ϲ݄
�4� 
�6� 
�2ϲ݄
�4� 
�6� 
�8ϲ݄

छྨ ෦Ґ໊ͳͲ อଘԹ Մ৯ؒظ

ಲ

େɾੜ

খɾϘΠϧ

Ϩόʔ

ϋπ

λϯ

��ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆ
��ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆ
��ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆ
��ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆ
��ˆ
4ˆ

ʵ�5ˆ

�2� 
�2� 
�2ϲ݄
�2� 
�4� 
�2ϲ݄
�2� 
�4� 
�2ϲ݄
�2� 
�4� 
�6�ϲ݄
�2� 
�4� 
�6�ϲ݄

छྨ

˔৯Ӵੜ๏ʹͮ͘جදࣔʹ͍ͭͯ̎ ͷ（2）⾣（1���）ɺ̎ͷ（6）ͷᶄ⾣（1���）
˔৯ެਖ਼ڝ૪نୈ�ୈ2 （߲�）⾣（1�2）ɺୈ�（5）⾣（1���）ʗಉنߦࢪଇୈ�⾣（1�5）ɺୈ2�⾣（1���）
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෦のϑϨーϜのଳ݅　※	一社）日本食肉加工協会のࢿ料をࢀরの と͜

̍ɽ෦分ͷਊԹʜྫྷଂͷ߹̍ ˆҎԼɺྫྷ ౚͷ߹ϚΠφε̎ ̌̂ ҎԼɻ

̎ɽՃࣨۀ࡞ͷ݅
ɾۀ࡞தͷࣨԹɺ̍ ̓̂ ҎԼʹอ࣋͠·͢ɻ
ɾচɺนɺଆߔͳͲۀ࡞ऴྃޙɺԹਫͰચড়͠ɺચࡎͱਫಓਫͰચড়͠·͢ɻ
ɾि̍ ճҎ্౬ɺༀࡎʹΑΓফಟ͠·͢ɻ
ɾྫྷ٫ஔ（ΫʔϥʔͳͲ）Λఆظతʹਗ਼ɺফಟ͠·͢ɻ

̏ɽՃऀۀ࡞ͷӴੜ݅
ɾછੑͷ࣬පɺԽੑͷইͳͲͷऀۀ࡞ैͤ͞ࣄ·ͤΜɻ
ɾ௺Λ͘ΓɺϚχϡΩΞΛ͚ͳ͍ɺຢܭ࣌ɺྠࢦɺϒϨεϨοτͳͲΛண༻͠·ͤΜɻਗ਼ܿͳҥ（࡞
Λண༻͠·͢ɻࢠண）ɺϔΞωοτɺۀ

ɾࣨۀ࡞ʹೖΔલɺۺۀ࡞（ۺ）ͷද໘ɾఈ໘Λચড়͢Δ͔ਗ਼ܿͳཤʹཤ͖ସ͑·͢ɻຢɺखɾखटͷચ
ড়ɾফಟΛ͠·͢ɻ

෭ੜのݶظ表示ϑϨーϜのଳ ʢ݅෦ɾਫ਼ͱҧ͏ओཁ෦Λ示すʣ

̍ɽ෭ੜͷॲཧ݅
ɾଁΛͱச͔Β͔ʹೖख （͠ଁఠग़ޙɺڇʹ͋ͬͯ̍ ̑Ҏɺಲʹ͋ͬͯ̍ ̌Ҏ）̍̌̂ ҎԼͷྫྷਫͰ
ԹΛ͔ʹԼ͍ͤͯ͞Δͷɻ

ɾফԽث（ңɾͳͲ）ͷ༰Λআ͠ڈɺਫಓਫͰચড়͞Ε͍ͯΔͷɻ
ɾϘΠϧͨ͠খɾେɺ͔ʹྫྷਫͰ̍ ̌̂ ҎԼʹྫྷ٫͞Ε͍ͯΔ͜ͱɻ
ɾॲཧ͞Εͨ෭ੜΛܗɾϒϩοΫɾΧοτՃΛ͔ʹ͍ߦɺਊԹΛ��ˆ（ཧ̐ ˆ）ҎԼʹྫྷ٫͠·͢ɻ
ɾՃ͞Εͨ෭ੜɺϏχʔϧାͰแ͠ɺାͷޱΛ෧ͣΔ͜ͱɻ

̎ɽՃࣨͷӴੜ݅
ɾۀ࡞தͷࣨԹɺ̎ ̌̂ ҎԼ（̍ ̓̂ ҎԼ͕ཧ）ʹ อ࣋͠·͢ɻ

̏ɽՃػցɾث۩ɺӡൖͷ༰ثͷӴੜ݅
ɾ෭ੜͷ৮͢Δۀ࡞ଞث۩ɺ༰ثͳͲͷ࣭ࡐεςϯϨεͷৰੑۚଐɺϓϥενοΫͷࡐ
࣭ͷͷΛ༻͠·͢ɻ

ɾඍੜԚછ֦େࢭͷͨΊɺ౬͔̓ ̌̀ ΤνϧΞϧίʔϧͰదٓચড়͞Ε͍ͯΔ͜ͱɻ·ͨɺۀ࡞ऴྃޙɺ
ચড়ɾফಟ͞Ε͍ͯΔ͜ͱɻ

෭ੜのཹҙ߲ࣄ

̍ɽࣗ ࣾͷࠪݕɾੳࢪઃɺ͘͠֎෦ͷؔػࠪݕʹҕୗ͠ɺอଘݧࢼΛ͏ߦ߹ɺ	Ұࣾ）ຊச࢈෭࢈
ɺ͍ͦߦΛݧࢼʹߟࢀड़ΛهΊΔ߹ʯͷٻΛؒظΑͬͯՄ৯ʹݧࢼྉʹ͋Δʮอଘࢿձͷڠ ͔͜ΒಘΒΕΔ
ੳσʔλʹ͖ͮجՄ৯ؒظΛٻΊͯԼ͍͞ɻຢɺ֎෦ͷؔػࠪݕʹҕୗ͢Δ߹ɺ৴པͰ͖Δػࠪݕ
ؔʹҕୗ͢ΔΑ͏ʹ͠·͢ɻ

̎ɽඍੜࠪݕΛߦΘͣผهʮݶظදࣔϑϨʔϜʯʹ ఆΊΔՄ৯ؒظΛར༻͢Δ߹ʮݶظදࣔϑϨʔϜͷଳ
݅ʯΛ९क͠ɺ͜ ͷ݅Λຬͨ͢߹ͷΈ͜ͷϑϨʔϜͷՄ৯ؒظΛߟࢀʹফඅɾຯݶظΛࣔ͢͜ͱ͕
Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ͰʮࠪݕʯΛ͍ߦɺͦ ͷࠪݕσʔλΛอଘ͓ͯ͘͠ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

̏ɽඍੜࠪݕΛߦΘͣผهʮݶظදࣔϑϨʔϜʯʹ ఆΊΔՄ৯ؒظΛར༻͢Δ߹ɺ͜ ͜ʹఆΊΔଳ݅Λ
ຬͨ͢Α͏ʹՃॲཧํ๏ɺՃࢪઃɾث۩ͷӴੜ݅ͷվળʹΊΔͱͱʹɺอଘݧࢼΛ͍ߦɺͦ ͜
͔ΒಘΒΕͨσʔλʹ͍ͯͮجɺࣗ ΒՄ৯ؒظΛઃఆ͠·͢ɻ

※ しৄくは	一社）日本畜産෭産物協会のࢿ料をࢀরの と͜

ʣݶظɾຯݶظ表示ʢফඅݶظ
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˓௨ৗͷϓϥΠεΧʔυɾஔࡳ ʮʹੜ৯༻ʯͱදࣔ͠·͢ɻ

˓͜ͷ΄͔ʹԼهͷҙىשΛళͷݟ͍͢ॴʹදࣔ
͠·͢ɻ

ੜ৯༻৯肉の表示

ੜ৯༻৯ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলʹΑΓͦͷՃج४͕ఆΊΒΕʢฏ̎̐ 

̍̌ ݄ʣফඅऀிʹΑΓੜ৯༻දࣔج४͕ࣔ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

ᶅҙىשͷදࣔ

৯ύοΫൢചͳͲʣɺ௨ৗͷදࣔͷଞʹϓϥΠεϥϕϧʹੜ食༻ͱදݸલแ͞Εͨ৯ʢࣄ˓
ࣔ͠·͢ɻ·ͨɺᶄͷとச͓ΑͼՃەࡴのՃの໊শと໊ݝΛซͤͯදࣔ͠·͢ɻ

˓ Β͞ʹɺԼهᶅͷҙىשͷදࣔΛ͠ ·͢ɻ

ᶃʮੜ৯༻ʯͷදࣔ

ᶄͱச͓ΑͼՃՃͷ
໊শͱಓ໊ݝΛදࣔ

લแさΕͨ৯の表示ࣄ

˓Ұൠతʹ৯ͷੜ৯৯தಟͷϦεΫ͕͋Γ·͢ɻڙࢠɺ
Լ͍͞ɻͯ͑߇ͷऑ͍ํɺੜ৯Λྗ߅ɺऀྸߴ

ళՃɾର໘ൢചの৯の表示

国産ڇ
ʢλλΩ用ʣ

̍̌ ̶̌ ɹ580s
ੜ৯用

˞ᶃɾᶄɾᶅΛҰׅ表示すΔ
͜ͱΛجຊͱ͠ ·す͕ɺラベ
ル表示の字のؔͳͲແ
ཧͳ߹はɺผのラベルで
表示すΔ͜ͱՄです。

ମࣝผ൪号දࣔٛͰ͋Γ·ͤΜ͕ɺՄͰ͋Εදࣔ͢Δ͜ͱ͕·Ε·͢ɻݸˎ

˔ੜ৯༻৯ͷӴੜج४⾣（1�6�）ɹ˔ੜ৯༻৯ͷ҆શੑ֬อʹ͍ͭͯ⾣（1�65）ɹ˔৯ެਖ਼ڝ૪نୈ�
ୈ4߲⾣（1�4）ɺୈ6⾣（1�6）ʗಉنߦࢪଇୈ�2⾣（1�7）
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ν ϥ γの表示

˓ࣸਅΛ͢ࡌܝΔ߹࣮ࣸਅͱ͠ ɺ࣮ΑΓ্࣭͕ҐͳͷΛͯ͠ࡌܝ༏ྑޡ
ೝΛট͔ͳ͍Α͏ʹҙ͠·͢ɻ

νϥγɺύϯϑϨοτͳͲʹ͍ͭͯɺܠද๏ʢެਖ਼औҾҕһձࣔࠂʣʹ ΑΓɺ௨ৗ
ͷళ಄දࣔͱಉ༷ͷදࣔΛ͢Δ͜ͱ͕ܾΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ

໘ʢεϖʔεʣ͕ࢴ˓ ΒΕ͍ͯΔ߹ଟݶ ɺ͘ඞཁද߲ࣔ͢ࣄͯΛ͢ࡌهΔ͜ͱ͕ࠔ
ͳ߹ɺԼهͷ̏ ߲͕࠷ඞཁͳද߲ࣔࣄͱ͠ ·͢ɻ

ʹ໘ʢεϖʔεʣࢴ˓ ༨༟͕͋ΕɺͦΕҎ্͢ࡌهΔ͜ͱ͕·͠ ͍ͱ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

˓ʮ̍˓˓ԁʯʮ̍ύοΫ˓˓ԁʯͷදࣔΛ͢Δ߹ʹɺඞͣʮ̍̌ ̶̌ ͨΓ˓˓ԁʯ
ͷදࣔΛซ͠ه·͢ɻ

ᶃ໊শʢ৯ͷछ ɾྨ෦Ґʣ

ᶄ࢈ݪʢ࢈ࠃຢ໊ࠃʣ 

ᶅ̍̌ ̶̌ ͨΓͷ୯Ձ

ʻνϥγͳͲͷඞཁදࣔ事߲ʼ

ࣸਅࡌܝの߹

ʻྫࡌܝʼ

国ڇ࢈Ϧϒϩʔε
ʢ͖͢ম͖༻ʣ

̍̌ ̶̌ 　���ԁ
2��HೖΓ

ˇ1��0

αʔϩΠϯڇ࢈ࠃ
͖͢ম͖༻

̍̌ ̶̌ ɹ880s

˔৯ެਖ਼ڝ૪نୈ�ୈ�߲⾣（1�4）ɹ˔ܠྨͷࢦఆ（1��7）⾣ࣔࠂ
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ωッτൢചɾΧλϩάൢച
ͳͲのࠂ表示

ᶃൢ売ͷऀͳͲͷදࣔ ʜʜ Ξɽൢച໊ऀۀࣄ
 Πɽ࿈བྷઌʢऀۀࣄॴࡏɺϝʔϧΞυϨεຢి൪߸ʣ

ᶄࢧ͍݅ɾղ݅ ʜʜʜ Ξɽࢧํ๏ʢΫϨδοτܾࡁɺۚݱৼࠐɺ͓ ಧ͚࣌ۚҾ͑ʣ

 Πɽฦɾฦۚํ๏
 ɽղ߲

ᶅૹํ๏ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ΞɽૹྉʢૹྉࠐΈɾૹྉผʣͷ༗ແ
 Πɽଶ ʢ༷ྫྷଂ༌ૹɾྫྷౚ༌ૹʣ

ʣࡌܝഔମ上のࢠిࢠの表示ʢࠂ
ΛΧλϩάωοτൢചɺศͳͲͰಧ͚Δ߹ͷɺࢠిࢠഔମ্ͷࠂ
දࣔʹ͍ͭͯԼهͷͱ͓Γͱ͠ ·͢ɻ

ᶃ໊শʢ৯ͷछྨɾ෦Ґɾ༻్ʣͱ൪߸
ᶄݪ ࢈ ʢ࢈ࠃɾ໊ࠃʣ

ᶅ ༰ ྔ

ᶆൢചۚ ʢֹফඅ੫ࠐΈͷஈʣ

ᶇɹɹ࣭ ʜ ڇ࢈ࠃͷ߹ɿ̑ ɺ̐ ɺ̏ ɺʙ ʗ ࢈ࠃಲͷ߹ɿ্ۃɺ্ɺʙ

ᶈࡐݪྉͷՃଶ༷ ʜ ղౚʢྫྷౚ༻ʣɾྫྷଂ

˖Χλϩάൢചʹ͋ͬͯɺശɾแɾͦͷଞͷίετͱखؒΛ͔͚ͯ૬खઌʹಧ͚
Δ͜ͱʹͳΓ·͕͢ɺจऀͷ࣭Γ͍ͨͱ͍ͯ͑ߟΔͷͰɺ৯ͷ̍ ̌̌ ̶
ͨΓͷ୯ՁՄͳݶΓදࣔ͠·͢ɻ

ͦのଞのඞཁࣄ ʢ߲ʹΘΔ以֎の͜ͱʣ

ᶃ໊শʜʜʮࠇໟڇεςʔΩ༻ʯ
ɹ൪号ʜʜ"5�

ᶄ࢈ݪʜʜʜ࢈ࠃ

ᶅ༰ྔʜʜʜ�5�H�2ຕ

ᶆൢചֹۚʜʜ6���ԁ�

ᶇ࣭ڃʜʜ̐ͳ͍̑͠

ᶈՃଶ༷ʜʜྫྷଂ

���H�2ຕ

�̌000

ڇໟ和ࠇ
εςʔΩ༻

国࢈
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の表示ʢωッτൢചɺカλϩάൢചʣ
ศͳͲͰΛൃૹ͢Δ߹ɺʹදࣔ͢Δ༰ʹ͍ͭͯԼهͷͱ͓Γͱ͠ ·͢ɻ

ᶃ໊শʢ৯ͷछྨɾ෦Ґɾ༻్ʣͱ൪߸

ᶄݪ ࢈ ʢ࢈ࠃɾ໊ࠃʣ

ᶅ ༰ ྔ

ᶆݶظද ʢࣔຯݶظɾফඅݶظʣ

ᶇอଘํ๏

ᶈڇ࢈ࠃͷ߹ݸମࣝผ൪߸දࣔ

˖໊শʜʜʜแ֎ശͳͲʹදࣔɻ

̔̌ ̶̌ ೖΓ

໊

༰ྔ
̖̑ ̌ ༺ϩʔε͖͢ম͖͔ͨڇ࢈ࠃ

˖อଘ݅ɾݶظදࣔͳͲʜʜʜผ్ᐼʢ͓͠ΓʣʹΑΓใఏ͠ڙ·͢ɻ

༏ྑޡೝΛট͔ͳ͍Α͏ʹҙ͠·͢ɻ
ଇͱ͠ݪΔࣸਅɺ࣮ࣸਅΛ͢ࡌܝ ɺ࣮ΑΓ্࣭͕Ґͳ
ͷΛ͢ࡌܝΔ͜ͱ͕ͳ͍Α͏ʹҙ͠· ʢ͢༏ྑޡೝΛট͔ͳ͍͜ͱʣɻ
ͦͷଞɺࠜڌͷͳ͍༏ҐੑΛදࣔ͠ͳ͍Α͏ʹ͠·͢ɻ 

ମࣝผ൪号͕ݸ
ಛఆͰ͖Δ෦

খؒΕɾΓམͱ͠

ʹすΔ

छʑの෦のࡐΛूΊͯ

ʹすΔ

˓ྫྷଂͰ͢ɺྫྷଂݿͰ̐ ˆҎԼʹอଘͯ͠Լ͍͞ɻ

˓౸ணޙ ̏Ҏʹ͓ঌ্͕͠ΓԼ͍͞ɻ

˓͙ྉཧ͠ͳ͍߹ɺྫྷౚอଘͯ͠Լ͍͞ɻ

10*/5�○
○
レ
ス
ト
ラ
ン

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

○
○
ホ
テ
ル

メ
ニ
ュ
ー
偽
装

不当表示は
絶対に

ωッτൢചɾΧλϩάൢച
ͳͲのࠂ表示
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ׂҾൢചの表示のج४

Ҿൢച
Ҿൢചͷදࣔͷଟ ͘ɺ࣮ചՁ֨ʹଞͷՁ֨Λൺֱର͢ΔೋॏՁ֨ͷܗͰߦΘΕ
͍ͯ·͢ɻ͔͠͠ɺൺֱରͱ͢ΔͱͷՁ͕֨ࠜڌͷͳ͍ͷͰ͋Εɺফඅऀِ
ΓͷҾ͖ͰಘΛ͠ ೖ͢Δ͜ͱʹͳΓɺ͜ߪʹͳͬͯؾͨ ͷΑ͏ͳೋॏՁ֨ෆදࣔ
ͱͳΓ·͢ɻ

ೋॏՁ֨ʹ͍ͭͯ	ফඅऀிのํ͑ߟʣ
ফඅऀி͔ΒʮෆͳՁ֨දࣔʹ͍ͭͯͷܠදࣔ๏্ͷํ͑ߟʯʢҎԼʮΨΠυϥΠϯʯͱ͍

͏ʣ͕ ࣔ͞Ε͓ͯΓɺೋॏՁ֨දࣔΛ͢Δʹ͍ͭͯԼهͷͱ͓ΓͷಉҰੑ͕ॏ
ཁ͞ࢹΕ͍ͯ·͢ɻʢׂҾʢʣֹ Ͱදࣔ͢Δ߹ಉ༷Ͱ͢ɻʣ

ೋॏՁ֨表示のできΔ߹
৯ެਖ਼ڝ૪نͰҾൢചͱ͠ ͯೋ
ॏՁ֨ൢചͰ͖ΔͷɺҰൠͷফඅऀ
͕֘৯ͷಉҰੑΛஅ͢Δ͜ͱ͕Մ
ͳ߹ʹݶΔͱ͍͏લఏͷͱʹɺӈه
ͷ̐ ఆ͍ͯ͠·͢ɻݶʹͭ

˓ͷಉҰੑɺฑɺ࣭ɺ֨ن͔ΒΈͯಉҰͱΈΒΕΔ͔൱͔ʹΑΓஅ͞Ε·͢ɻ
˓৯ͳͲੜ৯ʹ͍ͭͯɺҰൠతʹͷಉҰੑΛஅ͢Δ͜ͱ͕͍͠ͱ͑ߟΒ
Ε͍ͯ·͢ɻ
˓ੜ৯Λରͱ͢ΔೋॏՁ֨දࣔʹ͍ͭͯɺ࣍ͷ߹ʹೝΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ
ɹ�.�λΠϜαʔϏεͷΑ͏ʹͷಉҰੑ͕໌Β͔ͳ߹
ɹ2.�Ұൠͷফඅऀ͕ͷಉҰੑΛஅ͕Ͱ͖Δ߹

ᶃࣗళ௨ৗՁ͔֨ΒͷҾൢച�
ᶄλΠϜαʔϏεͰͷҾൢച
ᶅҰׂׅҾͰͷҾൢച�
ᶆ૿ྔҾͰͷҾൢച

国産豚ばら
しゃぶしゃぶ用
ళ௨ৗՁ֨���H���ԁͷ

̍̌ ̶̌  98s本ݶΓ

ೝΛ༩͑ɺෆදࣔʹ֘͢Δ͓ͦΕ͕͋Γ·͢ɻޡҎ֎ɺҰൠফඅऀʹൢചՁ͕͍֨҆ͱͷه্˞

˔ෆͳՁ֨දࣔʹ͍ͭͯͷܠදࣔ๏্ͷํ͑ߟ�ୈ4ͷ�（�）⾣（1��8）
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ᶃҾൢചͷදࣔΛ͠Α͏ͱ͢Δ͔࣌Β͔͞ͷ΅Δ̔ िؒʹ͓͍ͯɺաΛΊΔظ
ؒʹൢച͞Ε͍ͯͨՁ֨ɻୠ͠ɺͦͷ͕ൢച͞Ε͍͕ͯͨ̔ؒظिؒະຬͷ
߹ʹɺͦͷؒظͷաΛΊΔؒظʹൢച͞Ε͍ͯͨՁ֨Ͱ͢ɻ 

ᶄલهͷཁ݅Λຬͨ͢߹ʹ͋ͬͯɺ࣍ͷ߹Λআ͖·͢ɻ

ʲ̍ ʳࣗ ళ௨ৗՁ͔֨ΒのҾൢച

ͷΑ͏ͳೋॏՁ֨·ׂͨҾʢʣֹه্ ͰɺՁ֨Λൺֱͯ͠Ҿ͖͢Δ߹ɺ͜ ͷʮ
ళ௨ৗՁ֨ʯ͕ ʮۙ࠷૬ؒظʹΘͨͬͯൢച͞Ε͍ͯͨՁ֨ʯʢҎԼ�ൺֱରՁ֨�ͱ
͍͏ɻʣͰͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻʢ࣮ͷͳ͍ՍۭͷͷͰ͋Εɺෆදࣔʹ֘͠·͢ʣ

ൺֱରՁ֨ͱはʁʢΨΠドラΠϯʹΑΔʣ　ᶃ

���ԁ
���ԁ

8िؒ

���ԁ

̍िؒ 6िؒ ̍िؒ ηʔϧؒظ

ηʔϧՁ֨̒̌ ̌ԁ

8��ԁ͕
ൺֱରՁ֨

̔̌ ԁ̌Ͱൢച͕ͨؒ͠ظɺ̔ िؒͷաΛΊΔͷͰ̔ ̌̌ ԁΛൺֱରՁ֨ͱ͠ ͯೋॏՁ֨දࣔՄͰ͢ɻ

ྫ� ̔िؒͷ͏ͪաΛΊΔ߹

ʮళ௨ৗՁ֨̍ ̌̌ άラϜ˓˓ԁのɺຊ˓˓ԁʯ
ʮళ௨ৗՁ֨の˓˓ԁׂҾʯ

ΞɽͦͷՁ֨Ͱൢച͞Ε͍͕ͯͨؒظ௨̎ͯ͠ࢉ िؒະຬͷ߹

ΠɽͦͷՁ֨Ͱൢച͞Ε͍ͯͨޙ࠷の͔Β̎ िؒ以上ܦա͍ͯ͠Δ߹

˔৯ެਖ਼ڝ૪نୈ5⾣（1�6）ʗಉنߦࢪଇୈ��（�）⾣（1�7）
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̌̕ ԁ̌Ͱൢച͕ͨؒ͠ظɺ̔ िؒͷաΛΊΔͷͰ̕ ̌̌ ԁΛൺֱରՁ֨ͱ͠ ͯೋॏՁ֨දࣔՄͰ͢ɻ

9��ԁ͕ൺֱର
Ձ֨ͱͳΓ·す

ηʔϧՁ֨���ԁ

���ԁ

ηʔϧؒظ

ྫ� அଓతʹൢ売Ձ֨Λม͑ͨ߹

2

���ԁ

5

���ԁ

5 2

���ԁ܁Γฦ͠

ʢʹηʔϧΛ࣮͍ͯ͠ࢪΔʣ

8िؒ

ྫ� ߹िؒະຬͷ͕̔ؒظೖͨ͠Ͱൢ売ۙ࠷

���ԁ
���ԁ

6ि ʢؒ42ؒʣ

���ԁ

13ؒ 22ؒ 7ؒ ηʔϧؒظ
ηʔϧՁ֨̒̌ ̌ԁ

8��ԁ͕ൺֱର
Ձ֨ͱͳΓ·す

ॳΊͯ
Λೖ

̔̌ ԁ̌Ͱൢച͕ͨ̒ؒ͠ظ िؒͷաΛΊΔͷͰɺ̔ ̌̌ ԁΛൺֱରՁ֨ͱ͠ ͨೋॏՁ֨දࣔՄͰ͢ɻ

ྫ� ߹͍͕ؒظೖͨ͠Ͱൢ売ۙ࠷

���ԁ
���ԁ

3ि ʢؒ21ؒʣ

9ؒ 12ؒ ηʔϧؒظ

ηʔϧՁ֨���ԁ

ൺֱରরՁ͕֨
ແ͍のでೋॏՁ֨
表示はෆՄ

ॳΊͯ
Λೖ

̔̌ ԁ̌Ͱൢച͕ͨ̏ؒ͠ظ िؒͷաΛΊ͍ͯ·͕͢ɺ
ि̎ؒະຬͳͷͰ̔ ̌̌ ԁΛൺֱରՁ֨ͱ͠ ͨೋॏՁ֨දࣔͰ͖·ͤΜɻ

ൺֱରরՁ͕֨
ແ͍のでೋॏՁ֨
表示はෆՄ

ηʔϧՁ֨���ԁ

���ԁ

8िؒ

���ԁ

5िؒ 3िؒ ηʔϧؒظ

ྫ2 ̔िؒͷ͏ͪաΛΊ͍ͯͳ͍߹ɺ̎ िؒҎ্લͷ߹

ᶃ̔ ̌̌ ԁͰൢച͕ͨ̔ؒ͠ظ िؒͷաΛΊͳ͍ͨΊɺ̔ ̌̌ ԁΛൺֱରͱ͠ ͨೋॏՁ֨දࣔͰ͖·ͤΜɻ

ᶄ̕ ̌̌ ԁͰൢചͨؒ͠ظ̔ िؒͷաΛΊ͍ͯ·͕͢ɺޙ࠷ʹൢച͔ͨ࣌͠Β̎ िؒҎ্ܦաͯ͠
͍ΔͨΊɺ̕ ̌̌ ԁΛൺֱରՁ֨ͱ͠ ͨೋॏՁ֨දࣔͰ͖·ͤΜɻ

ׂҾൢചの表示のج४
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˓ࣗళ௨ৗՁ ʢ֨ൺֱରՁ֨ʣͱͷൺֱɺ͕ಉ͡Ͱͳ͚Εҙຯ͕͋Γ·ͤΜɻ

˓աڈʹൢചͨ͠৯ͱͷʮಉҰੑʯ͕ ΘΕ·͢ɻ৯ެਖ਼ڝ૪نͰɺಉҰੑͷ
ͷ̑ه४ΛԼج ͭʹஔ͍͍ͯ·͢ɻ

ɹɹ

˓Ұൠফඅऀ͕ͷಉҰੑΛஅ͢Δ͜ͱ͕ՄͰͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ
ྉΛଗ͑ͯอ͓ͯ͘͜͠ͱɻࢿଶʯʮ࣭ʯʮฑʯͷܗʮछྨʯʮ෦Ґʯʮه্ˎ
��ʮछྨʯʮ෦Ґʯʮܗଶʯʹ ͍ͭͯফඅऀಉҰੑͷஅ͕Ͱ͖·͢ɻ· ʮͨฑʯͷಉҰੑථ
Ͱূ໌Ͱ͖·͕͢ɺʮ࣭ʯʹ ͍ͭͯࠔͰ͢ɻ

ʮのಉҰੑʯͱはʁʢΨΠドラΠϯʣ　ᶄ

˓࣭ͷಉҰੑͷূ໌Λ͢Δͷ͕͋Δ͜ͱ
ɺ֬ʹࡍͷ（ೖߪ）ೖͷ༗͢ΔͷͰূ໌͠·͢ɻੑ؍٬ˎ ೝࢦఆΛ͠·͢ɻ
ˎࣗ ओ͚֨ҙͷͷɺ͕͋ੑ؍٬Γ·ͤΜɻ

࣭のಉҰੑͱはʁ　ᶅ

ʲ2 λrΠϜαーϏεでのҾൢച
ྻ͍ͯͨ͠ΛɺͦͷͷʹചΓ͖͍ͨͨ͞Ίʹɺ͋ Δؒ࣌ଳ͔Βʮ˓˓ԁҾ͖ʯ

ʮׂ̎Ҿ͖ʯͷγʔϧΛషΓՁ֨Λగਖ਼ͯ͠ҾηʔϧΛ͏ߦ߹͕͋Γ·͢ɻ

ɹᶃ食肉のछྨɹɹᶄ෦ɹҐɹɹᶅܗɹଶɹɹᶆɹ࣭ɹɹᶇɹฑ

͜のΑ͏ͳλΠϜαʔϏεに͍ͭͯ
˓ͷಉҰੑ͕໌Β͔ͳͷͰ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖·͢ɻ�

˓ୠ͠ɺͱͷՁ࣮֨ࡍʹൢച͞Ε͍ͯͨՁ֨Ͱͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻ

ᶃ国ڇ࢈ͷ߹ͷಉҰੑͷূ໌
ɹʢެࣾʣຊ৯֨ڠձʹΑΔࢬͷ͚͕֨ɺੑ؍٬Λ༗͠·͢ɻ
ɹʮ̑ڃɹ࣭ڇˎ ʯɹʮ̐ ʯɹʮ̏ ʯɹʮ̎ ʯɹʮ̍ ʯɹͷ̑ ஈ֊
ˎಲɹ࣭ڃɹʮ্ۃʯɹʮ্ʯɹʮதʯɹʮฒʯɹʮ֎ʯɹͷ̑ ஈ֊

ᶄ༌ೖ৯ͷ߹ͷಉҰੑͷূ໌
ˎถ࢈ࠃɺΦʔετϥϦΞ࢈ʹ͍ͭͯɺنఆ͞Ε͚͕ͨ֨͋Γ·͢ɻ
ˎถ࢈ࠃɹڇɹʮϓϥΠϜʯɹʮνϣΠεʯɹʮηϨΫτʯɹ

（রࢀϖʔδ্ஈ࣍ɿྫࣄ）
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ʲ� ҰrׂׅҾでのҾൢച
શ·ͨɺಛఆͷ܈Λରͱ͠ ʮͯදࣔՁ͔֨Β˓ׂҾʯͳͲҰׅදׂࣔͯ͠Ҿ
͖͢ΔηʔϧΛ͢Δ͜ͱࠩ͋͑͠ࢧΓ·ͤΜɻ

ʲ4ʳ૿ ྔׂҾでのҾൢച
গྔύοΫͱେྔύοΫͷؒͰ̍ ̌̌ ୯̶ՁͷαʔϏεҾΛ͢Δ͜ͱࠩ͋͑͠ࢧΓ·ͤΜɻ

ᶃେখύοΫ͕ಉ͡෦͔Β࡞ΒΕͨͰ͋Δ͜ͱɻ
ᶄେখύοΫΛಉ͡ॴʹஔ͍ͯಉҰͰ͋Δ͜ͱΛ໌֬ʹࣔ͢͜ͱɻ
ᶅಉҰͷ૿ྔҾͰ͋Δ͜ͱΛফඅऀʹ໌֬ʹ͑Δ͜ͱɻ
ᶆখύοΫ͕େύοΫͷՁ֨Λ͚͔҆ͤ͘ݟΔҙਤͰൢച͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱɻ

ద༻͕Ұ෦ͷͷʹݶఆ͞Ε͍ͯΔʹ͔͔ΘΒͣͦͷࢫΛ໌ࣔ͠ͳ͍߹ɺྫ ͑ʮਫ਼
શ˓ׂҾʯͱදࣔͯ͠ɺ࣮ ಛఆͷΛআ֎ͨ͠Γɺಛച͕আ֎͞ΕͯͳΓ·ͤΜɻࡍ

ʻ小ύοΫʼ ʻେύοΫʼ

λΠϜαʔϏε

ਫ਼肉全

ຖ࣌�ΑΓ

2割引

ຖि༵ۚ

1割引近江牛
全ɹɹ

ಛച

2割引精肉
全品

ຖ݄�� ಛചʂʂ
ʻ101Ͱઆ໌ʼ

ʻ101Ͱઆ໌ʼ ʻϥϕϧషͰදࣔʼ
事ྫ

事ྫ

事ྫ

ׂҾൢചの表示のج४

100sҾ͖
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ʲ̍ rܠ　表　๏

ʮˎ৯ͷදࣔʹؔ͢Δެਖ਼ڝ૪نʢ৯ެਖ਼ڝ૪نʣʯɺܠද๏ͷنఆΛड͚ͯ৯ൢ
ചऀۀஂऀۀࣄମ͕ܠදࣔʹؔ͢Δ߲ࣄʹ͍ͭͯࣗओతʹઃఆ͢Δۀքͷϧʔ
ϧͰ͢ɻ
·ͣ౦ژʹ͓͍ͯߦࢪೝఆ͞Εɺͦͷޙɺ֤ݝผʹن͕ߦࢪೝఆ͞ΕͨܦաΛ
ͯฏ̓̍̌ ݄ʹɺશࠃ౷Ұنͱ͠ ͯҰຊԽ͞ΕͨͷͰ͢ɻ

ˎදࣔʹΔ๏Λ౿·͑ɺ๏ͰఆΊΒΕ͍ͯͳ͍৯ͷ۩ମతͳදࣔ༰
දࣔํ๏ʹ͍ͭͯɺ৯ൢചऀۀஂऀۀࣄମ͕ࣗओ੍نΛͨ͏ߦΊͷج४Λ
ܾΊͨͷͰ͢ɻ

ʮˎ৯ެਖ਼ڝ૪نʯશࠃ৯ެਖ਼औҾٞڠձ͕৯ۀքͷҙݟΛू͠ɺফඅऀ
ிٴͼެਖ਼औҾҕһձͷೝఆΛड੍͚ͯఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

৯肉ެਖ਼ڝ૪نͱ
ɹɹ৯肉ެਖ਼औҾٞڠձ

ਖ਼໊ࣜশʮෆܠྨٴͼෆදࣔࢭ๏ʯͱ͍͍ɺಠࢭې๏ͷಛྫͱ͠ ͞ߦࢪͯ
Ε·͠ ͨɻެਖ਼ͳڝ૪Λ֬อ͠ɺҰൠফඅऀͷརӹΛอ͢ޢΔ͜ͱΛతͱ͠ ͍ͯ·͢ɻ

ʲ̎ ৯rެਖ਼ڝ૪ن

ʲ̏ ʳެ ਖ਼औҾٞڠձ
ˎશࠃʹ৯ͷ΄͔ɺ֤छ৯ྉɺҩༀɺࣗ ಈंɺෆಈ࢈ɺۜߦͳͲ100Ҏ্ͷ

ެਖ਼ڝ૪نʹެͮ͘ج ਖ਼औҾٞڠձ͕ઃཱ͞Εɺ֤ۀք͕ࣗΒͷྗͰదਖ਼ͳදࣔʹ
Ί͍ͯ·͢ɻ

ˎશࠃ৯ެਖ਼औҾٞڠձɾಓݝ৯ެਖ਼औҾٞڠձ
৯ۀքʹ͓͍ͯɺ৯ެਖ਼ڝ૪نͷ࣮ؔػࢪͱ͠ ͯಓ͝ݝͱʹ৯ެਖ਼
औҾٞڠձ͕ઃஔ͞Εɺ͜ Ε͕શࠃ৯ެਖ਼औҾٞڠձΛܗ͍ͯ͠·͢ɻ

ʮෆܠྨٴͼෆ表示ࢭ๏ʯ

ʮࢲతಠのٴࢭېͼެਖ਼औҾの֬อʹؔすΔ๏ʯ
ਖ਼໊ࣜশ

ᶃաେͳܠ͖ൢചෆදࣔͷࢭې
ᶄҧྫࣄʹର͢Δાஔ໋ྩ
ᶅެਖ਼ڝ૪ن੍

ਖ਼໊ࣜশ

ಠࢭې๏
（ত̎ ੍̎ఆ）

ද　๏　ܠ
（ত�7੍ఆ）

ެਖ਼ڝ૪ن
（ք͝ͱʹઃఆۀ）
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શࠃ৯ެਖ਼औҾٞڠձɺಓݝ৯ެਖ਼औҾٞڠձͱશஂࠃମٴͼ๏ਓʢখചɾ

ԷചͷશஂࠃମʣͰߏ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

ʲ̐ ৯rެਖ਼औҾٞڠձのձһ

ձɺஂٞڠ৯ެਖ਼औҾݝͷಓר） ମ࿈བྷઌҰཡදΛࢀরͷ͜ͱ）

˓ಓݝ৯ެਖ਼औҾٞڠձ
ᶃదਖ਼ൢചࢦಋһͷ໋
ˎ֤ಓݝͷձ͕ࢦಋһΛ໋͠ɺҬͷళฮΛ८ճࢦಋ͠·͢ɻ
ظଇ̎ݪಋһࢦˎ ͱ͠ ɺߨशձΛఆظతʹ͍ߦ·͢ɻ

ᶄԼهਤʹ͋ΔΑ͏ͳɺ৯ެਖ਼ڝ૪نͷීٴɺදࣔͷࢦಋɾ૬ஊදࣔҧ͕͋ͬͨ
߹ͷௐࠪͦͷରԠͷۀΛ͍ߦ·͢ɻ

ᶃੜஂऀ࢈ମ
ᶄྲྀ௨ɾԷɾ
ɹՃஂମ

ᶅখചஂମ

ಓެݝਖ਼औҾٞڠձձһ

ᶃ৯ઐখചళɹᶄ৯ൢചۀ （ऀ৯ԷɾՃऀۀ）ɹᶅ৯εʔύʔɺྔ ൢళɹᶆੜڠɺڠ
શஂࠃମձһ

શϛʔτϑʔζɺશச࿈ɺશ։࿈ɺશཙ࿈ɺ৯ௗڠձ

৯ࢢԷചڠձɺச࢈෭࢈ڠձɺϋϜɾιʔηʔδڠಉ߹ɺຊ৯ྲྀ௨ηϯλʔɺ
ຊ৯ྲྀ௨ηϯλʔԷച߹ɺܲॲཧྲྀ௨ٞڠձɺ༌ग़ೖڠձɺશۀ࿈

શ࿈ɺશ৯ௗ࿈ɺνΣʔϯετΞڠձɺ৽ຊεʔύʔϚʔέοτڠձ��

ᶃ๏ྩͷීٴɺنͷपపఈ
ᶄنʹ͍ͭͯͷ૬ஊɾࢦಋ
ᶅදࣔͷࢦಋɺҧͷࢭ
ᶆదਖ਼දࣔεςοΧʔͷަ
ᶇنҧͷௐࠪɺنҧʹର͢Δાஔ

ফඅऀி
ެਖ਼औҾҕһձ

ྛਫ࢈ল
ްੜ࿑ಇল�ଞ

ಓݝ
機ؔߦ

શஂࠃମᶃنͷߦࢪ
ᶄ֤ݝͷࢦಋɾॿݴɾྗڠ

దਖ਼表示ࢦಋһ

໋

ிͱͷ࿈བྷެؔ

ձ　　　　　һ

ᶈফඅऀ͔Βͷ
ɹۤ૬ஊ

ிͱͷ࿈བྷެؔ

ফඅऀ

શࠃ食肉ެਖ਼औҾٞڠձ

ಓݝ食肉ެਖ਼औҾٞڠձ

˔৯ܠද๏ୈ�2⾣（1��5）
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ˎదਖ਼දࣔεςοΧʔΛͯࣔ͠ܝΔళฮɺਖ਼͍͠දࣔΛ͍ͯ͠Δ৴པͰ͖
Δళͱ͠ ͯফඅऀʹΞϐʔϧ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

εˎςοΧʔͷަΛड͚ͨখചൢചऀۀɺͦ ͷൢച͢Δ৯ͷแࢴ
ϥϕϧʹεςοΧʔͱಉ͡σβΠϯΛ༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ˎ༗ޮؒظɺຖ݄̍ ̍ΑΓ̍ ݄̎̏̍ ·Ͱɻ༗ޮؒظΛද͢ϥϕϧΛ
ʹ̍ ճషΓସ͑·͢ɻ

దਖ਼表示εςッΧʔ
˓શࠃ৯ެਖ਼औҾٞڠձɺ৯ެਖ਼ڝ૪نʹै͍దਖ਼ͳදࣔΛ͠

͍ͯΔখചൢചऀۀʹରͯ͠ɺʮదਖ਼දࣔͷళʯΛද͢εςοΧʔΛަ
͍ͯ͠·͢ɻ

˓దਖ਼දࣔεςοΧʔɺ৯ެਖ਼औҾٞڠձͷ໋͢Δʮదਖ਼දࣔࢦ
ಋһʯ͕ ֘ൢചళʹग़͍ͯॴཁͷௐࠪΛ͠ɺదਖ਼ͳදࣔΛ͍ͯ͠
Δͱೝఆͨ͠ళฮʹ͍ͭͯަ͢ΔͷͰ͢ɻ

దਖ਼දࣔεςοΧʔదਖ਼දࣔεςοΧʔ

˔৯ެਖ਼ڝ૪نୈ��⾣（1��4）ʗಉنߦࢪଇୈ2�ɺୈ24⾣（1��5）ɺผද2⾣（1��8）
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ҧʹର͢Δௐࠪɾાஔ

৯ެਖ਼औҾٞڠձձһʹରͯ͠ಓݝ৯ެਖ਼औҾٞڠձ͕ɺձһҎ֎ʢඇ

ձһʣʹ ফඅऀிɺެਖ਼औҾҕһձɺ֤ߦݝ͕ؔػௐࠪɾાஔΛ͍ߦ·͢ɻ

ʲ̍ ফrඅऀிؔɾ
৯ެਖ਼ڝ૪نʹͮ͘جの

ҧෆදࣔͷௐࠪɾાஔن

ˎదਖ਼දࣔࢦಋһ͕ఆظతʹදࣔͷௐࠪɾࢦಋΛ͍ߦ·͢ɻ

ˎௐࠪ࣌Ұൠফඅऀͷ௨ใɺߦ͔ؔػΒͷ࿈བྷʹΑΓҧ͕໌ͨ͠߹ɺ࣍
ͷᶃʙᶅΑ͏ͳાஔΛ͍ߦ·͢ɻ

ಓݝຢશࠃͷ৯ެਖ਼औҾٞڠձͷાஔ

Λௌऔ͠ඞཁͳࣄΛটக͠ɺऀΘΕΔ߹ɺؔࢥΔͱ͕࣮͋ࣄఆʹҧ͢Δن
ͱ͕Ͱ͖͜͏ߦΊɺͦͷଞඞཁͳௐࠪΛٻΛݟਓ͔Βͷҙߟࢀɺ͍ߦͷরձΛ߲ࣄ
·͢ɻ

ௐ　　ࠪᶃ

ඇձһ

ମࣝผ൪号͕ݸ
ಛఆͰ͖Δ෦

খؒΕɾΓམͱ͠

ʹすΔ

छʑの෦のࡐΛूΊͯ

ʹすΔ

શࠃ食肉ެਖ਼औҾٞڠձ

ௐࠪɾࢦಋɾࠂܯ
૬ޓ࿈བྷɾใࠂ

ાஔཁٻ

૬ޓ࿈བྷ

ௐࠪɾࠂܯ
ાஔ໋ྩ

ાஔٻ

ௐࠪ
ɾࢦ
ࣔ

ௐࠪ

ಓݝ食肉ެਖ਼औҾٞڠձ

ಓߦݝ機ؔ

ফඅऀி
ެਖ਼औҾҕһձɾํ事ॴ

ձ　һ

ମࣝผ൪号͕ݸ
ಛఆͰ͖Δ෦

খؒΕɾΓམͱ͠

ʹすΔ

छʑの෦のࡐΛूΊͯ

ʹすΔ

ɾنͷઆ໌
ɾੋਖ਼ͷཁ
ɾೖձͷק༠
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ɾεςοΧʔのషのࠩ͠ࢭめɹɾ̑ ສԁҎԼのҧۚɹɾআ໊ॲ

ɾࠂ　ܯ　
  ௐࠪͷ݁Ռɺҧߦҝ͕͋ΔͱೝΊΔͱ͖ɺͦͷऀʹରͯ͠ɺ࣍ͷΑ͏ͳࠂܯΛ͏ߦ

͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
ɹ�Ξ）ͦ ͷҧߦҝΛΊΔ͜ͱ
ɹ�Π）ಉ͡ຢྨࣅͷҧߦҝΛ࠶ͼߦΘͳ͍͜ͱ
ɹ�）ͦ ͷଞ͜ΕΒʹؔ࿈͢Δ߲ࣄΛ࣮͢ߦΔ͜ͱ

ɾεςοΧʔͷճऩٴͼަ࠶ڋ൱
ซͤɺεςοΧʔΛճऩ͠ɺ̒ʹࠂܯ   ϱ݄Λ͑ͳ͍ൣғͰɺεςοΧʔΛަ࠶͠ͳ͍

͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ҧߦҝΛೝΊΔののાஔᶅ

ର͠ʹऀۀͳ͍৯ൢച͠ྗڠʹͷௐࠪه্

Ξ）ௐࠪʹ͢ྗڠ͖ࢫͷจॻʹΑΓ͠ࠂܯ·͢ɻ
Π）ͦ ΕͰͯ͠ྗڠΒ͑ͳ͍࣌ɺԼهͷાஔΛͱΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ௐࠪʹ͠ྗڠͳ͍ののાஔᶄ

Ξ）ҧߦҝΛΊͤ͞Δ͜ͱ
Π）কདྷɺҧߦҝΛ܁Γฦ͞ͳ͍͜ͱ
）ҧߦҝΛࢫ͍ͨͯͬߦͷެࠂ

ાஔ໋ྩでは

̎ҎԼͷຢ
̏̌ ສ̌ԁҎԼͷേۚʹॲͤΒΕ·͢

ાஔ໋ྩʹैΘͳ͍߹

ୈ�4ɺୈ�5⾣（1��4）ɺୈ�6⾣（1��6）ن૪ڝද๏ୈ6⾣（1���）ɺୈ�⾣（1��4）ɹ˔৯ެਖ਼ܠ˔

ɾҧ　　ۚ
   ̑ ̌ສԁҎԼͷҧۚΛ՝͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ɾআ　໊　ॲ　分
  ҧߦҝΛ͠ ͨ৯ൢചऀۀΛআ໊͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ɾফඅऀிͷાஔٻ
  ৯ެਖ਼औҾٞڠձͷાஔʹैΘͳ͍ҧऀʹରͯ͠ɺফඅऀிʹඞཁͳાஔΛߨ

ͣΔΑ ʢ͏ાஔ໋ྩͷൃಈʣٻΊ·͢ɻ

߹Θͳ͍ैʹࠂܯ
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ʲ̎ ৯rӴੜ๏ʹͮ͘جの

৯Ӵੜ๏ʹ׆ࢹ͖ͮجಈ͕ߦΘΕ͍ͯ·͢ɻ

ᶆӦۀͷࢭېɾఀࢭ

ʲ̏ ʳ̟ ̨̖ ๏ɺڇτϨーαϏϦςΟ๏ʹͮ͘جの

̟̖ ๏̨ͱڇτϨʔαϏϦςΟ๏ʹ͖ͮج৯ൢച
ۀ （ऀԷചɾখച）ͷཱೖߦ͕ࠪݕΘΕ·͢ɻ

ްੜ࿑ಇলɾҩༀ食ہ

ᶃཱͪೖΓࠪݕ

ᶄվળ໋ྩ

ᶅ̍ ҎԼͷɺ̎ ̌̌ ສԁҎԼͷേۚ

ྛਫ࢈লɾফඅɾ҆શہ

食肉ൢ売
業ऀ

ᶃཱͪೖΓࠪݕ

ᶄࢦಋɾੋਖ਼ࣔࢦɹˎ̟ ̨̖ ๏ʹͮج ༺ͷӡࢦɾެදͷࣔࢦ͘

ᶅ�ɾ̟ ̨̖ ๏ʹΑΓɺվળ໋ྩͱಉ࣌ʹެද（໊ऀۀࣄҧ࣮ࣄ）
ɹɾڇτϨʔαϏϦςΟ๏ʹΑΓࠂקાஔ

ᶆ�ɾ̟ ̨̖ ๏ҧɺ̍ ҎԼͷຢേۚ̍ ̌̌ ສԁҎԼ（ۀا̍ ԯԁҎԼ）

ɹɾڇτϨʔαϏϦςΟ๏ҧɺേۚ̏ ສ̌ԁҎԼ

ಓݝ　อ݈ॴ

食肉ൢ売
業ऀ

ҧʹର͢Δௐࠪɾાஔ

ᶇ�ɾ̟ ̨̖ ๏ҧɺ̎ ҎԼͷ·ͨ̎ ̌̌ ສԁҎԼͷേ ̍ۀاۚ） ԯԁҎԼ）

ৗशੑ͕ͳ͘աࣦʹΑΓҰ࣌తͳͷͰ͋Γɺ
͔ͭͪʹվળํࡦΛ͍ͯ͡ߨΔ߹

ҧ͍ͯͨ͠߹

߹ાஔɾվળ໋ྩʹैΘͳ͍ࠂק

දِڏ࢈ݪ ʢࣔേʣ

ಋʢඇެදʣࢦ

ɾのఫڈ　ɾ表示のमਖ਼
ɾใఏڙ
  ళฮ内ܝ示、社告、
  XFC告（2िؒ以上）

վળํࡦと

ɾެදͷࣔࢦ
༺ͷӡࢦ

ํہ
ফඅ҆શٕज़ηϯλʔ

վળ໋ྩʹैΘͳ͍߹

ҧ͍ͯͨ͠߹

ಈ׆ࢹ
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牛・豚の品種

ͷछྨ�ͭͷάϧʔϓʹ大ผ͞Ε·͢ɻڇ

ಲͷछྨ大͖͘�ͭʹ分͚ΒΕ·͢ɻ

ຊͰ͔͘ݹΒ࣭վྑ͞ΕͨͷͰɺ͓ʹ4ͭ
ͷछʢࠇໟछɾໟछɾຊ֯छɾແ֯छʣ͕ ͋Γ
·͢ɻࠇໟछ͕ͦͷେΛΊ͍ͯ·͢ɻ

ͦʹͷதͰɺ͓ڇࢠͷతͰҭͯΒΕͨ࢈ೕੜڇ
ͷΦεΛݯࢿͱ͠ ͯҭͯͨͷɻϗϧελΠϯछ
͕ͦͷେΛΊ͍ͯ·͢ɻ

ೕ༻छʹઐ༻छʢڇɾϔϨϑΥʔυɾΞϯΨεʣͷछΛ
ަͯ͠ੜ·ΕͨڇΛҭͯͨͷɻೕ༻छʹڇͷ
छΛަ͠ɺ࣭վྑ͞Εͨͷ͕ڇ࢈ࠃʹ૿͑
͍ͯ·͢ɻ

��肉ઐ༻छͱ
ೕ༻छのަछ

2�ೕ༻छڇ

1�ɹ ڇ

ʮେϤʔΫγϟʔɾϥϯυϨʔεɾσϡϩοΫʯͷ3छ
ͷಲΛަͨ͠ͷɻ͜ͷަछ͕ಲͷ75ˋ
ΛΊ͍ͯ·͢ɻ

ʮࣛࣇౡ࢈ɾࠇಲʯʮΧφμ࢈ɾࠇಲʯͳͲ࢈ࠃɺ֎
ಲʯͱࠇΛΘͣ७ਮͳόʔΫγϟʔछͷΈΛʮ࢈ࠃ
͍͍·͢ɻ

1�ී௨ಲ

ɹ ಲࠇ�2
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ໟ種ࠇ
ʲ+BpBOFTF�#MBDLʳ

˙ಛɹ
ໟ৭ࠇ୯৭Ͱ৭Λଳͼ͍ͯ·
͢ɻࢷަࡶɺͷ৭ɺͷ͖Ί
༏Εͨʹ࣭ܗͼక·ΓͳͲͷ࣭ٴ
ҨతಛੑΛ͍ͬͯ·͢ɻ

˙ൃɾංҭΤϦΞͳͲ
ɺ࢝ΘΕɺ���8ΑΓొ։ߦ͔Βछվྑ͕࣌ͷ࣏໌
��44ʹछ͕ݻఆͨ͠ͱ݁͞Ε͍ͯ·͢ɻڇͷେΛ
Ίɺશ֤ࠃͰࣂҭ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

ໟ種
ʲ+BpBOFTF�#SPXOʳ

˙ಛɹ
ໟ৭ԫ৭͔Β৭ɻੑ࣭Թ
ॱͰɺ݈ڧͷ্ɺੑʹ༏Εɺૈ
ໟछΑࠇछɻ͍ߴ͕ੑ༺ྉརࢿ
ΓࢷަࡶͷೖΓํগͳ͍ͷ
ͷɺΛ༩݈͑ͨ߁ͳͱͯ͠
ධ͕͍ߴͰ͢ɻ

˙ൃɾංҭΤϦΞͳͲ
ͱ͠ڇͰ์ʹద͢Δݝຊ۽ ͯվྑͨ͠ʮංڇޙʯͱߴɺ ݝͰ
Βվྑ͞Ε͔ڇࠃؖ ʮͨߴܥʯͷͷ͕͋Γ·͢ɻ


ڇ


ڇ

のओͳछڇ
UZQF PG DPX

�ಠཱߦ政法ਓ　Ո畜改ྑセンλー

�ಠཱߦ政法ਓ　Ո畜改ྑセンλー
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ແ֯種
ʲ+BpBOFTF�1PMMFEʳ

˙ಛɹ
ໟ৭ࠇ୯৭（ࠇໟछΑΓࠇຯ͕ڧ
͍）ɻ૿ମ͕͘ɺૈ ༺ྉͷརࣂ
ޮ͕͍ߴछɻ࣭ͷ໘Ͱࢷ
ໟछʹൺֱ͢ࠇ͖ΊͳͲ͕ࡶަ
Δͱྼ͍ͬͯ·͢ɻ

˙ൃɾංҭΤϦΞͳͲ
ʹΛΞόσΟʔϯɾΞϯΨεछڇདྷࡏͰ܊Ѩ（͋Ϳ）ݝޱࢁ
Αͬͯվྑͯ͠ੜ·ΕͨछͰɺதࠃํͰࣂΘΕ͍ͯΔͷΈ
Ͱ͢ɻ

ຊ֯種
ʲ+BpBOFTF�4IPStIPSOʳ

˙ಛɹ
ໟ৭ೱ৭ɻૈࣂྉͷར༻ޮ
߹ɾ෩ʹదީؾɺຊͷ͘ߴ͕
͍ͯ͠·͢ɻ࣭ͷ໘Ͱࢷަࡶ
͖ΊͳͲ͕ࠇໟछʹൺֱ͢Δͱ
ྼ͍ͬͯ·͕͢ɺ౦ํͷ์ܗ
ࣜʹΑΔڇੜͨ͘ʹ࢈Ίɺੜ࢈
ͷѪ͍ڧͰ͢ɻ

˙ൃɾංҭΤϦΞͳͲ
ೆ෦ڇͱΞϝϦΧ͔Β༌ೖ͞ΕͨγϣʔτϗʔϯछɺσΠϦʔɾ
γϣʔτϗʔϯछΛަͯ͠վྑ͞Εͨͷɻ౦ํͷ෦
ΘΕ͍ͯ·͢ɻࣂʹΛத৺ݝखؠࠓͰ࢈ݪ


ڇ


ڇ

UZQF PG DPX

�ಠཱߦ政法ਓ　Ո畜改ྑセンλー

�ಠཱߦ政法ਓ　Ո畜改ྑセンλー
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ΞバデΟーンɾ
ΞンΨス種
ʲ"CFSEFFO�"OHVTʳ

˙ಛ
ໟ৭ࠇ୯৭ɻૈࣂྉͷར༻ޮ
͕ྑ͘ɺೕྔଟ͍ͷͰ์ࣂཆʹ
ద͍ͯ͠·͢ɻ࣭֎ࠃछͷதͰ
༏Ε͍ͯ·͢ɻ

˙ൃɾංҭΤϦΞͳͲ
ӳࠃείοτϥϯυͰ࡞ΒΕͨछͰɺϤʔϩού߽भͰଟ͘
ΘΕ͍ͯ·͢ɻࣂ

ϔレϑΥード種
ʲ)FSFGPSEʳ

˙ಛɹ
ໟ৭৭Ͱإ໘ɾڳɾෲʹ͔͚
ͯന৭ɻඇৗʹ݈ڧͰɺॵ͞ɺפ
͞ɺס૩ͳͲͷաࠅͳࣗવ݅ʹΑ
͘దԠ͠·͢ɻ࣭ΞόσΟʔϯɾ
ΞϯΨεछΑΓྼΓ·͢ɻ

˙ൃɾංҭΤϦΞͳͲ
ӳࠃΠϯάϥϯυํ͕࢈ݪɻΞϝϦΧ߽भͰଟ͘ࣂΘ
Ε͍ͯ·͢ɻ

のओͳछڇ
UZQF PG DPX

�ಠཱߦ政法ਓ　Ո畜改ྑセンλー

�ಠཱߦ政法ਓ　Ո畜改ྑセンλー
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シャロレー種
ʲ$IBSPMBJTʳ

˙ൃɾංҭΤϦΞͳͲ
ϑϥϯεγϟϩϨʔํ͕࢈ݪɻϑϥϯεɺΠΪϦεͰଟ͘
ΘΕ͍ͯ·͢ɻࣂ

˙ಛɹ
ໟ৭ΫϦʔϜ৭୯৭Ͱɺֹ ʹॖΕ
ໟ͕͋Γ·͢ɻڥదԠྗ͍ߴɻ
࣭ࢷ͕গͳ͘ੜ࢈༻ͱ͞
Ε͍ͯ·͢ɻ

ϗϧスλΠン種
ʲ)PMTtFJOʳ

˙ಛɹ
ໟ৭നࠇൗͳ͍͠ࠇനൗɻൻೕྔ
͕ଟ͘ɺೕࢷ͍͕ɺੑ ࣭Թ
ॱͰڥదԠੑ͕͍ߴछɻ࣭Λ
վળͯ͠ංҭ͢Δ'�ංҭΜʹ
ͳ͖͍ͬͯͯ·͢ɻ

˙ൃɾංҭΤϦΞͳͲ
ΦϥϯμͷΦϥϯμभ͓ΑͼɺϑϦʔεϥϯυभɺυࠃ࢈ݪ
ΠπͷϗϧελΠϯํɻࡏݱຊͰࣂཆ͞Ε͍ͯΔೕڇͷ
େɺ༻ڇͷΛϗϧελΠϯछ͕Ί͍ͯ·͢ɻ

のओͳछڇ
UZQF PG DPX

UZQF PG DPX

�ಠཱߦ政法ਓ　Ո畜改ྑセンλー

�一ൠ社ஂ法ਓ　શ国肉༻ڇৼۚجڵ協会
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大ヨークシャー種
ʲ-BSHF�:PSLTIJSF·ͨ-BSHF�8IJtFʳ

˙ಛɹ
ൽෘന৭ɻϕʔίϯλΠϓͷද
తͳछɻൟ৩ྗʹ༏Ε͍ͯͯɺ
Ұෲ͋ͨΓͷੜ࢈಄͕ଟ͍Ͱ͢ɻ
࣭ɺͱࢷͷׂ߹ʹ͕ߧۉऔ
Ε͓ͯΓɺՃͷݪྉͱ͍ͯ͠ߴධ
ՁΛಘ͍ͯ·͢ɻ

˙ൃɾංҭΤϦΞͳͲ
ΠΪϦεͷϤʔΫγϟʔभํʹ͓͍ͯɺࡏདྷछʹதࠃछɺω
ΞϙϦλϯछɺϨελʔछͳͲΛަͯ͠�87�ʙ�88�ࠒ·
ͰʹཱɻΠΪϦεɺΞϝϦΧɺεΣʔσϯɺΦϥϯμʹ͓
ҭ͞Ε͓ͯΓɺຊʹ͓͍ͯΠΪϦεɺΞϝϦΧ͔ࣂ͍ͯ͘
Β༌ೖ͞Εɺओͱ͠ ͯൟ৩ಲͱ͠ ͯར༻͞Ε͍ͯ·͢ɻ

ランドレース種
ʲ-BOESBDFʳ

˙ಛɹ
ໟ৭ന৭ɻࢠ࢈͕ଟ͘ɺൻೕྔ
ଟͯ͘ҭ͕͍ͨߴΊɺൟ৩
ྗʹ༏Ε͍ͯ·͢ɻ࣭ͱͯ͠ɺ
എࢷ͕ബ͕͍͘ߴɻࡏݱɺ
Ͱվྑ͕ਐΊΒΕ͍ͯ·͢ɻࠃ֤

˙ൃɾංҭΤϦΞͳͲ
σϯϚʔΫͷࡏདྷछʹେϤʔΫγϟʔछΛަཱͯ͠ɻσϯ
ϚʔΫɺΠΪϦεɺΦϥϯμɺεΣʔσϯʹ͓͍ͯଟ͘ࣂҭ
͞Ε͍ͯ·͢ɻຊʹ͓͍ͯΠΪϦεɺΦϥϯμ͔Β༌ೖ
͞Εɺ७ਮछͰ࠷ଟ͘ࣂҭ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

ಲのओͳछ
UZQF PG QJH

UZQF PG QJH

�ಠཱߦ政法ਓ　Ո畜改ྑセンλー

�ಠཱߦ政法ਓ　Ո畜改ྑセンλー
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デュロック種
ʲ%VSPDʳ

˙ಛɹ
ൽෘ৭（ݸମʹΑͬͯೱ୶͕͋Δ）ɻ
ੑ࣭͓ͱͳ͘͠ɺମ࣭݈ڧɻࢠ࢈
ଟ͘ɺ์ ʹద͍ͯ͠·͢ɻ

˙ൃɾංҭΤϦΞͳͲ
ΞϝϦΧͷχϡʔϤʔΫभɺχϡʔδϟʔδʔभΛத৺ͱ͠ ͨΞ
ϝϦΧͷχϡʔϤʔΫभɺ౦෦ํ͕࢈ݪɻΞϝϦΧͰଟ
ҭ͞Ε͍ͯ·͢ɻຊͰɺ࣮ࣂ ༻ಲੜ࢈ͷͨΊͷ༤ܕछͱ
ͯ͠ར༻͞ΕΔͷ͕ҰൠతͰ͢ɻ

ɾྲྀ௨͍ͯ͠Δେ͕ɺϥϯυϨʔεछɾେେ࢈Ͱੜࠃ˓ɾྲྀ௨͍ͯ͠Δେ͕ɺϥϯυϨʔεछ࢈Ͱੜࠃ˓
ϤʔΫγϟʔछɾσϡϩοΫछͷ�छྨͷछΛަ͠ϤʔΫγϟʔछɾσϡϩοΫछͷ�छྨͷछΛަ͠
ͨී௨ಲͨී௨ಲ（ަݩࡾಲ）（ަݩࡾಲ）Ͱ͢ɻͰ͢ɻ

˓ൟ৩ੑɺ࢈ੑɺ࣭ͷόϥϯεΛͱΔͨΊʹɺ�छྨ˓ൟ৩ੑɺ࢈ੑɺ࣭ͷόϥϯεΛͱΔͨΊʹɺ�छྨ
ͷ७݂छΛֻ͚߹Θ͍ͤͯ·͢ɻͷ७݂छΛֻ͚߹Θ͍ͤͯ·͢ɻ

̡）Ͱ౷తʹɺൟ৩ੑͷ༏ΕͨϥϯυϨʔεछࠃ˓Ͱ౷తʹɺൟ৩ੑͷ༏ΕͨϥϯυϨʔεछࠃ˓ ）（̡ ）ͱͱ
େϤʔΫγϟʔछେϤʔΫγϟʔछ（8）（8）Λֻ͚߹ΘͤͨަಲΛֻ͚߹Θͤͨަಲ（-8）（-8）ΛࢠऔΛࢠऔ
Γಲͱ͠ ɺ͞Βʹ࣭ͷ༏ΕͨσϡϩοΫछΓಲͱ͠ ɺ͞Βʹ࣭ͷ༏ΕͨσϡϩοΫछ（%）（%）Λֻ͚Λֻ͚
߹Θͤͨަಲ（-8%）Λංҭͨ͠ͷ͕ओྲྀͰ͢ɻ

˓௨ৗɺੜ�8ޙ�ʙ ���ྸɺମॏ��5ʙ ���LHͰग़˓௨ৗɺੜ�8ޙ�ʙ ���ྸɺମॏ��5ʙ ���LHͰग़
ՙ͞Ε·͢ɻՙ͞Ε·͢ɻ

ීɹ௨ɹ豚ීɹ௨ɹ豚ීɹ௨ɹ豚
ʢ三元交配豚ʣʢ三元交配豚ʣ

三元交配豚

ランドレース

デュロック

大ヨークシャー

○○精肉店

スーパー〇〇

結着剤

牛肉詰合せ

UZQF PG QJH

�ಠཱߦ政法ਓ　Ո畜改ྑセンλー
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˙ಛɹ
ൽෘࠇ৭͕ͩɺࢶ࢛ɾඓɾඌͷઌ
ʹനΜΛ͍ͯͬ࣋·͢ɻମ࣭݈ڧ
Ͱࢠ࢈ྼΔ͕ɺᄡҭΈ
Ͱ͢ɻ࣭ɺࢷ࣭ͱʹ༏Ε͓ͯ
Γɺੜ༻ʹద͍ͯ͠·͢ɻ

˙ൃɾංҭΤϦΞͳͲ
ΠΪϦε෦όʔΫγϟʔํͱΟϧογϟʔํͷࡏདྷछ
ʹγΞϝʔεछɺதࠃछɺωΦϙϦλϯछͳͲΛަཱͯ͠ɻ
ຊͰࣛࣇౡํʹଟ͘ࣂҭ͞Ε͓ͯΓɺʮࠇಲʯͷ໊Ͱ͠
·Ε͍ͯ·͢ɻ

ハンプシャー種
ʲ)BNpTIJSFʳ

˙ಛɹ
ମࠇ৭Ͱɺ͔ݞΒલࢶʹ͔͚ͯ෯
��ʙ ��DNͷനଳΛ͍ͯͬ࣋·͢ɻ
গͳ͍͕ɺᄡҭྗʹ༏ࢠ࢈
Εɺൃ ҭɺࣂྉޮͷΑ͍छɻഎࢷ
͕ബ͘ɺےྔ͕ଟ͘ɺॆ
࣮͓ͯ͠Γɺ࣭ͱ͠ ͯྑͰ͢ɻ

˙ൃɾංҭΤϦΞͳͲ
ΞϝϦΧͷέϯλοΩʔɺϚανϡʔηοπभ͕࢈ݪɻΞϝϦ
ΧͰଟࣂҭ͞Ε͍ͯ· （͢ొ಄͕࠷ଟ͍）ɻຊͰɺओͱ
ͯ͠ަ༻ͷछ༤ಲͱ͠ ͯར༻͞Ε͍ͯ·͢ɻ

バークシャー種
ʲ#FSLTIJSFʳ

黒
豚

ಲのओͳछ
UZQF PG QJH

�ಠཱߦ政法ਓ　Ո畜改ྑセンλー

�ಠཱߦ政法ਓ　Ո畜改ྑセンλー
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͕গͳ͘ͷଟ͍ࢷ
Ίͷ࣭ɻߗ

ͻきɾ͜·Ε
֯ΓͳͲでࣽࠐΈྉཧ

ω
ỽ
Ϋ

ࢷ͘ߗͷগͳ͍
ɻΤΩείϥʔή
ϯ͕ଟ͍ɻ

ྉݪΈྉཧɺεーϓのࠐࣽ
ద࠷ʹ

͔
　
ͨ

͕ےଟ͍͕ࢷ͕ద
ʹ͋Δ෩ຯͷΑ͍෦Ґɻ

Ό͠Ϳ Ό͠Ϳɾすきমき
মき

͔
ͨ
ϩ
ồ
ε

͖Ί͕͔ࡉ ɺͦ͘ͷͷ
ΛຯΘ͏ྉཧʹద͍ͯ͠Δɻ

Ό͠Ϳ Ό͠Ϳɾすきমき
εςーΩ

Ϧ
ϒ
ϩ
ồ
ε

͖Ί͕͔ͯ͘ࡉ ॊΒ͔ ɺ͘
࣭ߴ࠷ɻ

εςーΩɾϩーετϏーϑ
Ό͠Ϳ Ό͠Ϳ

α
ồ
ϩ
Π
ϯ

͖Ίͷ͍͔ࡉॊΒ͔ͳ෦Ґɻ
͕গͳ͍ͷͰɺ༲ࢷ
ࢷͷؾʹͳΔํʹɻ

ϏーϑカπɾεςーΩ

ώ
　
Ϩ

ͱࢷ͕ʹͳΓɺ͖
Ίૈ͍͕ૼ߱ΓʹͳΓ
͢ ೱ͘ްͳຯΘ͍ɻ

γνϡーɾカルϏমき

と
も

Β

͖Ί͕͔͘ࡉॊΒ͔Ͱɺࢷ
͕গͳ͍෦Ґɻ

ϩーετϏーϑɾγνϡー
মきɾϏーϑカπ

も
もớ
͠
Μ
ͨ
·
Ờ

ຯʹਂΈ͕͋ΓॊΒ͔͍
ɻ͋ΒΏΔϝχϡʔʹ
ར༻Ͱ͖Δɻ

εςーΩɾϩーετϏーϑ

ϥ
ϯ
ϓ

͖Ί͕ૈ ɺ͘ࢷͷগ
ͳ͍ߗΊͷɻബΓɺ͜
·Εʹͯ͠ᖱΊͷʹɻ

ΈɾᖱΊࠐࣽ

ͦ
と
も
も

ࢷͷ෦Ґதͬͱڇ
͕গͳ͍ɻ

εςーΩɾϩーετϏーϑ
মきɾࣽࠐΈྉཧ

も
もớ
͏
ͪ
も
も
Ờ

Δ͕͍ࣽؒ࣌ߗଟ͕͘ے
͜ͱͰɺίϥʔήϯ༹͕͚
ग़͠ॊΒ͔ ͳ͘Δɻ

γνϡーɾカϨーɾࣽࠐΈ

す
　
ね

ͱࢷ͕ʹͳ
Γɺ͖ Ίૈ͘ߗΊɻࣽ
దɻ࠷ʹΈྉཧͳͲࠐ

Έɾࠐࣽ Ό͕͡

͔
ͨ

Β

ڇ ඒຯͨ͘͠Α ʂ͏
෦Ґのಛͱྉཧ肉
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すͶ

α
ồ
ϩ
Π
ϯ

ω
ỽ
Ϋ

͔
ɹ
ͨ

͔
ͨ
ϩ
ồ
ε

Ϧ
ϒ
ϩ
ồ
ε

ώϨ

͔ͨΒ
ͱΒ

ϥ
ϯ
ϓ

ͦ
ͱ
も
も͠

Μ
ͨ
·

͏ͪもも
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͔ࡉણҡ͕ے ɺ͘͜ Γ͜Γ͠
ΘΓɻλϦϯɺϏλ͟ࣃͨ
ϛϯ#1ɺ& ͕๛ɻ
ম͖۲ম͖ʹɻ

ϋ
πớ
৺
ଁ
Ờ

Ϗλϛϯ"ɾ#2ɾ #6ɾ#12ɺ
మ͕๛ɻڇೕͰ݂ൈ͖Λ
͢ΔͱषΈ͕ͱΕΔɻ
ञɺੜᇙɺχϯχΫͳͲͰ
ԼຯΛɻ

Ϩ
ό
ồớ
؊
ଁ
Ờ

Ϗλϛϯ#2ɺమ͕๛ɻϒ
υͷঢ়Ͱɺࢷ͕গͳ
͍ɻന͍͢͡Λআ͖ɺόλʔ
ম͖ɺΈͦࣽࠐΈʹɻ

Ϛ
ϝớ
ਛ
ଁ
Ờ

#eeG Category

Լ͝͠Β͑Ͱણໟ͕ີੜ͠
͍ͯΔൽΛΉ ɻ͘ಛʹް͘
ͳͬͨʮ্ϛϊʯͱݺΕͯ
͍Δ෦ɺম͖Ͱ͓
ೃછΈɻ

ϛ
ϊớ
ୈҰң
Ờ

ಛ༗ͷ͟ࣃΘΓɻࢷ͕গ
ͳ ɺ͘మ͕๛ɻΏͰͯച
ΒΕ͍ͯΔ͕ɺ͏ҰΏ
Ͱණਫʹ Β͞͠ षΈΛআ ɻ͘

η
ϯ
Ϛ
Πớ
ୈ
ࡾ
ң
Ờ

దͳࢷͰॊΒ͔ͳ
࣭ɻγνϡʔΧϨʔɺε
ςʔΩʹɻ

ϋ
ϥ
ϛớ
ԣ
ִ
ບ
Ờ

ϋϥϛͱಉ༷ɺదͳࢷ
ͰॊΒ͔ͳ࣭ɻϋϥϛͱ
αΨϦΛ͚ͣʹϋϥϛͱ
͍͏͜ͱ͋Δɻ

α
Ψ
Ϧớ
ԣ
ִ
ບ
Ờ

େΑΓബ͍͘ࡉɻΰϜͷ
Α͏ͰטΈ͖Εͳ͍͕ɺ͡ ͬ

Γࣽ͘ࠐΉͱ͓͍͍͠ɻ۲
ম͖ɺࣽࠐΈྉཧʹ

ώ
Ϟớ
খ

Ờ

ώϞΑΓް ɺ͍͘ߗͷͰ
Δඞཁ͕͋ΓɻΏͰࣽؒ࣌
ͯͿͭΓͰചΒΕ͍ͯͯ
Լॲཧ๏ώϞͱಉ༷ɻ

γ
Ϛ
ν
ἀ
ớ
େ

Ờ

৯ΑΓɺϏλϛϯ"ɺ#2ɺ
మɺλϦϯ͕ଟؚ͘·Εͯ
͍ΔɻബΓʹͯ͠ম͖ɺ
ϒϩοΫͷͷγνϡʔͳ
ͲࣽࠐΈʹɻ

λ
ϯớ
ઉ
Ờ

಄෦ͷͷ෦ͰҰ൪͓͍
͍͠ͱ͞Ε͍ͯΔͷ͕
Ͱ͢ɻॊΒ͔ͯ͘ࢷ͕ଟ
͍ͷ͕ಛͰɺௐཧͰ
Δ΄͏͕Α͍ɻ͢ܗ

ϗ
ϗ
χ
Ϋớ

肉
Ờ

ίϥʔήϯ͕๛ɻؒ࣌
ΉͱθϥνϯԽ͠ɺॊΒࠐࣽ
͔͘ͳΔɻςʔϧεʔϓͳ
Ͳʹɻ

ς
ồ
ϧớ
ඌ
Ờ

෭ ࢈ 

ϗ
ϗ

��
χ
Ϋ

λϯ

ϋ
π

ϋ
ϥ
ϛ

αΨϦ

ϛ
ϊ
ηϯ
ϚΠ

Ϩόー

ώϞ

γϚνϣ

Ϛϝ ς
ồ
ϧ
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͕ଟࢷ ɺ͘ম͖ʹద
͍ͯ͠·͢ɻʮτϯτϩʯͱݺ
Ε͍ͯΔͷɺ͜ ͷ෦Ґɻ

মき

ω
ỽ
Ϋ

Ωϝ͕ૈ͘ߗΊɻࢷ͕
ଟগ͋ΔͨΊɺ֯Γʹ͠
ΉͱΑ͍ຯ͕ग़Δɻࠐࣽͯ

γνϡーɾϙークϏーϯζ

͔
　
ͨ

Ωϝૈ͘ߗΊͰίΫ
ͷ͋ΔೱްͳຯɻےΛͬ
͔ͯΒௐཧΛɻ

カϨーɾমಲ
ΐ͠͏ ͕মき

͔
ͨ
ϩ
ồ
ε

Ωϝ͕ ͔ࡉ ɺ͘దͳࢷͰ
ώϨͱฒͿ্࠷෦Ґɻ֎ଆ
ͷࢷʹࢫຯ͕͋Δɻ

τϯカπɾಲ Ό͠Ϳɾ
ϩーεϋϜ

ϩ
ồ
ε

Ωϝ͍͔ࡉॊΒ͔ͳ෦Ґɻ
͕গͳࢷ Ϗ͘λϛϯ#1

͕๛ɻ༉Λ͏ྉཧʹ࠷
దɻ

τϯカπɾιςー

ώ
　
Ϩ

ͱࢷ͕ʹͳΓɺࠎ
͖ͷεϖΞϦϒͱݺ
ΕΔɻೱްͳຯɻ

カϨーɾτϯϙーϩーɾ
Έྉཧࠐࣽ


　
Β

ͷதͰ࠷ӡಈྔ͕ଟ
ɺ͘Ωϝૈ ɺ͍͘ߗɻࠎ

͖ͷྉཧ͋Δɻ

൨きɾΞΠεόΠϯɾτ
ϯιクʢࠎきʣ

す
　
ね

͕গͳࢷ Ω͘ϝ͍͔ࡉɻώ
Ϩʹ͗࣍Ϗλϛϯ#1͕ଟ͍ɻ

ιςーɾমきɾ
ϘϯϨεϋϜ

も
　
も

ಲ ඒຯͨ͘͠Α ʂ͏
෦Ґのಛͱྉཧ肉

͔
ͨ
ϩ
ồ
ε

ω
ỽ
Ϋ

ϩ
ồ
ε

も
も

͔
ͨ

Β

ώϨ

すͶすͶ
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ࣃͰɺີ៛͔͘ࡉણҡ͕ے
͟ΘΓ͕ಠಛɻࢷ͕গͳ
͘ຯ୶ധɻλϦϯɺϏ
λϛϯ#1ɺ#2ɺమ͕๛ɻ
ॆ݂ൈ͖Λ͠ ͔ͯΒௐཧɻ
ম͖۲ম͖ʹɻ

ϋ
πớ
৺
ଁ
Ờ

Ϗλϛϯ"ɺ#2ɺ#6ɺ#12ɺ
మ͕๛ɻڇೕͰ݂ൈ͖Λ
͢ΔͱषΈ͕ͱΕΔɻ ञɺ
ੜᇙɺχϯχΫͳͲͰԼຯ
Λɻ

Ϩ
ό
ồớ
؊
ଁ
Ờ

͕গͳࢷ ɺ͘ΤωϧΪʔɻ
ද໘ͷൽΛআ͖ɺʹΓ
ന͍͢͡ʢʣΛऔΔͱषΈ
ؾʹͳΒͣɺ߳ຯࡊͳͲ
ͱɺ͞ ͱͬΏͰਫʹ Β͞͠ ɺᖱ
ΊɾࣽࠐΈɾ͋͑ʹɻ

Ϛ
ϝớ
ਛ
ଁ
Ờ

षΈ͕গͳ ɺ͘৯͍͢
෦ҐɻΏͰͨͷҎ֎ͷɺ
ੜͷͷԘΛ;ͬͯΑ ͘
Έɺ߳ຯࡊΛՃ͑ͨ౬Ͱ
ΏͰΔɻͭম͖ਣͷɾ
Έྉཧʹɻࠐࣽ

Ψ
πớ
ң
Ờ

ʮϞπʯͱݺΕɺΏͰͯ
ൢࢢΛ͓ͱͨ͠ͷ͕ࢷ
͞Ε͍ͯΔɻࣽࠐΈɺ۲ম
͖ʹɻ

ώ
Ϟớ
খ

Ờ

ώϞಉ༷ʹɺࢷ͕ଟ͘
ண͓ͯ͠ΓɺͿͭΓʹ͠ɺ
ΏͰͯ͞ൢࢢΕ͍ͯΔɻʹ
Μ͡ΜɾͶ͗ɾ͜ΜʹΌ͘ 
ͱΈͦຯʹࣽΔͱ͓͍͠ ɺ͘
ਣͷɾϚϦωʹɻ

μ
Π
ν
ἀ


৯ΑΓɺϏλϛϯ"ɺ#2ɺ
మɺλϦϯ͕ଟؚ͘·Εͯ
͍ΔɻബΓʹͯ͠όλʔ
ম͖ɺম͖ɺ༲͛ʹɻ
ϒϩοΫͷͷγνϡʔͳ
ͲࣽࠐΈʹɻ

λ
ϯớ
ઉ
Ờ

ίϥʔήϯͳͲΛ๛ʹؚ
Ήɻࠐࣽؒ࣌ΜͰθϥν
ϯԽ͢ΔɻΏͰͨঢ়ଶͰൢ
ച͞ΕΔ͕ɺ౬ͰΞΫൈ
͖͠ɺ͑ࣽʹɻԭ
ೄྉཧͷͯͼͪɻ

τ
ϯ
ι
Ϋớ

Ờ

ॊΒ͔͘୶ധͳຯͰɺࢷ
ඇৗʹগͳ͍ɻম͖
͑ʹɻে༉ΈͦͰࣽ
ΜͰΑ͍ɻࠐ

ί
ϒ
Ϋ
ϩớ
ࢠ
ٶ
Ờ

෭ ࢈ 

1ork Category

λϯ

ϋ
π

Ϩ
ό
ồ

Ψπ

ώϞ

μΠνϣ

ί
ϒ
Ϋ
ϩ

Ϛϝ

τϯιク τϯιク
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Ϩόʔ 	؊ଁ
ɺ৺ଁͷ෦Ґ
Ͱ֤छͷϏλϛϯ͕๛ɻ
ܲͷϨόʔʹφΪͷ
̒ഒͷϏλϛϯ"ؚ͕·Ε
͍ͯΔɻ

き
　
も

͢ͳ͗ܲͷңାɻίϦ
ίϦͱ͠ ৮Γ͕ಛͰɺࣃͨ
ম͖ௗͷࡐྉͱ͠ ͯਓؾɻ

す
な
ぎ
も

も
も
肉

む
ね
肉

ささΈ

き　

すͳ͗

खӋͱ

手羽さき

ͷதʹࢷ͕ೖΓΑ͘క
·͍ͬͯΔͷͰɺຯʹίΫ
͕͋ΔɻΉͶʹൺΔͱ
ߗΊɻ

রΓমきɾカπɾ͔Β༲͛

も
も
肉

ॊΒ͔ ɺ͘ຯ୶നͰ͋ͬ͞
Γ͠ ͍ͯΔɻࢷͷগͳ͍
෦Ґɻ

ਫࣽɾৠܲ͠ɾ٧Ίྉཧ

む
ね
肉

͕গͳ͘ຯ୶നࢷ࠷
Ͱɺ͋ͬ͞Γ͍ͯ͠Δɻ ༮
͝ഐͷํʹ͓͢͢ࣇ
Ίɻ

ϑϦッλーɾৠ͠ɾৠ͠

さ
さ
み

ඒഽʹΑ͍ͱ͍ΘΕΔί
ϥʔήϯ͕๛ʹؚ·Εͯ
͍Δɻ

͔Β༲͛ɾࣽࠐΈɾমきௗ

手
羽
さ
き

΄ͲΑ͘ࢷ͕͍ͭͯɺຯ
ʹίΫ͕͋Δ෦Ґɻ

͔Β༲͛ɾάϦルমき

手
羽
も
と

Chicken Category

鶏 ඒຯͨ͘͠Α ʂ͏
෦Ґのಛͱྉཧ肉
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͜Ε以߱ɺݟ։きのࠨϖʔδ ʮʹ৯肉の表示ʹؔ͢Δެਖ਼ڝ૪نʯΛɺӈϖʔ
δ ʮʹಉنߦࢪଇʯΛ͠ࡌܝɺ֘ すΔ߲͕ࠨӈでҰகすΔΑ͏ʹͯ͋͠Γ·す。
。ଇʯΛରরさͤͳ͕Β͓ಡΈͩ͘さ͍نߦࢪʯͱӈϖーδのʮنϖーδのʮࠨ

ެਖ਼ڝ૪ن
ͳΒͼʹ

ಉنߦࢪଇ

৯肉の表示ʹؔ͢Δ

Agreement

Regulations＆
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৯ͷදࣔʹؔ͢Δެਖ਼ڝ૪ن

平成7年10月13日認定、平成8年8月1日、平成12年2月24日、

平成13年1月26日、平成14年10月8日、平成17年2月28日、平成17年12月20日、

平成21年8月25日　変更認定

ୈ̍ষ　૯ଇ
ʢతʣ
第１条　この公正競争規約（以下「規約」という。）は、不当ܠ品類及び不当表示防止法第11条第１項

の規定に基づき、食肉の表示に関する事項を定めることにより、不当な٬ސの༠引を防止し、一般

消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。

ʢఆٛʣ
第２条　この規約で「食肉」とは、食用に供される獣鳥（海獣を除く。）の生肉（骨及び臓器を含む。）を

いう。

２　この規約で「販売業者」とは、食肉を販売する者をいう。

３　この規約で「小売販売業者」とは、販売業者のうち、一般消費者に対して食肉を販売する者（自己

の氏名又は商号を使用して、一般消費者に対して食肉を販売することを他の事業者に許した者

を含む。）をいう。

ୈ̎ষ　小売ൢ売業ऀ
ʢ小売ൢ売業ऀʹ͓͚Δඞཁදࣔ事߲ʣ
第３条　小売販売業者は、事前包装されていない食肉については、店಄に陳列された食肉ごとに、食

肉の表示に関する公正競争規約施行規則（以下「施行規則」という。）で定めるところにより、表示

カードを用いて、次の事項を、外部から見やすいようにจで明りΐうに表示しなければならない。

	１） 食肉の種類及び部位等で施行規則で定める事項
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৯ͷදࣔʹؔ͢Δެਖ਼ڝ૪ننߦࢪଇ

平成7年10月13日認定、平成8年8月1日、平成12年2月24日、

平成13年1月26日、平成14年10月8日、平成17年2月28日、平成21年8月25日、

平成24年10月4日、平成25年10月29日　変更承認

ʢنͷద༻ൣғʣ
第１条　調味料、߳ ਏ料等で味付けした食肉は、加熱加工をしていないものであっても、食肉の表示

に関する公正競争規約（以下「規約」という。）第２条第１項の「生肉」に含まれない。

ʢදࣔΧʔυʣ
第２条　規約第３条第１項の表示カードについては、次による。

（１）ॎ55ミリメートル、ԣ90ミリメートル以上の大きさで、衛生上無害の材質のものとする。

（２）表示カードに記載するจ字は、42ポイント以上の大きさの肉ଠのจ字とする。

ʢ小売ൢ売業ऀʹ͓͚Δ食肉ͷछྨͷදࣔʣ
第３条　規約第３条第１項第１号（同条第２項第１号により表示する場合を含む。）の「食肉の種類」は、

次の各号に掲げる区分及び名称によって表示する。牛、豚、鶏については、それぞれ「Ϗーフ」、

「ポーク」、「チキン」と表示してもよい。

（１）牛ʜʜʜʜ「牛」又は「牛肉」

（２）豚ʜʜʜʜ「豚」又は「豚肉」

（３）鶏ʜʜʜʜ「鶏」又は「鶏肉」（ただし、生後３ϱ月齢ະ満の鶏は「若どり」とする。）

（４）༽ʜʜʜʜ「めん༽」、「༽」、「༽肉」、「ラム」（生後１年ະ満のもの）又は「マトン」（生後１年以上のもの）

（５）馬ʜʜʜʜ「馬」又は「馬肉」。ただし、字に限る。

（６）ీ 、ழ、あͻる、うずら、その他の食肉については、全国食肉公正取引協議会（以下「全国公正

取引協議会」という。）が事前に消費者庁長官及び公正取引委員会に届けて定める区分及び名称

による。

ʢ小売ൢ売業ऀʹ͓͚Δ໊ͷදࣔʣ
第４条　規約第３条第１項第１号（同条第２項第１号により表示する場合を含む。）による表示は、次に定

める品名の表示として行う。

（１）原則として前条の食肉の種類の名称と部位を組み合わせて品名とする（これを例示すると、別表

１のとおりであるが、地域的特性がある場合には、その品名を別表１に加えることができる。）。

（２）食肉の性質上部位の表示がࠔな場合は、食肉の種類の名称と形態を組み合わせて品名とする。
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（３）量目（包装材料及びつけあͿらの重量を除いた重量をいう。以下同じ。）及び販売価格（量目は

100グラムと表示し、100グラム当たりの販売価格を表示することを原則とするが、これだけでは

適当でない場合は、施行規則で定める方法による。）

（５）牛の個体識別番号又は荷ޱ番号（牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措

置法（平成15年法律第72号）による特定牛肉に限る。以下同じ。）

２　小売販売業者は、事前包装された食肉については、その包装に次の事項を外部から見やすいよう

にจで明りΐうに表示しなければならない。

（１）前項第１号、第２号、第４号及び第５号に定める事項

（２）量目（グラムで表示する。）、販売価格及び100グラム当たりの価格（ただし、100グラム当たりの

価格は、包装に表示することに代えて、商品と同一の視に入る場所に、施行規則に定める表示

カード（下札又は置札）によって表示することができる。）

（３）消費期限及び保存方法

　　 味期限の表示が適切な場合は、消費期限に代えて味期限を表示する。

（４）加工（包装をいう。）所の所在地及び加工者の氏名又は名称

（４）冷凍に関する事項で施行規則で定めるもの

（２）原産地
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ʢ୯ҐՁ֨දࣔͷྫ֎ʣ
第６条　規約第３条第１項第３号の「100グラム当たりの販売価格を表示することだけでは適当でない場

合」とは、例えば、スςーキ用に成型した切り身肉、ؙ ম用の若どりなどを販売する場合をいい、次

のように表示する。

（１）１切、１ຕ、１個、１Ӌ、１本等の単位による。

（２）「１切˓˓円位」等と表示し、100グラム当たりの価格を併記する。又は「１切˓˓円」等と表示し、

「100グラム当たり˓˓円位」と併記する。

ʢ୯ҐՁ֨දࣔͷิදࣔํ๏ʣ
第８条　規約第３条第２項第２号の表示カードについては、次による。

（１）下札についてはॎ128ミリメートル、ԣ182ミリメートル以上の大きさ、置札についてはॎ55ミリメー

トル、ԣ90ミリメートル以上の大きさとする。

（２）表示カードに記載するจ字は、42ポイント以上の大きさの肉ଠのจ字とする。

ʢ小売ൢ売業ऀʹ͓͚Δྫྷౚͷදࣔʣ
第７条　冷凍した状態で仕入れた食肉又は小売販売業者が冷凍した食肉にあっては、「冷凍」若しくは

「フローζン」又は「解凍品」その他解凍した旨等を表示しなければならない。ただし、凍結品の

鶏にあっては「凍結品」、解凍品の鶏にあっては「解凍品」と表示しなければならない。

ʢ小売ൢ売業ऀʹ͓͚Δ࢈ݪͷදࣔʣ
第５条　規約第３条第１項第２号（同条第２項第１号により表示する場合を含む。）の原産地の表示に当

たっては、品名の表示と同一の視に入る場所に、国産品にあっては国産である旨を、輸入品に

あっては原産国名を表示するものとする。

２　国産品にあっては主な飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を

原産地として記載することができる。この場合においては、国産である旨の記載を省略することが

できる。

３　国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を記載するときは、当該

地名の΄か、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原

産地として記載しなければならない。

４　輸入品における原産国名の表示に当たっては、正式名称又は消費者に一般的に知られている略

称を使用し、表示するものとする。

５　国内における飼養期間が外国（ೋか国以上の外国において飼養された場合は、それぞれの国）に

おける飼養期間よりも長い家畜を国内でと畜して生産した食肉を国産品とする。
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３　小売販売業者は、Ϗラ、ちらしその他これらに類似するものによる広告において、第１項第１号に規

定する事項を具体的に示した上で販売価格等売価に関する表示をする場合は、100グラム当たり

の単価を併記するものとする。

ʢ小売ൢ売業ऀʹ͓͚Δෆදࣔͷࢭېʣ
第４条　小売販売業者は、表示カード、看板、ちらしその他の表示ഔ体又は商品の陳列により、次の

各号に掲げるような表示をしてはならない。

（１）食肉以外のものについて、食肉であるかのように誤認されるおそれがある表示

（２）食肉の種類、部位等について、誤認されるおそれがある表示

（３）食肉について、外国産のものが国産若しくは当該原産国（地）以外の外国産のものであるかのよ

うに、又は国産のものが外国産のものであるかのように、誤認されるおそれがある表示

（４）施行規則で定める品種以外の牛の肉を「和牛」の肉と表示すること又は「和牛」の肉であると誤認

されるおそれがある表示をすること。

４　小売販売業者は、種類の異なる食肉を事前に混合したͻき肉については、混合比の多いものの

ॱに、当該食肉の種類を表示しなければならない。

（５）施行規則で定める品種以外の豚の肉を「ࠇ豚」の肉と表示すること又は「ࠇ豚」の肉であると誤認

されるおそれがある表示をすること。

（６）外部から見える場所に内部のものよりも品質が著しく優ྑな食肉を陳列することにより、陳列され

ている食肉全部の品質が著しく優ྑであるかのように誤認されるおそれがある表示

（７）食肉の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は他の販売業者のものよりも著しく優ྑ

であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示

（８）価格その他の取引条件について、実際のもの又は他の販売業者のものよりも著しく有利であると

一般消費者に誤認されるおそれがある表示

（９）他の販売業者又は他の販売業者の販売する食肉を中ইし、又はᨱするような表示

（10）事前包装された食肉について、内容物の保護又は品質の保全の限度を超えて過大な包装又は

過包装を用いること。

（11）前各号に掲げるものの΄か、食肉の内容又は取引条件について、一般消費者に誤認されるおそ

れがある表示
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ʢ小売ൢ売業ऀʹ͓͚Δෆදࣔͷࢭېʣ
第10条　২物性タンパク食品を「人造肉」、「人工肉」等と表示することは、規約第４条第１号の不当表

示に該当する。

２　規約第４条第４号の「施行規則で定める品種」とは、次の６種に限るものとする。

毛和種ࠇ　（１）

毛和種　（２）

（３）　日本短֯種

（４）　無֯和種

（５）　（１）〜（４）の品種間の交配による交雑種

（６）　（５）と（１）〜（５）の交配による交雑種

３　前項第５号又は第６号に掲げる品種の牛の肉を「和牛」の肉と表示する場合にあっては、「和牛間交

雑種」と併記し、又は品種の組合せを併記するものとする。品種の組合せを併記する場合にあっ

ては、ࠇ毛和種を「ࠇ」、毛和種を「」、日本短֯種を「短」、無֯和種を「無」、前項第１号から

第４号の品種間の交配による交雑種を「和牛間交雑」と記号化し、これらの組合せを「̫ 」、「ࠇ

又は「和牛間交雑̫「ࠇ 。のように表示することができる「ࠇ

４　規約第４条第５号の「施行規則で定める品種」とは、「食肉小売品質基準」（昭和52年１月26日52畜

第̖98号農林ਫ産省畜産局長通達）に定めるバークシϟー७ਮ種に限るものとする。

５　陳列されている食肉について、内部にある食肉が、外部から見えるところにある食肉よりも脂身が

多いもの又は切身の形が小さいものであったとしても、そのことが、その食肉の種類、部位等の性

質上当然に起こり得ることである場合は、そのような陳列は、規約第４条第６号の不当表示に当たら

ない。

６　「দࡕ牛（肉）」、「ਆށ牛（肉）」、「近ߐ牛（肉）」等食肉の産地又は銘柄について虚偽の表示をした

場合には、規約第４条第７号の不当表示に該当する。

ʢ小売ൢ売業ऀʹ͓͚Δফඅٴݶظͼอଘํ๏ͷදࣔʣ
第９条　消費期限、味期限及び保存方法は、食品衛生法第19条第１項の規定に基づく表示の基準

に関する内閣府令（平成23年内閣府令第45号）（以下「表示基準府令」という。）の規定に従い、

適切に表示する。
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ʢҾൢ売ͷදࣔͷج४ʣ
第５条　小売販売業者は、食肉について、自店で通常販売している価格（以下「自店通常価格」という。）

よりも低い価格での販売、タイムサーϏスでの販売、一括ׂ引での販売又は増量値引きでの販売

の場合に限り、値引販売である旨を表示することができるものとする。

２　実売価格を他の価格と比ֱ対照するೋ重価格表示をすること（単に値引又は値引額を表示するこ

とを含む。）は、一般消費者が当該食肉の同一性を断することが可能な場合であり、かつ、自店

通常価格からの値引き、タイムサーϏス、一括ׂ引又は増量値引きの場合に限りできるものとする。

３　前２項の表示は、施行規則で定める基準によって表示するものとする。

ʢྔʣ
第７条　小売販売業者は、正確に計量した量目で販売しなければならない。

ʢ小売ൢ売業ऀʹ͓͚Δாථྨͷඋʣ
第８条　小売販売業者は、食肉の納品書等のா票類を整備することとし、一定期間保管しなければな

らない。

ʢ食肉ͷదਖ਼ཧʣ
第６条　小売販売業者は、種類の異なる食肉が混じることによる不当な表示が生じないようにするため、

施行規則で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。
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ʢҾൢ売ͷදࣔʣ
第11条　規約第５条第３項の「施行規則で定める基準」は、次のとおりとする。

（１）ア　自店通常価格を比ֱ対照価格としてೋ重価格表示を行う場合は、値引販売をしようとする食

肉と٬観的にみて同一であると認められる食肉について、値引販売の表示をしようとする時点か

らさかのぼる８ि間（当該商品が販売されていた期間が８ि間ະ満の場合には当該期間）におい

て、過をめる期間に販売されていた価格以外の価格を自店通常価格として用いてはならな

い。ただし、前記の要件を満たす場合であっても、当該価格で販売されていた期間が通算して２

ि間ະ満の場合、又は当該価格で販売された最後の日から２ि間以上経過している場合は、当

該価格は自店通常価格とは認められない。

　　イ　「当店通常価格100グラム˓˓円の品、本日˓˓円」、「当店通常価格の˓˓ׂ引」等と価格

を比ֱして表示することは差し支えないが、この「当店通常価格」はアでઆ明されている自店通

常価格でなければならない。その場合、比ֱして値引販売をしようとする食肉と比ֱ対照する食

肉の種類、部位、形態、品質、銘柄等における当該食肉の同一性を一般消費者が断すること

が可能な場合に限るものとする。また、当該販売店は、消費者が当該食肉の同一性を断するこ

とを可能とする資料をଗえ、保管しなければならない。当該販売店は、消費者が当該食肉の同

一性を断することを可能とするように、品質及び銘柄を店಄に表示することに努めなければな

らないものとする。この場合において、品質は٬観性を有するものでなければならない。

（２）一定の営業時間に限り価格の引下げを行ったり、売れ残りを回避するために一定の営業時間経

過後に価格の引下げを行って、当ॳの表示価格を比ֱ対照価格とするೋ重価格表示を行うこと

は差し支えないが、その場合の当ॳの表示価格は、実際に販売されていた価格でなければなら

ず、かつ、その価格は値引きであると誤認させるために計ը的に付していたような価格であっては

ならない。

（３）特定の商品群を対象として「全品表示価格から˓ׂ引」等一括してׂ引する旨のセールをするこ

とは差し支えないが、適用対象となる商品が一部のものに限定されているにもかかわらずその旨

を明示しない行為、表示価格をいったん引き上げた上でׂ引する行為、又はセール実施の決定

後に販売が։࢝された商品を対象としてׂ引する行為をしてはならない。

（４）同じ部分肉から作られた内容重量のみが異なる商品の間で、大෯増量した商品について、内容

重量の少ないものとの間で100グラム当たりの価格を比ֱして値引販売の表示をする場合は、྆

者を近接して配置し、増量値引きである旨を明示して販売しなければならない。また、少ない重

量のものを、多い重量のものの価格を安く見せֻける意図で販売するものであってはならない。

ʢ食肉ͷࠞަͷࢭʣ
第12条　規約第６条の「施行規則で定める必要な措置」は、次のような措置とする。

（１）牛肉及び豚肉以外の食肉をͻく場合には、それぞれ専用の肉൨機を用いなければならない。た

だし、牛肉及び豚肉以外の食肉をͻくことの少ない販売店については、この限りではない。

（２）前号ただし書の販売店は、牛肉及び豚肉と他の食肉との混交が生じないよう、肉൨機の取扱いに

十分意をわなければならない。

ʢ小売ൢ売業ऀʹ͓͚Δாථྨͷอؒظʣ
第13条　規約第８条の「一定期間」は、２年以上とする。
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ୈ̏ষ　小売ൢ売業ऀҎ֎ͷൢ売業ऀ
ʢ小売ൢ売業ऀҎ֎ͷൢ売業ऀʹ͓͚Δඞཁදࣔ事߲ʣ
第９条　小売販売業者以外の販売業者は、容器に入れ、又は包装された食肉についてはその容器又

は包装に、施行規則に定めるところにより、次の事項を外部から見やすいようにจで明りΐうに

表示しなければならない。

（１）食肉の種類及び部位

（２）原産地

（３）内容量
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ʢ小売ൢ売業ऀҎ֎ͷൢ売業ऀʹ͓͚Δදࣔͷํ๏ʣ
第14条　規約第９条の小売販売業者以外の販売業者が行う表示は、全国公正取引協議会が事前に

消費者庁長官及び公正取引委員会に届け出て定める方法による。

ʢ小売ൢ売業ऀҎ֎ͷൢ売業ऀʹ͓͚Δ食肉ͷछྨͷදࣔʣ
第15条　規約第９条の「食肉の種類」は、次の各号に掲げる区分及び名称によって表示する。牛、豚、

鶏については、それぞれ「Ϗーフ」、「ポーク」、「チキン」と表示してもよい。

（１）牛ʜʜʜʜ「牛」又は「牛肉」

（２）豚ʜʜʜʜ「豚」又は「豚肉」

（３）鶏ʜʜʜʜ「鶏」又は「鶏肉」（ただし、生後３ϱ月齢ະ満の鶏は「若どり」とする。）

（４ ）༽ʜʜʜʜ「めん༽」、「༽」、「༽肉」、「ラム」（生後１年ະ満のもの）又は「マトン」（生後１年以上のもの）

（５）馬ʜʜʜʜ「馬」又は「馬肉」。ただし、字に限る。

（６ ）ీ 、ழ、あͻる、うずら、その他の食肉については、全国公正取引協議会が事前に消費者庁長官

及び公正取引委員会に届けて定める区分及び名称による。

ʢ小売ൢ売業ऀҎ֎ͷൢ売業ऀʹ͓͚Δ໊ͷදࣔʣ
第16条　規約第９条による表示は、前条の食肉の種類の名称と部位を組み合わせて品名とする。

ʢ小売ൢ売業ऀҎ֎ͷൢ売業ऀʹ͓͚Δ࢈ݪͷදࣔʣ
第17条　規約第９条の原産地の表示に当たっては、品名の表示と同一の視に入る場所に、国産品

にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示するものとする。

２　国産品にあっては主な飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を

原産地として記載することができる。この場合においては、国産である旨の記載を省略することが

できる。

３　国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を記載するときは、当該

地名の΄か、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原

産地として記載しなければならない。

４　輸入品における原産国名の表示に当たっては、正式名称又は消費者に一般的に知られている略

称を使用し、表示するものとする。

５　国内における飼養期間が外国（ೋか国以上の外国において飼養された場合は、それぞれの国）に

おける飼養期間よりも長い家畜を国内でと畜して生産した食肉を国産品とする。

ʢ༰ྔͷදࣔʣ
第18条　内容量の表示に当たっては、計量法の規定に準じて適切に表示する。
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（４）冷凍に関する事項で施行規則に定めるもの

（５）味期限及び保存方法

　　 消費期限の表示が適切な場合は、味期限に代えて消費期限を表示する。

（６）小売販売業者以外の販売業者の氏名又は名称及びॅ所

（７）牛の個体識別番号又は荷ޱ番号

２　小売販売業者以外の販売業者は、容器に入れていない、又は包装されていない食肉については

ૹり状又は納品書に、施行規則に定めるところにより、前項各号に規定する事項をจで明りΐう

に表示しなければならない。

３　小売販売業者以外の販売業者が事前包装された食肉に一般消費者に対する表示を行う場合は、

前２項の規定にかかわらず、第３条第２項及び第４項の規定を準用する。この場合において、第３

条第２項及び第４項中「小売販売業者」とあるのは、「小売販売業者以外の販売業者」と読み替える

ものとする。

ʢ小売ൢ売業ऀҎ֎ͷൢ売業ऀʹ͓͚Δෆදࣔͷࢭېʣ
第10条　小売販売業者以外の販売業者は、容器、包装、ૹり状又は納品書に次の各号に掲げるよう

な表示をしてはならない。

（１）食肉以外のものについて、食肉であるかのように誤認されるおそれがある表示

（２）食肉の種類、部位等について、誤認されるおそれがある表示

（３ ）食肉について、外国産のものが国産若しくは当該原産国（地）以外の外国産のものであるかのよ

うに、又は国産のものが外国産のものであるかのように、誤認されるおそれがある表示

（４ ）施行規則で定める品種以外の牛の肉を「和牛」の肉と表示すること又は「和牛」の肉であると誤認

されるおそれがある表示をすること。
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ʢ小売ൢ売業ऀҎ֎ͷൢ売業ऀʹ͓͚Δྫྷౚͷදࣔʣ
第 19 条　冷凍した状態で仕入れた食肉又は小売販売業者以外の販売業者が自ら冷凍した食肉に

あっては、「冷凍」若しくは「フローζン」又は「解凍品」その他解凍した旨等を表示しなければなら

ない。ただし、凍結品の鶏にあっては「凍結品」、解凍品の鶏にあっては「解凍品」と表示しなけれ

ばならない。

ʢ小売ൢ売業ऀҎ֎ͷൢ売業ऀʹ͓͚Δຯٴݶظͼอଘํ๏ͷදࣔʣ
第20条　味期限、消費期限及び保存方法は、表示基準府令の規定に準じて、適切に表示する。

ʢ小売ൢ売業ऀҎ֎ͷൢ売業ऀʹ͓͚Δෆදࣔͷࢭېʣ
第21条　২物性タンパク食品を「人造肉」、「人工肉」等と表示することは、規約第10条第１号の不当

表示に該当する。

２　規約第10条第４号の「施行規則で定める品種」とは、次の６種に限るものとする。

毛和種ࠇ　（１）

毛和種　（２）

（３）　日本短֯種

（４）　無֯和種

（５）　（１）〜（４）の品種間の交配による交雑種

（６）　（５）と（１）〜（５）の交配による交雑種

３　前項第５号又は第６号に掲げる品種の牛の肉を「和牛」の肉と表示する場合にあっては、「和牛間交

雑種」と併記し、又は品種の組合せを併記するものとする。品種の組合せを併記する場合にあっ

ては、ࠇ毛和種を「ࠇ」、毛和種を「」、日本短֯種を「短」、無֯和種を「無」、前項第１号から

第４号の品種間の交配による交雑種を「和牛間交雑」と記号化し、これらの組合せを「̫ 」、「ࠇ

又は「和牛間交雑̫「ࠇ 。のように表示することができる「ࠇ
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（５）施行規則で定める品種以外の豚の肉を「ࠇ豚」の肉と表示すること又は「ࠇ豚」の肉であると誤認

されるおそれがある表示をすること。

（６）食肉の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は他の販売業者のものよりも著しく優ྑ

であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示

（７）価格その他の取引条件について、実際のもの又は他の販売業者のものよりも著しく有利であると

一般消費者に誤認されるおそれがある表示

（８）他の販売業者又は他の販売業者の販売する食肉を中ইし、又はᨱするような表示

（９）事前包装された食肉について、内容物の保護又は品質の保全の限度を超えて過大な包装又は

過包装を用いること。

（10）前各号に掲げるものの΄か、食肉の内容又は取引条件について、一般消費者に誤認されるおそ

れがある表示

ʢ小売ൢ売業ऀҎ֎ͷൢ売業ऀʹ͓͚Δாථྨͷඋʣ
第 11 条　小売販売業者以外の販売業者は、食肉のૹり状、納品書等のா票類を整備することとし、

一定期間保管しなければならない。

ୈ̐ষ　ެਖ਼औҾٞڠձ
ʢެਖ਼औҾٞڠձͷઃஔʣ
第12条　この規約を適正に施行するため、各都道府県食肉公正取引協議会（以下「公正取引協議会」

という。）及び全国食肉公正取引協議会（以下「全国公正取引協議会」という。）を設置する。

２　公正取引協議会は、この規約に参加する販売業者及び事業者団体をもってߏ成する。

３　全国公正取引協議会は、公正取引協議会、販売業者及び事業者団体をもってߏ成する。

４　公正取引協議会は、次の事業を行う。

（１）この規約の周知徹底に関すること。

（２）この規約についての相ஊ及び指導に関すること。

（３）適正表示スςッカー（以下「スςッカー」という。）の交付に関すること。

（４）この規約の遵守状گの調査に関すること。

（５）この規約に違反するٙいがある事実の調査に関すること。

（６）この規約に違反する者に対する措置に関すること。

（７ ）不当ܠ品類及び不当表示防止法その他公正取引に関する法令の普及及び違反の防止に関する

こと。

（８）一般消費者からのۤ情の処理に関すること。

（９）関係官公庁との連絡に関すること。

（10）その他この規約の施行に関すること。

５　全国公正取引協議会は、次の事業を行う。

（１）前項の公正取引協議会の事業に関すること並びにその指導、助ݴ及び協力

（２）消費者庁長官及び公正取引委員会に対する認定及び承認の申請並びに届出に関すること。

（３）その他この規約の施行に関すること。
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４　規約第10条第５号の「施行規則で定める品種」とは、「食肉小売品質基準」（昭和52年１月26日52

畜̖ 第98号農林ਫ産省畜産局長通達）に定めるバークシϟー७ਮ種に限るものとする。

５　「দࡕ牛（肉）」、「ਆށ牛（肉）」、「近ߐ牛（肉）」等食肉の産地又は銘柄について虚偽の表示をした

場合には、規約第10条第６号の不当表示に該当する。

ʢ小売ൢ売業ऀҎ֎ͷൢ売業ऀʹ͓͚Δாථྨͷอؒظʣ
第22条　規約第11条の「一定期間」は、２年以上とする。
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ʢదਖ਼දࣔεςοΧʔʣ
第13条　公正取引協議会は、この規約に従い適正な表示をしている小売販売業者に対し、施行規則

に定めるところにより、スςッカーを交付するものとする。

２　スςッカーの有効期間は、ຖ年１月１日より12月31日までとする。

ʢҧʹର͢Δௐࠪʣ
第14条　公正取引協議会又は全国公正取引協議会は、第３条から第11条までの規定に違反する事

実があるとࢥわれるときは、関係者から事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人か

ら意見を求め、その他必要な調査を行うことができる。

２　公正取引協議会又は全国公正取引協議会は、前項に規定する調査を適切に実施できると認めら

れる者に、当該調査の実施を委することができる。調査の委を受けて調査を行った者は、そ

の結果をなく公正取引協議会又は全国公正取引協議会へ報告しなければならない。

３　販売業者は、前２項の規定に基づく調査に協力しなければならない。

４　公正取引協議会又は全国公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に協力しない販売業者

に対し、調査に協力すべき旨をจ書をもってܯ告し、これに従わないときはスςッカーのష付を差

し止め、５万円以下の違約金を՝し、又は除名処分をすることができる。

ʢҧʹؔ͢Δાஔʣ
第15条　公正取引協議会又は全国公正取引協議会は、第３条から第11条までの規定に違反する行

為があると認めるときは、その違反行為を行った販売業者に対し、その違反行為をഉ除するため

に必要な措置を࠾るべき旨、その違反行為と同様又は類似の違反行為を࠶び行ってはならない旨、

その他これらに関連する事項を実行すべき旨をจ書をもってܯ告することができる。この場合に

おいて、公正取引協議会は、スςッカーを回収することができる。

２　公正取引協議会又は全国公正取引協議会は、前項の違反行為を行った小売販売業者に対し、６

か月を超えない範囲で、スςッカーを࠶交付しないことができる。

３　公正取引協議会又は全国公正取引協議会は、第１項のܯ告を受けた販売業者が、これに従わな

いときは、当該販売業者に対し、50万円以下の違約金を՝し、除名処分をし、又は消費者庁長官

に必要な措置を講ずるよう求めることができる。

４　公正取引協議会又は全国公正取引協議会は、前条第４項又は本条第１項若しくは第３項の規定によ

りܯ告をし、違約金を՝し、スςッカーのష付の差止め若しくは回収をし、又は除名処分をしたとき

は、その旨をなく、จ書をもって消費者庁長官に報告するものとする。
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ʢεςοΧʔͷަʣ
第 23 条　規約第 13 条の適正表示スςッカーは、公正取引協議会が、消費者庁長官及び公正取引

委員会に事前に届け出て別に定める「食肉適正表示調査規程」に基づき、公正取引協議会の任

命する適正表示指導員が当該販売店に出向いて所要の調査をし、適正な表示をしていると認定

した店舗について交付するものとする。この認定に当たっては、規約で直接的に義務づけられて

いる事項の΄か、食肉の種類、部位、用途等のઆ明等に関し、その地域の一般消費者に対して

切な表示をしているかいないかについても考慮するものとする。

２　スςッカーの交付を受けた小売販売業者は、その販売店で販売する食肉の包装紙にスςッカーと

同じデザインを印刷してもよい。ただし、このデザインを利用して不当に٬ސを༠引するようなจ

字、図Ҋ等の表示をしてはならない。

ʢεςοΧʔͷࣜܕʣ
第24条　スςッカーは別表２に定める型式のものに次の事項を記載するものとする。

（１）各都道府県食肉公正取引協議会（又は全国食肉公正取引協議会）

（２）適正表示店

（３）有効年
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ʢҧʹର͢Δܾఆʣ
第16条　公正取引協議会又は全国公正取引協議会は、第14条第４項又は前条第１項若しくは第３項

の規定による措置（ܯ告を除く。）を࠾ろうとする場合には、࠾るべき措置のҊ（以下「決定Ҋ」とい

う。）を作成し、これを当該販売業者にૹ付するものとする。

２　前項の販売業者は、決定Ҋのૹ付を受けた日から10日以内に公正取引協議会又は全国公正取引

協議会に対してจ書をもって異議の申立てをすることができる。

３　公正取引協議会又は全国公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該販売

業者に追加の主ு及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、これに基

づいて措置の決定を行うものとする。

４　公正取引協議会又は全国公正取引協議会は、第２項に規定する期間内に異議の申立てがなかっ

た場合には、速やかに決定Ҋの内容と同趣旨の決定を行うものとする。

ʢنߦࢪଇͷ੍ఆʣ
第 17 条　公正取引協議会又は全国公正取引協議会は、この規約の実施に関し、施行規則、協議会

の運営に関する協議会規則及び細則を定めることができる。

２　前項の施行規則、協議会規則及び細則を定め、又は変更しようとするときは、事前に消費者庁長

官及び公正取引委員会の承認を受けるものとする。

ෟ則

この規約の変更は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成21年法律第48号）の施行日から施

行する。
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ෟ則

この施行規則の変更は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成21年法律第48号）の施行日か

ら施行する。



108

৯ͷදࣔʹؔ͢Δެਖ਼ڝ૪ننߦࢪଇ

ผද̎
　適正表示スςッカー

ผද̍

（。するڌ農林ਫ産省豚肉小売品質基準に準）ಲ （。するڌ農林ਫ産省牛肉小売品質基準に準）ڇ

（ܲ農林ਫ産省食鶏小売規格に準ڌする。）

等とする。なお、

① ２種類以上の部位を混合するときは、混合比の多いॱに部位を表示するものとする。

② 牛のミϊ、センマイ、Ϊアラ（アカセンマイ）、シϣウチϣウ、シマチϣウ及び豚のΨπ、シϣウチϣウ、

μイチϣウ、コϒクロを総称して「シロモπ」と表示できる。

③ ෭生物でこれら以外の部位を表示する場合は卸売段階における部位名を使用すること。

牛ネック

牛かた

牛かたロース

牛リϒロース

牛サーロイン

牛ばら

牛もも

牛そともも

牛らん

牛ώレ

牛スネ

牛ϗϗχク（πラミ）

牛タン

牛ϋπ

牛レバー

牛ϋラミ

牛サΨリ（ϋラミ）

牛　ミ　ϊ

牛センマイ

牛Ϊアラ（アカセンマイ）

牛シϣウチϣウ

牛シマチϣウ

牛ςール

豚ネック

豚かた

豚かたロース

豚ロース

豚ばら

豚もも

豚そともも

豚ώレ

豚カシラχク

豚タン

豚ϋπ

豚レバー

豚Ψπ

豚シϣウチϣウ

豚μイチϣウ

豚コϒクロ

豚トンιク

ؙどり

手Ӌもと

手Ӌさき

手Ӌなか

手Ӌはし

骨つきむͶ

手ӋもとつきむͶ肉

骨つきもも

骨つきうわもも

骨つきしたもも

正肉

特製正肉

ささみ

ささみ（すじなし）

こにく

かわ

あͿら

もつ

きも

きも（血͵き）

むͶ肉

特製むͶ肉

もも肉

特製もも肉

すなぎも

すなぎも（すじなし）

がら

なんこつ
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ୈ̍ষ　૯ଇ
ʢతʣ
第１条　この法律は、食品に関する表示が食品をઁ取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品

の選択の機会の確保に関し重要な役ׂを果たしていることにؑみ、販売（不特定又は多数の者に対する
販売以外の譲渡を含む。以下同じ。）の用に供する食品に関する表示について、基準の策定その他の必要
な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、食品衛生法

（昭和 22 年法律第 233 号）、健康増進法（平成 14 年法律第 130 号）及び農林物資の規格化等に関する
法律（昭和25年法律第175号）による措置と相まって、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及
び流通の円化並びに消費者の需要にଈした食品の生産のৼڵに寄与することを目的とする。

ʢجຊཧ೦ʣ
第３条　販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、消費者基本法（昭和 43 年

法律第 78 号）第２条第一項に規定する消費者政策の一として、消費者の安全及び自主的かつ合理的
な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者のݖ利であることを
ଚ重するとともに、消費者が自らの利益の༴護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができる
よう消費者の自立を支援することを基本として講ͥられなければならない。

２　販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、食品の生産、取引又は消費の現
及び食品関連ڹ及びক来の見通しを౿まえ、かつ、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼすӨگ
事業者間の公正な競争の確保に配慮して講ͥられなければならない。

ୈ̎ষ　食දࣔج४
ʢ食දࣔج४ͷࡦఆʣ
第４条　内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち

当該区分に属する食品を消費者が安全にઁ取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認めら
れる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。

１　名称、アレルήン（食物アレルΪーの原因となる物質をいう。第６条第８項及び第11条において同じ。）、
保存の方法、消費期限（食品をઁ取する際の安全性の断に資する期限をいう。第６条第８項及び第
11条において同じ。）、原材料、添加物、ӫ養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品
の販売をする際に表示されるべき事項

２　表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項
（以下、略）

ʢ食දࣔج४ͷ९कʣ
第５条　食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。

ୈ̏ষ　ෆదਖ਼ͳදࣔʹର͢Δાஔ

ফ අ ऀ ி ؔ 
৯දࣔ๏ʢൈਮʣ

（平成25年6月28日　法律第70号　最終改正：平成26年６月13日　法律第69号）
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ʢࣔࢦʣ
第 6 条　食品表示基準に定められた第 4 条第 1 項第 1 号に掲げる事項（以下「表示事項」という。）が表示

されていない食品（ञ類を除く。以下この項において同じ。）の販売をし、又は販売の用に供する食品に関
して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2号に掲げる事項（以下「遵守事
項」という。）を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は農林ਫ産大臣（内閣府令・
農林ਫ産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林ਫ産省令で定める遵守事項を遵守
しない場合にあっては、内閣総理大臣）は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事
項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

２　次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示（第1号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣
府令・農林ਫ産省令で定める表示事項が表示されず、又は同項の内閣府令・農林ਫ産省令で定める遵
守事項を遵守しない場合におけるものを除く。）をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容につい
て、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

　１　内閣総理大臣　農林ਫ産大臣
　２　農林ਫ産大臣　内閣総理大臣
3　（略）
4　（略）
５　内閣総理大臣は、第1項又は第3項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係

る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
６　農林ਫ産大臣は、第1項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由が

なくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定により、その者に対し
てその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。

７　（略）
８　内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、アレルήン、消費期限、食品を安全にઁ取するために加熱を

要するかどうかの別その他の食品をઁ取する際の安全性に重要なӨڹを及ぼす事項として内閣府令で定
めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をし、又は販売をしようとする場
合において、消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るため緊ٸの必要があると
認めるときは、当該食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は期
間を定めてその業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

ʢެදʣ
第7条　内閣総理大臣、農林ਫ産大臣又はࡒ務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その

旨を公表しなければならない。

ʢཱೖࠪݕʣ
第8条　内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるとき

は、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供
する食品に関する表示について必要な報告若しくはா、書類その他の物件の提出を求め、又はその৬員に、
これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状گ若しくは
食品、その原材料、ா、書類その他の物件を検査させ、従業員その他の関係者に質問させ、若しくはࢼ験
の用に供するのに必要な限度において、食品若しくはその原材料を無償で収ڈさせることができる。
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ফ අ ऀ ி ؔ 

２　農林ਫ産大臣は、第 6 条第 1 項の内閣府令・農林ਫ産省令で定める表示事項以外の表示事項又は同
項の内閣府令・農林ਫ産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品（ञ類を
除く。以下この項において同じ。）に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関
連事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表
示について必要な報告若しくはா、書類その他の物件の提出を求め、又はその৬員に、これらの者の事
務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状گ若しくは食品、その原
材料、ா、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。

（以、下略）

ୈ6ষ　േଇ
第17条　第6条第8項の規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処

し、又はこれを併科する。
第18条　第6条第8項の内閣府令で定める事項について、食品表示基準に従った表示がされていない食品

の販売をした者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第19条　食品表示基準において表示されるべきこととされている原産地（原材料の原産地を含む。）につい

て虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第20条　第6条第5項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第21条　次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
　１　第8条第1項から第3項までの規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しく

は虚偽の物件の提出をし、又は同条第 1 項から第 3 項まで若しくは第 9 条第 1 項の規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答หをせず、若しくは虚偽の答หをした者

　２　第8条第1項の規定による収ڈを拒み、妨げ、又は忌避した者
第22条 　法人（人格のない社団又はࡒ団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項にお

いて同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する΄か、その法人
に対して当該各号に定める罰金ܐを、その人に対して各本条の罰金ܐを科する。

　１　第17条　3ԯ円以下の罰金ܐ
　２　第18条から第20条まで　1ԯ円以下の罰金ܐ
　３　前条　同条の罰金ܐ
２　人格のない社団又はࡒ団について前項の規定の適用があるときは、その代表者又は管理人が、そのૌ

ু行為につきその人格のない社団又はࡒ団を代表する΄か、法人を被告人又は被ٙ者とする場合のܐ事
ૌুに関する法律の規定を準用する。

第 23 条　第 10 条の規定による命令に違反したときは、その違反行為をしたセンターの役員は、20 万円以下
の過料に処する。
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ʢతʣ 
第１条　この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当なܠ品類及び表示による٬ސの༠引を防止する

ため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について
定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

 
ʢఆٛʣ�
第２条  （略）
４　この法律で「表示」とは、٬ސを༠引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の

内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理
大臣が指定するものをいう。 

ʢෆͳදࣔͷࢭېʣ�
第４条　事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示を

してはならない。 
　１　商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優ྑ

であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している
他の事業者に係るものよりも著しく優ྑであると示す表示であつて、不当に٬ސを༠引し、一般消費者
による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

　２　商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の
商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般
消費者に誤認される表示であつて、不当に٬ސを༠引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選
択を阻害するおそれがあると認められるもの 

　３　前２号に掲げるものの΄か、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるお
それがある表示であつて、不当に٬ސを༠引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害す
るおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

２　内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第１号に該当するか൱かを断するため必要があると認め
るときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的なࠜڌを示す資
料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第６条
の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 

ʢાஔ໋ྩʣ�
第６条　内閣総理大臣は、第３条の規定による制限若しくは禁止又は第４条第１項の規定に違反する行為

があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が࠶び行われることを防止するため
に必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当
該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 

　１　当該違反行為をした事業者 

ෆܠྨٴͼෆදࣔࢭ๏ʢൈਮʣ
（昭和37年法律第134号　　最終改正：平成21年６月５日）
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　２　当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消໓したときにおける
合併後存続し、又は合併により設立された法人 

　３　当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分ׂにより当該違反行為に係
る事業の全部又は一部を承継した法人 

　４　当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
 
ʢ事業ऀ͕ͣߨ͖ܠྨͷఏٴڙͼදࣔͷཧ্ͷાஔʣ�
第７条　事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、ܠ品類の提供又は表示により不当にސ

٬を༠引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、ܠ品類の価額の最高
額、総額その他のܠ品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に
関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。 

２　内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図
るために必要な指針（以下この条において単に「指針」という。）を定めるものとする。 

３　内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣及び公正取
引委員会に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。 

４　内閣総理大臣は、指針を定めたときは、なく、これを公表するものとする。 
５　前２項の規定は、指針の変更について準用する。
 
ʢࢦಋٴͼॿݴʣ�
第８条　内閣総理大臣は、前条第１項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効

な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助ݴ
をすることができる。 

ʢٴࠂקͼެදʣ�
第８条の２　内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第７条第１項の規定に基づき事業者が講ず

べき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、ܠ品類の提供又は表示の管理上必要な措置
を講ずべき旨の勧告をすることができる。 

２　内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行つた場合において当該事業者がその勧告に従わないとき
は、その旨を公表することができる。

 
ʢใࠂͷऩٴͼཱೖࠪݕʣ�
第９条　内閣総理大臣は、第６条の規定による命令又は前条第１項の規定による勧告を行うため必要があ

ると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若し
くはࡒ産に関して報告をさせ、若しくはா書類その他の物件の提出を命じ、又はその৬員に、当該事業
者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立
ち入り、ா書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２　前項の規定により立入検査をする৬員は、その身分を示す証明書を携ଳし、関係者に提示しなければな
らない。 

３　第１項の規定によるݖ限は、犯罪査のために認められたものと解ऍしてはならない。 
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ʢద֨ফඅऀஂମͷࠩࢭݖٻʣ�
第 10 条　消費者ܖ約法 （平成 12 年法律第 61 号）第２条第４項 に規定する適格消費者団体は、事業者

が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるとき
は、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたもの
である旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 

　１　商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似
の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優ྑであると誤認される表示を
すること。 

　２　商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の
商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認
される表示をすること。 

ʢڠఆຢنʣ�
第 11 条　事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、ܠ品類又は表示に関する事項につい

て、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な٬ސの༠引を防止し、一般消費者による自
主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約をక結し、又は設定す
ることができる。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２　内閣総理大臣及び公正取引委員会は、前項の協定又は規約が次の各号のいずれにも適合すると認める
場合でなければ、同項の認定をしてはならない。 

　１　不当な٬ސの༠引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争
を確保するために適切なものであること。 

　２　一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。 
　３　不当に差別的でないこと。 
　４　当該協定若しくは規約に参加し、又は当該協定若しくは規約からୀすることを不当に制限しないこと。 
３　内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第１項の認定を受けた協定又は規約が前項各号のいずれかに

適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。 
４　内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第１項又は前項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定め

るところにより、告示しなければならない。 
的独の禁止及び公正取引の確保に関する法律 （昭和ࢲ　５ 22 年法律第 54 号）第７条第１項 及び第２

項 （同法第８条の２第２項 及び第20条第２項 において準用する場合を含む。）、第８条の２第１項及
び第３項、第 20 条第１項、第 70 条の13 第１項並びに第 74 条の規定は、第１項の認定を受けた協定又
は規約及びこれらに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。 

ʢݶݖͷҕʣ�
第12条　内閣総理大臣は、この法律によるݖ限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長官に委任する。 
２　消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任されたݖ限の一部を公正取引委員

会に委任することができる。 
３　消費者庁長官は、緊ٸかつ重点的に不当なܠ品類及び表示に対処する必要があることその他の政令で

定める事情があるため、事業者に対し、第６条の規定による命令又は第８条の２第１項の規定による勧
告を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第１項の規定により委任さ
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れたݖ限（第９条第１項の規定によるݖ限に限る。）を当該事業者の事業を所管する大臣又は金༥庁長
官に委任することができる。 

（４以下、略）

ʢേଇʣ�
第16条　第６条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 
２　前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。 
第17条　第９条第１項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物

件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に
対して答หをせず、若しくは虚偽の答หをした者は、１年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

第 18 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
又はࡒ産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する΄か、その法人又は
人に対しても、当該各号に定める罰金ܐを科する。 

　１　第16条第１項　３ԯ円以下の罰金ܐ 
　２　前条　同条の罰金ܐ 
２　法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又はࡒ産に関し

て、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する΄か、その団体に対しても、当該各号
に定める罰金ܐを科する。 

　１　第16条第１項　３ԯ円以下の罰金ܐ 
　２　前条　同条の罰金ܐ 
３　前項の場合においては、代表者又は管理人が、そのૌু行為につきその団体を代表する΄か、法人を

被告人又は被ٙ者とする場合のૌু行為に関するܐ事ૌু法 （昭和23年法律第131号）の規定を準用
する。 

第 19 条　第 16 条第１項の違反があつた場合においては、その違反の計ըを知り、その防止に必要な措置
を講ͥず、又はその違反行為を知り、そのੋ正に必要な措置を講じなかつた当該法人（当該法人で事業
者団体に該当するものを除く。）の代表者に対しても、同項の罰金ܐを科する。 

第 20 条　第 16 条第１項の違反があつた場合においては、その違反の計ըを知り、その防止に必要な措置
を講ͥず、又はその違反行為を知り、そのੋ正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その
他の役員若しくは管理人又はそのߏ成事業者（事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理
人その他の者がߏ成事業者である場合には、当該事業者を含む。）に対しても、それぞれ同項の罰金ܐを
科する。 

２　前項の規定は、同項に規定する事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はそのߏ成事業者が
法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。

ෟ　ଇ　ʢ平成2�年݄̒̑๏ୈ��߸ʣ　ঞ
ʢേଇͷద༻ʹؔ͢Δܦաાஔʣ
第８条 　この法律の施行前にした行為及びこの法律のෟ則においてなお従前の例によることとされる場合に

おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

ෟ　ଇ　ʢ平成26年݄̒��๏ୈ��߸ʣ　ঞ
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ʢݕ౼ʣ
第６条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状گについて

検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

　　不当ܠ品類及び不当表示防止法（昭和 37 年法律第 134 号）第２条の規定により、ܠ品類及び表示を
次のように指定する。

　１　（略）
　２　法第２条第４項に規定する表示とは、٬ސを༠引するための手段として、事業者が自己の供給する

商品又は役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。
　　１　商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示
　　２　見本、チラシ、パンフレット、આ明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示（ μイレクト

メール、フΝクシミリ等によるものを含む。）及びޱ಄による広告その他の表示（電によるものを含む。）
　　３　ポスター、看板（ プラカード及びݐ物又は電ं、自動ं等に記載されたものを含む。）、ネオン・サ

イン、アドバルーンその他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実ԋによる広告
　　４　৽ฉ紙、雑ࢽその他の出൛物、์ ૹ（有線電気通信設備又は拡機による์ૹを含む。）、өࣸ、

ԋܶ又は電ޫによる広告
　　５　情報処理の用に供する機器による広告その他の表示（ インターネット、パιコン通信等によるものを

含む。）

　　不当ܠ品類及び不当表示防止法（昭和 37 年法律第 134 号）第４条第３号の規定により、商品の原産
国に関する不当な表示を次のように指定し、昭和49年５月１日から施行する。

ͷࠃ࢈ݪʹؔ͢Δෆͳදࣔ
１　国内で生産された商品についての次の各号の1に掲げる表示であって、その商品が国内で生産されたも

のであることを一般消費者が別することがࠔであると認められるもの
　１　外国の国名、地名、国ض、章その他これらに類するものの表示
　２　外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
　３　จ字による表示の全部又は主要部分が外国のจ字で示されている表示
２　外国で生産された商品についての次の各号の1に掲げる表示であって、その商品がその原産国で生産さ

れたものであることを一般消費者が別することがࠔであると認められるもの
　１　その商品の原産国以外の国の国名、地名、国ض、章その他これらに類するものの表示
　２　その商品の原産国以外の国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示

ࠂఆࢦྨͷܠ ʢࣔൈਮʣ

（昭和37年６月30日　公正取Ҿҕһ会告示第３号）

ͷ࢈ݪ国ʹؔ͢Δෆͳදࣔ
（昭和48年10月16日　公正取Ҿҕһ会告示第34号）
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　３　จ字による表示の全部又は主要部分が和จで示されている表示

備考
１　この告示で「原産国」とは、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行なわれた国をいう。
２　商品の原産地が一般に国名よりも地名で知られているため、その商品の原産地を国名で表示することが

適切でない場合は、その原産地を原産国とみなして、この告示を適用する。

ୈ̐　ೋॏՁ֨දࣔʹ͍ͭͯ
̍　ೋॏՁ֨දࣔʹ͍ͭͯͷجຊతํ͑ߟ
　　ೋ重価格表示は、事業者が自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格（以下「比ֱ対照価格」

という。）を併記して表示するものであり、その内容が適正な場合には、一般消費者の適正な商品選択と事
業者間の価格競争の促進に資する面がある。

　　しかし、次のように、ೋ重価格表示において、販売価格の安さをڧ調するために用いられた比ֱ対照価
格の内容について適正な表示が行われていない場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与
え、不当表示に該当するおそれがある。

ʢ̍ʣಉҰͰͳ͍ͷՁ֨ΛൺֱରরՁ֨ʹ༻͍ͯදࣔΛ͏ߦ߹
　ア　同一ではない商品の価格とのೋ重価格表示が行われる場合には、販売価格と比ֱ対照価格との価格

差については、商品の品質等の違いも反өされているため、ೋ重価格表示で示された価格差のみを
もって販売価格の安さをධ価することがしく、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当
表示に該当するおそれがある。

　　　　なお、同一ではない商品とのೋ重価格表示であっても、一の事業者が実際に販売しているೋつの異
なる商品について現在の販売価格を比ֱすることは、通常、ܠ品表示法上問題となるものではない。

　イ　商品の同一性は、銘柄、品質、規格等からみて同一とみられるか൱かにより断される。
　　　なお、ҥ料品等のように৭やサイζの違いがあっても同一の価格で販売されるような商品については、

同一の商品に該当すると考えられる。
　　　　また、ある一つの商品の৽品と中ݹ品、汚れ物、キζ物、چ型又はچ式の物（以下「中ݹ品等」と

いう。）とは、同一の商品とは考えられない。
　　　　ࡊ、鮮魚等の生鮮食料品については、一般的には、商品の同一性を断することがしいと考え

られる。このため、生鮮食料品を対象とするೋ重価格表示については、後記２の（１）ウで記述するタ
イムサーϏスのように商品の同一性が明らかな場合や、一般消費者が商品の同一性を断することが
可能な場合を除き、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。

ʢ̎ʣൺֱରরՁ֨ʹ༻͍ΔՁ֨ʹ͍࣮ͭͯࡍͱҟͳΔද͍ࣔ͋·͍ͳදࣔΛ͏ߦ߹
　　ೋ重価格表示が行われる場合には、比ֱ対照価格として、過ڈの販売価格、希望小売価格、競争事業

者の販売価格等多様なものが用いられている。

ෆͳՁ֨දࣔʹ͍ͭͯͷܠදࣔ๏্ͷ͑ߟ ʢํൈਮʣ

（平成12年６月30日　改定　平成18年１月４日　公正取Ҿҕһ会）
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　　これらの比ֱ対照価格については、事実に基づいて表示する必要があり、比ֱ対照価格に用いる価格
が虚偽のものである場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそ
れがある。

　　また、過ڈの販売価格や競争事業者の販売価格等でそれ自体はࠜڌのある価格を比ֱ対照価格に用い
る場合でも、当該価格がどのような内容の価格であるかを正確に表示する必要があり、比ֱ対照価格に用
いる価格についてあいまいな表示を行う場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表
示に該当するおそれがある。

̎　աڈͷൢ売Ձ֨ΛൺֱରরՁ֨ͱ͢ΔೋॏՁ֨දࣔʹ͍ͭͯ
ʢ̍ʣجຊతํ͑ߟ
　Ξ　աڈͷൢ売Ձ֨ΛൺֱରরՁ֨ͱ͢ΔೋॏՁ֨දࣔ
ʢΞʣܠදࣔ๏্ͷํ͑ߟ
　̰　需要ש起、在ݿ処分等の目的で行われる期間限定のセールにおいて、販売価格を引き下げる場合に、

過ڈの販売価格を比ֱ対照価格とするೋ重価格表示が行われることがある。
　　　　この場合、比ֱ対照価格に用いられる過ڈの販売価格の表示方法は一様ではなく、価格のみが表

示されている場合、「当店通常価格」、「セール前価格」等の名称や、̋ 当、̋ 平等の記号が付され
ている場合、どのような価格かについて具体的なઆ明が付記されている場合などがある。

　̱　過ڈの販売価格を比ֱ対照価格とするೋ重価格表示が行われる場合に、比ֱ対照価格がどのような
価格であるか具体的に表示されていないときは、一般消費者は、通常、同一の商品が当該価格でセー
ル前の相当期間販売されており、セール期間中において販売価格が当該値下げ分だけ安くなっている
と認識するものと考えられる。

　　　　このため、過ڈの販売価格を比ֱ対照価格とするೋ重価格表示を行う場合に、同一の商品につい
て最近相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を比ֱ対照価格に用いるときは、当
該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等その内容を正確に表示しない
限り、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。

　　　　ただし、セール実施の決定後に販売を։࢝した商品のೋ重価格表示については、商品の販売։࢝
時点で、セールにおいていくらで販売するか既に決まっており、セール前価格は実作りのものとみら
れることから、セール前価格で販売されていた期間を正確に表示したとしても、不当表示に該当する
おそれがある。

　　　　他方、同一の商品について最近相当期間にわたって販売されていた価格を比ֱ対照価格とする場
合には、不当表示に該当するおそれはないと考えられる。

ʢΠʣ�ʮۙ࠷૬ؒظʹΘͨͬͯൢ売͞Ε͍ͯͨՁ֨ʯʹ͍ͭͯͷํ͑ߟ
　̰　「相当期間」については、必ずしも連続した期間に限定されるものではなく、断続的にセールが実施さ

れる場合であれば、比ֱ対照価格で販売されていた期間を全体としてみてධ価することとなる。
　̱　また、「販売されていた」とは、事業者が通常の販売活動において当該商品を販売していたことをい

い、実際に消費者に購入された実のあることまでは必要ではない。
　　　　他方、形式的に一定の期間にわたって販売されていたとしても、通常の販売場所とは異なる場所に

陳列してあるなど販売形態が通常と異なっている場合や、単に比ֱ対照価格とするための実作りと
して一時的に当該価格で販売していたとみられるような場合には、「販売されていた」とはみられない



1�0

ফ අ ऀ ி ؔ 

ものである。
ʢʣ�ʮۙ࠷૬ؒظʹΘͨͬͯൢ売͞Ε͍ͯͨՁ֨ʯ͔൱͔ͷஅج४
　　　比ֱ対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」に当たるか൱かは、当該価格で販

売されていた時期及び期間、対象となっている商品の一般的価格変動の状گ、当該店舗における販売
形態等を考慮しつつ、個ʑの事Ҋごとに検討されることとなるが、一般的には、ೋ重価格表示を行う最
近時（最近時については、セール։࢝時点からさかのぼる８ि間について検討されるものとするが、当
該商品が販売されていた期間が８ि間ະ満の場合には、当該期間について検討されるものとする。）に
おいて、当該価格で販売されていた期間が当該商品が販売されていた期間の過をめているときには、

「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよいものと考えられる。ただし、前記の要件を
満たす場合であっても、当該価格で販売されていた期間が通算して２ि間ະ満の場合、又は当該価格
で販売された最後の日から２ि間以上経過している場合においては、「最近相当期間にわたって販売さ
れていた価格」とはいえないものと考えられる。

Π　কདྷͷൢ売Ձ֨ΛൺֱରরՁ֨ͱ͢ΔೋॏՁ֨දࣔ
　　販売当ॳの段階における需要ש起等を目的に、ক来の時点における販売価格を比ֱ対照価格とするೋ

重価格表示が行われることがある。
　　このようなೋ重価格表示については、表示されたক来の販売価格が十分なࠜڌのあるものでないとき
（実際に販売することのない価格であるときや、ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないときなど ）
には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。

　　ক来の価格設定は、ক来の不確定な需給状گ等に応じて変動するものであることから、ক来の価格とし
て表示された価格で販売することが確かな場合（需給状گ等が変化しても表示価格で販売することとして
いる場合など ）以外において、ক来の販売価格を用いたೋ重価格表示を行うことは、適切でないと考えら
れる。

　λΠϜαʔϏεΛ͏ߦ߹ͷೋॏՁ֨දࣔ
　　特定の商品について一定の営業時間に限り価格の引下げを行ったり、又は生鮮食料品等について売れ

残りを回避するために一定の営業時間経過後に価格の引下げを行ったりする場合に、当ॳの表示価格を
比ֱ対照価格とするೋ重価格表示が行われることがある。

　　このようなೋ重価格表示については、通常は、不当表示に該当するおそれはないと考えられる。

ୈ̑　ׂҾຢׂҾֹͷදࣔʹ͍ͭͯ
ํ͑ߟຊతج　̍
ʢ̍ʣׂ ҾຢׂҾֹͷදࣔ
　　ೋ重価格表示と類似した表示方法として、「当店通常価格」や表示価格等からのׂ引又はׂ引額を

用いた価格表示が行われることがある。
　　この表示方法は、ೋ重価格表示における比ֱ対照価格と販売価格の差をׂ引又はׂ引額で表示した

ものであり、ܠ品表示法上の考え方については、基本的には第４で示したೋ重価格表示の考え方と同じで
ある。

　　すなわち、算出の基ૅとなる価格やׂ引又はׂ引額の内容等について実際と異なる表示を行ったり、
あいまいな表示を行う場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそ
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れがある。
ʢ̎ʣҰׅతͳׂҾຢׂҾֹͷදࣔ
　　ׂ引又はׂ引額の表示の中には、小売業者の取り扱う全商品又は特定の商品群を対象として一括し

てׂ引又はׂ引額を表示する場合がある。
　　このような一括的なׂ引又はׂ引額の表示については、小売業者にとって個別品目ごとの値引き表示

を行う場合の雑さを回避したり、一般消費者に対するૌ求力を高めたりする利点があるが、そのૌ求力
がڧいことから、一括してׂ引又はׂ引額の表示を行う場合には、算出の基ૅとなる価格、適用される商
品の範囲及び適用されるための条件について明示することにより、一般消費者が誤認しないようにする必
要がある。

　　なお、小売業者の取り扱う全商品又は特定の商品群を対象とし、当該商品に付けられた表示価格を算
出の基ૅとする一括的なׂ引又はׂ引額の表示については、次の２のア及びイに例示するような場合を
除き、通常は、不当表示に該当するおそれはないと考えられる。

̎　ෆදࣔʹ֘͢Δ͓ͦΕͷ͋Δදࣔ
　ׂ引又はׂ引額を用いた次のような価格表示は、不当表示に該当するおそれがある。
　なお、その他のׂ引又はׂ引額の表示については、基本的には第４の考え方が適用される。
　ア　適用対象となる商品が一部のものに限定されているにもかかわらず、その旨を明示しないで、小売業

者の取り扱う全商品又は特定の商品群を対象とした一括的なׂ引又はׂ引額をڧ調した表示を行
うこと。

　　　（事例）
　　　・ ̖家具店が、適用される商品の範囲を明示しないで、「家具５ׂ引セール」とڧ調して表示してい

るが、実際には、一部の商品のみが５ׂ引の対象となっているにすぎないとき。
　イ　表示価格からのׂ引若しくはׂ引額又はポイントؐݩ（以下「ׂ引等」という。）を用いた表示

を行う場合に、①表示価格をいったん引き上げた上でׂ引等を用いた表示を行うこと、又は②セー
ル実施の決定後に販売が։࢝された商品を対象としてׂ引等を用いた表示を行うこと。

　　　（事例）
　　　・ ̖ҥ料品店が、「य़物スーπ　表示価格から ３ ׂ引」と表示しているが、実際には、適用対象

となる商品の表示価格がセール直前に引き上げられているとき。
　　　・ ̖スーパーが、「ϫイン全品　༵日、日༵日 ２ 日間に限り店಄価格から ３ ׂ引」と表示し

ているが、実際には、適用対象となる商品のうち、一部の商品がセール実施の決定後に販売が
։࢝された商品であるとき。

　　　・̖電器店が、「エアコン全品　ポイントؐݩ ５ ˋアップ」と表示しているが、実際には、適用
対象となる商品の表示価格がセール直前に引き上げられているとき。

　ウ　最大ׂ引又は最大ؐݩが適用されるのは一部のものに限定されているにもかかわらず、取り扱う
全商品又は特定の商品群について、個ʑの商品ごとにׂ引等を表示せずに、一定の෯のׂ引等
で、かつ、最大ׂ引又は最大ؐݩをڧ調した表示を行うことにより、あたかも多くの商品について
最大ׂ引又は最大ؐݩが適用されるかのような表示を行うこと。

　　　（事例）
　　　・̖電器店が、個ʑの商品ごとにׂ引を表示せずに「ˑマークがついている商品は、５〜 20̀ 値引

きします」と表示し、かつ、「５ˋ」を著しく小さく記載し、「20̀ 」を大きくڧ調して表示することによ



1��

ফ අ ऀ ி ؔ 

り、あたかも多くの商品について「20̀ 」のׂ引が適用されるかのように表示しているが、実際には、
20パーセントのׂ引の対象となるのは一部の商品に限定されているとき。

　　　・̖電器店が、個ʑの商品ごとにポイントؐݩを表示せずに「全商品　10̀ 、15̀ 、20̀ ポイントؐ
が大きくなるにつれてจ字を大きく表示し、かつ、「20̀ݩとؐ「ݩ 」をڧ調して表示することに
より、あたかも多くの商品について「20̀ 」のポイントؐݩが適用されるかのように表示しているが、
実際には、20パーセントのポイントؐݩの対象となるのは一部の商品に限定されているとき。

　エ　任意に設定した価格を算出の基ૅとして、ׂ 引又はׂ引額の表示を行うこと。
　　　（事例）
　　　・̖ ΰルフ用品製造販売業者が、「チタンクラϒ　80000円の品　３ׂ引　56000円」と表示してい

るが、実際には、算出の基ૅとなる価格が任意に設定された価格であるとき。

ୈ̒　ൢ売Ձ֨ͷ҆͞Λڧௐ͢Δͦͷଞͷදࣔʹ͍ͭͯ
ํ͑ߟຊతج　̍
　　小売業者の取り扱う全商品又は特定の商品群を対象に、これらの商品の販売価格の安さをڧ調するた

めに、販売価格の安さの理由や安さの程度をઆ明する用ޠ（例えば、安さの理由をઆ明する「産品処
分」、「工場渡し価格」等の用ޠ、安さの程度をઆ明する「大෯値下げ 」、「他店より安い」等の用ޠ）を
用いた表示が行われることがある。

　　販売価格が安いという印象を与えるすべての表示がܠ品表示法上問題となるものではないが、これらの
表示については、販売価格が通常時等の価格と比ֱして΄とんど差がなかったり、適用対象となる商品が
一部に限定されているにもかかわらず、表示された商品の全体について大෯に値引きされているような表
示を行うなど、実際と異なって安さをڧ調するものである場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤
認を与え、不当表示に該当するおそれがある。

　　また、競争事業者の店舗の販売価格よりも自店の販売価格を安くする等の広告表示において、適用対象
となる商品について、一般消費者が容易に断できないような限定条件を設けたり、価格を安くする旨の表
示と比ֱして著しく小さなจ字で限定条件を表示するなど、限定条件を明示せず、価格の有利性を殊更ڧ
調する表示を行うことは、一般消費者に自己の販売価格が競争事業者のものよりも著しく有利であるとの誤
認を与え、不当表示に該当するおそれがある。

　　このため、安さの理由や安さの程度をઆ明する用ޠ等を用いて、販売価格の安さをڧ調する表示を行う
場合には、適用対象となる商品の範囲及び条件を明示するとともに、安さの理由や安さの程度について具
体的に明示することにより、一般消費者が誤認しないようにする必要がある。

ʢద༻ͷൣғʣ
第１条　この基準は、生鮮食品に適用する。
ʢఆٛʣ
第２条　この基準において、次の表の左欄に掲げる用ޠの定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

ੜ৯࣭දࣔج४ʢൈਮʣ
（੍定：平成12年3月31日　農林ਫ産省告示第514号　　改正：平成20年1月31日　農林ਫ産省告示第126号）
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ʢੜ食ͷදࣔ事߲ʣ
第３条　生鮮食品（業務用生鮮食品を除く。以下この条及び次条において同じ。）の品質に関し、販売業者
（販売業者以外の包装等を行う者が表示する場合には、その者を含む。以下同じ。）が表示すべき事項
は、次のとおりとする。ただし、生鮮食品を生産（࠾取及びั࠾を含む。以下同じ。）し、一般消費者に直
接販売する場合又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合はこの限りでない。

　（ １ ）名称
　（ ２ ）原産地
２　特定商品の販売に係る計量に関する政令（平成５年政令第249号）第５条に規定する特定商品であっ

て密封（商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなけ
れば、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。）されたものにつ
いては、販売業者がその容器又は包装に表示すべき事項は、前項各号に掲げるものの΄か、内容量、販
売業者の氏名又は名称及びॅ所とする。

ʢੜ食ͷදࣔͷํ๏ʣ
第４条　前条第１項第１号及び第２号に掲げる事項並びに同条第２項の内容量の表示に際しては、販売

業者は、次の各号に規定するところによらなければならない。
　（ １ ） 名称
　　　   その内容を表す一般的な名称を記載すること。
　（ ２ ） 原産地
　　　  次に定めるところにより事実にଈして記載すること。ただし、同じ種類の生鮮食品であって複数の原

産地のものを混合した場合にあっては当該生鮮食品の製品にめる重量のׂ合の多いものからॱに
記載し、異なる種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを٧め合わせた場合にあっては当該生
鮮食品それぞれの名称に併記すること。

　　　　ア　農産物（略）
　　　　イ　畜産物
　（ ア ）国産品（国内における飼養期間が外国における飼養期間（２以上の外国において飼養された場合

には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。）より短い家畜を国内でと畜して生産したものを
除く。）にあっては国産である旨を、輸入品（国内における飼養期間が外国における飼養期間より短
い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。）にあっては原産国名（２以上の外国において飼養さ
れた場合には、飼養期間が最も長い国の国名）を記載すること。ただし、国産品にあっては主たる
飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載すること
ができる。この場合においては、国産である旨の記載を省略することができる。

　（ イ ）国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を記載するときは、当該地
名の΄か、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地と

定　　　ٛ
加工食品（ 加工食品品質表示ج४（平成12年３月31日農林ਫ産省告示第513号）
第２条にن定͢るものを͍ う。）以֎のҿ食料品として別表に͛ܝるものを͍ う。

生食品のうͪ 、加工食品のݪ材料とͳるものを͍ う。

ൢച業ऀのうͪ 、一ൠফඅऀに生食品をൢച͢るものを͍ う。

ޠ　　༺
生　　食　品

業༻生食品

খ ച ൢ ച 業 ऀ
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して記載しなければならない。
　　　　ウ　ਫ産物（略）
　（ ３ ）内容量
　　　   計量法（平成４年法律第51号）の例により表示すること。
２　前条第１項に規定する事項の表示は、小売販売業者以外の販売業者にあっては容器若しくは包装の見

やすいՕ所、ૹり状又は納品書等（製品に添付されるものに限る。以下同じ。）に、小売販売業者にあって
は容器若しくは包装の見やすいՕ所又は製品に近接した掲示その他の見やすい場所にしなければならな
い。

３　前条第２項に規定する事項の表示は、容器又は包装の見やすいՕ所にしなければならない。
４　容器又は包装に印刷する表示に用いるจ字は、日本工業規格;8305（1962）に規定する８ポイントの活

字以上の大きさの統一のとれた活字としなければならない。

ʢ業༻ੜ食ͷදࣔ事߲ٴͼදࣔͷํ๏ʣ
第４条の２　業務用生鮮食品の品質に関し、販売業者が表示すべき事項は、次のとおりとする。ただし、製

造又は加工された場所で一般消費者に販売される加工食品の原材料となる業務用生鮮食品又は飲食料品
を調理して供与する施設において飲食させる加工食品の原材料となる業務用生鮮食品については、この限
りでない。

　（ １ ）名称
　（ ２ ）原産地
２　加工食品品質表示基準第３条第５項に規定する対象加工食品の主な原材料となるもの以外のものに

あっては、前項の規定にかかわらず、原産地の表示を省略することができる。
３　第１項第２号の原産地の表示に際しては、販売業者は、次の各号に規定するところによらなければなら

ない。
　（ １ ）国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品に

あっては、国産である旨の記載に代えて次に掲げる地名を記載することができる。
　　  　 ア　農産物にあっては、都道府県名その他一般に知られている地名
　　  　 イ　畜産物にあっては、主たる飼養地が属する都道府県名その他一般に知られている地名
　　 　 ウ　ਫ産物にあっては、ਫ域名、ਫ༲げしたߓ名、ਫ༲げしたߓ又は主たる養৩場が属する都道府

県名その他一般に知られている地名
　（ ２ ）輸入されたਫ産物にあっては、原産国名にਫ域名を併記することができる。
　（ ３ ）業務用生鮮食品の原産地が２以上ある場合にあっては、当該業務用生鮮食品にめる重量のׂ合

の多いॱがわかるように記載すること。
　（ ４ ）加工食品品質表示基準第４条第１項第８号エの規定により原産地が「その他」と記載される加工

食品の主な原材料となるものについては、その原産地を「その他」と記載することができる。
４　小売販売業者以外の販売業者は、第１項に規定する事項の表示を、容器若しくは包装の見やすいՕ所、

ૹり状、納品書等又は規格書等（製品に添付されないものであって、当該製品を識別できるものに限る。）
にしなければならない。

５　第３条第２項及び前条第３項の規定は、業務用生鮮食品について準用する。
６　前条第１項第１号の規定は第１項第１号の名称の表示について、前条第１項第３号の規定は前項に

おいて準用する第３条第２項の内容量の表示について準用する。
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ʢͦͷଞͷදࣔ事߲ٴͼͦͷදࣔͷํ๏ʣ
第５条　第３条及び第４条の２に規定するものの΄か、์ ࣹ線を照ࣹした製品（容器に入れ、又は包装さ

れたものに限る。）にあっては、その旨を容器又は包装の見やすいՕ所に記載すること。

ʢදࣔࢭې事߲ʣ
第６条　次に掲げる事項は、これを表示してはならない。

（ １ ）実際のものより著しく優ྑ又は有利であると誤認させる用ޠ
（ ２ ）第３条又は第４条の２の規定により表示すべき事項の内容とໃ६する用ޠ
（ ３ ）その他製品の品質を誤認させるようなจ字、ֆ、ࣸ 真その他の表示

ʢͦͷଞੜ食ͷ࣭ʹؔ͢ΔදࣔʹΔج४ʣ
第７条　第３条から前条までに定めるものの΄か、販売業者は、生鮮食品の品質に関し表示する場合には、

別に農林ਫ産大臣が定めるところによらなければならない。
２　第３条から前条まで及び前項に定めるものの΄か、農林ਫ産大臣が農林物資の規格化及び品質表示の

適正化に関する法律（昭和25年法律第175号）第19条の13第２項の規定に基づき定める品質に関する
表示の基準に別段の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。

ʢൢ売業ऀͷྗٛʣ
第８条　販売業者は、生鮮食品の品質に関する表示を適正に行うために必要な限度において、その販売す

る生鮮食品及び当該販売業者に対して販売された生鮮食品の表示に関する情報が記載された書類を整備
し、これを保存するよう努めなければならない。

別表（第２条関係）
１　農産物（略）
２　畜産物
　（ １ ）肉類（単に切断、ബ切り等したもの並びに単に冷ଂ及び冷凍したものを含む。）牛肉、豚肉及びいの

しし肉、馬肉、めん༽肉、やぎ肉、うさぎ肉、家きん肉、その他の肉類
　（ ２ ）乳
　　 　  生乳、生やぎ乳、その他の乳
　（ ３ ）食用鳥ཛ（֪付きのものに限る。）
　　　   鶏ཛ、アώルのཛ、うずらのཛ、その他の食用鳥ཛ
　（ ４ ）その他の畜産食品（単に切断、ബ切り等したもの並びに単に冷ଂ及び冷凍したものを含む。）
３　ਫ産物（略）

ʢద༻ͷൣғʣ
第１条　この基準は、加工食品（業務用加工食品以外の加工食品については、容器に入れ、又は包装され

たものに限る。）に適用する。

Ճ৯࣭දࣔج४ʢൈਮʣ
（੍定：平成12年３月31日　農林ਫ産省告示第513号　最終改正：平成24年６月11日　ফඅऀ庁告示第５号）
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ʢఆٛʣ
第２条　この基準において、次の表の左欄に掲げる用ޠの定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

ʢՃ食ͷٛදࣔ事߲ʣ
第３条　加工食品（業務用加工食品を除く。以下この条から第４条の２までにおいて同じ。）の品質に関

し、製造業者、加工包装業者、輸入業者又は販売業者（以下「製造業者等」という。）が加工食品の容器
又は包装に表示すべき事項は、次のとおりとする。ただし、飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費
者に直接販売する場合又は飲食料品を設備を設けて飲食させる場合はこの限りでない。

　（ １ ） 名称　　　　　　（ ４ ） 味期限
　（ ２ ） 原材料名　　　　（ ５ ） 保存方法　
　（ ３ ） 内容量　　　　　（ ６ ） 製造業者等の氏名又は名称及びॅ所
２〜４（略）
５　別表２に掲げる加工食品（輸入品を除く。以下「対象加工食品」という。）にあっては、製造業者等が

その容器又は包装に表示すべき事項は、第１項各号に掲げるものの΄か、原料原産地名とする。
６　（略）
７　第１項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に該当するものにあっては、同表の右欄に掲げ

る表示事項を省略することができる。

ʢՃ食ͷදࣔͷํ๏ʣ
第４条　前条第１項第１号から第６号までに掲げる事項、同条第２項のݻ形量及び内容総量、同条第３

項のݻ形量、同条第４項の消費期限並びに同条第５項の原料原産地名の表示に際しては、製造業者等
は、次の各号に規定するところによらなければならない。

　（ １ ）名称

定　　　ٛ
製ຢは加工͞ Εたҿ食料品として別表１に͛ܝるものを͍ う。

加工食品のうͪ 、一ൠফඅऀにൢച͞ Εるܗଶとͳͬ て͍るもの以֎のものを͍ う。

定めΒΕたํ法にΑり保ଘした߹に͓͍て、ظ Ε͞る͢ ての品質の保࣋がे分
にՄͰ る͋と認めΒΕるظ限を示͢年月日を͍ う。た しͩ、当該ظ限を超えた߹Ͱ
͋ͬ ても、͜ ΕΒの品質が保࣋͞ Εて͍る͜ とが る͋ものと͢ る。

定めΒΕたํ法にΑり保ଘした߹に͓͍て、ഊ、変ഊその他の品質のྼԽに͍
҆શੑを くܽ͜ ととͳる͓ そΕがͳ と͍認めΒΕるظ限を示͢年月日を͍ う。

ޠ　　༺

加　工　食　品

業༻加工食品

　味　ظ　限

ফ　අ　ظ　限

　　　　　　　　　　　　区　　　分

༰ثຢはแの໘ੵが30DN2以下Ͱ͋ るもの

材料が１छྨのΈͰ͋ݪ るもの（٧؈及び食肉製品を除く。） 

内༰量を֎ݟ上༰қにࣝ別Ͱきるもの（特定商品のൢചにるܭ量に
ؔ͢る政令（平成５年政令第249号）第５条に͛ܝる特定商品を除く。）

品質の変Խがۃめてগͳ も͍のとして別表３に͛ܝるもの

ৗԹͰ保ଘ͢る͜ と以֎にその保ଘํ法に しؔཹҙ͢き特ஈの事߲が
ͳ も͍の

　　　　　表示事߲

ظ限ຢはফඅظ材料໊、味ݪ
限、保ଘํ法及びݪ料ݪ産໊

材料໊ݪ

内༰量

味ظ限及び保ଘํ法

保ଘํ法
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 　　　 その内容を表す一般的な名称を記載すること。ただし、別表４の左欄に掲げる加工食品以外のもの
にあっては、それぞれ同表の右欄に掲げる規定により定められた名称を記載してはならない。

　（ ２ ）原材料名
　　　   使用した原材料を、ア及びイの区分により、次に定めるところにより記載すること。
　　　　ア　食品添加物以外の原材料は、原材料にめる重量のׂ合の多いものからॱに、その最も一般

的な名称をもって記載すること。ただし、２種類以上の原材料からなる原材料（以下「複合原
材料」という。）については、次に定めるところにより記載すること。

　　　　（ ア ）複合原材料の名称の次に括ހを付して、当該複合原材料の原材料を当該複合原材料の原
材料にめる重量のׂ合の多いものからॱに、その最も一般的な名称をもって記載すること。
ただし、当該複合原材料の原材料が３種類以上ある場合にあっては、当該複合原材料の原材
料にめる重量のׂ合の多いॱが３位以下であって、かつ、当該ׂ合が５ˋະ満である原材
料について、「その他」と記載することができる。

　　　　（ イ ）複合原材料の製品の原材料にめる重量のׂ合が５ˋະ満である場合又は複合原材料の名
称からその原材料が明らかである場合には、当該複合原材料の原材料の記載を省略すること
ができる。

　　　　イ〜エ（略）
　（ ３ ）内容量
　　　  特定商品の販売に係る計量に関する政令第５条に掲げる特定商品については、計量法（平成４年

法律第51号）の規定により表示することとし、その他にあっては内容重量、内容体積又は内容数量
を表示することとし、内容重量はグラム又はキログラムの単位で、内容体積はミリリットル又はリットル
の単位で、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して記載すること。

　（ ４ 形量ݻ（
。形量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載することݻ  　　　 
　（ ５ ）内容総量
 　　　  内容総量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載すること。
　（ ６ ）消費期限又は味期限
　　　   消費期限又は味期限を、次に定めるところにより記載すること。
　　　　ア　製造から消費期限又は味期限までの期間が３月以内のものにあっては、次の例のいずれか

により記載すること。ただし、（ イ）、（ ウ ）又は（ エ ）の場合であって、「．」を印字することが
、であるときは、「．」を省略することができる。この場合において、月又は日が１ܻの場合はࠔ
２ܻ目は「̌」と記載すること。

　　　　　　（ ア ）平成12年４月１日 （ ウ ）2000.４.１
　　　　　　（ イ）12.４.１   （ エ ）00.４.１
　　　　イ　製造から味期限までの期間が３月を超えるものにあっては、次に定めるところにより記載する

こと。
　　　　（ ア ）次の例のいずれかにより記載すること。ただし、C、c 又はE の場合であって、「．」を印字する

ことがࠔであるときは、「．」を省略することができる。この場合において、月が１ܻの場合は、
２ܻ目は「̌」と記載すること。

　　　　　　̰　平成12年４月  ̲　2000.４
　　　　　　̱　12.４   ̳　00.４
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　　　　（ イ）（ ア ）の規定にかかわらず、アに定めるところにより記載することができる。
　（ ７ ）保存方法
　　　  製品の特性に従って、「直ࣹ日ޫを避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」等と記

載すること。
　（ ８ ）原料原産地名
　　　  対象加工食品にあっては、主な原材料（原材料にめる重量のׂ合が最も多い生鮮食品（生鮮食

品品質表示基準（ 平成 12 年３月31日農林ਫ産省告示第 514 号 ）第２条に規定するものをいう。
以下同じ。）で、かつ、当該ׂ合が50̀ 以上であるものをいう。以下同じ。）の原産地を、次に定める
ところにより事実にଈして記載すること。

　　　　ア　国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産
品にあっては、国産である旨の記載に代えて次に掲げる地名を記載することができる。

　　　　（ ア ）農産物にあっては、都道府県名その他一般に知られている地名
　　　　（ イ）畜産物にあっては、主たる飼養地が属する都道府県名その他一般に知られている地名
　　　　（ ウ ）　（略）
　　　　イ   （略）
　　　　ウ　主な原材料の原産地が２以上ある場合にあっては、原材料にめる重量のׂ合の多いものか

らॱに記載すること。
　　　　エ　主な原材料の原産地が３以上ある場合にあっては、原材料にめる重量のׂ合の多いものか

らॱに２以上記載し、その他の原産地を「その他」と記載することができる。
　　　　オ　主な原材料の性質等により特別の事情がある場合には、おおむͶ特定された原産地をアから

エまでの規定により記載することができる。この場合には、その旨が認識できるよう、必要な表
示をすること。

　（ ９ ）製造業者等の氏名又は名称及びॅ所
　　　  製造業者等のうち表示内容に責任を有するものの氏名又は名称及びॅ所を記載すること。
２　以下略
第４条の２　業務用加工食品の品質に関し、製造業者等が業務用加工食品の容器若しくは包装、ૹり状、納

品書等（製品に添付されるものに限る。以下同じ。）又は規格書等（製品に添付されないものであって、当
該製品を識別できるものに限る。以下同じ。）に表示すべき事項は、次のとおりとする。ただし、製造若しくは
加工された場所で一般消費者に販売される加工食品の用に供する業務用加工食品又は飲食料品を調理し
て供与する施設において飲食させる加工食品の用に供する業務用加工食品については、この限りでない。

　（ １ ）名称
　（ ２ ）原材料名
　（ ３ ）製造業者等の氏名又は名称及びॅ所
２　対象加工食品の用に供する業務用加工食品（製造若しくは加工された場所で一般消費者に販売される

加工食品の用に供する業務用加工食品又は飲食料品を調理して供与する施設において飲食させる加工食
品の用に供する業務用加工食品を除く。以下「表示対象業務用加工食品」という。）であって当該対象加
工食品の主な原材料を含むものにあっては、製造業者等がその容器若しくは包装、ૹり状、納品書等又は
規格書等に表示すべき事項は、前項各号に掲げるものの΄か、原料原産地名とする。

３　以下略
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ผද ʢ̍ୈ̎ؔʣ
14　食肉製品
　加工食肉製品、鳥獣肉の؈・ළ٧、加工鳥獣肉冷凍食品、その他の食肉製品

ผද ʢ̎ୈ̏ؔʣ
10　調味した食肉（加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。）
11　ゆで、又はৠした食肉及び食用鳥ཛ（٧؈、ළ٧及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。）
12　表面をあͿった食肉
13　フライ種としてҥをつけた食肉（加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。）
14　合൨肉その他異種混合した食肉（肉塊又は൨肉を容器に٧め、成形したものを含む。）
22　４又は14に掲げるものの΄か、生鮮食品を異種混合したもの（切断せずに٧め合わせたものを除く。）

ผ༷ه ʢࣜୈ̐ؔʣ

備考
１　この様式中「名称」とあるのは、これに代えて、「品名」、「種類別」又は「種類別名称」と記載すること

ができる。
２　第３条第４項の規定により、味期限に代えて消費期限を表示すべき場合にあっては、この様式中「

味期限」を「消費期限」とすること。
３　表示内容に責任を有する者が販売業者、加工包装業者又は輸入業者である場合にあっては、この様式中

「製造者」とあるのは、それぞれ「販売者」、「加工者」又は「輸入者」とすること。
４　第３条第７項の規定により表示しない項目については、この様式中当該項目を省略すること。
５　第４条第２項第４号又は第８号の規定により記載する場合にあっては、この様式中それぞれ名称、内

容量又は原料原産地名の項目を省略することができる。
６　この様式は、ॎ書とすることができる。
７　この様式のを記載することがࠔな場合には、を省略することができる。
８　法第 19 条の13 第２項の規定に基づき制定された品質に関する表示の基準に定められた義務表示事

項、不当ܠ品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）第11条の規定に基づく公正競争規約
に定められた表示事項その他法令により表示すべき事項及び一般消費者の選択に資する適切な表示事
項は、内に記載することができる。

໊ শ
ݪ 材 料 ໊
産໊ݪ料ݪ
内 ༰ 量
ݻ ܗ 量
内 ༰ ૯ 量
 味 ظ 限
保 ଘ ํ 法
ݪ 産 国 ໊
製  ऀ
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　食品衛生法（昭和22年法律第233号）の規定に基づく表示については、平素より種ʑご配慮いただきあり
がとうご͟います。
　さて、食品衛生法に基づく表示については、「食品衛生法に基づく表示について」（平成21年9月17日付
け消食表第８号消費者庁次長通知。以下「次長通知」という。）の別添１「食品衛生法施行規則に基づく
表示指導要ྖ」及び別添２「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく表示指導要ྖ」により指導
をお願いしているところです。
　食品衛生法に基づく表示の消費者庁へのҠ管に伴い、先般、食品衛生法第 19 条第１項の規定に基づく
表示の基準に関する内閣府令（平成23年内閣府令第45号）及び食品衛生法第19条第１項の規定に基づ
く乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令（平成 23 年内閣府令
第46号）を定めたところです。
　これらに伴い、次長通知の別添１及び別添２の内容を一部改正し、それぞれ、本通知の別添１及び別添
２のとおり「食品衛生法第 19 条第１項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令に基づく表示指導要
ྖ」及び「食品衛生法第 19 条第１項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の
表示の基準に関する内閣府令に基づく表示指導要ྖ」として৽たに定めましたので、今後はこれにより指導
されたく通知します。
　なお、次長通知は廃止します。

ผఴ̍
食Ӵੜ๏ୈ��ୈ߲̍ͷنఆʹͮ͘جදࣔͷج४ʹؔ͢Δֳྩʹͮ͘جදࣔࢦಋཁྖ
̍　Ұൠత事߲

（ １ ） 食品衛生法第19条第１項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令（ 以下「表示基準府令」と
いう。） の規定に基づく表示を要する食品及び添加物の表示事項は別表１ のとおりである。

（ ２ ）表示事項の記載は、จをもって、当該食品の購入者又は使用者が読みやすく、理解しやすい用ޠに
より正確に行わなければならない。なお、表示事項は一括して記載することが望ましいが、「２ 各記載
事項」にて特別の定めがある場合、容器包装の形態や表示面積等をצҊして一括して表示すること
がࠔな場合又は他法令において一括して表示を行わないことが認められている場合にあっては、こ
の限りでない。

（ ３ ）容器包装の上に更に小売のための包装	外装
を行う場合は、中の表示が透視できる場合を除き、外
装に必要な表示を行わなければならない。

　　　　なお、容器包装の上に包装 	 外装 
されている場合、それが小売のためのものでないときは、当該
外装にも名称、製造者の氏名、ॅ 所並びに保存基準が定められた食品及び添加物にあっては、その
保存方法を表示することが望ましい。

事߲ࡌه֤̎�
ʢ̍ʣ໊ শͷදࣔ
①食品及び添加物の名称については、その内容を的確に表現し、かつ、社会通念上すでに一般化したもの

৯Ӵੜ๏ʹͮ͘جදࣔʹ͍ͭ ʢͯൈਮʣ

（平成24年2月24日ফ食表第46号　ফඅऀ庁࣍長 Β͔各都道府県知事、保健所ઃஔ市長、特別区長宛　最終改正：平成25年9月20日ফ食表第273号）
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を記載すること。
　なお、その主なものは、別表２ に例示する。
②名称中に主要原材料名をףする場合は、主要原材料と一கしなければならない。
③名称にףすべき主要な原材料を２ 種以上混合している場合には、１種類の原材料名のみをףすることは

認めない。
ᶆ৽製品等で業ք内にあっても、ະだ名称が広く通用しない食品にあっては、どのような内容の食品であるか

を社会通念上断できるものであれば、それを名称と認める。
ᶇ（略）
ᶈ冷凍食品にあっては、名称の΄か、冷凍食品である旨を表示する。

ʢ�̎ �ʣ�ফඅݶظຢຯݶظͷදࣔ
①消費期限又は味期限 	 以下「期限」という。
である旨のจ字をףしたその年月日の表示 	 以下「期限

表示」という。
は、当該期限であることが明らかにるように、年月日の前に当該期限である旨のจ字を
記載する。

　　ただし、この表示がࠔと認められる場合には、当該期限である旨のจ字を年月日の上下若しくは後ろ等
に近接して記載し、又は「消費期限ʓʓに記載」等記載Օ所を指定する方法で、年月日を単独で記載して
も差し支えない。なお、年月日を単独で記載する場合においては、特に当該年月日の前後又は上下に期限
表示以外の日付を併記するなどの期限表示を不明確にする表示は行ってはならない。

　　また、製造又は加工の日から味期限までの期間が３ 月を超えるものであって切れܽき方式	Ϗールに
おいて従来から行われているようなラベル周ลに年月の部位に切れ込みを入れて日付を表示する方式
で
味期限を表示する場合にあっては、ラベルに「味期限はラベル周ล部に切れܽき方式で記載」と表
示することにより味期限を表示しても差し支えない。

②期限表示は、「消費期限 平成24 年２ 月１ 日」、「味期限 24.２ .１ 」、「消費期限 24.02.01」、「味期
限 2012年２月１日」、「消費期限 12.２ .１ 」、「味期限 12.02.01」のように記載すること。

　　ただし、これらの表示がࠔと認められる場合は「消費期限 240201」、「味期限 120201」と年、月、
日をそれぞれ２ ܻ	ྐྵ年の場合はඌ２ ܻ
とする６ ܻで記載しても差し支えない。

③ห当の類にあっては、必要に応じて時間まで記載するよう指導する。
ᶆロット番号、工場記号、その他の記号を期限表示に併記する場合にあっては、次の例に示すように期限表

示が明らかにるように記載することとし、期限表示について「120201」と年、月、日をそれぞれ２ ܻとする
６ ܻでの記載を行いつつ、ロット番号「A63」を併記するなどのように期限表示を不明確にする表示は行っ
てはならない。

　	例
 　「消費期限 平成24 年２ 月１ 日A63」　「味期限 24.02.01 -05 A63」　
　　　　  「味期限 12.２ .１ ʗ A63」
ᶇ製造又は加工の日から味期限までの期間が３ 月を超える場合であって、味期限である旨のจ字をף

したその年月の表示をもってその年月日の表示に代えるときは、その日の属する月の前月の年月を表示する。
ただし、味期限が月の日である場合においては、この限りではない。

　	例
 ・年月日を表示する場合
　　 「味期限 24 年２ 月10 日」、「味期限 24 年２ 月29 日」
　 ・年月の表示をもってその年月日の表示に代える場合
　　 「味期限 平成24年１月」、「味期限 平成24年２ 月」
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ʢ�̏ �ʣ�ॴຢՃॴͷॴࡏͷදࣔ
①製造所 	 加工所を含む。以下同じ。
 所在地の表示は、ॅ 表示に関する法律に基づくॅډ 表示に従っډ

てॅډ番号まで記載する。
　ただし、次のような記載は差し支えない。
　ア　地方自࣏法に規定する指定都市及び県庁の所在する市における道府県名を省略すること。
　イ　同一都道府県内に、同一町村名がない場合に限り、܊名を省略すること。
②輸入品にあっては、製造所所在地の代わりに輸入業者の営業所所在地を記載する。

ʢ�̐ �ʣ�ऀຢՃऀͷ໊ࢯͷදࣔ
①法人の場合は、法人名を記載すること。ただし、当該容器包装の表示面積、形態等から断してやむを得

ない場合は、次のような記載は差し支えない。
　ア　ג式会社を「,,」又は「	ג
」、合名会社を「	名
」、合資会社を「	資
」、有限会社を「	有
」等と

略記すること。
　イ　農業協同組合を「農協」、経済農業協同組合連合会を「経済連」等と略記すること。
②個人の場合は、個人の氏名を記載する。この場合、号等の記載をもって代えることは認めない。
③輸入品の場合は、製造者氏名の代わりに輸入業者氏名を記載する。

ʢ�̑ �ʣ�ॴॴࡏɺऀ໊ࢯͷྫ֎తදࣔ
①製造所所在地、製造者氏名の表示については、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所ݻ有の記号

	以下「ݻ有記号」という。
の記載による例外的な表示方法が認められているが、次によること。
　ア　製造所所在地の代わりに製造者のॅ所 	 法人の場合は原則として本社所在地 
をもって記載する場

合にあっては、ݻ有記号は、製造者のॅ所、氏名の次に記載することを原則とする。
　イ　製造所所在地及び製造者の氏名の代わりに販売者のॅ所及び氏名をもって記載する場合には、ݻ有

記号は、販売者のॅ所、氏名の次に記載することを原則とする。この場合、販売者である旨の表示を
併記する。

　ウ　ݻ有記号の表示は、製造者名又は販売者名の次に連記することを原則とするが、容器包装の形態等
から断してやむを得ず連記しない場合は、製造者名又は販売者名の次に当該記号の記載場所を明
記し、かつ、原則として、当該記号が製造所ݻ有の記号である旨を明記すること。

　　　なお、製造所ݻ有の記号であることが明らかにる場合にあっては、次の例に示すように記載しても差
し支えない。

　　　	例
　　　　　　	表示部分
　　　　　　　　　　　　　　　  	記載部分

　　　　　　「製造所ݻ有の記号 ؈底左ଆに記載」 　　　　　　　　「A#$�-oU.１ 」
　　　　　　「製造所ݻ有の記号 ؈底に記載」  　　　　　　 「A#$」
。有記号の届出は、次の方法により行うことݻ②
　ア　①のアに係るݻ有記号の届出は、製造者が消費者庁長官に別記様式第１ 号により２ 部届け出るもの

とする。この場合、製造者は複数の自社製造所のݻ有記号を一括で届け出ることができる。
　イ　①のイに係るݻ有記号の届出は、製造者が消費者庁長官に別記様式第２ 号により３ 部届け出るもの

とする。
　ウ　ア及びイの届出は、次の各号を遵守し、原則として༣ૹにより行うものとする。



1��

　　　（ ア ）あて先は、次によるものとする。
　　　   ˟ 100�6187
　　　   東京都ઍ代ా区Ӭా町２丁目11 番１号
　　　   消費者庁食品表示اը՝
　　　（ イ）あて名の次にग字にて「ݻ有記号届出書在中」と明記すること。
　　　（ ウ ）製造者のॅ所及び氏名が記載され、かつ、返信用切手がష付された返信用封を同封すること。
③会社の代表ݖのない支社長、支所長又は工場長名等を届出者とする届出は認めない。
ᶆݻ有記号は、１ 工場に１ 記号を原則とし、販売者が異なる場合に限り、１ 販売業者１ 製造者ごとに１ つず

つの記号を認める。したがって、食品ごとに記号を変えることは認めない。

ʢ�̒ �ʣ�ͦͷଞͷදࣔ事߲
①（略）
②保存方法の表示
　ア　保存方法の表示は、期限表示にできるかぎり近接して記載する。
　イ　食品衛生法（ 昭和22年法律第233号。以下「法」という。） 第11条第１ 項の規定により保存方法の

基準が定められている食品及び添加物にあっては、保存基準ઁ氏10度以下の場合「保存温度10℃ 
以下」、「４ ℃ 以下で保存」などのようにその基準に合う保存方法を記載する。

　　　　この場合において、保存方法は流通、家ఉ等において可能な保存の方法を表示すること。
　ウ　法第 11 条第１ 項の規定により保存の方法の基準が定められていない食品及び添加物にあっても、

「保存温度10℃以下」、「４ ℃以下で保存」などのように、保存方法の表示を具体的かつ平易な用ޠ
をもって記載すること。

　エ　製造又は加工後流通段階で適切に保存方法を変更したものであって、期限表示の期限の変更が必要
となる場合には、改めて適切に期限及び保存方法の表示がなされること。

③〜ᶆ（略）
ᶇ主要原材料名等の表示
　ア　（略）
　イ　食肉には、鳥獣の種類を記載する。
　　　（ ア ）鳥獣の種類とは、「牛」、「馬」、「豚」、「めん༽」、「鶏」等とその動物名とする。
　　　（ イ ）鳥獣の内臓にあっては「牛肝臓」、「心臓	馬
 」等と記載する。
　　　（ ウ ）名称から鳥獣の種類が十分断できるものにあっては、鳥獣の種類の記載を省略しても差し支

えない。
　ウ　ϋム、ιーセージ及びベーコンの類には原料肉名を記載する。
　　　（ ア ）原料肉が食肉にあっては、「牛」、「馬」、「豚」、「めん༽」、「鶏」等とその動物名を記載し、魚

肉にあっては、「魚肉」と記載する。この場合、「魚肉	まぐろ
」等と記載しても差し支えない。
　　　（ イ） 原料肉名は配合分量の多いものからॱ次記載する。
ᶈ処理を行った旨及び飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨の表示
　　食肉であって、刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理、調味料に浸潤させる

処理、他の食肉の断片を結着させ成形する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれの
ある処理を行ったものにあっては、処理を行った旨及び飲食に供する際にその全体について十分な加熱を
要する旨を記載する。
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ᶉと畜場、加工施設等の表示
　　牛の食肉（ 内臓を除く。）であって生食用のものを容器包装に入れて販売する場合にあっては、生食用

である旨の΄か、次のア〜 エを容器包装の見やすい場所に、また、飲食店等で容器包装に入れずに販売
する場合にあっては、次のウ及びエを店舗の見やすいՕ所にそれぞれ表示する。

　ア　とさつ又は解体が行われたと畜場の所在地の都道府県名（ 輸入品にあっては、原産国名） 及びと畜
場である旨をףした当該と畜場の名称

　イ　法第11 条第１ 項の規定に基づく生食用食肉の加工基準に適合する方法で加工が行われた施設の所
在地の都道府県名（輸入品にあっては、原産国名） 及び加工施設である旨をףした当該加工施設の
名称

　ウ　一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨
　エ　ࢠ供、高齢者その他食中毒に対する߅力のऑい者は食肉の生食を߇えるべき旨
ᶊס૩食肉製品である旨の表示

。૩食肉製品として販売するものをいう。以下同じס、૩させた食肉製品であってס	૩食肉製品ס　　に

あっては、ס૩食肉製品である旨を記載する。
　以下（略）

問 　食肉の表示については、食品衛生法第11条に基づく同施行規則第５条において鳥獣の種類を表示す
ることが定められておりますが、その運用にあたっては、昭和 54 年 11月８日付け食第 299 号ڥ衛生
局長通知中２（６）ᶇイ（ ウ ）に「名称から鳥獣の種類が十分断できるものにあっては鳥獣の種類の記
載を省略しても差し支えない。」とされております。従って、名称として牛肉を「Ϗーフ」、豚肉を「ポーク」、
鶏肉を「チキン」と表示したものは、鳥獣の種類が十分断できるので鳥獣の種類を省略しても差し支えな
いものと解して差し支えないか御教示願います。

答 　平成６年１月27日付け広保衛第15号をもって貴৬より照会のあった標記について左記のとおり回答する。
記

貴見のとおりである。

問 　表示は、容器包装の見やすい場所に記載することとなっているが、ミシンଧൈきやଧࠁによる表示は、見
やすく理解しやすいものとして認めてよいか。

答 　表示を見やすく理解しやすく記載するために、６号活字以上（面積がڱいものにあっては７号活字以上）
の活字を使用することが必要であるが、これ以上の大きい活字（図Ҋ）であっても、それが不明ྎで読
しにくいものであってはならない。従って、一般に活字の大きいミシンଧൈきやଧࠁによる表示であっても明
ྎに読できるものでなければ適正な表示とはいえない。

ϛγϯଧൈ͖ɺଧࠁʹΑΔදࣔʹ͍ͭ ʢͯٙٛরձʣ

（昭和45年８月１日　環食第330号）

৯ͷදࣔʹ͍ͭ ʢͯٙٛরձʣ

（平成６年２月17日　衛乳第19号の１）
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　食品衛生法施行令（昭和 28 年政令第 229 号。以下「政令」という。）及び食品衛生法施行規則（昭 23
年厚生省令第 23 号。以下「省令」という。）の一部がそれぞれ昭和 44 年７月15日政令第 191 号及び昭和
44 年７月25日厚生省令第 20 号をもって別添のとおり改正されたので、下記の事項に十分ご留意のうえ、こ
れが運用に遺憾のないようにされたい。

記
４　表示は、原則として日本工業規格;8305（1962）に規定する８ポイント以上の大きさの統一のとれた活字

で行わせることとするが、表示可能面積がおおむͶ150cm2 以下のものにあっては、日本工業規格に規定
する5.5ポイント以上の大きさの統一のとれた活字で行わせることができること。

　　なお、上記にかかわらず、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和 25 年法律第
175 号）第 19 条の８の規定に基づく「加工食品品質表示基準」（平成 12 年農林ਫ産省告示第 513 号）
及び「生鮮食品品質表示基準」（平成12年農林ਫ産省告示第514号）にあるจ字の大きさの基準の対象
とならないञ精飲料等の食品の表示に用いる活字については、当分の間、原則として６号活字以上の大き
さの活字で行わせることとし、面積がڱいためどうしてもその大きさの活字で表示できない場合にあっても、
少なくとも７号活字以上の大きさの活字で表示されるよう指導されたいこと。

৯Ӵੜ๏ʹ͖ͮجදࣔ͞ΕΔจࣈͷ大͖͞ʹ͍ͭͯ
（昭和44年８月18日　厚生省環境衛生局長通知、都道府県知事・保健所ઃஔ市長・特別区長 て͋　最終改正：平成16年11月24日）
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ୈ̍ষ　૯ଇ��
ʢ๏ͷతʣ�
第１条　この法律は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物

資の品質の改善、生産の合理化、取引の単७公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物
資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて農林物資の生産
及び流通の円化、消費者の需要にଈした農業生産等のৼڵ並びに消費者の利益の保護に寄与すること
を目的とする。

ୈ̑ষ　࣭දࣔͷదਖ਼化��
ʢ業ऀ͕कΔ͖දࣔͷج४ʣ�
第19条の13　内閣総理大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資する

ため、農林物資のうち飲食料品（生産の方法又は流通の方法に特৭があり、これにより価値が高まると認
められるものを除く。）の品質に関する表示について、内閣府令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のう
ち必要な事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。 

　１　名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項 
　２　表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項 
　（２以下、略）

ʢදࣔʹؔ͢Δࣔࢦʣ�
第19条の14　第19条の13第１項若しくは第２項の規定により定められた同条第１項第１号に掲げる事項
（以下「表示事項」という。）を表示せず、又は同項若しくは同条第２項の規定により定められた同条第１
項第２号に掲げる事項（以下「遵守事項」という。）を遵守しない製造業者等があるときは、内閣総理大
臣又は農林ਫ産大臣（内閣府令・農林ਫ産省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣。次項
において同じ。）は、当該製造業者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示
をすることができる。 

２　第19条の13第３項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない製造業者等があるとき
は、内閣総理大臣又は農林ਫ産大臣は、当該製造業者等に対し、その基準を守るべき旨の指示をすること
ができる。 

３　次の各号に掲げる大臣は、単独で前ೋ項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、その指示
の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。 

　１　内閣総理大臣　農林ਫ産大臣 
　２　農林ਫ産大臣　内閣総理大臣 
４　内閣総理大臣は、第１項又は第２項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係

る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
５　農林ਫ産大臣は、第１項又は第２項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正

ྛࢿͷ֨نԽٴͼ࣭දࣔͷదੑԽʹ
ؔ͢Δ๏ʢ+"4๏ʣʢൈਮʣ

（昭和25年5月11日法律第175号　最終改正：平成26年6月4日法律第51号）

 ྛ ਫ ࢈ ল ؔ 
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当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定により、そ
の者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。

第 19 条の14の2　前条の規定により指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表が行われ
るものとする。

ୈ�ষ　േଇ
第 23 条の２　第 19 条の13 第１項又は第２項の規定により定められた品質に関する表示の基準において

表示すべきこととされている原産地（原料又は材料の原産地を含む。）について虚偽の表示をした飲食料
品を販売した者は、２年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。 

第24条　次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 
　１〜３（略）
　４　第十条の規定に違反した者 
　５〜８（略）  　
第 29 条　法人（人格のない社団又はࡒ団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項にお

いて同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する΄か、その法人
に対して当該各号に定める罰金ܐを、その人に対して各本条の罰金ܐを科する。 

　１　第23条の２又は第24条（第８号に係る部分に限る。）１ԯ円以下の罰金ܐ
（以下、略）

ʢఆٛʣ
第２条　この法律において「個体識別番号」とは、牛（農林ਫ産省令で定めるものを除く。以下同じ。）の

個体を識別するために農林ਫ産大臣が牛ごとに定める番号をいう。
２　この法律において「管理者」とは、牛の所有者その他の牛を管理する者（当該牛の運ૹの委ୗを受け

た運ૹ業者を除く。）をいう。
３　この法律において「特定牛肉」とは、食用に供される牛の肉（ これを原料又は材料として製造し、加工

し、又は調理したものその他の農林ਫ産省令で定めるものを除く。）であって、牛個体識別台ாに記録され
ている牛から得られたものをいう。

４　この法律において「特定料理」とは、牛の肉を主たる材料とする料理であって政令で定めるものをいう。
５　この法律において「販売業者」とは、牛の肉の販売の事業を行う者をいい、「特定料理提供業者」とは、

特定料理の提供の事業を行う者であって政令で定める要件に該当するものをいう。

ୈ̐ষ　ಛఆڇ肉ͷදࣔ
ʢൢ売業ऀʹΑΔݸମࣝผ൪߸ͷදࣔʣ

ͼୡʹؔ͢ΔٴମࣝผͷͨΊͷใͷཧݸͷڇ
ಛผાஔ๏ʢڇτϨʔαϏϦςΟ๏ʣʢൈਮʣ

（平成15年６月11日　法律第712号）
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第15条　販売業者は、特定牛肉の販売をするときは、農林ਫ産省令で定めるところにより、当該特定牛肉若
しくはその容器、包装若しくはૹり状又はその店舗の見やすい場所に、当該特定牛肉に係る牛の個体識別
番号を表示しなければならない。

２　前項の場合においては、販売業者は、一の特定牛肉について一の個体識別番号を表示しなければなら
ない。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する特定牛肉の販売をするときは、一の特定牛肉につい
てೋ以上の個体識別番号を表示することができる。

　１　いずれの牛から得られたものであるかを識別することがࠔな特定牛肉であること。
　２　農林ਫ産省令で定める಄数以下の牛から得られた特定牛肉であること。
３　第１項の場合においては、販売業者は、農林ਫ産省令で定めるところにより、個体識別番号の表示に代

えて、荷ޱ番号（個体識別番号以外の番号又は記号で個体識別番号に対応するものをいう。以下この条
において同じ。）を表示することができる。

４　前項の場合には、販売業者は、農林ਫ産省令で定めるところにより、その氏名又は名称を併せて表示す
るとともに、当該特定牛肉の販売の相手方、消費者その他の者の求めに応じ、当該荷ޱ番号に対応する個
体識別番号を明らかにしなければならない。ただし、他の者が定めた荷ޱ番号を表示する場合において、
農林ਫ産省令で定めるところにより、当該他の者の氏名又は名称を表示したときは、この限りでない。

（以下、略）

ʢாͷඋ͚ʣ
第17条　と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、農林ਫ産省令で定めるところにより、ா（࣓気デΟ

スクをもって調整するものを含む。以下同じ。）を備え、特定牛肉の引渡し若しくは販売又は特定料理の提
供に関し農林ਫ産省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。

ʢٴࠂקͼ໋ྩʣ
第18条
２　農林ਫ産大臣は、販売業者が第15条第１項、第２項又は第４項の規定を遵守していないと認めるとき

は、当該販売業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
３　（略）
４　農林ਫ産大臣は、前 3 項に規定する勧告を受けたと畜者、販売業者又は特定料理提供業者が、正当な

理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該と畜者、販売業者又は特定料理提供業者に
対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

ʢใٴࠂͼࠪݕʣ
第19条　１、２（略）
３　農林ਫ産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、販売業者若しくは特定料理提供

業者に対し、必要な報告をさせ、又はその৬員に当該販売業者若しくは特定料理提供業者の事務所、事業
場、店舗その他の場所に立ち入り、ா、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは検
査に必要な限度において特定牛肉若しくは特定料理を集取させることができる。ただし、特定牛肉又は特
定料理を集取させるときは、時価によってその対価を支わなければならない。

４　前3　　項の規定により立入検査、質問又は集取をする৬員は、その身分を示す証明書を携ଳし、関係
者に提示しなければならない。
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５　第１項から第３項までの規定による立入検査、質問及び集取のݖ限は、犯罪査のために認められた
ものと解ऍしてはならない。

６　第１項から第３項までに規定する農林ਫ産大臣のݖ限は、農林ਫ産省令で定めるところにより、その一
部を地方農政局長に委任することができる。

ୈ̒ষ　േଇ
第23条　次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
　１、２、３　（略）
４　第 17 条の規定に違反して、ாを備えず、ாに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しく

は記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又はாを保存しなかった者
５　第 19 条第１項から第３項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による

検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若し
くは虚偽の陳述をした者

第24条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に
関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する΄か、その法人又は人に対しても、同条のܐを科する。

ʢ๏ୈ̎ୈ߲̏ͷྛਫ࢈লྩͰఆΊΔڇͷ肉ʣ
第２条　法第２条第３項の農林ਫ産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。
   １ 　食用に供される牛の肉（以下単に「牛肉」という。）を原料又は材料として製造し、加工し、又は調理

したもの
    ２ 　牛肉を肉ͻき機でͻいたもの
    ３ 　牛肉の整形に伴い෭次的に得られたもの

ʢൢ売業ऀʹΑΔݸମࣝผ൪߸ͷදࣔํ๏ʣ
第 22 条　法第 15 条第１項に規定する個体識別番号の表示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若し

くはૹり状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所（不特定かつ多数の者に販売する場合に限る。）
に、明ྎにしなければならない。

ʢྛਫ࢈লྩͰఆΊΔ಄ʣ
第 23 条　法第 15 条第２項第２号（法第 16 条第２項において準用する場合を含む。）の農林ਫ産省令で

定める಄数は、50とする。

ʢൢ売業ऀʹΑΔՙޱ൪߸ͷදࣔํ๏ʣ
第 24 条　法第 15 条第３項（ 法第 16 条第２項において準用する場合を含む。）に規定する荷ޱ番号の表

ͼୡʹؔ͢ΔٴମࣝผͷͨΊͷใͷཧݸͷڇ
ಛผાஔ๏نߦࢪଇʢൈਮʣ

（平成15年７月２日　農林ਫ産省令第72号　最終改正：平成21年９月11日　農林ਫ産省令第54号）
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示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくはૹり状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所
（不特定かつ多数の者に販売する場合に限る。）に、明ྎにしなければならない。

ʢൢ売業ऀͷ໊ࢯຢ໊শͷදࣔํ๏ʣ
第 25 条　法第 15 条第４項前段（法第 16 条第２項において準用する場合を含む。）の規定により販売業者

の氏名又は名称を表示するときは、電番号その他の連絡先を併せて表示しなければならない。
２　法第15条第４項後段（法第16条第２項において準用する場合を含む。）の規定により他の者の氏名又

は名称を表示するときは、電番号その他の連絡先を併せて表示しなければならない。

ʢாʣ
第 27 条　と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、法第 17 条に規定するாを１年ごとにดし、ด

。後２年間保存しなければならない
２　法第17条に規定する農林ਫ産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号

に定めるとおりとする。
　 １ 　（略）
　 ２ 　販売業者　販売に係る特定牛肉ごとに次のイ及びロに掲げる事項（販売の相手方が不特定かつ多数

の者である場合にあってはロに掲げる事項を除く。）
　　　  イ　仕入れに係る特定牛肉に対応する1若しくは2以上の個体識別番号又は荷ޱ番号（法第15条

第３項に規定する荷ޱ番号をいう。以下この条において同じ。）、当該仕入れの年月日、当該仕
入れの相手方の氏名又は名称及びॅ所並びに当該仕入れに係る特定牛肉の重量

　　　  ロ　販売に係る特定牛肉に対応する1若しくは2以上の個体識別番号又は荷ޱ番号、当該販売の年
月日、当該販売の相手方の氏名又は名称及びॅ所並びに当該販売に係る特定牛肉の重量

３　（略）

ʲڇ肉小売࣭ج४ʳ
̍　త
　　この小売品質基準は、小売店において小売販売される牛肉の部位表示の方法等を定めることを目的とする。
̎　ద༻ൣғ
　　この小売品質基準は、小売店において小売販売される牛肉について適用する。
̏　ఆٛ
　　この小売品質基準において牛肉の部位の名称は、特に定める場合を除き、社団法人日本食肉格付協会

の牛部分肉取引規格（昭和 51 年２月９日付け51 畜 A 第 366 号農林省畜産局長承認。以下「牛部分肉
取引規格」という。）に定めるところによる。

̐　෦Ґදࣔͷํ๏
（ １ ）小売店における小売用牛肉の部位表示の方法は、輸入に係る牛肉（国内における飼養期間が外国に

おける飼養期間（２以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同

৯খച࣭ج४ʢڇٴͼಲʣ
（昭和52年１月26日　52畜" 第98号農林ਫ産省畜産局長通達　最終改正：平成17年３月１日）
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じ。）より短い牛を国内でと畜して生産したものを含む。以下同じ。）を含め次の区分により行うものとする。

（ ２ ）小売店における小売用牛スライス肉を２種類以上の部位を混合して小売販売する場合には、次の区
分により使用重量の多いॱに表示するものとする。

（ ３ ）小間切及びͻき肉は部位表示をしなくてもよい。
（ ４ ）部位表示に用いるจ字は小売店において選択するものとする。

̑　༌ೖʹΔڇ肉ͷදࣔͷํ๏
　　輸入に係る牛肉については原産国（地）を表示するものとする。

ʲಲ肉小売࣭ج४ʳ
̍　త
　　この小売品質基準は、豚部分肉を小売用に分ׂ及び整形する方法並びに小売店において小売販売され

る豚肉の部位及び品質の表示方の法等を定めることを目的とする。
̎　ద༻ൣғ
　　この小売品質基準は、小売店において小売販売される豚肉について適用する。
̏　ఆٛ
　　この小売品質基準において豚肉の部位の名称は、特に定める場合を除き、社団法人日本食肉格付協会

の豚部分肉取引規格（昭和 51 年２月９日付け51 畜 A 第 366 号農林省畜産局長承認。以下「豚部分肉
取引規格」という。）に定めるところとする。

　区　分　　　　　　　　　　　　　　　　　    内　　　　　༰
ڇ ω ッ Ϋ  ωッΫを͍ う。（༌ೖにるωッΫを含Ή。）
た ͔たを͍　͔　ڇ う。（༌ೖにるγϣϧμーΫロッυ、Ϋロッυ（ϒϨーυ）、νϟッΫςンμーを含Ή。）
たロース ͔たロースを͍͔ڇ う。（༌ೖにるνϟッΫローϧを含Ή。）
Ϧϒロース Ϧϒロースを͍ڇ う。（༌ೖにるϦϒΞイローϧ、キϡーϒローϧを含Ή。）
αーロイン αーロインを͍ڇ う。（༌ೖにるストϦッϓロイン含Ή。）
ώ　Ϩ ώϨを͍　ڇ う。（༌ೖにるϑϧςンμーロイン、ςンμーロインを含Ή。）
　Β ͔たΒ及びともΒを͍　ڇ う。（༌ೖにるϒϦスέット、γϣートϒϨーυ、ϒϦスέットϙイントΤンυ、

ϒϦスέットφーϕϧΤンυ、γϣートϦϒを含Ή。）
も　も うͪ　ڇ もも及びしΜた·を͍ う。（༌ೖにるトッϓ（インαイυ）ランυ、トッϓ（イン）αイυ、φッΫϧ、

γッΫϑランΫを含Ή。）
ڇ そともも そとももを͍ う。（༌ೖにるϘトム（グースωッΫ）ランυ、γϧバーαイυを含Ή。）
ڇ Β Μ  ΒΜ͍ を͍ͪ う。（༌ೖにるトッϓαーロインバット、% ラɻンϓを含Ή。）
Ͷ ͢Ͷを͍　͢　ڇ う。（༌ೖにるγϟンΫ、γンを含Ή。）

　区　分　　　　　　　　　　　　　　　　　    内　　　　　༰
ڇ ω ッ Ϋ  （１）の区分のڇωッΫを͍ う。
たを͍͔ڇた （１）の区分の　͔　ڇ う。
ڇ ロ ー ス  （１）の区分の͔ڇたロース、ڇϦϒロース、ڇαーロイン及びڇώϨを͍ う。
Βを͍ڇ　Β （１）の区分の　ڇ う。
ΒΜを͍ڇそともも及びڇ、ももڇも　も （１）の区分の　ڇ う。
Ͷを͍͢ڇͶ （１）の区分の　͢　ڇ う。



1��

 ྛ ਫ ࢈ ল ؔ 

̐　ಲ෦肉ͷׂɺํܗ๏
（ １ ）豚部分肉の分ׂ方法
　豚部分肉（豚部分肉取引規格に定める豚部分肉をいう。以下同じ。）は、次のように細分するものとする。

　　（ 1）かたの分ׂ方法：かたロース（ڳ最長筋等）は、かたの第１ܱ下ԑ除ڈ部からഎ線に平行
に切りす。次いでかたばら（腹ڒઅ及びڳ筋等）を切りし、残部をうで（大円筋、広എ筋、
上ࡾ಄筋長಄、ᑜ上筋、ᑜ下筋、ߕݞ下筋等）とする。この場合、うでからは、ネック（ܱإ
面皮筋及び上ܱ筋等）及びすͶ（৳筋及び۶筋等）を取り除いてもよい。

　　（2）ももの分ׂ方法：ももは、うちもも（膜様筋、内సۈ、ബ筋等）を切りし、残部をしんたま（大
଼四಄筋）とそともも（大଼ೋ಄筋、ఖ様筋、ਛ筋等）とに分ׂする。

　　　　　 この場合、そとももからすͶ（下଼の৳筋及び۶筋）を取り除いてもよい。
（ ２ ）豚肉の整形方法
　 （１）により細分した豚肉は、ᡲ、筋膜及び༨脂を取り除き周ลの不ଗいを削りとり、表面脂の厚さ

は、かたばら及びばらを除き、次に定めることとなるように整形するものとする。

̑　෦Ґදࣔͷํ๏
（ １ ）小売店における小売用豚肉の部位表示の方法は、輸入に係る豚肉（国内における飼養期間が外国に

おける飼養期間より短い豚を国内でと畜して生産したものを含む。以下同じ。）を含め次の区分により行う
ものとする。

　（）輸入豚肉のうち、本表に記載する部位以外の部位については、類似部位に準ずるものとする。
（ ２ ）（１）の豚肉を２種類以上の部位を混合して小売販売する場合は、次の区分により使用重量の多いॱ

に表示するものとする。

　区　分　　　　　　　　　　　　　　　　　    内　　　　　༰
͔　　　　た うͰ、͔ たロース及び͔たΒにࡉ分͢る。
ロ 　 ー 　 ス 。分しͳ͍ࡉ 
　　　　Β ࡉ分しͳ͍。
も　　　　も うͪ もも、しΜた·及びそとももにࡉ分͢る。
ώ　　　　Ϩ ࡉ分しͳ͍。

う　　　Ͱ 8NN以内
͔たロース 8NN以内
ロ　ー　ス 8NN以内
う ͪ も も దに取り除く。

し Μ た · 8NN以内
そ と も も 8NN以内
ώ　　　Ϩ શに取り除く。

     区　分　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　　༰
ಲ ω ッ Ϋ うͰのうͪ 、部（δϣーϧ）を͍ う。（༌ೖにるϐΫχッΫを含Ή。）
ಲ 　 ͔ 　 た うͰのうͪ 、部（δϣーϧ）以֎を͍ う。（༌ೖにるϐΫχッΫを含Ή。）
ಲ͔たロース ͔たロースを͍ う。（༌ೖにるϘストンバット、カラーを含Ή。）
ಲ ロ ー ス  ロースを͍ う。（༌ೖにるロインを含Ή。）
ಲ 　  　 Β  ͔たΒ及びΒを͍ う。（༌ೖにるϕϦーを含Ή。）
ಲ 　 も 　 も  うͪ もも及びしΜた·を͍ う。（༌ೖにるハムを含Ή。）
ಲ そ と も も  そとももを͍ う。（༌ೖにるハムを含Ή。）
ಲ 　 ώ 　 Ϩ  ώϨを͍ う。（༌ೖにるςンμーロインを含Ή。）
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（ ３ ）小間切及びͻき肉は部位表示をしなくてもよい。
（ ４ ）部位表示に用いるจ字は小売店において選択するものとする。

̒　༌ೖʹΔಲ肉ͷදࣔͷํ๏
　　輸入に係る豚肉ついては原産国（地）を表示するものとする。

ಲͷදࣔํ๏ࠇ　̓
　　バークシϟー७ਮ種の豚肉のみを「ࠇ豚」と表示できるものとする。

ୈ̍ষ　૯　ଇ
̍　త
　　この小売規格は、小売段階における食鶏の種類、部位及び品質標準並びにそれらの表示について定め

ることを目的とする。

̎　ద༻ൣғ
　　この小売規格は、小売段階における食鶏の「若どり」及び「」について適用するものとする。ただし、

肥育鶏及び地鶏については、「３定義」及び「５表示」の（４）（５）に限り適用し、輸入食鶏については、
「５表示」の（５）及び（７）に限り適用するものとする。

̏　ఆٛ
（ １ ）この小売規格において「食鶏」とは食用に供する健康鶏又はその部分をいい、「と体」とは食鶏を์

血・Ӌしたものをいい、「中͵き」とは、と体から内臓（ਛ臓を除く。）、総ഉᔔߢ、気管及び食道を除ڈ
したものをいい、「解体品」とはと体又は中͵きから分ׂ又は࠾取したもの（ڳથ、ߕ状થ及びඌથを除ڈ
したものに限る。）をいう。ただし、中͵きについては、ඌ部の有無は任意とする。

（ ２ ）この小売規格において「生鮮品」とは鮮度がྑく凍結していない解体品をいい、「凍結品」とは生鮮品
を速やかに凍結し、その中心温度をマイナス15度$ 以下に下げ、以後平ۉ品温をマイナス18度$ 以下に
保持するように凍結ஷଂしたものをいい、また、「解凍品」とは凍結品を解凍したもので、その品質は、第４
章の２の解凍品の品質標準を満するものとする。

（ ３ ）この小売規格において、「若どり」とは３ϱ月齢ະ満の食鶏をいい、「肥育鶏」とは３ϱ月齢以上５ϱ月
齢ະ満の食鶏をいい、また、「」とは５ϱ月齢以上の食鶏をいう。

（ ４ ）この小売規格において、「骨つき肉」とは解体品で骨つきのものをいい、「正肉類」とは解体品で骨を

     区　分　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　　༰
ಲ 　 ͔ 　 た  （１）のಲ͔たを͍ う。
ಲ ロ ー ス  （１）のಲ͔たロース、ಲロース、ಲώϨを͍ う。
ಲ 　  　 Β  （１）のಲΒを͍ う。
ಲ 　 も 　 も  （１）のಲもも、ಲそとももを͍ う。

৯ܲখച֨ن
（平成５年３月10日　５畜" 第435号農林ਫ産省畜産局長通達　最終改正：平成23年1月7日）
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除ڈした皮つきのもの（「ささみ」、「こにく」及び「あͿら」を除く。）をいう。
（ ５ ）この小売規格において「主品目」とは解体品のうち「ؙどり」、骨つき肉及び正肉類をいい、「෭品目」

とは主品目以外のもので「ೋ次品目」を除いたものをいい、「ೋ次品目」とは主品目又は෭品目を分ׂし、
Ϳつ切りし、細切し、又は൨いたものをいう。

̐　࣭ඪ४
　　食鶏の品質標準は、若どりの主品目について定め、若どりの෭品目及びೋ次品目の品質標準は生鮮品と

しての特徴をࣦわないものであることとする。の解体品については、品質標準を設けない。

̑　දࣔ
（ １ ）小売店において食鶏を小売りする際には、この小売規格に定める種類及び部位を表示するものとする。

ただし、主品目については、その用途を併記することができるものとする。
（ ２ ）ೋ次品目（「手Ӌなかׂり」を除く）は、使用した解体品の部位を併せて表示するものとする。
（ ３ ）の解体品には、ʠʡをףする。
（ ４ ）凍結品は、ʠ凍結品ʡであることを表示するものとする。
（ ５ ）解凍品は、ʠ解凍品ʡであることを表示するものとする。
（ ６ ）正肉類について、皮をണいで販売する場合には、ʠ皮なし ʡであることを表示する。
（ ７ ）輸入食鶏（国内における飼養期間が外国における飼養期間（２以上の外国において飼養された場合

には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。）より短い鶏を処理して生産されたものを含む。）は、原
産国（地）を表示するものとする。

ୈ̎ষ　ੜ
̍　ੜͷ෦Ґ
　　の生鮮品は、「ؙどり」、正肉類、「かわ」、「きも」、「きも（血͵き ）」、「すなぎも」及び「すなぎも（ すじ

なし ）」に限るものとする。
（ １ ）主品目
　　  主品目は、「ؙどり」、骨つき肉及び正肉類に区分する。ただし、にあっては、ؙ どり及び正肉類に限

るものとする。
　ア．ؙどり
　　　「ؙどり」は次のとおりとする。
　　　ؙどりʜʜ と体から内臓（ਛ臓を除く。）、総ഉᔔߢ、気管、食道、಄及び頸を除ڈし、あしをあし関

અまたはけづめの直上で切断したもの。ただし、頸皮は２分の１を残す
　イ．骨つき肉
　　　骨つき肉は、「手Ӌ類」、「むͶ類」及び「もも類」に細区分する。
　　　（ ア ）手Ӌ類
　　　　　　「手Ӌ類」は、次のとおりとする。
　　　　　   手Ӌもと ・・・・・・・・・・上部分
　　　　　   手Ӌさき ・・・・・・・・・・上から先端部分までの全部から「手Ӌもと」を除ڈした残部
　　　　　   手Ӌなか ・・・・・・・・・・「手Ӌさき」から先端部分を除ڈした残部
　　　　　   手Ӌはし ・・・・・・・・・・「手Ӌさき」から「手Ӌなか 」を除ڈした残部（先端部分）
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　　　（ イ ）むͶ類
　　　　　　「むͶ類」は、次のとおりとする。
　　　　　   骨つきむͶ ・・・・・・・・ڳ及びڳに付ਵする骨を除ڈしたڳ部で、手Ӌ（上から先端部

分までの全部）を含むもの。ただし、頸皮は除ڈする。
　　　　　   手ӋもとつきむͶ肉 ・・・「手Ӌもと」つきのڳ部の正肉類。ただし、頸皮は除ڈする。
　　　（ ウ ）もも類
　　　　　　「もも類」は、次のとおりとする。
　　　　　   骨つきもも ・・・・・・・・・大଼関અで分ׂし、あしをけづめの直上で切断したもの
　　　　　   骨つきうわもも ・・・・・大଼関અで分ׂし、あしをあし関અで切断した଼をͻ͟関અで分ׂした上

の部分（大଼）
　　　　　   骨つきしたもも ・・・・・大଼関અで分ׂし、あしをあし関અで切断した଼をͻ͟関અで分ׂした下

の部分（下଼）
　ウ．正肉類
　　　 「正肉類」は、次のとおりとする。ただし、の正肉類は、むͶ肉、もも肉及び正肉とする。
　　　むͶ肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・手Ӌ（上から先端部分までの全部）及び頸皮を除ڈしたڳ部の正肉類
　　　特製むͶ肉 ・・・・・・・・・・・・・・手Ӌ（上から先端部分までの全部）及び頸皮を除ڈしたڳ部の正肉類

で、周ลの皮及び脂を除ڈして整形したもの
　　　もも肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・଼の正肉類
　　　特製もも肉・・・・・・・・・・・・・・・「もも肉」から主なᡲ及びあし関અ付近の皮及び筋上膜を除ڈしたもの
　　　正肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「むͶ肉」及び「もも肉」を併せたもの
　　　特製正肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・「特製むͶ肉」及び「特製もも肉」を併せたもの

（ ２ ）෭品目
　　   ෭品目は次のとおりとする。
　　　ささみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ᡲのついた深ڳ筋
　　　ささみ（ すじなし ） ・・・・・・・ᡲの主要部分を除ڈした深ڳ筋
　　　こにく ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正肉類及び「ささみ」を除ڈした骨に付着している肉を切り取ったもの
　　　かわ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・皮
　　　あͿら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・主として腹部の脂
　　　もつ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・可食内臓
　　　きも ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・心臓及び肝臓。ただし、心臓と肝臓を別個に販売する場合は、心臓に

ついては「心臓」又は「ϋート」とし、肝臓については「肝臓」又は「レ
バー」とする。

　　　きも（血͵き ） ・・・・・・・・・・・心臓（血ൈきし、上部を除ڈしたものに限る ）及び肝臓血ൈきし、上部を
除ڈした心臓は、「心臓（血͵き ）」又は「ϋート（血͵き ）」とする。

　　　すなぎも ・・・・・・・・・・・・・・・・・થ胃及び内を除ڈした筋胃
　　　すなぎも（ すじなし ） ・・・・・ᡲ質の主要部分を除ڈした「すなぎも」
　　　がら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・಄部及びあし部分以外の骨
　　　なんこつ ・・・・・・・・・・・・・・・・ڳ骨及び関અのೈ骨。ただし、部位を表示する。
　　　　　　　　　　　　　　 （例）「なんこつ（ڳ骨）」
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（ ３ ）ೋ次品目
　　   ೋ次品目は、次のとおりとする。
　　　手Ӌなかׂり ・・・・・・・・・・「 手Ӌなか 」をई骨部分とᒷ骨部分に分ׂしたもの
　　　Ϳつ切り ・・・・・・・・・・・・・・・・あしをあし関અで切断した「ؙどり」及び骨つき肉をͿつ切りしたもの
　　　切りみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正肉類を細切したもの
　　　ͻき肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正肉類又は「こにく」を൨いたもの

̎　ੜͷ࣭ඪ४
　　若どりの生鮮品の主品目の品質標準は、次のとおりとする。
　　については、品質標準を設けない。

ୈ̏ষ　ౚ݁
１　凍結品の部位
　   凍結品の部位は、生鮮品の部位に準ずるものとする。
２　凍結品の品質標準
　   凍結品は、生鮮品を凍結したものとし、包装又は適正な氷ҥ（ グレーζ ）等によりݻ有の৭（ ϒルーム ）

及び正常なにおいを保持し、́ とんどס૩していないもので、凍結やけが無く、異物の付着又は混入の無いも
のとする。

ୈ̐ষ　ղౚ
１　解凍品の部位
　   解凍品の部位は、生鮮品の部位に準ずるものとする。
２　解凍品の品質標準
　  解凍品は、第３章の凍結品を適切な解凍方法によってঢ温させて、凍結品中の氷の結থの全部または と́

んどが༥けてਫに変り、チルド状態に保たれているものとする。

ෟ則
　この規格は平成23年４月１日より適用する。ただし、平成23年10月１日以前に小売りされる食鶏の表示に

　　  ߲　 品質ඪ४
ଶ 正　ৗ　　　　　　ܗ
肉 　　ͮ 　　き ྑ　͍
ࢷ  の つ き ํ  దにつ͍て͍るもの
　　　　　　　　ൽෘの৭が くྑ、ޫ が り͋、肉のし·りがྑ も͍の
ච Ӌ ・ ໟ Ӌ  ແ も͍の
ൽෘ及び肉のଛই ແ も͍の
ൽෘ及び肉の変৭ ແ も͍の
ࠎ ં ・  ӓ  ແ も͍の
ҟ　　　　　　ष ແ も͍の
ҟ 物 の 付 ண  ແ も͍の

（）ଛই：ই、ଧই、ࡲই、྾ই等
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ついては、この通知による改正前の食鶏小売規格の規定の例によることができる。

ʢ̍ʣาཹڃ

ʢ̎ʣ肉࣭ڃ

ن取Ҿࢬڇ ʢ֨ൈਮʣ

（昭和50年２月1日　農林ਫ産省50畜" 第423号承認　　最終改正：昭和63年3月１日）

　　　　߲
等ڃ　　　　　　 าཹج४　　　　　　　　า　ཹ

　　  ̖ 　　　　　　72以上 部分肉าཹがඪ४Αりྑ も͍の
　　  ̗ 　　　　69以上72ະຬ 部分肉าཹのඪ४のもの
　　  ̘ 　　　　　　69ະຬ 部分肉าཹがඪ४Αりྼ るもの

及ے並びにഎ半ᑜے最長ڳ
び಄半ᑜےに͓けるࢷަ
が͔ͳりଟࡶ も͍の

及ے並びにഎ半ᑜے最長ڳ
び಄半ᑜےに͓けるࢷަ
がଟࡶ も͍の

及ے並びにഎ半ᑜے最長ڳ
び಄半ᑜےに͓けるࢷަ
がඪ४のものࡶ

及ے並びにഎ半ᑜے最長ڳ
び಄半ᑜےに͓けるࢷަ
がগͳࡶ も͍の

及ے並びにഎ半ᑜے最長ڳ
び಄半ᑜےに͓けるࢷަ
がࡶ と́ΜͲͳ も͍の

肉৭及びޫが͔
ͳりྑ も͍の

肉৭及びޫが
ྑ も͍の

肉৭及びޫがඪ
४のもの

肉৭及びޫがඪ
४に४ずるもの

肉৭及びޫがྼ
るもの

క·りは͔ͳりྑ
く、きめが͔ͳりࡉ
͔ も͍の

క·りは くྑ、
きめが͍͔ࡉ
もの

క·り及びきめが
ඪ४のもの

క·り及びきめが
ඪ४に४ずるもの

క·りがྼりຢは
きめがૈ も͍の

ޫ、の৭ࢷ 及び
質が͔ͳりྑ も͍の

ޫ、の৭ࢷ 及び
質がྑ も͍の

ޫ、の৭ࢷ 及び
質がඪ४のもの

ޫ、の৭ࢷ 及び
質がඪ४に४ずるも

ޫ、の৭ࢷ 及び
質がྼるもの

5

4

3

2

1

　　　߲
等ࢷ 　 　　　　　　ڃަࡶ　　　　　　　 肉の৭　　　 肉のక·り及びきめ　　 ࢷの৭と質
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ʢҰʣڇ෦肉औҾ֨ن
ʢ̍ʣ෦肉ͷׂٴͼͦͷ໊শ
　　  この規格に定める牛部分肉は、ؙ枝肉を別表１に定める分ׂ・整形方法により分ׂ、整形するも

のとし、その各部分肉の名称は「ネック」、「かた」、「かたロース」、「かたばら」、「ώレ」、「リϒロース」、
「サーロイン」、「ともばら」、「うちもも」、「しんたま」、「らんいち」、「そともも」、「すͶ」の13とする。

ʢ̎ʣ肉࣭ٴڃͼॏྔ۠
　　   ①肉質等級
　　   部分肉の「肉質等級」は、当該部分肉が枝肉段階で別表２の牛枝肉取引規格により格付けされた「肉

質等級」をそのまま適用するものとし、その等級のݺ称は「５」、「４」、「３」、「２」及び「１」とする。
　　   ②重量区分
　　   部分肉の「重量区分」は、別表３に定める「重量区分」とし、その区分のݺ称は「̨」、「̢」、及び「-」

とする。

ʢೋʣڇ෦肉औҾ֨نͷద༻݅
（ １ ）この規格は、（一）の（１）の13の部分肉を対象とするものとする。
　　  ただし、１部分肉に分ׂしないもの（「ネック」と「かたロース」を分ׂしないもの等）、又は、１部分肉

を細分したもの（「ともばら」を細分したもの等）であっても差し支えないものとする。
（ ２ ）この規格は、冷ଂ部分肉及び冷凍部分肉について適用するものとする。
（ ３ ） 「ネック」、「ともばら」、「すͶ」及び１部分肉に分ׂしないもの、又は、１部分肉を細分したものについ

ては、その「重量区分」を定めないものとする。
（ ４ ）部分肉を収納した容器には、次の各項を表示するものとする。
　　  ただし、「ネック」及び「すͶ」については、②の「肉質等級」を表示しなくても差し支えないものとする。
　　  また、③の「重量区分」については、当分の間、表示しなくても差し支えないものとする。
　　  ①　部分肉の名称
　　  ②　肉質等級
　　  ③　重量区分
　　  ᶆ　品質・性別
　　  ᶇ　脂の厚さ
　　  ᶈ　収納本（Օ）数及び内容重量
　　  ᶉ　製造年月日
　　  ᶊ　製造者及び製造工場名
　　  ᶋ　部分肉格付け認定工場番号
　　  ᶌ　保存温度

֨ن෦分取Ҿڇ
（昭和51年２月９日　農林ਫ産省51畜̖ 第366号承認　最終改正：昭和63年３月１日）
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（１）େ　分　ׂ

ʮ·えʯ͔ Βલࢶを、その付ண部に͓͍てҾき
͢Αうにして、ࠎߕݞ（ߕݞೈࠎを含Ή）に付ଐ
͢るے肉とともにڳ部 Β͔分し、ࠎߕݞ、上
ࠎ、લࠎ、खࠜࠎを除ࠎしたのͪ、ӊ口
ےと上ے（·くΒ）のؒͰஅして、ʮ͔たʯと

ʮ·えずͶʯに分͢る。

ʮ·えʯ͔ Βલࢶを分したものにつ͍て、ܱ 、
、したのͪࠎを除ࠎڳ及びࠎೈ、ࠎ、ڳ
第６ࠎのつけࠜ（第６ࠎと第６ڳの付ண
部）͔ Βࠎ（ೈࠎを含·ͳ͍）の長͞ の΄

３̈́分の１に૬当͢ると͜ ΖͰ、എઢに΄΅平
Ͱ第６͍࣍、にஅして、ʮ͔たΒʯを分しߦ
ʙ第７ܱ ؒͰഎઢに΄΅֯にஅして、

ʮωッΫʯとʮ͔たロースʯに分͢る。

·　　　え

第６ʙ第７ؒࠎに͓͍てஅ
して、ʮ·えʯを分͢る。

͔　　　た
͢　　　Ͷ

（·えずͶ）

͔ た  Β
͔たロース
ω　ッ　Ϋ

と）ےບுےଆのେ଼֎ࢶޙ
も֯ࡾ）のલԑにԊ てͬ、݁
、ͰりਐΈ·（のલࠎ）ے
そのے݁の΄΅中央 Β͔എ
ઢと́ ΅平ߦにஅして、ʮとも
Βʯを分͢る。

を含Ήࠎঢ়ೈ）ࠎڳ ）及びࠎ（ೈࠎを
含Ή ）を除͢ࠎる。

ロイン
（ώϨを含Ή）

及びもも

臓ࢷを除ڈしたのͪ、ஏࠎ
のલ下ํに͓͍て、ʮώϨʯをޙ
 Β͔最ࠊޙの部分·Ͱ
りし、͍࣍Ͱઋと最ࠊޙ
との݁߹部に͓͍てഎઢと
΄΅֯にஅして、ʮロインʯと

ʮももʯに分͢る。

ώ　　　Ϩ
Ϧϒロース
αーロイン

ʮロインʯ͔ ΒʮώϨʯを分し、ڳ、ࠊ及び
ࠎを除ࠎ（ߕݞೈࠎを含Ή）したのͪ、第10 
ʙ第11 ڳؒͰ、എઢに΄΅֯にஅ
して、ʮϦϒロースʯとʮαーロインʯに分͢る。

ʮももʯ͔ Βେ଼ೋ಄ے、半ᡲ༷ے（しきΜ う̈́）
及びେ଼࢛಄ےと半ບ༷ے、内సے、େ଼ബ
ບにԊے等とのے てͬʮうͪ ももʯを分͢る。

、ઋ、ࠎࠜ、ࠎ下଼、ࠎක֖、ࠎେ଼、ࠎ
第１ඌを除ࠎしたのͪ、େ଼ೋ಄ےとେ଼࢛
಄ےとのےບにԊ てͬʮしΜた·ʯを分し、࣍
͍Ͱେసࢠと半ᡲ༷ےのલを݁ͿઢͰ
அして、ʮΒΜ͍ͪʯを分͢る。 Β͞に、େ଼ೋ
಄ےとᡯෲےとのےບにԊ てͬʮそとももʯとʮと
もずͶʯに分͢る。
た しͩ、ᡯෲے及びઙ᪇۶ے（はき）はʮそとも
もʯにつけたものͰ͋ てͬも差しࢧえͳ͍。

う ͪ も も

し Μ た ·
Β Μ ͍ ͪ
そ と も も
͢　　　Ͷ

（ともずͶ）

と も  Β と も  Β

区　分 ํ　　法

（２）খ　分　ׂ

区　分 ํ　　法

ผද̍
分ׂ・整形方法
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（３）　　　ܗ

区　分 ํ　　法

͔　　　た ؔઅೈࠎ、ᯰ ଳ及びԚછ部を除ڈし、ࢷの厚͞ を10NN以内に除ڈして͢ܗる。

͢　　　Ͷ ᯰଳ、ᡲ及びԚછ部を除ڈして͢ܗる。

͔ た  Β  ؒےにるนଆڳບ（う͢ ͔わ ）及びઙ Ϧܱンパઅを含Ήपลࢷを除ڈし、ਂ ࠎڳとےڳ
ؒに る͋ࢷ͍ߗはؒےとਫ平にͳるΑうに除ڈし、その他のࢷの厚 を͞10NN以内に除
。る͢ܗしてڈ

͔たロース ؒےにるนଆڳບ及びઙܱϦンパઅを含Ήपลࢷを除ڈし、ࢷの厚 を͞10NN以内
に除ڈして͢ܗる。

ω　ッ　Ϋ ݂ӷ等にΑるԚછ部及びܱにるϦンパઅを除ڈして͢ܗる。

と も  Β  ෲບをはずし、നઢ部は10NNの෯Ͱ除͢ڈる。乳ࢷ（ͪͪ ͔Ϳ）ຢはӄ೯ࢷ（きΜ͋ͿΒ）
につ͍ては、ෲൽے（ ͔ͬͅ ）の下10NN以内、֎ෲࣼےのᡲບの上10NN以内、߹
わせて20NN以内に除ڈして͢ܗる。

ώ　　　Ϩ ʮώϨʯのޙのࢷの最も厚 と͍͜ ΖͰ10 NN以内とし、ʮώϨʯのޙ部（2 � 3 の分）
に͓͍てલに く͍にしたが てͬঃʑにബくͳるΑうに除ڈして͢ܗる。͜の߹、ʮώϨʯの
ޙ Β͔1 � 3 ఔに る͋Ϧンパઅは一部 てͬも差しࢧえͳ͍。

Ϧϒロース ؒےにるนଆڳບを除ڈし、ࢷの厚͞ を10NN以内に除ڈして͢ܗる。

αーロイン ʮϦϒロースʯの߲とಉ͡ 。

う ͪ も も  内సے及びपลのے肉࿐ग़໘の変৭して͍ると͜ Ζをബくり取り、͍࣍Ͱࢷの厚͞10NN
以内に除ڈし、ซせてઙܘϦンパઅを除ڈして͢ܗる。

し Μ た · の厚͞ࢷ  を10NN以内に除ڈし、ซせてࠎ下Ϧンパઅを除ڈして͢ܗる。

ͪ Μ ͍ ͪ ）の一部ࢷ൫ࠎ等（খ肉）及びےࠎ、ے内໘の内ดࠎ  めがͶ͋ͿΒ）及びࠎの
の厚ࢷし、その他のڈを除ࢷ部を取り除き、ઋ及びඌの֎ଆにҐஔ͢るບࠎ を͞
10NN以内にͳるΑうに除ڈして͢ܗる。

そ と も も  කᜰϦンパઅを含Ήपลࢷ及びその他のࢷの厚͞ を10NN以内にͳるΑうに除ڈしてܗ
͢る。

͢　　　Ͷ ઙ৳۶ےᡲ等（ ͢͡ ）及びԚછ部を除ڈして͢ܗる。
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ಲࢬ取Ҿن ʢ֨ൈਮʣ

（昭和50年２月1日　農林ਫ産省50畜" 第423号承認　　最終改正：平成８年８月22日）

ൽは͗35̺ ̶以上
39LH以下、౬は͗
38LH以上42LH以
下（എࢷの厚͞
の区分は別２هに
Αる。）

ൽは͗ 32�5LH以上
40LH以下、౬は͗
35�5LH以上43LH
以下

（ಉࠨ）

ൽは͗30LH以上
42�5LH以下、౬
は͗ 3 3 L H 以 上
45�5LH以下

（ಉࠨ）

ൽは͗30LHະຬ
42�5LH超ա、౬
は͗ 3 3 L H ະ ຬ
45�5LH超ա

（ಉࠨ）

（1）以上の等ڃの͍
ずΕにも該当し
ͳ͍ もの

ຢは肉質の؍֎（2）
特にѱ も͍の

（3）ԫಲຢはࢷの
質の特にѱ も͍
の

（4）Դषその他ҟष
の る͋もの

（5）衛生ࠪݕにΑる
ׂ除部のଟ も͍
の

（6）ஶしくԚછ Ε͞て
͍るもの

外
　
　
観

ॏ量及び
എࢷの

厚͞ のൣғ
（半ؙ）

長͞、 が͞ద当Ͱ
厚く、もも、ロース、
Β、͔ たの各部がΑ
くॆ し࣮て、߹の
特にྑ も͍の

長͞、 が͞ద当Ͱ
厚く、もも、ロース、
Β、͔ たの各部がॆ

し࣮て、߹のྑ͍
もの

長͞、͞、厚͞、શ
ମのܗ、各部の
߹に͓͍て、͍ ずΕ
にも༏Εたと͜ Ζが
ͳく、·たେきͳܽ
のͳ͍ もの

શମのܗ、各部の
߹ともにܽの
ଟ も͍の

শ　ۉ

厚く、ͳめΒ͔ Ͱ肉ͮ
きが特に くྑ、枝肉
にର͢る肉のׂ
߹がࢷとࠎΑりも
ଟ も͍の

厚く、ͳめΒ͔Ͱ肉
ͮきが くྑ、枝肉に
ର͢る肉のׂ߹
が、͓ ͓ΉͶࢷと
Αりもଟࠎ も͍の

特に༏Εたと͜ Ζも
ͳく、肉の発達も
ී通Ͱ、େきͳܽ
のͳ͍ もの

ബく、付ணঢ়ଶがѱ
く、肉のׂ߹が
ྼ て͍ͬ るもの肉 きͮ

എࢷ及びෲ部ࢷ
の付ணがదの
もの

എࢷ及びෲ部ࢷ
の付ணがదの
もの

എࢷ及びෲ部ࢷ
の付ணにେきͳ
ܽのͳ͍ もの

എࢷ及びෲ部ࢷ
の付ணにܽの
認めΒΕるもの

์݂がे分Ͱ、࣬
පͳͲにΑるଛইが
ͳく、取扱のෆదに
ΑるԚછ、ଛইͳͲ
のܽのͳ͍ もの

์݂がे分Ͱ、࣬
පͳͲにΑるଛইが
ͳく、取扱のෆదに
ΑるԚછ、ଛইͳͲ
のܽの と́ΜͲͳ

も͍の

์݂ී通Ͱ、࣬ ප
ͳͲにΑるଛইがগ
ͳく、取扱のෆదに
ΑるԚછ、ଛইͳͲ
のେきͳܽのͳ

も͍の

์݂がෆे分
Ͱ、ଟগのଛইが͋
り、取扱のෆదにΑ
るԚછͳͲのܽ
の認めΒΕるもの

క·りは特に くྑ、き
めが͔ࡉ も͍の

క·りは くྑ、きめが
͔ࡉ も͍の

క·り、きめともにେ
きͳܽのͳ͍ もの

క·り、きめともにܽ
の る͋もの

付ணࢷ

上͛

肉
　
　
質

肉のక·り
及びきめ

肉の৭

肉৭は、୶փߚ৭
Ͱ、໌Ͱ り͋、ޫ
のྑ も͍の

肉৭は、୶փߚ৭
ͰຢはそΕにۙく、
໌Ͱޫのྑ͍
もの

肉৭、ޫ ともに特
にେきͳܽのͳ

も͍の

肉৭は、͔ ͳりೱ͍
͔ຢはաに୶く、
ޫの くྑͳ͍ もの

దのもの దのもの ී通のもの աগ͔ຢはաଟの
もの

のࢷ
ண

৭നく、ޫ が り͋、
క·り、೪りともに特
にྑ も͍の

৭നく、ޫ が り͋、
క·り、೪りともにྑ

も͍の

৭ී通のものͰ、
క·り、೪りともにେ
きͳܽのͳ͍ もの

ҟ৭が り͋、ޫ
もෆे分Ͱ、క·
り೪りともにे分Ͱ
ͳ͍ もの

のࢷ
৭と質

等ڃ 上ۃ 上 中 並 等֎



1��

 ྛ ਫ ࢈ ল ؔ 

ʢҰʣಲ෦肉औҾ֨ن
ʢ̍ʣ෦肉ͷׂٴͼͦͷ໊শ
　　  この規格に定める豚部分肉は、ؙ枝肉を別表１に定める分ׂ・整形方法により分ׂ、整形するもの

とし、その各部分肉の名称は「かた」、「ώレ」、「ロース」、「ばら」、「もも」の５とする。
ʢ̎ʣٴڃͼॏྔ۠
　　  ①等級
　　  部分肉の等級は、別表２に定める各部分肉ごとの「肉質及び形状」により定するものとし、その等級

のݺ称は「ᶗ」及び「ᶘ」とする。
　　  ②重量区分
　　  部分肉の「重量区分」は、別表３に定める「重量区分」によるものとし、その区分のݺ称は「S」、「.」

及び「-」とする。

ʢχʣಲ෦肉औҾ֨نͷద༻݅
（ １ ）この規格は、（一）の（１）の５の部分肉を対象とするものとする。
　　   ただし、「かた」を細分した場合は「かたロース」、「うで」、「ώレ」、「ロース」、「ばら」、「もも」の６の部

分肉とする。
（ ２ ）この規格は、冷ଂ部分肉及び冷凍部分肉について適用するものとする。
（ ３ ）この規格の適用については、豚部分肉の規格に定める「肉質及び形状」がその等級の条件を具備し

ているものを、当該等級に格付けするものとし、「ᶗ」は規格「極上」及び「上」の枝肉から、「ᶘ」は規格
「中」の枝肉からつくられたものであることを原則とする。

（ ４ ）部分肉を収納した容器には、次の各項を表示するものとする。
　　   ただし、①の「部分肉の名称」のうち、ؙ枝肉の各部分肉をセットで収納した場合は「ؙセット」

とする。
　　   また、ᶆの「脂の厚さ」については、その数値を表示する。
　　   ①　部分肉の名称
　　   ②　等級
　　   ③　重量区分
　　   ᶆ　脂の厚さ
　　   ᶇ　収納本（Օ）数及び内容重量
　　   ᶈ　製造年月日
　　   ᶉ　製造者及び製造工場名
　　   ᶊ　部分肉格付認定工場番号
　　   ᶋ　保存温度

ಲ෦分取Ҿ֨ن
（昭和51年２月９日　農林省51畜" 第366号承認　　最終改正：平成ݩ年３月１日）
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ผද̍
分ׂ・整形方法

（１）େ　分　ׂ

͔　　　た

͔　　　た

（͔たロース）
（う　　  Ͱ）

区　分 ํ　　法

（２）খ　分　ׂ

区　分 ํ　　法

）内໘のখ肉ࠎ めがͶのখ肉）を取
り除き、ක֖ࠎ及びともずͶに付ண͢
るᯰଳを除͢ڈる。എࢷはے肉໘に
Ԋͬてりམとし、ࢷの厚 を͞8NN
以内に除ڈし、ซせてϦンパઅを除ڈし
て͢ܗる。

第4 ʙ第5ؒࠎに͓͍てഎઢと́ ΅
֯にஅして、ʮ͔たʯを分͢る。
ख、ࠎલ、ࠎ上、ࠎߕݞ、Ͱ͍࣍
ܱ、ڳ、ࠎࠜ 、ࠎ（ೈࠎを含Ή）
及びࠎڳを除͢ࠎる。

ؒےにるนଆڳບ（う͢ ͔わ ）を
除ڈし、ڳ、ܱ 、ࠎߕݞपลに
及びখ肉と、その他݂ӷ、Ϧࠎるೈ
ンパઅ及びᯰଳを除͢ڈる。എࢷを
ᑜಥىのے肉໘にԊ てͬりམとし、
の厚ࢷ を͞8 NN以内に除ڈして
、はࢷる。部（δϣーϧ）の内໘͢ܗ
Ϧンパઅとともにے·Ͱ除ڈし、ے肉
のઌͰりམとして͢ܗる。

、にり։きߦઅ上部Ͱഎઢと平ؔݞ
、にஅしてߦ上部Ͱഎઢと平ࠎߕݞ

ʮ た͔ロースʯとʮうͰʯに分 る͢。ʮ͔
たロースʯのઌはʮ͔たʯஅ໘と平
ܗにͳるΑうにりམとしてߦ る͢。

表໘に付ண͢るࢷはશて除ڈし、େ
ঢ়をܗ、のؒに͋るᡲはےࠊとখےࠊ
ଛͳわͳ͍ఔに除͢ڈる。

ؒےにるนଆڳບ及びڳに
ىをᑜಥࢷる。എ͢ڈるখ肉を除
のے肉໘にԊͬてりམとし、͍࣍
Ͱ、ࢷの厚 を͞8NN以内に除ڈして
͢ܗる。ʮももʯとのஅ໘の;ͧΖ
͍は、ʮ͔たʯஅ໘と́ ΅平ߦにͳる
Αうにりམとして͢ܗる。

നઢ部を10NNの෯Ͱ除͢ڈる。ෲ
部ࢷを除ڈし、͍࣍Ͱ、ࢷの厚͞ を
8NN以内に除ڈして͢ܗる。ʮももʯ
とのஅ໘の;ͧΖ͍ は、ʮ͔たʯஅ
໘と́ ΅平ߦにͳるΑうにりམとして
͢ܗる。

ࠜ、ࠎ下଼、ࠎක֖、ࠎେ଼、ࠎ
。る͢ࠎઋ及びඌを除、ࠎ

ώ　　　Ϩ
ロ　ー　ス
　　　Β

ஏࠎのલ下ํに͓͍てʮώϨʯをޙ
Β͔最ࠊޙの部分·Ͱりし、ޙ

の（֯ࡾとも）ےບுےଆのେ଼֎ࢶ
લԑにそͬ てෲے（͞͞ 肉）をりਐ
Έ、ઋと最ࠊޙとの݁߹部に͓͍
てഎઢと́ ΅֯にஅして、ʮώϨ・
ロース・Βʯを分͢る。͍࣍Ͱ、ʮώ
Ϩʯを分͢る。࣍に、ԣִບのମน
付ண部を除ڈし、ڳ、ࠊ、ݥ）ࠎڳ
ঢ়ೈࠎを含Ή）を除ࠎ（ߕݞೈࠎを含Ή）
したのͪ、第5ࠎの長 （͞ೈࠎは
含·ͳ͍ ）の3分の1に૬当͢ると͜ Ζ
Ͱഎઢと́ ΅平ߦにஅして、ʮロースʯ
とʮΒʯに分͢る。

ώ　　　Ϩ

ロ　ー　ス

　　　Β

も　　　もも　　　も
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ʢద༻ͷൣғʣ
第１条　この規格は、鶏肉等（ ささみ（ すじなしを含む。）、こにく、かわ、あͿら、きも（血͵きを含む ）、す

なぎも（ すじなしを含む。）、もつ（ きも及びすなぎも以外の可食内臓をいう。）及びがら（以下「ささみ等」
という。）を含む。）に適用する。

ʢఆٛʣ
第２条　この規格において、次の表の左欄に掲げる用ޠの定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

ʢܲ肉ͷ֨نʣ
第３条　地鶏肉の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。

ٛ　　定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ޠ　༺　　
·Ͱに国内Ͱ成࣏࣌໌ དྷ　　छ　　ࡏ しཱ、ຢはಋೖ͞ Ε定ணした別表に͛ܝるܲの品छを͍ う。
平　　ࣂ　　͍ ܲࣷ内ຢは֎に͓͍て、ܲ がচ໘ຢは໘をࣗ ༝にӡಈͰきるΑうにしてࣂҭ͢るࣂҭ

ํ法を͍ う。
のう͍ͪࣂ平 ͍　　ࣂ　　์ 、日中֎に͓͍てࣂҭ͢るࣂҭํ法を͍ う。
ަ、དྷछͰͳ͍品छを0％としࡏ、དྷछを100％ࡏ  した品छに͋ͬ ては྆のそΕͧΕの

したを͍ܭ߹དྷछ༝དྷ݂ӷඦ分率の１月２日のをࡏ う。
དྷछ༝དྷ݂ӷࡏ
ඦ分率

　　事　߲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ج　　४
素　　び　　ͳ ࡏདྷछ༝དྷ݂ӷඦ分率が50％以上のものͰ͋ͬ て、ग़生のূ໌（ࡏདྷछ Β͔のܥේ、

དྷछ༝དྷ݂ӷඦ分率及び;Խ日のূ໌を͍ࡏ う。）がͰきるものを༻して͍る͜ と。
Խ日͔; ؒ　ظ　ҭ　ࣂ Β80日ؒ以上ࣂҭして͍る͜ と。
ҭして͍る͜ࣂͰ͍ࣂҭ　ํ　法 28日ྸ以߱平　ࣂ と。
ҭして͍る͜ࣂҭ　ີ　 28日ྸ以߱1ᶷ当たり10Ӌ以下Ͱ　ࣂ と。

ܲͷ本ྛ֨ن
（平成11年６月21日　農林ਫ産省告第844号　　最終改正：平成22年6月16日　農林ਫ産省告示第923号）
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　　事　߲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ج　　४

る事߲を表示して͋͛ܝに࣍　１ る͜ と。
　　・໊শ
　　・߹せ
ؒظҭࣂ・　　
ҭํ法ࣂ・　　
　　・内༰量
　　・品質がٸに変Խし く͔͢にফඅ͢きものに͋ͬ てはফඅظ限、そΕ以֎

のものに͋ͬ ては味ظ限
　　・保ଘํ法
　　・生産業 （ऀখ分けをしたものに͋ͬ ては、খ分け業ऀ）の໊ࢯຢは໊শ及びॅ所
２　༰ثにೖΕ、ຢはแしたもの以֎のものに͋ͬ ては、１の（・）͔ Β（・）·Ͱに͛ܝ

る事߲を省ུ͢る͜ とがͰきる。

１　 表示事߲の߲にن定͢る事߲の表示は、࣍にن定͢るํ法にΑりߦわΕて͍る͜ と。
　　・໊শ
　　商品໊中にʮܲʯのจࣈを༻して͍る߹を除き、ʮ໊শʯのจࣈをףして、ʮ

ܲ肉ʯຢはʮܲʯと͢ࡌهる͜ と。た しͩ、͞ Έ͞等に͋ͬ ては、商品໊中にʮܲ
͞͞ Έʯ等ʮܲʯのจࣈの࣍にܲ肉の部Ґをࡌهして͍る߹を除き、ʮܲʯの
จࣈの࣍にܲ肉の部Ґ໊を加え、ʮ໊শʯのจࣈをףして、ʮܲ͞ Έ͞ʯ等と͢ࡌه
る͜ と。

　　・߹せ
　　ʮ߹せʯのจࣈをףして、ࡏདྷछ༝དྷ݂ӷඦ分率が50％以上Ͱ͋ るܲຢはܲ

の༝དྷ͢るࡏདྷछの一ൠతͳ໊শをʮ˓˓ʷ˓˓ʯ、ʮ˓˓ʯຢはʮ˓˓ʯ
等と͢ࡌهる͜ と。ͳ͓、͜の߹に͓͍てܲຢはܲの༝དྷ͢るࡏདྷछが2品
छ以上Ͱ͋ る߹に͋ͬ ては、そΕͧΕのࡏདྷछに༝དྷ͢る݂ӷඦ分率のߴ も͍の͔
Βॱに1品छ以上の໊শを͢ࡌهる͜ と。

ؒظҭࣂ・　　
　　ʮࣂҭؒظʯのจࣈをףして、ࣂҭしたؒظを、࣍の例の͍ずΕ͔にΑり͢ࡌهる͜ と。

　Ξ　˓˓日
　イ　˓˓日以上
　　˓˓日ʙ˓˓日（上限の日と下限の日との差は20日以内Ͱ͋ る͜ と。）

ҭํ法ࣂ・　　
　　ʮࣂҭํ法ʯのจࣈをףして、ʮ平ࣂʯຢはʮ平͍ࣂʯと͢ࡌهる͜ と。た しͩ、28日

ྸ以߱์ࣂ し͍たものに͋ͬ ては、ʮ์ࣂʯຢはʮ์͍ࣂʯと͢ࡌهる͜ とがͰきる。͜
の߹に͓͍ては、当該จࣈの࣍にׅހを付して、28日ྸ以߱શࣂҭ͍ࣂ์ؒظ
したものに͋ͬ てはʮશؒظʯ等と、28日ྸ以߱一部のࣂҭؒظを์ࣂ し͍たもの
に͋ͬ ては์ࣂ し͍たؒظをिの単ҐͰʮ˓िؒʯ等と単Ґを໌هして͢ࡌهる͜ と。

　　・内༰量
　　ʮ内༰量ʯຢはʮ正味量ʯのจࣈをףして、内༰ॏ量をグラムຢはキログラムの単ҐͰ、

単Ґを໌هして͢ࡌهる͜ と。

表 示 の ํ 法

表　示　事　߲

第４条　地鶏肉の品質に関する表示の基準は、次のとおりとする。
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　　・ফඅظ限ຢは味ظ限
　　品質がٸに変Խし く͔͢にফඅ͢きものに͋ͬ てはফඅظ限（定めΒΕた

ํ法にΑり保ଘした߹に͓͍て、ഊ、変ഊその他の品質のྼԽに͍҆શੑを
くܽ͜ ととͳる͓ そΕがͳ と͍認めΒΕるظ限を示͢年月日を͍ う。）を、そΕ以֎の冷凍

保ଘしたものその他のものに͋ͬ ては味ظ限（定めΒΕたํ法にΑり保ଘした߹に
͓͍て、ظ Ε͞る͢ ての品質の保࣋がे分にՄͰ る͋と認めΒΕるظ限を示͢
年月日を͍ う。た しͩ、当該ظ限を超えた߹Ͱ͋ てͬも、 Ε͜Βの品質が保࣋͞ Εて
͍る͜ とが る͋ものと͢ る。）を、ʮফඅظ限ʯຢはʮ味ظ限ʯのจࣈをףして、࣍の
例の͍ずΕ͔にΑり͢ࡌهる͜ と。 

　　Ξ　平成22年3月29日 
　　イ　22�3�29 
　　　2010�3�29 
　　Τ　10�3�29 
　　Φ　220329 
　　カ　100329 
　　・ 保ଘํ法 
　　ʮ保ଘํ法ʯຢはʮ保ଘԹʯのจࣈをףして、ʮ4ˆ以下Ͱ保ଘ͢る͜ とʯ、ʮ4ˆ以

下ʯ等と͢ࡌهる͜ と。 
　　・生産業ऀの໊ࢯຢは໊শ及びॅ所

ʮ生産業ऀʯຢはʮ生産ऀʯのจࣈをףして͢ࡌهる͜ と。
　　・খ分け業ऀの໊ࢯຢは໊শ及びॅ所
　　ʮখ分け業ऀʯ、ʮ加工แ業ऀʯ、ʮ加工แऀʯ、ʮ加工業ऀʯຢはʮ加工ऀʯのจ

る͜͢ࡌهしてףをࣈ と。
２　 表示事߲の߲にن定͢る事߲の表示は、༰ثएしくはแのݟ͍͢Օ所、ૹりঢ়

ຢはܲ肉にۙしたܝ示その他のݟ͍͢所にして͋ る͜ と。
３　 ༰ثຢはแに表示͢る߹に͓͍ては、当該表示に༻͍るจࣈは、എܠの৭とର

রతͳ৭Ͱ、日本工業（1962）8305;֨ن（以下ʮ+*4 ; 8305ʯと͍ う。）にن定
͢る8ϙイントの活ࣈ以上のେき͞ の౷一のとΕた活ࣈと͢ る͜ と。た しͩ、表示Մ
໘ੵが͓͓ΉͶ150ὔ以下のものに͋ͬ ては、+*4 ; 8305にن定͢る6ϙイントの活
以上のେき͞ࣈ の活ࣈと͢ る͜ とがͰきる。

４　 ͜ の条中ʮ໊শʯと͋ るのは、͜ Εにえてʮ品໊ʯと͢ࡌهる͜ とがͰきる。

͜、る事߲は͛ܝに࣍ Εを表示して͍ͳ͍ と͜。
　　・ 品ධ会等ͰडしたものͰ͋ る͜ とを示͢༻ޠ（た しͩ、品ධ会等Ͱडしたܲと素

びͳの品छ（ަ༷ࣜ）、;Խ日 Β͔のࣂҭؒظ並びに28日ྸ以߱のࣂҭํ法
及びࣂҭີをಉ͡ く͢ るものͰ͋ てͬ、ड年をซهして͋ るものに表示͢る߹
を除く。）及び公庁がਪして͍る͔ のΑうに誤認͞ せる༻ޠ

　　・表示事߲の߲のن定にΑり表示して͋ る事߲の内༰とໃ६͢る༻ޠ
　　・その他内༰物を誤認͞ せるΑうͳจࣈ、ֆ、ࣸ ਅその他の表示

表 示 ې ࢭ 事 ߲

表 示 の ํ 法

ผදʢୈ2ؔʣ　（略）
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ᶗ　झࢫ
　　近年、我が国ݻ有の肉用牛である和牛及び和牛精ӷが海外に輸出され、それらを活用した交雑種のࢠ牛

や食肉が生産、輸入されている事例がある。こうした中、消費者は「和牛」は日本の牛と認識しており、また、
「家畜の遺伝資ݯの保護に関する検討会」においても、表示の面からも和牛表示のݫ格化を図るなどして、
海外由来のࢠ牛や牛肉にฆらわしい「和牛」表示を認めるべきではないとの指ఠがあったところである。

　　また、ࠇ豚については、従来、国産品、輸入品を問わず७ਮバークシϟー種をࠇ豚と表示してきたが、ア
ンケート調査などから大部分の消費者は、「ࠇ豚」という表記に対し国産であるという認識を持っているとの
回答が得られたところである。しかしながら、バークシϟー種は、本来、ӳ国原産であり、ถ国、カナμ等で
も生産されていることや我が国でも種豚改ྑのため外国からバークシϟー種を導入してきた実態があり、こ
れらの事実について十分認知されているとはいいい状گにある。

　　こうした状گを౿まえ、「和牛」及び「ࠇ豚」など特৭ある食肉の表示のあり方について、消費者に正し
い情報を伝えるわかりやすい表示を行うとの観点から検討し、「和牛等特৭ある食肉の表示に関するΨイド
ライン」を策定する。

ᶘ　ΨΠυϥΠϯͷҐஔ͚
　　消費者にわかりやすい表示を行うとの観点から、牛及び豚の生肉を販売するすべての事業者（以下「食

肉販売事業者等」という。）が特৭ある食肉の表示をする上での指針となるべきものであり、食肉販売事業
者等の自主的な取組を促すものである。

ᶙ　ର事業ऀʹ͍ͭͯ
　　本Ψイドラインは、事業規模の大小に関わりなく、食肉販売事業者等を対象とする。

ᶚ　ରʹ͍ͭͯ
　　食用に供される牛及び豚の生肉を対象とする。

ᶛ　ରͱ͢Δදࣔʹ͍ͭͯ
　　食肉については「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」（以下「JAS 法」という。）

に基づく「生鮮食品品質表示基準」の規定により、名称及び原産地の表示が義務付けられており、名称
の表示については、その内容を表す一般的な名称を記載することとされている。

　　また、「和牛」、「ࠇ豚」等特৭ある食肉の表示が任意のڧ調表示として名称表示とは別に表示される事
例が多い状گにある。

　　このため、本ΨイドラインにおいてはJAS 法に基づき行われる「名称」の表示に限らず、商品の名称を
示すものとして、シールや掲示等食肉の販売に際して提供されるすべての表示を対象とする。

和ڇಛ৭͋Δ৯ͷදࣔʹ
ؔ͢ΔΨΠυϥΠϯʢ和ڇɾࠇಲʣ

（平成19年３月26日　18生畜第2676号　農林ਫ産省生産局長通知）
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ᶜ　ʮڇʯͷදࣔํ๏ʹ͍ͭͯ
１　「和牛」の表示方法
　（ １ ） 「和牛」と表示できる牛肉は、①の要件を満たすことが、家畜改ྑ増৩法に基づくొ 録制度等により

証明でき、かつ、①及び②の要件を満たすことが、牛トレーサϏリςΟ制度により確認できる牛の肉と
する。

　　　   ①次に掲げる品種のいずれかに該当する牛であること。
　　　   　イ　ࠇ毛和種
　　　   　ロ　毛和種
　　　   　ϋ　日本短֯種
　　　   　χ　無֯和種
　　　   　ϗ　イからχまでに掲げる品種間の交配による交雑種
　　　   　ϔ　ϗに掲げる品種とイからϗまでに掲げる品種間の交配による交雑種
　　　   ②国内で出生し、国内で飼養された牛であること。
　（ ２ ） （１）の「ొ録制度等により証明」できるものとは、次に掲げる書類のいずれかを有しているものとす

る。
　　　   ①（社）全国和牛ొ録協会、（社）日本あか牛ొ録協会又は（社）日本短֯種ొ録協会（以下「家

畜ొ録機関」という。）が発行する次の書類。
　　　   　イ　ొ録証明書
　　　   　ロ　ࢠ牛ొ記証明書
　　　   　ϋ　血統を証明する書類
　　　   ②家畜改ྑ増৩法に基づき獣ҩࢣ、家畜人工त精ࢣ又は種畜の飼養者が交付する次の書類で、
　　　   　本牛の品種又は品種の組合せを明らかにするもの。
　　　   　ただし、本牛の྆である牛が①に掲げる書類を有していることが確認できるものに限る。
　　　   　イ　त精証明書
　　　   　ロ　体内・体外受精ཛҠ২証明書
　　　   　ϋ　種付証明書
　（ ３ ） （１）の「牛トレーサϏリςΟ制度により確認」できるものとは、「牛の個体識別のための情報の管理

及び伝達に関する特別措置法」に基づき公表される牛個体識別台ாに関する情報によって品種及
び飼養ཤྺが確認できるものとする。

　　　　ʤ ʥ JAS 法に基づく「生鮮食品品質表示基準」の規定により、生鮮食品には原産地の表示が義
務付けられており、国産品にあっては国産である旨、又は主たる飼養地が属する都道府県名、市町
村名その他一般に知られている地名を記載することとされている。

　　　   このため、「和牛」と表示する場合においても、原産地の表示は必要である。
２　「和牛」と類似の表示
　（ １ ） 「和牛」と類似しており、「和牛」との誤認を生じさせるおそれのある用ޠについては、１の要件を満

たすものに限り表示できるものとする。
　　　　ʤ表示例ʥ̬ ̖̜ ̮̪ 、わぎΎう、ϫΪϡウ
　（ ２ ） 「和牛」に該当する各品種の品種名については、１の要件を満たすものに限り表示できるものとする。
　　　　ʤ表示例ʥࠇ毛和牛（種）、毛和牛（種）、日本短֯牛（種）、無֯和牛（種）
　（ 毛和種との誤認を生じさせるおそれがあるこࠇ、のจ字を使用した表示については「ࠇ」等「牛ࠇ」 （ ３
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とから、ࠇ毛和種以外の牛の肉に表示する場合には、品種名又は品種の組合せを併記するものとする。

ᶝ　ʮࠇಲʯͷදࣔํ๏ʹ͍ͭͯ
　（ １ 。と表示できるものは、७ਮバークシϟー種の豚の肉とする「豚ࠇ」 （
　（ ２ ）外国産のものが国産のࠇ豚と誤認されることを防ぐため、JAS 法に基づく名称表示とは別に、シール

等の任意表示を行う場合においても、「ࠇ豚」と表示する場合には必ず原産地を併記するものとする。
　　　　ʤ例ʥ
　　　　・かごしまࠇ豚、˓ ˓県産ࠇ豚
　　　　・ถ国産ࠇ豚、カナμ産ࠇ豚
）豚ࠇ・　　　　 アメリカ産）、ࠇ豚（ カナμ産）
）豚カナμ産ࠇ・　　　　 アメリカ産）、ࠇ豚
　　　　ʤʥ原産地の表示方法については、JAS 法に基づく「生鮮食品品質表示基準」の規定により、

国産品にあっては国産である旨、又は都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を記
載することとされている。

豚のࠇ豚については、地域の取組によりϒランド化が図られてきた経Ңを౿まえれば、国産のࠇ 　　　　　
原産地については、都道府県名等の地名を表示することが望ましい。

　（ ３ ）併記される原産地の表示は、消費者が容易にその記載を認識できるよう、「ࠇ豚」のจ字に比べて
適切な大きさのจ字を使用するものとする。

ᶞ　ཹҙ事߲
　（ １ ）表示に当たっては、表示のࠜڌとした証明書類、仕入れ伝票、その他関係書類の整理に努めること

を通じて、消費者の問合せに迅速かつ適正に対応できるようにする必要がある。
　（ ２ ） 「和牛」表示の定義など本Ψイドラインの普及定着に当たり、「和牛」と「国産牛」の違い等表示の

区分について、消費者に正しく理解されるための取組を推進するとともに、和牛の特性等和牛に関
する正しい知識・情報の普及啓発を図ることが必要である。
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ୈ̍ষ　૯ଇ��
第１条　この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずるこ

とにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 
第２条　国、都道府県、地域保健法 （昭和22年法律第101号）第５条第１項の規定に基づく政令で定め

る市（以下「保健所を設置する市」という。）及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に
関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究
の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の
向上を図るために必要な措置を講じなければならない。 

２　国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施さ
れるよう、相互に連携を図らなければならない。 

３　国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、
器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を
確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区（以下「都道府
県等」という。）に対し前２項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。

ୈ̎ষ　食ٴͼఴՃ
第 11 条　厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供

する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用
に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 

２　前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物
を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を
販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、
調理し、保存し、若しくは販売してはならない。

ୈ̐ষ　දࣔٴͼࠂ��
第 19 条　内閣総理大臣は、一般消費者に対する食品、添加物、器具又は容器包装に関する公衆衛生上必

要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加
物又は前条第１項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、
必要な基準を定めることができる。 

２　前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表
示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。 

第20条　食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は
誇大な表示又は広告をしてはならない。

ୈ̕ষ　Ӧ業
第55条   　都道府県知事は、営業者が第６条、第９条、第10条、第11条第２項若しくは第３項、第16条、

৯Ӵੜ๏ʢൈਮʣ
（昭和22年12月24日法律第233号　最終改正：平成26年6月13日法律第69号）
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第18条第２項、第19条第２項、第20条、第25条第１項、第26条第４項、第48条第１項若しくは第50
条第３項の規定に違反した場合、第７条第１項から第３項まで、第８条第１項若しくは第 17 条第１項
の規定による禁止に違反した場合、第52条第２項第１号若しくは第３号に該当するに至つた場合又は同
条第３項の規定による条件に違反した場合においては、同条第１項の許可を取り消し、又は営業の全部
若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。 

２　厚生労働大臣は、営業者（食品、添加物、器具若しくは容器包装を輸入することを営む人又は法人に限
る。）が第６条、第９条第２項、第 10 条、第 11 条第２項若しくは第３項、第 16 条、第 18 条第２項、第
26 条第４項若しくは第 50 条第３項の規定に違反した場合又は第７条第１項から第３項まで、第８条第
１項若しくは第17条第１項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止
し、又は期間を定めて停止することができる。 

第 56 条　都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第 51 条の規定による基準に違反した場合にお
いては、その施設の整備改善を命じ、又は第52条第１項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若し
くは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。

ୈ��ষ　േଇ��
第71条　次の各号のいずれかに該当する者は、これを３年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 
　１　第６条（第62条第１項及び第２項において準用する場合を含む。）、第９条第１項又は第10条（第

62条第１項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 
　２　第７条第１項から第３項までの規定による禁止に違反した者 
　３　第 54 条第１項（第 62 条第１項及び第３項において準用する場合を含む。）の規定による厚生労働

大臣若しくは都道府県知事（第66条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長。以下この号
において同じ。）の命令若しくは第54条第２項（第62条第１項及び第３項において準用する場合を含む。）
の規定による内閣総理大臣若しくは都道府県知事の命令に従わない営業者（第 62 条第３項に規定す
る食品を供与する者を含む。）又は第55条（第62条第１項及び第３項において準用する場合を含む。）
の規定による処分に違反して営業を行つた者 

２  　前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

1���　ফඅऀி࣍௨　食Ӵੜ๏ʹͮ͘جදࣔʹ͍ͭͯΛࢀর

　首題の件に関しては、既に昭和23年8月5日厚生省発衛第6号通知「食品衛生法施行に関する件」第
６「営業許可に関する事項」によって指示されてあるが、なおその実際上の処理について遺憾の点が見受け

৯Ӵੜ๏ୈ��ɺୈ��ٴͼୈ��ͷنఆʹΑΔ
ӦڐۀՄͷӡӦʹ͍ͭ ʢͯൈਮʣ

（昭和24年２月３日　衛発第125号各都道府県知事宛　厚生省公衆衛生局長通知　最終改正：昭和31年６月１日）

৯Ӵੜ๏نߦࢪଇ
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られるから、今後は、前記通牒に併せ、左記により取り扱われたい。
記

͍ͯͭʹՄӦ業ͷղऍڐఆ͢Δنʹଇୈ��ن　̍
　（ イ ）喫茶店営業中には削氷営業を含む。
　（ ロ ）食肉販売業にいう食肉とは獣鳥の生肉（骨及び臓器を含む ）をいい、魚介類（海獣を含む。）生肉

はこれを含まない。
以下（略）

　標記の件については、本日厚生省発衛第413号「食品衛生法の一部を改正する法律等の施行について（依
命通達）」をもって厚生事務次官より通達されたところであるが、改正法等の運用については、更に左記事項
に御留意の上、その運営に遺憾のないようにされたく、通達する。

記

ୈ̍　ఴՃʹؔ͢Δ事߲
　 １「添加物」の定義が明確化されたことに伴い、次の事項に留意すること。
　　（ １ ） （略）
　　（ ２ ）今般の改正により従来の「加工」、「保存」の外に「製造」という概念が追加されたが、「製造」と

は、ある物に工作を加えて、その本質を変化させ、別の物を作り出すことであり、「加工」とは、あ
る物に工作を加える点では製造と同様であるが、その物の本質を変えないで形態だけを変化させ
ることをいい、「保存」とは、ある物をその現在の性質状態が時間的経過によって自然に変化する
ことを有意義的に防ぐことをいうものであること。

৯Ӵੜ๏ͷҰ෦Λվਖ਼͢Δ๏ͷ
͍ͭʹߦࢪ ʢͯߦࢪ௨ୡʣʢൈਮʣ

（昭和32年９月18日　衛発第413号の２各都道府県知事・各指定都市市長宛　厚生省公衆衛生局長通達　最終改正：昭和33年３月１日）

৯ٴͼ৯ͷ分 ʢྨްੜলݟղʣʢ෦分ʣ

（平成５年11月15日　厚生省生活環境部長通知　各保健所長他宛）

食肉食肉加工品（半製品）

食肉（鳥獣の肉及び内臓等）の含有率が50％を超
える半製品（トンカツ材料・味付生肉・つけもの・
生ハンバーグ等）
※食品衛生上、食肉として取り扱う。

食　　　　肉
食肉

鳥獣の肉及び内臓等
（枝肉・カット肉・スライス肉・ひき肉）

１　他の食品と一緒に単に食品の素材として寄せ集めたものは、その量の如何を問わず、当該食肉の
部分は食肉として取り扱う。
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̍　ੜ食༻食肉ͷ成֨نඪ
　生食用食肉（牛又は馬の肝臓又は肉であって生食用食肉として販売するものをいう。以下同じ。）は、糞便

系大腸菌群（fecal coliforms）及びサルモネラ属菌が陰性でなければならない。

̎　ੜ食༻食肉ͷՃج४ඪ
ʢ̍ʣͱͪ͘ʹ͓͚ΔՃ
　Ξ　Ұൠత事߲
　　生食用食肉を出荷するとちく場においては、と畜場法施行令第１条、と畜場法施行規則第２条の２及

び第２条の３の基準が確実に守られていること。
　Π　؊ଁͷॲཧ
　　　（ ア ）肝臓は、次の基準に適合する方法で処理すること。
　　　（ １ ）食道結さつに当たっては、頸部食道断端部分は、合成樹脂製等不浸透性の袋で被った後に結

さつすること。ただし、解体処理工程上、明らかに頸部食道断端が肝臓に触れる可能性がない
場合は袋で被う必要はない。

　　　（ ２ ）肝臓の取り出し前に胃又は腸を取り出す場合は、消化管破損のないよう取り出すこと。消化管
破損があった場合は、その個体の肝臓は生食用に供しないこと。

　　　（ ３ ）肝臓の取り出し直前に、手指を洗浄し、ナイフ等の器具を洗浄消毒すること。また腹部正中線
部分の表面については消毒又は汚染部分の切除を行うこと。

　　　（ ４ ）肝臓の取り出しに当たっては、肝臓、手指又は器具が皮毛又は作業員のエプロン等に触れない
ように取り出し、直接、清潔な容器等に収め、取り出し後は速やかに冷却すること。

　　　（ イ ）肝臓は、病変、寄生虫、消化管内容物又は皮毛等が認められないこと。
　　　（ ウ ）内臓取扱室では、他の内臓（生食用でない肝臓を含む。）の取扱い場所と明確に区分し、洗浄、

消毒に必要な専用の設備が設けられていること。
　　　（ エ ）内臓取扱室で、生食用の肝臓を取扱う加工台、まな板及び包丁等の器具は、専用のものを用い

ること。
　　　　　   また、これらの器具は、清潔で衛生的な洗浄消毒が容易な不浸透性の材質であること。

ʢ �̎ʣ食肉ॲཧʢ食肉ॲཧ業ຢ食肉ൢ売業ͷӦ業ڐՄΛड͚͍ͯΔࢪઃΛ͍͏ɻҎԼಉ͡ɻʣʹ ͓͚
ΔՃ

　ア　生食用食肉のトリミング（表面の細菌汚染を取り除くため、筋膜、スジ等表面を削り取る行為をいう。
以下同じ。）及び細切（刺身用に切分ける前のいわゆる册状にする行為をいう。以下同じ。）を行う場
所は、衛生的に支障のない場所であって他の設備と明確に区分されており、低温保持に努めること。

　　　また、洗浄、消毒に必要な専用の設備が設けられていること。
　イ　トリミング又は細切に用いられる加工台、まな板及び包丁等の器具は、専用のものを用いること。
　　　また、これらの器具は、清潔で衛生的な洗浄消毒が容易な不浸透性の材質であること。
　ウ　細切するための肉塊は、次の基準に適合する方法でトリミングを行うこと。

ੜ৯༻৯ͷӴੜج४
（平成10年９月11日　厚生省生活衛生局長通知、都道府県知事・政令市市長・特別区口長宛　最終改正：平成13年５月24日）
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　　　（ １ ）トリミングの直前に、手指を洗浄し、使用する器具を洗浄消毒すること。
　　　（ ２ ）肉塊を、洗浄消毒したまな板に置き、おもて面のトリミングを行うこと。
　　　（ ３ ）おもて面をトリミングした肉塊を当該肉塊が接触していた面以外の場所に裏返し、残りの部分の

トリミングを行うこと。
　　　（ ４ ）１つの肉塊のトリミング終了ごとに、手指を洗浄し、使用した器具を洗浄消毒すること。
　エ　細切は、次のように行うこと。
　　　（ １ ）細切の直前に手指を洗浄し、使用する器具を洗浄消毒すること。
　　　（ ２ ）１つの肉塊の細切終了ごとに手指を洗浄し、使用した器具を洗浄消毒すること。
　オ　器具の洗浄消毒は、83℃以上の温湯により行うこと。
　カ　手指は、洗浄消毒剤を用いて洗浄すること。
　キ　手指又は器具が汚染されたと考えられる場合には、その都度洗浄又は洗浄消毒を行うこと。
　ク　生食用食肉は10℃以下となるよう速やかに冷却すること。
　　　また、10℃以下となった生食用食肉は、10℃を越えることのないよう加工すること。

ʢ̏ʣҿ食ళӦ業ͷӦ業ڐՄΛड͚͍ͯΔࢪઃʹ͓͚Δௐཧ
　ア　生食用食肉を調理する、まな板及び包丁等の器具は、専用のものを用いること。
　　　また、これらの器具は、清潔で衛生的な洗浄消毒が容易な不浸透性の材質であること。
　イ　調理は、トリミングを行った後に行うこと。トリミングの方法は、（２）のウに準じること。（ あらかじめ、細

切され、容器包装に収められたものを取り出してそのまま使用する場合は除く。）
　ウ　手指又は器具が汚染されたと考えられる場合には、その都度洗浄又は洗浄消毒を行うこと。
　エ　器具の洗浄消毒は、83℃以上の温湯により行うこと。
　オ　手指は、洗浄消毒剤を用いて洗浄すること。
　カ　生食用食肉の温度が10℃を越えることのないよう調理すること。

̏　ੜ食༻食肉ͷอଘج४ඪ
　（ １ ）保存又は運搬に当たっては、清潔で衛生的な有蓋の容器に収めるか、清潔で衛生的な合成樹脂製

の容器包装に収めること。
　（ ２ ）保存又は運搬に当たっては、10℃以下（４℃以下が望ましい。）となるよう温度管理を行うこと。なお、

冷凍したものにあっては、−15℃以下（−18℃以下が望ましい。）となるよう温度管理を行うこと。

̐　ੜ食༻食肉ͷදࣔج४ඪ
　この基準に基づいて処理した食肉を生食用として販売する場合は、食品衛生法施行規則第５条の表示基
準に加えて、次の事項を容器包装の見やすい位置に表示すること。ただし、とちく場と食肉処理場が併設し
ており、とさつから加工処理まで一貫して行う場合は（３）を省略することが出来る。
　（ １ ）生食用である旨
　（ ２ ）とさつ、解体されたとちく場の所在する都道府県名（輸入品の場合は原産国名）及びとさつ、解体さ

れたとちく場名、又はとさつ解体されたとちく場の所在する都道府県名（輸入品の場合は原産国名）
及びとさつ、解体されたとちく場番号

　（ ３ ）加工した食肉処理場の所在する都道府県名（輸入品の場合は、原産国名）及び食肉処理場名（食
肉処理場が複数にわたる場合はすべての食肉処理場名）
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（ １ ）生食用食肉は、糞便系大腸菌群及びサルモネラ属菌陰性でなければならないこととした。
（ ２ ）生食用食肉を販売する場合には、生食用である旨の表示をすることとした。
（ ３ ）腸管出血性大腸菌Ｏ157等による食中毒の防止を図るため、各都道府県等は衛生基準に基づき、消費

者への周知及び関係営業者への指導等を徹底していくこととした。

ੜ食༻食肉ͷ҆શੑ֬อʹ͍ͭͯ
　平成８年にレバーの生食による腸管出血性大腸菌Ｏ157による食中毒が発生したことから、同年７月22日
付衛食第196号、衛乳第175号「レバー等食肉の生食について」によりレバー等食肉の生食を避けるよう消
費者、関係事業者に対して指導方お願いしてきたところである。
　その後、我が国ではレバー等を生食することが国民の食生活の一部に定着していることもあり、消費者が
安心してこれらを食することができるよう、平成９年６月、厚生大臣は食品衛生調査会に、安全性を確保す
る規格基準の設定について諮問し、本年９月１日、食品衛生調査会から答申があった。
　今般、この答申に基づいて、別添のとおり、生食用食肉の衛生基準を策定したので、今後は食中毒の発生
を防止するため、これに基づき消費者、関係事業者への周知・指導について遺憾のないようお願いする。

ୈ̍　食
#　食ҰൠͷɺՃٴͼௐཧج४
９　牛の肝臓は、飲食に供する際に加熱を要するものとして販売の用に供されなければならない。牛の肝臓

を直接一般消費者に販売する場合は、その販売者は、飲食に供する際に牛の肝臓の中心部まで十分な加
熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。

　　販売者は、直接一般消費者に販売することを目的に、牛の肝臓を使用して、食品を製造、加工又は調理
する場合は、その食品の製造、加工又は調理の工程中において、牛の肝臓の中心部の温度を63℃で30分
間以上加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で牛の肝臓を加熱殺菌しなければなら
ない。ただし、当該一般消費者が飲食に供する際に加熱することを前提として当該食品を販売する場合に
ついては、この限りでない。その際、その販売者は、一般消費者が飲食に供する際に当該食品の中心部ま
で十分な加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。

̙　֤
ੜ食༻食肉ʢڇͷ食肉ʢଁΛআ͘ɻҎԼ͜ͷʹ͓͍ͯಉ͡ɻʣͰ͋ͬͯɺੜ食༻ͱ͠ ͯൢ売͢Δͷ
ΔɻҎԼ͜ͷʹ͓͍ͯಉ͡ɻʣݶʹ
̍　ੜ食༻食肉ͷ成֨ن
　（ １ ）生食用食肉は、腸内細菌科菌群が陰性でなければならない。
　（ ２ ）（１）に係る記録は、１年間保存しなければならない。

ੜ৯༻৯ͷ҆全ੑ֬อʹ͍ͭͯ
（平成10年9月11日 厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知 各都道府県、政令市、特別区乳肉衛生主管部（局）長宛）最終改正：平成13年5月24日）

৯ɺఴՃͷج֨ن४ʢൈਮʣ
（厚生省告示第370号　昭和34年12月28日）
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̎　ੜ食༻食肉ͷՃج४
　生食用食肉は、次の基準に適合する方法で加工しなければならない。
　（ １ ）加工は、他の設備と区分され、器具及び手指の洗浄及び消毒に必要な専用の設備を備えた衛生的

な場所で行わなければならない。また、肉塊（食肉の単一の塊をいう。以下この目において同じ。）
が接触する設備は専用のものを用い、一つの肉塊の加工ごとに洗浄及び消毒を行わなければならな
い。

　（ ２ ）加工に使用する器具は、清潔で衛生的かつ洗浄及び消毒の容易な不浸透性の材質であって、専用
のものを用いなければならない。また、その使用に当たっては、一つの肉塊の加工ごとに（病原微生
物により汚染された場合は、その都度）、83℃以上の温湯で洗浄及び消毒をしなければならない。

　（ ３ ）加工は、法第48条第６項第１号から第３号までのいずれかに該当する者、同項第４号に該当する
者のうち食品衛生法施行令（昭和28年政令第229号）第35条第13項に規定する食肉製品製造業

（法第48条第７項に規定する製造業に限る。）に従事する者又は都道府県知事若しくは地域保健法
（昭和 22 年法律第 101 号）第５条第１項の規定に基づく政令で定める市及び特別区の長が生食
用食肉を取り扱う者として適切と認める者が行わなければならない。ただし、その者の監督の下に行
われる場合は、この限りでない。

　（ ４ ）加工は、肉塊が病原微生物により汚染されないよう衛生的に行わなければならない。また、加工は、
加熱殺菌をする場合を除き、肉塊の表面の温度が10℃を超えることのないようにして行わなければ
ならない。

　（ ５ ）加工に当たっては、刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理、調味料に浸
潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成形する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡
大するおそれのある処理をしてはならない。

　（ ６ ）加工に使用する肉塊は、凍結させていないものであって、衛生的に枝肉から切り出されたものでなけ
ればならない。

　（ ７ ）（ ６ ）の処理を行った肉塊は、処理後速やかに、気密性のある清潔で衛生的な容器包装に入れ、密
封し、肉塊の表面から深さ１cm 以上の部分までを60℃で２分間以上加熱する方法又はこれと同等
以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌を行った後、速やかに４℃以下に冷却しなければならない。

　（ ８ ）（ ７ ）の加熱殺菌に係る温度及び時間の記録は、１年間保存しなければならない。
３　生食用食肉の保存基準
　（ １ ）生食用食肉は、４℃以下で保存しなければならない。ただし、生食用食肉を凍結させたものにあって

は、これを−15℃以下で保存しなければならない。
　（ ２ ）生食用食肉は、清潔で衛生的な容器包装に入れ、保存しなければならない。
４　生食用食肉の調理基準
　（ １ ）２の（１）から（５）までの基準は、生食用食肉の調理について準用する。
　（ ２ ）調理に使用する肉塊は、２の（６）及び（７）の処理を経たものでなければならない。
　（ ３ ）調理を行った生食用食肉は、速やかに提供しなければならない。
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　不正競争防止法（昭和９年法律第14号）の全部を改正する。
ʢతʣ
第１条　この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不

正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与
することを目的とする。

ʢఆٛʣ
第２条　この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
　 １ 　他人の商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商

品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。）として需要者の間に広く認識されているものと同一若
しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若
しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品
又は営業と混同を生じさせる行為

　 ２ 　自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商
品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、
若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

　 ３ 〜 12　略
　13　 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品

質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤
認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために
展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供
する行為

　14　 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
　15 以下　略

ʢࠩࢭݖٻʣ
第３条　不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益

を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
２　不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求

をするに際し、侵害の行為を組成した物（侵害の行為により生じた物を含む。第５条第１項において同じ。）
の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することがで
きる。

ܦ ࡁ ࢈ ۀ ল ؔ 
ෆਖ਼ڝ૪ࢭ๏ʢൈਮʣ

（平成５年5月19日　法律第47号　　最終改正：平成24年３月31日　法律第12号）
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ܦ ࡁ ࢈ 業 ল ؔ 

ୈ̏ষ　దਖ਼ͳྔܭͷ࣮ࢪ
ୈ̍અ　ਖ਼֬ͳྔܭ
第 10 条　物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にそ

の物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。
２　都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区（以下「特定市町村」という。）の長は、前項に

規定する者が同項の規定を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認
めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。ただし、第 15 条第１項の
規定により勧告することができる場合は、この限りでない。

３　都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた
者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

ʢྔެࠩʣ
第３条　法第12条第１項の政令で定める誤差は、表示量（当該特定商品の特定物象量として法定計量単

位により示されたものをいう。以下同じ。）が当該特定商品の真実の特定物象量を超える場合（法第17条
第１項の規定により経済産業大臣が指定した者が製造した同項の経済産業省令で定める型式に属する同
項の特殊容器であって、法第63条第１項（法第69条第１項において準用する場合を含む。）の表示が付
されているものに、計量法施行令（平成５年政令第329号）第８条第１号から第17号までに掲げる商品
を法第17条第１項の経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売す
る場合以外の場合に限る。）について、次の各号に掲げる特定商品ごとに当該各号に定めるとおりとする。

　ผදୈ̍　ʢୈ̍ʙୈ̏ɺୈ̑ؔʣ

　ผදୈ̎　ʢୈ̏ؔʣ
　ද̍

๏ʢൈਮʣྔܭ
（平成４年５月20日　法律第51号　　最終改正：平成26年6月13日法律第69号）

ಛఆͷൢചʹΔྔܭʹؔ͢Δ ʢྩൈਮʣ

（平成５年７月９日　政令第249号　　最終改正：平成12年６月７日政令第311号）

　　　　　　　　　　特定商品　　　　　　　　　　特定物象量　別表第２の表　　  上限

13　食肉（鯨肉を除く。）並びにその冷凍品及び加工品　　質量　　　　　表１ 　　  ５キログラム

表　示　量

５グラム以上50グラム以下
50グラムを超え100グラム以下
100グラムを超え500グラム以下
500グラムを超え１キログラム以下
１キログラムを超え25キログラム以下

誤　差

４パーセント
２グラム
２パーセント
10グラム
1パーセント
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　貴都道府県（市）におかれては、既に、単位価格表示の推進のための諸施策を講じていることと存じますが、
この旅関係各省庁においては、先の単位価格表示推進対策委員会報告の基本方針に沿って、その推進のた
めの具体的方策につき検討を行った結果、別紙１のように、単位価格表示について当面適切であると考えら
れる推進方策をとりまとめました。
　つきましては、貴都道府県（市）におかれても、その趣旨に沿って、単位価格表示の推進方お願いいたし
ます。また、貴管下市町村につきましても、その趣旨の周知方についてよろしくお取り計らい願います。

（別紙１）

୯ҐՁ֨දࣔͷ推進ʹ͍ͭͯ
昭和50年８月20日

　単位価格表示の推進について、昭和47年度の第５回消費者保護会議において決定されて以来、関係各
省庁が、各種調査、実験事業等を実施するとともに、総合的な普及推進方策を検討するため、昭和48年11
月学識経験者、消費者団体、事業者団体及び関係各省庁からなる単位価格表示推進対策委員会を設置して
検討した結果、昭和50年３月25日最終報告がとりまとめられたところである。
　関係各省庁は、この報告に基づいて、下記のとおり具体的推進方策をとりまとめ、今後、緊密な連絡、協
力の下に、単位価格表示の推進に当たることとする。

記

̍ɽ࣮ํࢪ๏
　関係各省庁及び地方公共団体は、単位価格表示に関する普及啓発活動の実施、量販店等における自主

的実施の促進等を行い、消費者及び事業者への普及啓発と具体的実施事例の拡大を図るものとする。
̎ɽ࣮ࢪళฮ
　当面、百貨店、チェーンストア、消費生活協同組合等の大規模量販店を中心に昭和50年11月を目途に単

位価格表示の実施を推進することとし漸次実施店舗の拡大に努めるものとする。
̏ɽ࣮ࢪରٴͼج४୯Ґྔ
　（ １ ）実施対象品目については、当面、別表に掲げる品目等とし、今後、品目の拡大に努めるものとする。
　（ ２ ）実施対象品目に適用する基準単位量については、別表左欄に掲げる品目ごとに別表右欄の基準単

位量を使用するものとする。
̐ɽදࣔͷํ๏
　（ １ ）商品名、内容量、販売価格及び基準単位量当たり価格（以下「単位価格」という。）を表示する。
　（ ２ ）単位価格は、原則として有効数字３けた（４けた目を四捨五入）で表示する。
　　　　（表示例　100g 当たり32.5円）
　（ ３ ）各実施店舗における具体的な表示は、消費者が誤認又は誤解するおそれがなく、かつ、見やすい方

法によって表示しなければならない。

୯ҐՁ֨දࣔͷਪਐʹ͍ͭͯ
（昭和50年８月20日　経済企画庁国民生活局長・農林省食品流通局長・通商産業省産業政策局長通達）（各都道府県知事・各政令指定都市市長宛）



170

ʢ୯ҐՁ֨ٴͼൢ売Ձ֨ͷදࣔʣ
第18条　知事は、消費者が商品を購入するに当たり、これを適切に選択するため必要があると認めるときは、

商品ごとに質量、長さ、面積、体積等の単位当たりの価格を表示する方法及び表示に当たり使用する単位
を指定することができる。

２　商品を消費者に販売する事業者のうち、知事の指定する業種、規模又は態様により事業を行う者は、商
品を販売し、又は販売のために陳列するに当たり、前項の規定により指定された方法及び単位によりその
単位当たりの価格及び販売価格を表示しなければならない。

ୈ�2ষ　േଇ
ʢաྉʣ
第54条　第51条第１項の規定による知事の命令に違反した者は、５万円以下の過料に処する。
第55条　第51条第１項の規定の施行に必要な第46条第２項の規定による立入調査若しくは質問を拒み、

妨げ、又は忌避した者は、３万円以下の過料に処する。

　東京都消費生活条例（平成６年東京都条例第110号。以下「条例」という。）第18条に規定する単位価
格及び販売価格の表示について、次のように指定し、昭和51年７月１日から施行する。

ʢදࣔ୯Ґͷࢦఆʣ
１　条例第18条第１項に規定する単位当たりの価格（商品ごとの質量、長さ、面積、体積等の単位当たりの

価格をいう。以下「単位価格」という。）の表示に当たり使用する単位（以下「単位」という。）は、次の表
の上欄に掲げる商品（以下「品目」という。）の区分に従い、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

　（略）
　（生鮮食品）　４　精肉　　100グラム
　（略）

ʢදࣔํ๏ͷࢦఆʣ
２　条例第18条第１項に規定する単位価格を表示する方法は、消費者が品目を購入する際の選択の基準と

なるようなわかりやすく、かつ、目につきやすい方法で、次に掲げるいずれか１の方法又は２以上を組合
せた方法とする。

　（ １ ）商品ごとに直接ラベルをはりつけて表示し、又は印刷して表示する方法

170

ͦ の ଞ
東京都ফඅੜ׆ ʢྫൈਮʣ

（平成６年10月６日　東京都条例第110号　改正：平成18年12月22日）

東京都ফඅੜ׆ྫͷ
ఆʢൈਮʣࢦ୯ҐՁ֨ͷͮ͘جʹఆن

（昭和51年３月31日　告示第275号　最終改正：平成15年3月15日　告示第293号）
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　（ ２ ）商品の陳列だな等にラベルをはりつけて表示し、又は差し込んで表示する方法
　（ ３ ）商品の近くに下

さげふだ

札又は置
おきふだ

札で表示する方法
　（ ４ ）商品の近くに、一覧表で表示する方法
２　前項のラベル、下札、置札又は一覧表には、次に掲げる事項を明記するものとする。
　（ １ ）面前計量の方法により品目を販売する場合は、商品名、単位及び単位価格
　（ ２ ）面前計量以外の方法により品目を販売する場合は商品名、単位、単位価格、内容量及び販売価格
　　　  （容器代を含めた価格をいう。以下同じ。）
３　単位価格の算出方法
　単位価格は、販売価格を当該品目の内容量で除して得た額の有効数字３ケタ（４ケタ目を四捨五入）に、

１の表の下欄で定める単位を乗じて得た額とする。
（以下、略）

ʢ̍ʣ࢈දࣔ食肉ͷ໊শ
　　対象食肉等の名称については、産地、家畜の種類、品種、イメージ名等、その命名は基本的には自由に

行われてよいものであるが、名称は対象食肉の性状等を誇大にアピールすることのないものであるとともに、
次の事項に沿ったものであることが適当である。

　 １ ）既存の産地等表示食肉の名称と同一のもの又は極めて類似した名称の使用は避けること。
　 ２ ）当該食肉と他の食肉との公正な競争を阻害する恐れのある命名は適当ではなく、 名称中に「品質」、
　　　 「安全性」を示すものは合理的な理由がない限り避けること。

ʢ̎ʣ࢈දࣔ食肉ͷੜ࢈ɾग़ՙͷ推進ओମ
　　産地等表示食肉については、名称を付与することによって、他の商品との差別感を示そうとするものであ

るとも考えられることから、その生産・出荷等に当たっては、その設定、推進上の責任の所在が明確にされ
なければならず、その組織は次のような要件を満たすことが適当である。

　 １ ）法人格の有無は問わないが、当該食肉に関する照会等に対応し得る組織であることが必要であり、そ
の組織体制が明確にされていること。

　 ２ ）常設の連絡場所を有し、責任者が指名されていること。

ʢ̏ʣ࢈දࣔ食肉ͷੜ࢈ɾग़ՙͷ׆ಈओମ͕ఆΊΔنͷઃఆʹؔ͢Δج४
　　産地等表示食肉の生産・出荷等に当たって、これを実施、推進する主体を規約中に明確にすることが必

要であるが、同時に、どのような食肉が産地等の名称を付して生産・流通されるかについて、生産者、食
肉流通関係者及び消費者に明らかにされることが必要であると考えられる。

　　このため、産地等表示食肉の生産及び出荷等を組織的に行うに際しては、次のような事項を含む規約を
設定することが適当である。

　 １ ）産地等表示食肉の生産・出荷等の目的
　　　 産地等表示食肉の生産・出荷等を進めるに当たっては、生産コストの低減、高付加価値化、食肉の

ࢦɾग़ՙͷదਖ਼Խʹؔ͢Δ࢈දࣔ৯ͷੜ࢈
（平成２年３月（公社）中央畜産会）
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品質の向上、安定化等の生産の合理化を推進しつつ産地形成、出荷販売の有利性の向上を図って
いくことが望ましい。

　　　　 このため、規約のなかでこうした活動を地域的、組織的な戦略、目的等として参加者の合意のもと
に明らかにしていくことが適当である。

　 ２ ）産地等表示食肉の生産・出荷等の実施（推進）主体
　　　 ア．主体の名称
　　　 イ．主体の所在地
　　　 ウ．主体の代表者に関する規定
　　　 エ．主体の組織に関する規定
　 ３ ）産地等表示食肉の名称
　 ４ ）産地等表示食肉の概要
　　　 ア．対象食肉の種類・品種等
　　　　　 食肉については、そのもととなる肉畜の種類によって食肉としての特性が異なることから、牛、豚、

鶏等の別を明示することは当然であるが、畜種によっては品種の違いにより、消費者に与える品質
上のイメージについての予見を与える要素を無視し得ないことから、特定の名称の下に生産・出
荷等される食肉のもととなる肉畜の品種についても規定することが適当である。

　　　 　　なお、豚、鶏をはじめとして、交雑種が生産の対象となっている事例が多数見られるが、交雑種
については、その交配様式等によって形態、性能が異なり、飼養管理面においても差異があること
から、交雑種については、産地等表示を行う対象肉畜としての実態を明確にしておくことが適当と
考えられる。このため、品種の組合わせ（交配様式）及び系統名を規定することが望ましい。

　　　 イ．対象食肉の生産地域の範囲
　　　　　 当該食肉の生産地（肥育地）の範囲を明らかにすることが必要である。
　　　 ウ．飼養管理（肥育）の方法等に係る指針
　　　 　　対象食肉の生産に当たっては、飼料、飼育方法等肥育技術面で何等かの特徴を有する場合が

容易に想定されるが、こうした活動においては、食肉生産の低コスト化、高付加価値化及び食肉の
品質の安定化等のための配慮がなされることが望ましい。

　　　 　　こうした観点から、対象食肉の生産方法についても何等かの指針を定めておくことが適当であり、
その場合、次の事項等について定めておくことが適当である。

　　　　（ ア ）出荷月（日）齢の目安
　　　　（ イ ）出荷時体重の目安
　　　　（ ウ ）飼料給与の指針
　　　 　　給与する飼料の内容及び給与方法については、地域的な生産技術の向上及び生産物の品質の

向上、安定化等につながるよう何等かの飼料給与の基準を定めておくことが適当である。しかしな
がら、その内容が部外秘扱いとなっている場合にあっては、それらを全て明示する必要はないが、
別に内規等で定められている給与基準等を引用して「独自の給与基準に基づく」等との記述を行
うことも可能と考えられる。

　　　 エ．対象食肉の処理及び出荷等
　　　 　　産地等表示を行う場合、肥育後出荷する肉畜を特定名称を付して出荷するのみならず、と畜、

処理解体後の枝肉、と体又は部分肉等の形態となった食肉を同一名称をもって流通販売を行うこと
も広く行われている。
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　　　 　　このため、対象食肉の出荷、流通、販売に関し、予め次の事項を明らかにしていくことが適当で
ある。

　　　　（ ア ）肉畜の処理・解体、部分肉（正肉）加工の実施機関又は場所
　　　　（ イ ）対象食肉の品質（肉質）の範囲
　　　　　　　  産地等表示食肉については、生産サイドの意志とは別個に消費者サイドからは一定の品質

が保証されている食肉あるいは高級又は特別な品質を備えたものとのイメージをもってうけと
められる恐れがある。

　　　　　　　  したがって、産地等表示食肉の出荷に関する事項において、牛肉及び豚肉にあっては（社）
日本食肉格付協会が行う枝肉格付、鶏肉にあっては食鶏取引規格及び食鶏小売規格（昭和
52年９月29日付け、（52畜A 第4577号）農林省畜産局長通達）等（独自の規格を使用す
る場合には、当該規格内容を別途明示することが必要。）により、対象食肉として認定し得る
肉質等級又は重量等の範囲を規定しておくことが必要である。

　　　　（ ウ ）対象食肉の名称を付与する部位名
　　　　（ エ ）産地等表示の具体的方法
　　　　　　　  すでに産地等表示食肉を出荷、販売している事例においては、対象食肉及びその容器、食

肉小売店における表示資材等にその名称を表示している例が多数見られるとともに、特別の
意匠（ マーク ）を表示している事例がある。

　　　　　　　  一般に特別のマーク等をもって表示行為を行うに当たっては、当該産地等表示食肉に対す
る消費者等の信頼を確保することが必要であり、当該表示がその実施主体等によって適正に
実施される必要があることから、食肉に産地等表示の名称、特別にデザインされたマーク等
を付して、出荷、販売を行う場合には、次の事項を規定しておくことが適当である。

　　　 　　　  ①表示のマークと表示方法
　　　 　　　  ②表示のマークを付与する場所及び実施者
　　　 　　　  ③対象食肉の表示販売を継続的に行う食肉小売店等を設置又は指定する場合における手続

き及び基準

　食肉の販売店等が、産地等を表示した食肉（以下、「対象食肉」という。）を販売する場合に表示すべき事
項とその内容並びに表示方法は次により行うことが適当である。

（ １ ）産地等表示食肉の名称の表示
　 １ ）表示の内容
　　　 　食肉を産地等の名称を表示して販売する場合には、「産地等表示食肉の生産及び出荷等に関する

指針」に基づき、対象食肉の生産・出荷の推進主体（以下、「推進主体」という。）において命名さ
れた名称を使用することが適当である。

　　　 　更に、当該対象食肉と他の食肉との公正な競争を阻害する恐れのある表示は適当でなく、また、名

৯ൢചళʹ͓͚Δ
৯ͷ࢈දࣔൢചʹؔ͢Δࢦ

（平成３年３月（公社）中央畜産会）
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称に加えて「品質」「安全」を併記することは合理的な理由がないかぎり行わないことが適当である。
　 ２ ）表示の方法
　　　 ア．産地等の表示は、プライスカード又はその他のカード、シール、ラベル等を用いて対象食肉ごと

に行うことが望ましい。
　　　 イ．複数の陳列バット、トレイ、パック等に分けられた対象食肉について、一括して名称等を表示する

場合にあっては、対象外の食肉を対象食肉と誤認される恐れのないよう陳列の区分を明確にするこ
とが必要である。

　　　 ウ．産地等表示食肉の推進主体が食肉販売店等に対して交付する対象食肉の販売指定店等（以下
「指定店等」という。）を表示するための看板及び陳列物（以下「指定店表示」という。）の取扱
いと対象食肉の産地等表示については、次により行うことが適当である。

　　　 　①食肉販売店等が指定店表示を常時陳列することは差し支えない。
　　　　 ② しかしながら、指定店等が常時対象食肉を販売していない事例あるいは複数の推進主体の指定

店等となっている事例が多いことから、指定店等が、指定店表示を行っている場合であっても、
対象食肉の陳列、販売に際しては上記ア又はイにより表示することが必要である。

ʢ̎ʣ࢈දࣔ食肉ͷൢ売ʹ͓͍࣮ͯ͢ࢪ͖事߲
　 １ ）産地等を表示して販売する食肉の概要に関する表示
　　     　指定店等表示には、対象食肉等の名称及び推進主体だけを明示しているものが一般的であるが消

費者サイドからは、対象食肉等の品種、特徴等その概要を承知したい旨の要望がある。
　　     　産地等表示の目的は、その名称の下に一定の特徴をもった商品である旨を示唆するところにあると

考えられることから、対象食肉等を販売する場合にあっては、指定店等表示のみならず、少なくとも
次の事項を消費者の目の届く場所に表示又は陳列することが適当である。

　　     　なお、当該表示については、次の事項が含まれていれば推進主体が作成、配布するパンフレット、
ポスター等の展示、陳列により代えることができる。

　　　 ア．対象食肉の生産・出荷の推進主体の名称、所在地及び連絡先
　　　 イ．対象食肉の種類、品種
　　　 ウ．対象食肉の生産地域
　　　 エ．対象食肉の特徴
　 ２ ）産地等を表示して食肉を販売する場合、それらの食肉が正しく表示と相違ないものであることを実証

し得る体制を整えておくことは、販売店の信用と生産者等の意図を保全していく上で極めて重要と考
えられることから、産地等表示食肉である旨を記載された仕入伝票等、表示販売する食肉が対象食
肉である旨を証明し得るような資料を保管しておくことが望ましい。

ʢ̏ʣྲྀ ௨ɺԷ売業ऀͷྗڠ
　　産地等表示食肉の生産・出荷の推進主体は、対象食肉について、名称を表示して小売販売を希望する

場合には、対象食肉が確実にその名称を付されて小売販売店まで流通するよう、流通ルートを把握してお
く等の適切な処置を講ずることが必要であり、特に、対象食肉の各流通段階として、と畜・部分肉処理な
どを行う産地食肉センター、食肉卸売市場（併設と畜場を含む。）、食肉卸売業者等、生産者と販売店の間
に介在する流通業者に対し、それぞれ包装表面、仕切又は納品伝票等に、当該食肉の名称の記載を求め
ていくことが望ましく、また、卸売等流通業者サイドにおいてもこうした要請に応えていくことが望まれる。
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　「銘柄鶏」とは、我が国で飼育し、地鶏に比べ増体に優れた肉用種といわれるもので、通常の飼育方法（飼
料内容、出荷日令等）と異なり工夫を加えたものをいう。
　なお、地鶏の定義については、「地鶏肉の日本農林規格（通称　特定JAS：平成11年７月施行、平成22
年６月16日改正）」が施行されたことにより、これに基づきます。
　また、一般社団法人日本食鳥協会は、地鶏の定義を地鶏肉の日本農林規格の施行以前に制定しておりま
したが、一本化するために日本農林規格に基づくことにします。

国࢈ͷฑܲͷఆٛʹ͍ͭͯ
（（一社）日本食鳥協会　平成９年３月25日承認　　平成14年8月30日変更承認　平成17年11月29日変更承認　平成24年3月27日変更承認）
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˟650�0047 ਆࢢށதԝ۠ߓౡೆொ1ʵ3ʵ7 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ5&- 050�3797�1906ɹ'"9 078�304�7425
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ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ               ʢઢ24�515ʣ
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ʻؠ ख ηϯλー׆ຽੜݝ　෦׆ੜڥʼɹݝ
˟020�0021 Ԭࢢதԝ௨̏ɻ ̍̌ ʵ̎  ʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 019�624�2586ɹ'"9 019�624�2790
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ʻळ ా ൝׆՝　ফඅੜ׆ຽੜݝ　෦ڥ׆ʼɹੜݝ
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֤ ػ ؔ ࿈ བྷ ઌ
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ʻ࡛ ۄ ಋ୲ࢦऀۀࣄ　՝׆෦　ফඅੜ׆ຽੜݝʼɹݝ
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˟260�8667 ઍ༿ࢢதԝ۠ࢢொ̍ɻ  ̍ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 043�223�2262ɹ'"9 043�221�2969

ʻ౦ ژ ʼɹੜ׆文Խہ　ফඅੜ׆෦　औҾࢦಋ՝　表示ࢦಋ
˟163�8001 ৽॓۠৽॓̎ɻ ̔ɻ  ̍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 03�5388�3068ɹ'"9 03�5388�1332

ʻਆಸݝʼɹݝຽہ　 Β͘͠ݝຽ෦　ফඅੜ׆՝
˟221�0835 ԣࢢਆಸ۠ொ2�24�2 ʜʜʜʜʜ 5&- 045�312�1121ɹ'"9 045�312�3506

ʻ৽ ׁ ՝　औҾɾ表示ߦ෦　ফඅऀڥɾ׆ຽੜݝʼɹݝ
˟950�8570 ৽ׁࢢதԝ۠৽ޫொ̐ɻ  ̍ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 025�280�5464ɹ'"9 025�284�0075

ʻࢁ ས ୲׆શ՝　ফඅੜ҆׆ຽ෦　ফඅੜݝըاʼɹݝ
ͷ̍ɻؙࢢߕ 400�8501˟ ̒ɻ  ̍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 055�223�1352ɹ'"9 055�223�1587

ʻ  ࣨ׆ಇ՝　ফඅੜڠຽݝ　ຽ文Խ෦ݝʼɹݝ
˟380�0936 ࢢେࣈதޚॴࣈԬా̔̕ ʵ̍  ʜʜʜʜʜ 5&- 026�223�6770ɹ'"9 026�223�6771

ʻ ࢁ ൝׆՝　ফඅੜ׆ຽੜݝ　文Խ෦ڥ׆ʼɹੜݝ
˟930�8501 ࢢࢁ৽૯̍ྠۂɻ  ̓ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 076�444�3129ɹ'"9 076�444�3477

ʻੴ  άルーϓ׆՝　ফඅੜ׆ຽੜݝ　ہຽ文Խݝʼɹݝ
˟920�8580 ۚࢢҌ݄̍ ʵ̍  ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 076�225�1386ɹ'"9 076�225�1389

ʻذ ෞ ಋࢦऀۀࣄɾ׆૬ஊηϯλー　ফඅੜ׆ຽੜݝ　෦׆ੜڥʼɹݝ
༅ాೆ5ʵ14ʵ53  ;Ε͍͋णձؗ ʜࢢෞذ 500�8384˟ 5&- 058�272�8204ɹ'"9 058�277�1005

ʻ੩ Ԭ ʼɹݝ Β͘͠ɾڥ෦　ݝຽੜ׆՝　ࢦऀۀࣄಋ൝
˟420�8601 ੩ԬࢢѮ۠खொ̕ɻ  ̒ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 054�221�2189ɹ'"9 054�221�2642

ʻѪ  ՝׆ຽੜݝ　෦׆ຽੜݝʼɹݝ
ͷؙ̏ɻࡾத۠ࢢݹ໊ 460�8501˟ ̍ɻ  ̎ ʜʜʜʜʜʜ 5&- 052�954�6165ɹ'"9 052�961�1317

ʻࡾ ॏ ηϯλー׆՝　ফඅੜ׆෦　ަ௨҆શɾফඅੜ׆ੜڥʼɹݝ
˟514�0004 ࢢӫொ̍ஸ̕ ̑̐ ൪ ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 059�224�2400ɹ'"9 059�224�3372

ʻ Ҫ άルーϓ׆ຽ҆શ՝　ফඅɾੜݝ　෦ڥʼɹ҆શݝ
˟910�8580 Ҫࢢେख̏ɻ ̍̓ ʵ̍  ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 0776�20�0287ɹ'"9 0776�20�0633

ʻ࣎ լ ୲׆՝　ফඅੜ׆ಈੜ׆ຽݝ　෦ࡦʼɹ૯߹ݝ
˟520�8577 େژࢢொ̐ɻ ̍ɻ  ̍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 077�528�3412ɹ'"9 077�528�4840
Δʣݶʹの෦Ҭݝηϯλーʢ׆ফඅੜݝլ࣎
˟522�0071 ࠜݩࢢொ̐ɻ  ̍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 0749�27�2234ɹ'"9 0749�23�9030
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ʻژ  ʼɹຽੜ׆෦　ফඅੜ҆׆શηϯλー
ೆ۠౦Լ఼ాொ̓̌ࢢژ 601�8047˟ ɹژຽ૯߹ަྲྀϓϥβؗ̎֊

 ʜʜʜʜʜʜ 5&- 075�671�0030ɹ'"9 075�671�0016

ʻେ ࡕ ʼɹফඅੜ׆ηϯλー　ۀࣄάルーϓ
˟559�0034 େॅࢢࡕ೭۠ߐೆߓ̎ɻ ̍ɻ 10ɹ̖̩ ̘ɹ̢̞̩ ౩̏֊

 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 06�6612�7500ɹ'"9 06�6612�0090

ʻฌ ݿ Պֶ૯߹ηϯλー׆ॴ　ੜڀݚՊֶ׆ੜ߁ཱ݈ݝʼɹݝ
˟650�0046 ਆࢢށதԝ۠ߓౡதொ̐ɻ  ̎ʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 078�302�4003ɹ'"9 078�302�4002

ʻಸ ྑ ʼɹݝ Β͘͠෦　ফඅɾੜ҆׆શ՝
˟630�8501 ಸྑొࢢେ࿏ொ̏̌  ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 0742�27�8704ɹ'"9 0742�22�0300

ʻՎݝࢁʼɹڥੜ׆෦　ݝຽݝ　ہຽੜ׆՝ʢҿ৯ྉʹؔすΔ͜ͱΛআ͘。ʣ
˟640�8585ɹՎࢢࢁখদݪ௨̍ɻ  ̍ ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 073�441�2345ɹ'"9 073�433�1771
Δ。ʣݶʹӴੜ՝ʢҿ৯ྉʹؔすΔ͜ͱ׆৯ɾੜ　ہຽݝ　෦׆ੜڥ
˟640�8585 Վࢢࢁখদݪ௨̍ɻ  ̍ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 073�441�2622ɹ'"9 073�432�1952

ʻௗ औ 　෦ڥ׆ʼɹੜݝ Β͘͠の҆৺ہ　 Β͘͠の҆৺ਪਐ՝
˟680�8570 ௗऔࢢ౦ொ̍ɻ ̎̎  ̌ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 0857�26�7247ɹ'"9 0857�26�8171

ʻౡ ࠜ ૯՝　ফඅͱ׆ੜڥ　෦׆ੜڥʼɹݝ Β͘͠の҆શࣨ
˟690�0887 দࢢߐ఼ொ̔൪  ̏ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 0852�22�5103ɹ'"9 0852�32�5918

ʻԬ ࢁ 　෦׆ຽੜݝʼɹݝ Β҆͘͠શ҆৺՝　ফඅੜ׆൝
˟700�8570 Ԭࢢࢁ۠ࢁԼ̎ɻ ̐ɻ  ̒ ʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 086�226�7346ɹ'"9 086�225�9151

ʻ ౡ ՝　ফඅ૬ஊάルーϓ׆ফඅੜ　ہຽݝڥʼɹݝ
ொ̍̌جத۠ࢢౡ 730�8511˟ ʵ̑  ̎ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 082�513�2732ɹ'"9 082�223�6121

ʻࢁ ޱ ൝׆՝　ফඅੜ׆ຽੜݝ　෦׆ੜڥʼɹݝ
ୌொ̍ɻࢢޱࢁ 753�8501˟  ̍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 083�933�2608ɹ'"9 083�933�2629

ʻಙ ౡ ຽݝ　ཧ෦ػةʼɹݝ Β҆͘͠શہ　҆શӴੜ՝
˟770�8570 ಙౡࢢສொ̍ɻ  ̍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 088�621�2175ɹ'"9 088�621�2979

ʻ߳  ہཧ૯ػةʼɹݝ Β҆͘͠શ҆৺՝
൪ொ̐ɻࢢদߴ 760�8570˟ ̍ɻ ̍̌  ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 087�832�3176ɹ'"9 087�806�0244

ʻѪ ඤ ՝׆ຽੜݝ　ہཧ　෦ڥຽݝʼɹݝ
˟790�8570 দࢢࢁҰ൪ொ̐ɻ ̐ɻ  ̎ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 089�912�2336ɹ'"9 089�912�2299

ʻߴ  ը՝ࢀಉڞɾஉঁ׆ຽੜݝ　෦׆ʼɹ文Խੜݝ
ϊ̍ɻؙࢢߴ 780�8570˟ ̎ɻ ̎̌  ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 088�823�9653ɹ'"9 088�823�9879

ʻ Ԭ ηϯλー׆શ՝ফඅੜ҆׆ʼɹ৽ࣾձਪਐ෦　ੜݝ
˟812�0046 Ԭࢢതଟ۠٢௩ຊொ̍̏ ʵ̑ ̌ɹ٢௩߹ಉிࣷ̍֊

 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 092�632�1600ɹ'"9 092�632�0322

ʻࠤ լ ʼɹݝ Β͘͠ڥຊ෦　 Β͘͠の҆શ҆৺՝　ࢦऀۀࣄಋɾྔܭ୲
ஸ̎ࡾఱਆࢢլࠤ 840�0815˟ ʵ̍  ̍ Ξόϯη̏ ֊ ʜʜ 5&- 0952�25�7069ɹ'"9 0952�24�9567

ʻ ࡚ ಋ൝ࢦऀۀࣄ　՝׆෦　৯҆શɾফඅੜ׆ຽੜݝʼɹݝ
˟850�0057 ࡚ࢢେࠇொ̏ɻ ̍ɹަ௨ۀ࢈Ϗϧ̐֊ ʜʜ 5&- 095�895�2318ɹ'"9 095�828�1014

ʻ۽ ຊ ԉ൝ࢧ՝　ফඅऀ׆ফඅੜہ׆ຽੜݝ　෦׆ੜڥʼɹݝ
ஸ̍̒ࣉதԝ۠ਫલࢢຊ۽ 862�8570˟ ̔ɻ  ̍ʜʜʜʜ 5&- 096�333�2308ɹ'"9 096�383�0998

ʻେ  ൝׆ըϓラβ　ফඅੜࢀಉڞɾஉঁ׆ফඅੜݝ෦　大ڥ׆ʼɹੜݝ
˟870�0037 େࢢ౦य़ொ̍ɻ  ̍ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 097�534�2038ɹ'"9 097�534�0684

ʻٶ ࡚ ը՝　ফඅɾ҆શ୲ࢀಇɾஉঁڠɾ׆෦　ੜࡦʼɹ૯߹ݝ
٦௨౦̎ʕ̍̌ࢢ࡚ٶ 880�8501˟ ʵ̍  ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 0985�26�7054ɹ'"9 0985�20�2221
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ʻࣛࣇౡݝʼɹݝຽੜہ׆　ফඅऀߦਪਐࣨ　ࢦऀۀࣄಋ
˟890�8577ɹࣛࣇౡיࢢ৽ொ̍̌ ʵ̍  ʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 099�286�2530ɹ'"9 099�286�5537

ʻԭ ೄ ൝׆՝　ফඅੜ׆ຽੜݝ　෦ڥ׆ʼɹੜݝ
˟900�8570ɹಹࢢઘ࡚̍ɻ ̎ɻ  ̎ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 098�866�2187ɹ'"9 098�866�2789

˗ಓܠݝදࣔ๏୲෦ॺ

˗ಓݝ৯ެਖ਼औҾٞڠձҰཡද
＜北 海 道＞ɹ˟060�0041 ࡳຈࢢதԝ۠େ௨౦7ʵ18ʵ2 &"45Ϗϧ5' ʜ 5&- 011�280�0029ɹ'"9 011�280�4000

＜青 森 県＞ɹ˟030�0113 ੨ࢢୈೋொ3ʵ5ʵ25 ʜʜʜʜʜʜ 5&- 017�729�8078ɹ'"9 017�729�8078

＜岩 手 県＞ɹ˟020�0021 Ԭࢢதԝ௨2ʵ1ʵ14 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 019�622�2915ɹ'"9 019�622�2916

＜宮 城 県＞ɹ˟985�0841 ଟլࢢϲ୩1ʵ4ʵ1 ٶݝଟլிࣷ
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 022�355�6646ɹ'"9 022�355�6657

＜秋 田 県＞ɹ˟010�0922 ळాࢢѴӫொ1ʵ5 ळాࣾݝձࢱձؗ6' ʜ 5&- 018�827�6741ɹ'"9 018�827�6741

＜山 形 県＞ɹ˟990�2447 ݩࢢܗࢁ3ʵ1ʵ22 ۀࣄ߹ ʜʜʜ 5&- 023�622�4355ɹ'"9 023�622�4360

＜福 島 県＞ɹ˟960�8043 ౡࢢதொ5ʵ21 ݝফձؗ ʜʜʜʜ 5&- 024�522�1095ɹ'"9 024�597�6173

＜茨 城 県＞ɹ˟310�0913 ਫݟࢢށொ1822ʵ2 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 029�241�3309ɹ'"9 029�243�2997

＜栃 木 県＞ɹ˟321�0111 Ӊࢢٶాொ210ʵ3 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 028�656�4092ɹ'"9 028�656�6824

＜群 馬 県＞ɹ˟371�0034 લࢢڮতொ3ʵ17ʵ17 ʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 027�233�7880ɹ'"9 027�234�3365

＜埼 玉 県＞ɹ˟330�0063 ͞ 4ʵ4ʵ17 ৯ηϯλʔ࠭ߴӜ۠ࢢ·͍ͨ
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 048�862�0544ɹ'"9 048�866�8802

＜千 葉 県＞ɹ˟260�0026 ઍ༿ࢢதԝ۠ઍ༿4ߓʵ3 ઍ༿ܦݝӦऀձؗ505߸
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 043�243�1194ɹ'"9 043�247�7650

＜東 京 都＞ɹ˟108�0075 ߓ۠ߓೆ2ʵ7ʵ19 ৯ࢢηϯλʔϏϧ811 ʜ 5&- 03�3471�8140ɹ'"9 03�3458�4129

＜神奈川県＞ɹ˟244�0002 ԣށࢢ௩۠෦ொ969ʵ38 ʜʜʜʜʜ 5&- 045�865�3391ɹ'"9 045�865�3395

＜新 潟 県＞ɹ˟950�0901 ৽ׁࢢதԝ۠หఱ3ʵ3ʵ5 ৽ׁϚϯγϣϯ317߸
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 025�241�4994ɹ'"9 025�241�4992

＜山 梨 県＞ɹ˟400�0031 ߕؙࢢͷ3ஸ6ʵ1 দ෩Ϗϧ3' ʜ 5&- 055�226�2155ɹ'"9 055�226�2155

＜長 野 県＞ɹ˟380�8570 ࢢେࣈೆࣈ෯Լ692ʵ2 ݝி౦ிࣷ
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 026�235�2015ɹ'"9 026�235�2015

＜富 山 県＞ɹ˟930�0066 ࢢࢁઍੴொ2ʵ6ʵ5 നאϚϯγϣϯ301߸ ʜ 5&- 076�491�1729ɹ'"9 076�491�1734

＜石 川 県＞ɹ˟920�3101 ۚా࠽ࢢொፅ337 ۚ৯ྲྀ௨ηϯλʔ ʜ 5&- 076�257�1459ɹ'"9 076�257�1459

＜福 井 県＞ɹ˟910�8580 Ҫࢢେख3ʵ17ʵ1 ҪݝிԂܳச࢈՝ ʜʜ 5&- 0776�20�0439ɹ'"9 0776�20�0650

＜岐 阜 県＞ɹ˟500�8266 ذෞڥࢢ5ʵ148 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 058�273�6011ɹ'"9 058�274�8248

＜静 岡 県＞ɹ˟420�0032 ੩ԬࢢѮ۠྆ସொ2ʵ5 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 054�251�0112ɹ'"9 054�251�5430

＜愛 知 県＞ɹ˟455�0027 ໊ݹ۠ߓࢢધݟொ1ʵ39 ໊ݹࢢதԝԷചࢢೆ෦ࢢ
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 052�612�6318ɹ'"9 052�612�6312

＜三 重 県＞ɹ˟514�0002 ࢢౡ࡚ொ314 ౡ࡚ձؗ1֊ ʜʜʜʜʜ 5&- 059�226�8406ɹ'"9 059�226�8406

＜滋 賀 県＞ɹ˟520�0806 େࢢଧग़13ʵ22 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 077�526�0477ɹ'"9 077�521�6541



180

＜京 都 府＞ɹ˟601�8435 ژࢢೆ۠༄ϊொ29 ʜʜʜʜʜ 5&- 075�691�3392ɹ'"9 075�691�3394

＜大 阪 府＞ɹ˟531�0071 େࢢࡕ۠த3ʵ3ʵ5 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 06�6372�0291ɹ'"9 06�6372�6780

＜兵 庫 県＞ɹ˟653�0032 ਆࢢށా۠ן௨7ʵ3ʵ12 ৯ηϯλʔ ʜ 5&- 078�671�6613ɹ'"9 078�652�0929

＜奈 良 県＞ɹ˟630�8123 ಸྑࡾࢢେٶொ1൪12߸ ʜʜʜʜʜʜ 5&- 0742�30�5730ɹ'"9 0742�30�5737

＜和歌山県＞ɹ˟640�8045 Վࢢࢁτொ33൪ʢதڮ٧ʣ ʜʜʜ 5&- 073�432�4529ɹ'"9 073�432�3767

＜鳥 取 県＞ɹ˟683�0054 ถࢢࢠអொ2ʵ70 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 0859�22�8004ɹ'"9 0859�21�2850

＜島 根 県＞ɹ˟699�2212 େాࢢேࢁொઋࢁத1677ࢁʵ2 ʜʜʜʜ 5&- 0854�85�7843ɹ'"9 0854�85�7230

＜岡 山 県＞ɹ˟703�8285 Ԭ1ڮࡩࢢࢁʵ2ʵ43 ݝӦ৯ํԷചࢢ૯߹ிࣷ
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 086�270�2911ɹ'"9 086�270�2955

＜広 島 県＞ɹ˟730�0856 ౡࢢத۠Տݪொ1ʵ26 ӴϏϧ701 ʜ 5&- 082�296�0700ɹ'"9 082�291�0132

＜山 口 県＞ɹ˟753�0821 ࢢޱࢁѮ2ʵ5ʵ69 ݝޱࢁѮிࣷ ʜʜʜʜ 5&- 083�924�7860ɹ'"9 083�924�7860

＜徳 島 県＞ɹ˟770�0939 ಙౡ͔ͪࢢͲ͖1ڮʵ41 ಙౡۀྛݝηϯλʔ 4֊
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 088�654�1012ɹ'"9 088�654�1012

＜香 川 県＞ɹ˟761�8031 ߴদڷࢢ౦ொ587൪197 ʜʜʜʜʜʜ 5&- 087�832�8980ɹ'"9 087�832�9013

＜愛 媛 県＞ɹ˟791�1102 দࢢࢁདྷॅொ1430ʵ1 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 089�958�5415ɹ'"9 089�958�5415

＜高 知 県＞ɹ˟781�8125 ߴޒࢢ5015ࢁ൪1ʢҰࣾߴʣ ݝச࢈ձ
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 088�883�8114ɹ'"9 088�880�0024

＜福 岡 県＞ɹ˟812�0055 Ԭࢢ౦۠౦2ʵ85ʵ14 ৯ࢢ ʜʜ 5&- 092�641�5916ɹ'"9 092�651�7670

＜佐 賀 県＞ɹ˟846�0024 ଟࢢٱೆଟٱொେࣈԼଟ4127ٱʢҰࣾࠤʣ լݝசࣾެ࢈
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 0952�76�4353ɹ'"9 0952�76�4354

＜長 崎 県＞ɹ˟850�0053 ࡚ۄࢢԂொ2ʵ28 ݪࠤϏϧ2֊ ʜʜʜʜ 5&- 095�826�0003ɹ'"9 095�822�4898

＜熊 本 県＞ɹ˟860�0812 ۽ຊࢢೆ۽ຊ2ʵ3ʵ1 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 096�372�4994ɹ'"9 096�371�2752

＜大 分 県＞ɹ˟870�1121 େࢢେࣈԗ929ʵ3  ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 097�529�6544ɹ'"9 097�529�6599

＜宮 崎 県＞ɹ˟880�0834 ࢢ࡚ٶ৽ผொా1185 ࡚ٶதԝԷചࢢ ʜ 5&- 0985�24�6685ɹ'"9 0985�28�8429

＜鹿児島県＞ɹ˟891�0144 ࣛࣇౡࢢԼݩொ7852 ࣛࣇౡ৯ηϯλʔ ʜ 5&- 099�262�2533ɹ'"9 099�262�2556

＜沖 縄 県＞ɹ˟901�1203 ೆࢢେཬࣈେ1927ʢגʣԭೄݝ৯ηϯλʔ
 ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 098�988�0430ɹ'"9 098�988�0430

˗શࠃ৯ެਖ਼औҾٞڠձ
＜全　　国＞　˟107�0052 ౦ژ۠ߓ6ࡔʵ13ʵ16 ΞδϛοΫϏϧ ʜʜʜ 5&- 03�5563�2911ɹ'"9 03�3589�1783

˗ಓݝ৯ެਖ਼औҾٞڠձҰཡද

ʻҰൠࣾஂ๏ਓɹ৽ຊεʔύʔϚʔέοτڠձʼ
˟101�0047 ઍా۠ਆా3ʵ19ʵ8ɹᓎҪϏϧ4֊ ʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 03�3255�4825ɹ'"9 03�3255�4826

ʻຊνΣʔϯετΞڠձʼ
ϊ// Ϗϧ11֊ ʜʜʜʜʜދϊ1ʵ21ʵ17ɹދ۠ߓ 105�0001˟ 5&- 03�5251�4600ɹ'"9 03�5251�4601

ʻ全ࠃ食ௗ肉ൢചۀੜ׆Ӵੜಉۀ߹࿈߹ձʼ
˟110�0004 ౦۠Լ୩2ʵ1ʵ10ɹҏඌϏϧ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 03�3876�1680ɹ'"9 03�3873�7754

˗શࠃ৯ެਖ਼औҾٞڠձɹձһஂମҰཡ
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ʻ全ࠃ食肉ڠۀࣄಉ߹࿈߹ձʼ
6ʵ13ʵ16ɹΞδϛοΫϏϧ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡔ۠ߓ 107�0052˟ 5&- 03�3582�1241ɹ'"9 03�3589�1783

ʻ+"�全ϛʔτϑʔζࣜגձࣾʼ
ೆ2ʵ12ʵ33ɹΩϟφϧϏϧ2֊ ʜʜʜʜʜʜߓ۠ߓ 108�0075˟ 5&- 03�5783�9711ɹ'"9 03�5783�9716

ʻ全ࠃཙڠۀಉ߹࿈߹ձʼ
4ʵ17ʵ5ɹ૬మాொϏϧ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࣳ۠ߓ 108�0014˟ 5&- 03�5931�8007ɹ'"9 03�5931�8023

ʻ全ࠃச࢈ڠۀಉ߹࿈߹ձʼ
˟104�0033 தԝ۠৽2ʵ6ʵ16ɹഅࣄச࢈ձؗ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 03�3297�5531ɹ'"9 03�3297�5536

ʻ全ࠃ։ڠۀಉ߹࿈߹ձʼ
ձಊϏϧ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡾ1ʵ9ʵ13ɹࡔ۠ߓ 107�0052˟ 5&- 03�3584�8643ɹ'"9 03�3587�2373

ʻެӹஂࡒ๏ਓຊ食肉ྲྀ௨ηϯλʔʼ
˟210�0869 ࡚ࢢ࡚۠౦ઔౡ24 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 044�266�1172ɹ'"9 044�299�3216

ʻެӹࣾஂ๏ਓຊ食肉ࢢԷചڠձʼ
˟101�0052 ઍా۠ਆాখொ3ʵ6ʵ8ɹ৳Ϗϧ ʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 03�3291�7004ɹ'"9 03�3291�7007

ʻҰൠࣾஂ๏ਓຊச࢈෭࢈ڠձʼ
ຑ1ʵ7ʵ3ɹਆ୩ொεΫΤΞϏϧ4֊ ʜʜʜʜʜ۠ߓ 106�0041˟ 5&- 03�3505�8668ɹ'"9 03�3505�8554

ʻҰൠࣾஂ๏ਓຊ食ௗڠձʼ
˟101�0032 ઍా۠ؠຊொ2ʵ9ʵ̓ ɹ3&$Ϗϧ7֊ ʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 03�5833�1029ɹ'"9 03�5833�1033

ʻຊϋϜɾιʔηʔδڠۀಉ߹ʼ
˟150�0013 ौ୩۠ܙൺण1ʵ5ʵ6ɹϋϜɾιʔηʔδձؗ ʜʜʜʜʜ 5&- 03�3444�1211ɹ'"9 03�3441�8287

ʻຊ食肉༌ग़ೖڠձʼ
౦ຑ1ʵ7ʵ3ɹୈೋลϏϧ6֊ ʜʜʜʜʜʜʜʜ۠ߓ 106�0044˟ 5&- 03�3588�1665ɹ'"9 03�3588�0013

ʻຊ食肉ྲྀ௨ηϯλʔԷചڠۀࣄಉ߹ʼ
˟210�0869 ࡚ࢢ࡚۠౦ઔౡ24 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 044�277�8882ɹ'"9 044�276�4298

ʻ全ࠃ食肉ۀ༻Էڠಉ߹࿈߹ձʼ
6ʵ13ʵ16ɹΞδϛοΫϏϧ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡔ۠ߓ 107�0052˟ 5&- 03�3586�2929ɹ'"9 03�3586�8781

ʻຊܲॲཧྲྀ௨ٞڠձʼ
˟444�0243 ѪݝԬ্࡚ࢢ੨ொෑ7 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 0564�43�2475ɹ'"9 0564�43�5526

˗શࠃ৯ެਖ਼औҾٞڠձɹձһஂମҰཡ

ॿձһࢍ˗
ʻࣜגձࣾΠγμʼ
Ԧொ44൪ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࢁӃޢ۠ژࠨࢢژ 606�8392˟ 5&- 075�771�4141ɹ'"9 075�751�0747

ʻؙେ食ࣜגձࣾʼ
˟569�8577 େࡕߴ௬ࢢொ21ʵ3 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 072�661�2514ɹ'"9 072�661�2504

ʻ৴भϋϜࣜגձࣾʼ
˟386�8686 ࢢా্ݝԼԘ৲950 ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 5&- 0268�26�8686ɹ'"9 0268�26�8611
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Handbook of the Meat

食肉の安心と安全のために！
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